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はじめに 

 

子どもの学習・生活支援事業を行うにあたり福祉事務所設置自治体は、支援を要

する者（子ども、養育者、以下、利用者と略す）の学習課題・生活支援課題を解

決・緩和するには、いろいろな関係機関・団体等関連領域と連携し、支援活動を行

うことになります。 

利用者の学習課題・生活支援課題は、教育、福祉、保健・医療、労働など多岐に

わたっており、また、それは、問題・課題の質、内容によっては、身体的・心理

的・社会的・経済的などと多様な側面をもっています。さらには、利用者個々の世

帯のおかれている状況やこれまでの生活との違いや問題・課題の発生の違いにより、

どれ一つとして同じ内容のものはないという個別性・具体性を有しています。 

そのため、福祉事務所設置自治体は、利用者の生活問題・課題を多面的・総合

的・一体的にとらえていかなければならないのと同時に、それぞれの課題に対応す

るためにいろいろな関係機関等・関連専門職などと連携し支援活動を進めていくこ

とになります。 

本調査研究は、福祉事務所設置自治体と関連領域の連携状況と課題について調査

を通して明らかにすること、そして今後どのような連携の在り方がよいかについて

検討することにあります。 

そこで本調査研究においては、福祉事務所設置自治体と関連領域がどのような連

携状況にあるか、またそこでの課題は何か、さらには、支援効果を上げるためにど

のような取組が必要であるかを明らかにするため、アンケート調査とヒアリング調

査を実施しています。 

また、ここで規定する「連携」とは、目的や方針を共有し、同じ方向に向かって

互いの専門性や活動などを活かし支援活動を行うことを指しています。 

それは、次の三つの範囲が考えられます。一つには、福祉各法との連携です。こ

れは、福祉事務所設置自治体における福祉内外の所管組織・団体との連携がありま

す。二つには、福祉各法を超えて、関連領域（教育、保健・医療、労働など）との

連携があります。三つには、地域との連携があります。これは、地域の社会資源で

ある民生・児童委員、親族・近隣やＮＰＯや企業などとの連携です。 

またこれら領域は、供給主体の観点からみれば公的部門（行政）だけでなく、非

営利公的部門（社会福祉法人、ＮＰＯ等）や非営利非公的部門（ボランティア、住

民組織等）、さらには営利部門（企業）の広く各供給主体の特質を活かし、生活困窮

者世帯の学習・生活支援に向けて連携を図っていくことになります。 

子どもの学習支援・生活支援は、関係機関・団体や関連専門職などとの連携を行

うことにより、子どもの学習支援、子どもの生活習慣・育成環境の改善、子どもの
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進路選択など教育・就労などに関し相談や情報提供など効果的な支援を行なうこと

ができます。本調査研究がその一助となれば幸いと考えます。 

  

最後に本調査研究の実施において、忙しい業務の合間を縫ってアンケート調査、

ヒアリング調査に回答して下さった方々に対して、この場を借りて心より御礼申し

上げます。また委員会において事業者、行政、学識経験者のそれぞれの立場から忌

憚のない意見や資料を提供して下さった委員の皆さま、オブザーバーとして貴重な

助言をして下さった厚生労働省の皆さま、事務局を担って下さった日本能率協会総

合研究所の皆さまに深く感謝と御礼を申し上げます。 

 

 

令和３（2021）年３月 

子どもの学習・生活支援事業の支援効果を高める連携手法等に関する検討委員会 

委員長 岡部 卓 
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第 1 章 事業概要 

 

第１節 事業の概要 

 

１．調査・研究事業の目的 

平成 30（2018）年の生活困窮者自立支援法改正の附帯決議において、教育関係者等

との緊密な連携、食事や教材の提供等、支援の効果を高めるための方策の検討等につい

て指摘されています。 

そこで本事業は、次の４点を実施しました。 

① 子どもの学習・生活支援事業の支援効果を高めるために実施している教育機関や

フードバンク等の支援団体、民間企業や心理カウンセラー等の専門家といった

関係機関との自治体における連携状況を把握・整理しました。 

② 連携手法や連携の実施に向けた課題を明らかにしました。 

③ 委員会での議論を踏まえ、効果的に関係機関と連携している事例を収集しました。 

④ ①～③の結果を踏まえ、子どもの学習・生活支援事業の効果をより高める連携先

や連携手法について整理・分析を行いました。 

 

本事業により、子どもの学習・生活支援事業の支援の効果をより高めるための連携先

や連携手法の普及啓発を図り、事業未実施自治体に対する事業開始、事業実施自治体等

に対する支援内容の充実の促進に資することを目的とします。 

 

本事業では「子どもの学習・生活支援事業」の連携状況を段階別に把握するため、

「支援の段階」を以下のとおり定義し、報告書中に用いています。 

 支援の準備段階 ：利用者の発見や事業の周知、ボランティアの募集等、支援の実

施に向けた準備の段階のこと 

 支援の実施段階 ：子どもや養育者（親等）に対して、学習支援・生活支援を実施

している段階のこと 

 支援終了後の段階：高校や大学等への進学、就職等により、子どもの学習・生活支

援事業による支援が終了した子どもや養育者（親等）、世帯へ

の対応の段階のこと  
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２．実施概要 

（１）委員会の設置 

 自治体における子どもの学習・生活支援事業実施にあたって、支援の効果を高める

ために実施している関係機関等との連携の実態の把握や連携手法、及び事業報告書設

計等について検討するため、「子どもの学習・生活支援事業の支援効果を高める連携

手法等に関する検討委員会」（以下、「委員会」という。）を設置しました。 

 

■委員一覧（敬称略） 

氏 名 所属先・役職等 

◎岡部 卓 明治大学公共政策大学院 ガバナンス研究科 専任教授 

新保 幸男 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 教授 

小林 理 東海大学 健康学部健康マネジメント学科 准教授 

白鳥 勲 
一般社団法人 彩の国子ども・若者支援ネットワーク 

代表理事 

渡辺 由美子 特定非営利活動法人 キッズドア 理事長 

米山 けい子 認定特定非営利活動法人 フードバンク山梨 理事長 

法師人 昇 栃木県保健福祉部保健福祉課 課長補佐 

本木 健司 松戸市福祉長寿部生活支援一課 課長 

◎：委員長 

 

■オブザーバー 

氏 名 所属先・役職等 

濵島 章 
厚生労働省社会・援護局 地域福祉課 

生活困窮者自立支援室 室長補佐 

中村 まどか 
厚生労働省社会・援護局 地域福祉課 

生活困窮者自立支援室 居住支援係長 

 

■事務局 

氏 名 所属先・役職等 

田中 元 
株式会社 日本能率協会総合研究所 

福祉・医療・労働政策研究部 主任研究員 

河西 志乃 
株式会社 日本能率協会総合研究所 

福祉・医療・労働政策研究部 研究員 

笠原 総人 
株式会社 日本能率協会総合研究所 

福祉・医療・労働政策研究部 研究員 
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■委員会概要 

第１回 

日時：令和２（2020）年 10 月 15 日（木） 

 10：00～12：00 

場所：AP東京八重洲 10 階 Y2会議室 

議事：１．本事業の全体概要 

２．アンケート調査内容の検討 

３．ヒアリング調査について 

（連携事例に関する意見交換） 

第２回 

日時：令和２（2020）年 12 月 24 日（木）  

10：00～12：00 

場所：AP東京八重洲 10 階 Y2会議室 

議事：１．アンケート調査結果について 

２．ヒアリング調査対象について 

第３回 

日時：令和３（2021）年２月 8 日（月）  

10：00～12：00 

場所：AP東京八重洲 10 階 Y2会議室 

議事：１．本事業成果物について 

２．子どもの学習・生活支援事業における連携について 

※いずれの委員会も、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、委員会会場

での会議とオンライン会議を組み合わせて実施。 
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（２）調査の実施 

 ①アンケート調査 

    自治体における生活習慣・環境改善に関する支援の現状や課題を把握するため、

福祉事務所設置自治体へのアンケート調査（悉皆調査）を実施しました。 

調査対象：福祉事務所設置自治体 905 

（市：792、町村：45、特別区：23、都道府県：45） 

調査方法：厚生労働省より電子メールにて都道府県・指定都市・中核市に送付、

ならびに都道府県経由で市区町村に依頼 

各自治体は Excel 電子調査票で回答、電子メールで事務局に提出 

調査期間：令和２（2020）年 10 月 28 日（水）～11 月 18 日（水） 

調査項目：１．事業の実施状況について 

   ２．子どもの学習・生活支援事業における 

関係機関等との連携状況について 

   ※詳細は第２章に記述 

 

 ②ヒアリング調査 

     アンケート調査を基に、先進的な取組を実施している 12 自治体に対してヒアリ

ング調査（標本調査）を実施しました。 

No. 地域 自治体名 

1 北海道・東北 福島県いわき市 

2 関東 千葉県松戸市 

3 関東 千葉県八千代市 

4 関東 東京都足立区 

5 中部 山梨県中央市 

6 中部 石川県金沢市 

7 近畿 兵庫県加古川市 

8 九州 佐賀県佐賀市 

9 九州 沖縄県名護市 

10 関東 栃木県 

11 関東 埼玉県 

12 関東 神奈川県 

 

（３）成果物の作成 

 アンケート調査結果並びにヒアリング調査結果を取りまとめた「事業報告書」を作

成しました。 
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３．実施フロー 

 本事業は以下のとおり実施しました。 

 

 

４．実施スケジュール 

 本事業の実施スケジュールは以下のとおりです。 

  

１
．
委
員
会
の
設
置

２．調査の実施
―アンケート調査―

２
．
調
査
の
実
施

―

ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査―

４．事業報告書の作成

調査結果の集計・分析
⇒問題整理・情報収集

委員会での検討
⇒課題整理・情報集約

効果的な連携事例の紹介

効果的な連携事例のノウハウのまとめ

子どもの学習・生活支援事業の支援の効果を高める
ための施策への反映に向けた情報の整理

周知・普及

調査票の設計

３．集計・分析

１週 ２週 ３週 ４週 １週 ２週 ３週 ４週 １週 ２週 ３週 ４週 １週 ２週 ３週 ４週 １週 ２週 ３週 ４週 １週 ２週 ３週 ４週 １週 ２週 ３週 ４週 １週 ２週 ３週 ４週

（１）委員会の
     設置・運営

委員会設置・開催
（3回）

① ② ③

①調査票の検討
検

討

②実査・分析
検

討

①既存資料整理、
文献調査

②ヒアリング調査の
   実施

検

討

提

出

（３）ヒアリング調査
     【事例収集】

（５）厚生労働省への報告

12月 １月

（４）成果物の作成

（２）自治体への

     アンケート調査
    【実態調査】

事業内容 主な業務
８月 ９月 10月 11月 ２月 ３月

委員委嘱

文献調査・実態調査から効果的な事例を抽出・
内容の確認

ヒアリング

調査の実施

調査票案作成

実査

（3週間）

修
正

集計・
分析

成果物
最終化

事業報告書案
作成

随時実施
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第２章 アンケート調査 

 

第１節 調査概要 

（１）調査目的 

自治体における子どもの生活習慣・環境改善の支援の効果を高めるために実施して

いる関係機関等との連携状況等を把握することを目的として実施しました。 

 

（２）調査設計 

【調査対象】福祉事務所設置自治体 905 か所 

（市：792、町村：45、特別区：23、都道府県：45） 

【調査方法】厚生労働省より電子メールにて都道府県・指定都市・中核市に送付、

ならびに都道府県経由で市区町村に依頼 

各自治体は Excel 電子調査票で回答、電子メールで事務局に提出 

【調査期間】令和２（2020）年 10 月 28 日（水）～11 月 18 日（水） 

 

（３）回収結果 

【配布数】905 件 

【有効回収数】637 件 

【有効回収率】70.3％ 

【回答者属性】「市」556 件、「町」23 件、「村」0 件、 

「特別区」21 件、「都道府県」37 件 
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（４）報告書内の留意事項 

・図・表中のｎ、回答者数とは、基数となる実数のことです。 

・回答はｎ、回答者数を 100％として百分率で算出しています。小数点以下第 2 位

を四捨五入しているため、百分率の合計が全体を示す数値と一致しないことがあ

ります。 

・図・表中の「－」は回答者が皆無のものです。 

・複数回答ができる質問では、回答比率の合計が 100％を超える場合があります。 

・図・表において、回答の選択肢表記を簡略化している場合があります。 

 

（５）調査項目 

１．事業の実施状況について 

 問１ 生活困窮者自立支援法に基づく「子どもの学習・生活支援事業」の実施状況 

 問２ 運営形態 

 問３ 実施方法 

 問４ 取組内容 

 

２．「子どもの学習・生活支援事業」における関係機関等との連携状況について 

 問５ 連携先 

 問６ 連携先の取組内容 

 問７ 連携先との連携による支援効果の変化 

 問８ 連携の効果測定の有無 

 問９ 最も効果が出ている連携による取組 

 問 10 現在の連携先との連携にあたっての課題 

 問 11 今後連携が必要と考えている関係部署・機関 

 問 12 新型コロナウイルス感染症等の影響で実施できていない取組 

 問 13 事業についてご意見 

＜事業未実施自治体のみ＞ 

 問 14 今後の実施予定 

 問 15 事業についての意見 
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第２節 調査結果概要 

2-1．事業の実施状況について 

（１） 生活困窮者自立支援法に基づく「子どもの学習・生活支援事業」の実施状況 

✓ 「「学習支援」のみ実施している」(25.1%)、「「学習支援」「生活支援」とも

に実施している」(41.1%)、「いずれも実施していない」(33.4%)、「「生活支

援」のみ実施している」(0.3%)となっています。 

 

 

＜２-１．（２）～２-２．（７）②は「子どもの学習・生活支援事業」を実施している自治体が対象＞ 

 

（２） 「子どもの学習・生活支援事業」の開始年度 

✓ 学習支援のみ実施している自治体の開始年度は、「2014年以前」(12.6%)、

「2015年」(28.3%)、「2016年」(22.0%)、「2017年」(20.1%)、「2018年」

(9.4%)、「2019年」(6.9%)、「2020年」(0.6%)となっています。 

✓ 「学習支援」「生活支援」ともに実施している自治体の学習支援の開始年度は、

「2014年以前」(18.8%)、「2015年」(31.5%)、「2016年」(20.8%)、

「2017年」(12.7%)、「2018年」(6.9%)、「2019年」(6.9%)、「2020年」

(2.3%)となっています。 

✓ 「学習支援」「生活支援」ともに実施している自治体の生活支援の開始年度は、

「2014年以前」(14.2%)、「2015年」(22.3%)、「2016年」(16.5%)、

「2017年」(10.8%)、「2018年」(7.3%)、「2019年」(24.6%)、「2020年」

(4.2%)となっています。 

✓ 以上のように、2020年に事業を開始した自治体が見られ、「子どもの学習・生活

支援事業」を実施する自治体数が徐々に増加していることが推察されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体(n=637)

問１．生活困窮者自立支援法に基づく「子どもの学習・生活支援事業」の実施状況 (n=637)

25.1 41.1 33.4 0.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「学習支援」のみ実施している 「学習支援」「生活支援」ともに実施している

いずれも実施していない 「生活支援」のみ実施している

全体(n=159)

問１- １．【「学習支援」のみ実施している】開始年度 (n=159)

12.6 28.3 22.0 20.1 9.4 6.9 0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2014年以前 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
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（３） 「子どもの学習・生活支援事業」の運営形態 

✓ 「学習支援」の取組の運営形態は、「直営」(21.1%)、「委託」(70.6%)、「直

営+委託」(8.3%)となっています。 

✓ 「生活支援」の取組の運営形態は、「直営」(19.7%)、「委託」(71.6%)、「直

営+委託」(8.7%)となっています。 

 

 

  

全体(n=260)

問１- ２．【「学習支援」「生活支援」ともに実施している】学習支援：開始年度 (n=260)

18.8 31.5 20.8 12.7 6.9 6.9 2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2014年以前 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

全体(n=260)

問１- ２．【「学習支援」「生活支援」ともに実施している】生活支援：開始年度 (n=260)

14.2 22.3 16.5 10.8 7.3 24.6 4.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2014年以前 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

全体(n=422)

問２①．「子どもの学習・生活支援事業」の学習支援の取組の運営形態 (n=422)

21.1 70.6 8.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

直営 委託 直営+ 委託

全体(n=264)

問２②．「子どもの学習・生活支援事業」の生活支援の取組の運営形態 (n=264)

19.7 71.6 8.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

直営 委託 直営+ 委託
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（３）① ＜問２で「２．委託」「３．直営＋委託」を選択した自治体＞ 

「子どもの学習・生活支援事業」の委託先（複数選択） 

✓ 「学習支援」の取組の委託先は、「NPO法人」が38.1%と最も高く、次いで「株

式会社」が28.7%、そして「社会福祉協議会」が20.7%と続いています。 

✓ 「生活支援」の取組の委託先は、「NPO法人」が39.2%と最も高く、次いで「株

式会社」が25.4%、そして「社会福祉協議会」が23.4%と続いています。 

 

 

 

  

社会福祉協議会

社会福祉協議会以外の社会福祉法人

公益社団法人、公益財団法人、一般社団法
人、一般財団法人

NPO 法人

任意団体

株式会社

その他

問２－１②．＜問２で「２．委託」「３．直営＋委託」を選択した自治体＞「子どもの学習・生
活支援事業」の学習支援の取組の委託先（複数選択） (n=328)

20.7 

7.0 

18.0 

38.1 

3.7 

28.7 

8.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

全体(n=328)

社会福祉協議会

社会福祉協議会以外の社会福祉法人

公益社団法人、公益財団法人、一般社団法
人、一般財団法人

NPO 法人

任意団体

株式会社

その他

問２－１②．＜問２で「２．委託」「３．直営＋委託」を選択した自治体＞「子どもの学習・生
活支援事業」の生活支援の取組の委託先（複数選択） (n=209)

23.4 

9.6 

19.1 

39.2 

3.8 

25.4 

8.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

全体(n=209)
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（４） 「子どもの学習・生活支援事業」の実施方法（複数選択） 

✓ 「「子どもの学習・生活支援事業」単独で又は他の事業とは別々に実施してい

る」が82.0%と最も高く、次いで「「ひとり親家庭等生活向上事業」（厚生労働

省子ども家庭局事業）と一体実施している」が15.9%、そして「「ひとり親家庭

生活向上事業」「地域学校協働活動」以外の事業」が3.6%と続いています。 

 

 

  

「子どもの学習・生活支援事業」単独で又は他
の事業とは別々に実施している

「ひとり親家庭等生活向上事業」（厚生労働省
子ども家庭局事業）と一体実施している

「地域学校協働活動」（文部科学省事業）と一
体実施している

「ひとり親家庭生活向上事業」「地域学校協働
活動」以外の事業

問３．「子どもの学習・生活支援事業」の実施方法（複数選択） (n=422)

82.0 

15.9 

1.7 

3.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=422)
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（５） 「子どもの学習・生活支援事業」の取組内容（複数選択） 

✓ 「学習支援」が99.1%と最も高く、次いで「居場所（事業実施場所）での相談・

助言」が64.3%、そして「随時の対面相談の実施」が61.7%と続いています。 

 

 

  

学習支援

居場所（事業実施場所）の開放

居場所（事業実施場所）での相談・助言

家庭訪問での相談・助言

居場所（事業実施場所）でのレクリエーション

居場所（事業実施場所）以外の場でのレクリ

エーション

宿泊を伴うレクリエーション

調理実習

企業見学・職業体験

農業体験

大学等学校見学

福祉施設等見学

地域の祭りやボランティア活動への参加

その他の主に子どもに対する取組

相談会・連絡会・交流会の開催

説明会・講座等の開催

随時の対面相談の実施

電話やメールによる個別相談

連絡帳等のやりとり

家庭訪問による対面相談

子どもの送迎時における対面相談

奨学金等の情報提供

制度利用の支援（利用勧奨、提出資料の作成
支援、同行支援等）

その他の主に養育者（親等）に対する取組

問４．「子どもの学習・生活支援事業」の取組内容（複数選択） (n=423)

99.1 

47.5 

64.3 

49.4 

45.2 

27.2 

6.1 

23.9 

9.2 

5.9 

8.7 

3.3 

9.5 

6.4 

9.0 

8.5 

61.7 

58.2 

6.9 

48.7 

37.1 

34.0 

28.1 

3.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=423)
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2-2．子どもの学習・生活支援事業における関係機関等との連携状況等について 

（１） 「子どもの学習・生活支援事業」の連携先（委託している場合は委託先を除く） 

✓ 「教育委員会」が81.0％と最も高く、次いで「生活保護所管部署」が78.3％、そ

して「中学校」が68.6％と続いています。 

✓ 社会福祉六法外の民間の連携先や公認心理師・臨床心理士やスクールカウンセラ

ーを連携先として挙げる自治体は20％程度未満となっています。 

  

教
育
関
係
の
連
携
先 

社
会
福
祉
六
法
外
の
民
間
の
連
携
先 

行
政
の
連
携
先 

保育所・幼稚園

小学校

中学校

高校

大学・短大・専門学校等の高等教育機関

学習塾

その他の教育関係の連携先

町内会・自治会等の地縁団体

ボランティア団体

NPO 法人・認定NPO 法人

民間企業

子ども食堂

フードバンク

シルバー人材センター

医師会

医療機関

その他の社会福祉六法外の民間の連携先

母子保健部署

児童福祉部署

教育委員会

生活保護所管部署

障害福祉所管部署

商工労働所管部署

児童相談所

警察署

保健所

児童館・児童遊園

図書館

公民館

コミュニティセンター

他自治体

その他の行政の連携先

社会福祉協議会

社会福祉施設・事業所

児童養護施設

就労支援機関

自立相談支援機関

その他の福祉関係等の連携先

ケースワーカー

社会福祉士

精神保健福祉士

民生委員・児童委員

公認心理師・臨床心理士

スクールカウンセラー

スクールソーシャルワーカー

キャリアコンサルタント

医師

看護師

保健師

栄養士

自治体独自に配置している専門職

その他の専門職等の連携先

連携していない

問５．「子どもの学習・生活支援事業」の連携先（委託している場合は委託先を除く）_ 全段階
（複数選択） (n=420)

5.5 

49.3 

68.6 

25.2 

17.9 

4.3 

4.3 

9.8 

13.1 

14.5 

7.9 

20.5 

14.8 

0.7 

0.5 

7.4 

2.9 

37.1 

66.9 

81.0 

78.3 

17.6 

2.4 

17.6 

6.9 

6.7 

6.2 

2.9 

14.0 

7.4 

3.8 

3.8 

36.7 

10.2 

6.0 

10.0 

48.8 

2.9 

59.5 

16.2 

9.5 

18.8 

7.9 

16.7 

38.8 

2.6 

5.0 

2.6 

12.1 

1.9 

3.8 

2.1 

1.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=420)

福
祉
関
係
の
連
携
先 

専
門
職
等
の
連
携
先 
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（１）① 「子どもの学習・生活支援事業」の連携先（委託している場合は委託先を除く）（支援の段

階別）（複数選択） 

✓ 支援の準備段階は、「教育委員会」が76.6%と最も高く、次いで「生活保護所管

部署」が74.5%、そして「中学校」「児童福祉部署」が61.9%と続いています。 

支援の実施段階は、「生活保護所管部署」が72.2％と最も高く、次いで「教育委

員会」が66.6%、そして「中学校」が60.7%と続いています。 

支援終了後の段階は、「生活保護所管部署」が62.5％で最も高く、次いで「ケー

スワーカー」が56.6％、そして「自立相談支援機関」が44.1％と続いています。 

✓ 「連携していない」と回答した自治体は、支援の準備段階と支援の実施段階は

３％未満ですが、支援終了後の段階は10％を超えています。 

  

保育所・幼稚園

小学校

中学校

高校

大学・短大・専門学校等の高等教育機関

学習塾

その他の教育関係の連携先

町内会・自治会等の地縁団体

ボランティア団体

NPO 法人・認定NPO 法人

民間企業

子ども食堂

フードバンク

シルバー人材センター

医師会

医療機関

その他の社会福祉六法外の

民間の連携先

母子保健部署

児童福祉部署

教育委員会

生活保護所管部署

障害福祉所管部署

商工労働所管部署

児童相談所

警察署

保健所

児童館・児童遊園

図書館

公民館

コミュニティセンター

他自治体

その他の行政の連携先

社会福祉協議会

社会福祉施設・事業所

児童養護施設

就労支援機関

自立相談支援機関

その他の福祉関係等の連携先

ケースワーカー

社会福祉士

精神保健福祉士

民生委員・児童委員

公認心理師・臨床心理士

スクールカウンセラー

スクールソーシャルワーカー

キャリアコンサルタント

医師

看護師

保健師

栄養士

自治体独自に配置している専門職

その他の専門職等の連携先

連携していない

問５．「子どもの学習・生活支援事業」の連携先（委託している場合は委託先を除く）
(n=381)

4.5 

42.8 

61.9 

15.0 

15.7 

2.1 

3.9 

8.1 

8.7 

10.5 

3.4 

10.8 

5.2 

0.5 

0.5 

4.5 

0.8 

33.9 

61.9 

76.6 

74.5 

13.6 

1.6 

11.0 

3.1 

4.5 

4.5 

2.1 

9.7 

4.5 

2.9 

3.4 

31.8 

8.4 

5.0 

6.3 

45.9 

2.1 

56.7 

14.2 

8.7 

15.5 

5.2 

13.1 

31.8 

1.3 

2.9 

1.8 

9.7 

1.0 

2.6 

1.3 

2.9 

4.8 

42.6 

60.7 

23.5 

11.5 

4.3 

4.1 

7.7 

12.0 

14.3 

7.9 

19.9 

15.1 

0.3 

0.5 

7.4 

2.3 

31.9 

58.7 

66.6 

72.2 

16.6 

1.3 

17.6 

7.1 

6.9 

5.6 

2.0 

11.2 

5.4 

3.1 

2.6 

32.7 

9.2 

5.9 

8.9 

45.7 

1.5 

57.1 

16.3 

9.4 

16.3 

7.4 

16.1 

38.3 

2.6 

4.8 

2.8 

12.8 

2.0 

3.8 

2.3 

2.8 

3.5 

18.4 

32.4 

18.4 

4.3 

0.8 

2.0 

3.5 

5.5 

10.5 

3.1 

10.2 

6.3 

0.0 

0.4 

4.7 

0.4 

23.4 

42.6 

35.5 

62.5 

12.1 

0.8 

11.7 

5.5 

6.3 

3.5 

1.6 

3.5 

2.0 

2.3 

2.7 

25.8 

7.0 

4.7 

9.8 

44.1 

2.0 

56.6 

17.2 

10.5 

11.7 

7.0 

12.9 

27.0 

1.6 

3.5 

2.3 

10.9 

2.0 

3.5 

2.3 

11.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

支援の準備段階

(n=381)

支援の実施段階

(n=392)

支援終了後の段階

(n=256)

保育所・幼稚園

小学校

中学校

高校

大学・短大・専門学校等の高等教育機関

学習塾

その他の教育関係の連携先

町内会・自治会等の地縁団体

ボランティア団体

NPO 法人・認定NPO 法人

民間企業

子ども食堂

フードバンク

シルバー人材センター

医師会

医療機関

その他の社会福祉六法外の
民間の連携先

母子保健部署

児童福祉部署

教育委員会

生活保護所管部署

障害福祉所管部署

商工労働所管部署

児童相談所

警察署

保健所

児童館・児童遊園

図書館

公民館

コミュニティセンター

他自治体

その他の行政の連携先

社会福祉協議会

社会福祉施設・事業所

児童養護施設

就労支援機関

自立相談支援機関

その他の福祉関係等の連携先

ケースワーカー

社会福祉士

精神保健福祉士

民生委員・児童委員

公認心理師・臨床心理士

スクールカウンセラー

スクールソーシャルワーカー

キャリアコンサルタント

医師

看護師

保健師

栄養士

自治体独自に配置している専門職

その他の専門職等の連携先

連携していない

問５．「子どもの学習・生活支援事業」の連携先（委託している場合は委託先を除く）
(n=381)

4.5 

42.8 

61.9 

15.0 

15.7 

2.1 

3.9 
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栄養士

自治体独自に配置している専門職

その他の専門職等の連携先

連携していない

問５．「子どもの学習・生活支援事業」の連携先（委託している場合は委託先を除く）
(n=381)
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（１）①Ⅰ 「子どもの学習・生活支援事業」の連携先（委託している場合は委託先を除く）_「教

育関係の連携先」（複数選択） 

✓ 支援の準備段階は、「中学校」が86.4%と最も高く、次いで「小学校」が

59.7%、そして「大学・短大・専門学校等の高等教育機関」が22.0%と続いてい

ます。 

✓ 支援の実施段階は、「中学校」が86.2%と最も高く、次いで「小学校」が

60.5%、そして「高校」が33.3%と続いています。 

✓ 支援終了後の段階は、「中学校」が83.0%と最も高く、次いで「小学校」「高

校」が47.0%、そして「大学・短大・専門学校等の高等教育機関」が11.0%と続

いています。 

 

 

※その他の教育関係の連携先：教員 OB、適応指導教室、特別支援学校等 

 

（１）①Ⅱ 「子どもの学習・生活支援事業」の連携先（委託している場合は委託先を除く）_「社

会福祉六法外の民間の連携先」（複数選択） 

✓ 支援の準備段階は、「子ども食堂」が43.2%と最も高く、次いで「NPO法人・認

定NPO法人」が42.1%、そして「ボランティア団体」が34.7%、「町内会・自治

会等の地縁団体」が32.6%と続いています。 

✓ 支援の実施段階は、「子ども食堂」が51.0%と最も高く、次いで「フードバン

ク」が38.6%、そして「NPO法人・認定NPO法人」が36.6%と続いています。 

✓ 支援終了後の段階は、「NPO法人・認定NPO法人」が56.3%と最も高く、次いで

「子ども食堂」が54.2%、そして「フードバンク」が33.3%と続いています。 

 

※その他の社会福祉六法外の民間の連携先：母子寡婦福祉連合会、ボランティア協会等  

調査数 保育所・幼稚園 小学校 中学校

支援の準備段階 273 17 163 236

支援の実施段階 276 19 167 238

支援終了後の段階 100 9 47 83

（6.2%） （59.7%） （86.4%）

（6.9%）

（9.0%）

（60.5%）

（47.0%）

（86.2%）

（83.0%）

（100.0%）

（100.0%）

（100.0%）

調査数
町内会・自治会等
の地縁団体

ボランティア団体
NPO 法人・認定
NPO 法人

民間企業 子ども食堂

支援の準備段階 95 31 33 40 13 41

支援の実施段階 153 30 47 56 31 78

支援終了後の段階 48 9 14 27 8 26

（32.6%） （34.7%） （42.1%） （13.7%） （43.2%）

（19.6%）

（18.8%）

（30.7%）

（29.2%）

（36.6%）

（56.3%）

（20.3%）

（16.7%）

（51.0%）

（54.2%）

（100.0%）

（100.0%）

（100.0%）

調査数 高校
大学・短大・専門
学校等の高等教
育機関

学習塾
その他の教育関
係の連携先

支援の準備段階 273 57 60 8 15

支援の実施段階 276 92 45 17 16

支援終了後の段階 100 47 11 2 5

（ （20.9%） （22.0%） （2.9%） （5.5%）

（

（

（33.3%）

（47.0%）

（16.3%）

（11.0%）

（6.2%）

（2.0%）

（5.8%）

（5.0%）

（100.0%）

（100.0%）

（100.0%）

調査数 フードバンク
シルバー人材セ
ンター

医師会 医療機関
その他の社会福
祉六法外の民間
の連携先

支援の準備段階 95 20 2 2 17 3

支援の実施段階 153 59 1 2 29 9

支援終了後の段階 48 16 - 1 12 1

（ （21.1%） （2.1%） （2.1%） （17.9%） （3.2%）

（

（

（38.6%）

（33.3%）

（0.7%）

（0.0%）

（1.3%）

（2.1%）

（19.0%）

（25.0%）

（5.9%）

（2.1%）

（100.0%）

（100.0%）

（100.0%）
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（１）①Ⅲ 「子どもの学習・生活支援事業」の連携先（委託している場合は委託先を除く）_「行

政の連携先」（複数選択） 

✓ 支援の準備段階は、「教育委員会」が82.0%と最も高く、次いで「生活保護所管

部署」が79.8%、そして「児童福祉部署」が66.3%と続いています。 

✓ 支援の実施段階は、「生活保護所管部署」が80.6%と最も高く、次いで「教育委

員会」が74.4%、そして「児童福祉部署」が65.5%と続いています。 

✓ 支援終了後の段階は、「生活保護所管部署」が86.0%と最も高く、次いで「児童

福祉部署」が58.8%、そして「教育委員会」が48.9%と続いています。 

 

 

 

※その他の行政の連携先：多文化共生所管部署、広報部署、危機管理部署等 

 

（１）①Ⅳ 「子どもの学習・生活支援事業」の連携先（委託している場合は委託先を除く）_「福

祉関係等の連携先」（複数選択） 

✓ 支援の準備段階は、「自立相談支援機関」が80.6%と最も高く、次いで「社会福

祉協議会」が55.8%、そして「社会福祉施設・事業所」が14.7%と続いていま

す。 

✓ 支援の実施段階は、「自立相談支援機関」が79.2%と最も高く、次いで「社会福

祉協議会」が56.6%、そして「社会福祉施設・事業所」が15.9%と続いていま

す。 

✓ 支援終了後の段階は、「自立相談支援機関」が86.9%と最も高く、次いで「社会

福祉協議会」が50.8%、そして「就労支援機関」が19.2%と続いています。 

 

 

※その他の福祉関係等の連携先：ひきこもり居場所、母子生活支援施設等 

  

調査数 母子保健部署 児童福祉部署 教育委員会
生活保護所管部
署

障害福祉所管部
署

商工労働所管部
署

児童相談所

支援の準備段階 356 129 236 292 284 52 6 42

支援の実施段階 351 125 230 261 283 65 5 69

支援終了後の段階 186 60 109 91 160 31 2 30

（36.2%） （66.3%） （82.0%） （79.8%） （14.6%） （1.7%） （11.8%）

（35.6%）

（32.3%）

（65.5%）

（58.8%）

（74.4%）

（48.9%）

（80.6%）

（86.0%）

（18.5%）

（16.7%）

（1.4%）

（1.1%）

（19.7%）

（16.1%）

（100.0%）

（100.0%）

（100.0%）

調査数 警察署 保健所 児童館・児童遊園 図書館 公民館
コミュニティセン
ター

他自治体
その他の行政の
連携先

支援の準備段階 356 12 17 17 8 37 17 11 13

支援の実施段階 351 28 27 22 8 44 21 12 10

支援終了後の段階 186 14 16 9 4 9 5 6 7

（ （3.4%） （4.8%） （4.8%） （2.2%） （10.4%） （4.8%） （3.1%） （3.7%）

（8.0%）

（7.5%）

（7.7%）

（8.6%）

（6.3%）

（4.8%）

（2.3%）

（2.2%）

（12.5%）

（4.8%）

（6.0%）

（2.7%）

（3.4%）

（3.2%）

（2.8%）

（3.8%）

（100.0

（100.0

（100.0

調査数 社会福祉協議会
社会福祉施設・事
業所

児童養護施設 就労支援機関
自立相談支援機
関

その他の福祉関
係等の連携先

支援の準備段階 217 121 32 19 24 175 8

支援の実施段階 226 128 36 23 35 179 6

支援終了後の段階 130 66 18 12 25 113 5

（55.8%） （14.7%） （8.8%） （11.1%） （80.6%） （3.7%）

（56.6%）

（50.8%）

（15.9%）

（13.8%）

（10.2%）

（9.2%）

（15.5%）

（19.2%）

（79.2%）

（86.9%）

（2.7%）

（3.8%）

（100.0%）

（100.0%）

（100.0%）
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（１）①Ⅴ 「子どもの学習・生活支援事業」の連携先（委託している場合は委託先を除く）_「専

門職等の連携先」（複数選択） 

✓ 支援の準備段階は、「ケースワーカー」が88.2%と最も高く、次いで「スクール

ソーシャルワーカー」が49.4%、そして「民生委員・児童委員」が24.1%と続い

ています。 

✓ 支援の実施段階は、「ケースワーカー」が83.0%と最も高く、次いで「スクール

ソーシャルワーカー」が55.6%、そして「社会福祉士」「民生委員・児童委員」

が23.7%と続いています。 

✓ 支援終了後の段階は、「ケースワーカー」が90.6%と最も高く、次いで「スクー

ルソーシャルワーカー」が43.1%、そして「社会福祉士」が27.5%と続いていま

す。 

 

 

 

※その他の専門職等の連携先：保育士、歯科医師・歯科衛生士等 

  

調査数 ケースワーカー 社会福祉士 精神保健福祉士
民生委員・児童委
員

公認心理師・臨床
心理士

スクールカウンセ
ラー

スクールソーシャ
ルワーカー

支援の準備段階 245 216 54 33 59 20 50 121

支援の実施段階 270 224 64 37 64 29 63 150

支援終了後の段階 160 145 44 27 30 18 33 69

（22.0%） （13.5%） （24.1%） （8.2%） （20.4%） （49.4%）

（23.7%） （13.7%） （23.7%） （10.7%） （23.3%） （55.6%）

（27.5%） （16.9%） （18.8%） （11.3%） （20.6%） （43.1%）

（100.0%）

（100.0%）

（100.0%）

（88.2%）

（83.0%）

（90.6%）

調査数
キャリアコンサル
タント

医師 看護師 保健師 栄養士
自治体独自に配
置している専門職

その他の専門職
等の連携先

支援の準備段階 245 5 11 7 37 4 10 5

支援の実施段階 270 10 19 11 50 8 15 9

支援終了後の段階 160 4 9 6 28 5 9 6

（2.0%） （4.5%） （2.9%） （15.1%） （1.6%） （4.1%） （2.0%）

（3.7%） （7.0%） （4.1%） （18.5%） （3.0%） （5.6%） （3.3%）

（2.5%） （5.6%） （3.8%） （17.5%） （3.1%） （5.6%） （3.8%）

（100.0%）

（100.0%）

（100.0%）
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（１）①Ⅴ-１ 「子どもの学習・生活支援事業」の連携先（委託している場合は委託先を除く）_

「専門職等の連携先」の所属先（複数選択） 

✓ 「ケースワーカー」は生活保護所管部署が58.4％と最も高くなっています。 

✓ 「社会福祉士」「精神保健福祉士」は自立相談支援機関が最も高く、それぞれ

22.4％、14.3％となっています。 

✓ 「民生委員・児童委員」は生活保護・障害福祉以外の福祉部署が52.2％と最も高

くなっています。 

✓ 「公認心理師・臨床心理士」「スクールカウンセラー」「スクールソーシャルワ

ーカー」は教育委員会が最も高く、それぞれ31.8％、68.4％、85.6％となってい

ます。 

✓ 「キャリアコンサルタント」は就労支援機関が85.7％と最も高くなっています。 

✓ 「医師」「看護師」も医療機関が最も高く、それぞれ100.0％、66.7％となって

います。 

✓ 「保健師」「栄養士」は健康づくり部署が最も高く、それぞれ38.1％、57.1％と

なっています。 

✓ 「自治体独自に配置している専門職」は生活保護所管部署が54.5％と最も高くな

っています。 

  

ケース
ワー
カー

社会福
祉士

精神保
健福祉
士

民生委
員・児
童委員

公認心
理師・
臨床心
理士

スクー
ルカウ
ンセラー

スクー
ルソー
シャル
ワー
カー

キャリア
コンサ
ルタント

医師 看護師 保健師 栄養士 自治体
独自に
配置し
ている
専門職

調査数 202 58 35 23 22 57 132 7 10 6 42 7 11
保育所・幼稚園 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小学校 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 17.5 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
中学校 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 22.8 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
高校 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
大学・短大・専門学校等の高等教育機関 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
学習塾 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他の教育関係の連携先 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
町内会・自治会等の地縁団体 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ボランティア団体 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NPO 法人・認定NPO 法人 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
民間企業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
子ども食堂 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
フードバンク 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
シルバー人材センター 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
医師会 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
医療機関 0.0 3.4 8.6 0.0 13.6 0.0 0.0 0.0 100.0 66.7 0.0 0.0 0.0
その他の社会福祉六法外の民間の連携先 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
母子保健部署 0.5 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 9.1
児童福祉部署 0.5 6.9 8.6 0.0 4.5 1.8 1.5 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0
教育委員会 0.0 1.7 0.0 0.0 31.8 68.4 85.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2
生活保護所管部署 58.4 15.5 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 9.5 14.3 54.5
障害福祉所管部署 2.0 5.2 11.4 0.0 4.5 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0
生活保護・障害福祉以外の福祉部署 26.7 15.5 11.4 52.2 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0
健康づくり部署 3.0 5.2 8.6 8.7 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.1 57.1 0.0
子育て支援部署 2.0 12.1 2.9 0.0 9.1 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0
商工労働所管部署 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
児童相談所 1.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
警察署 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保健所 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0
児童館・児童遊園 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
図書館 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公民館 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
コミュニティセンター 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
他自治体 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他の行政の連携先 12.4 8.6 8.6 21.7 4.5 1.8 3.8 0.0 0.0 0.0 14.3 14.3 0.0
社会福祉協議会 0.5 10.3 11.4 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0
社会福祉施設・事業所 0.5 5.2 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
児童養護施設 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
就労支援機関 0.0 3.4 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 85.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
自立相談支援機関 0.5 22.4 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他の福祉関係等の連携先 0.5 6.9 8.6 0.0 18.2 1.8 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 9.1
その他 0.0 1.7 2.9 0.0 18.2 1.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1
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（２）① 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の準備段階」における連携先の取組内容（詳

細は「参考資料」参照） 

✓ 「子どもの情報共有」「養育者（親等）の情報共有」「世帯員・世帯全体の情報

共有」の取組を行う連携先が多くなっています。 

✓ 連携している自治体数は少ないですが、そのなかで「大学・短大・専門学校等の

高等教育機関」や「ボランティア団体」「町内会・自治会等の地縁団体」と連携

し、事業の担い手（支援員）の確保を行っている自治体もあります。 

✓ 連携している自治体数は少ないですが、そのなかで「コミュニティセンター」

「公民館」「図書館」といった庁舎外に拠点を持つ行政の連携先と連携し、事業

実施場所の確保を行っている自治体があります。 

 

 

  

調査数 子どもの
情報共有

養育者
（親等）の
情報共有

世帯員・
世帯全体
の情報共
有

事業の周
知

事業の担
い手（支援
員）の確
保

事業実施
場所の確
保

その他

保育所・幼稚園 16 93.8 81.3 75.0 50.0 - - -
小学校 159 68.6 54.1 44.7 80.5 5.0 11.9 1.3
中学校 231 65.8 50.6 38.5 84.8 4.3 7.4 0.9
高校 54 77.8 57.4 55.6 59.3 14.8 5.6 -
大学・短大・専門学校等の高等教育機関 56 14.3 7.1 7.1 28.6 91.1 10.7 1.8
学習塾 7 57.1 42.9 42.9 57.1 42.9 14.3 -
その他の教育関係の連携先 13 76.9 61.5 46.2 69.2 - - 7.7
町内会・自治会等の地縁団体 30 30.0 20.0 16.7 76.7 43.3 33.3 -
ボランティア団体 30 36.7 33.3 30.0 80.0 66.7 13.3 3.3
NPO法人・認定NPO法人 37 67.6 64.9 51.4 75.7 43.2 24.3 -
民間企業 12 41.7 25.0 33.3 58.3 41.7 50.0 -
子ども食堂 39 48.7 41.0 28.2 74.4 23.1 20.5 -
フードバンク 16 43.8 31.3 25.0 81.3 12.5 6.3 12.5
シルバー人材センター 2 - - - 50.0 - 50.0 -
医師会 1 - - - 100.0 - - -
医療機関 14 92.9 85.7 50.0 21.4 7.1 7.1 -
その他の社会福祉六法外の民間の連携先 1 100.0 100.0 100.0 - - - -
母子保健部署 123 75.6 74.0 61.0 77.2 3.3 3.3 0.8
児童福祉部署 231 76.2 68.8 61.0 83.1 3.0 4.3 0.4
教育委員会 281 64.1 50.9 42.7 81.1 12.5 12.5 1.1
生活保護所管部署 280 80.0 73.6 67.5 89.6 6.4 11.1 0.7
障害福祉所管部署 47 85.1 83.0 76.6 66.0 6.4 2.1 -
商工労働所管部署 5 40.0 40.0 40.0 80.0 20.0 40.0 -
児童相談所 37 86.5 86.5 81.1 51.4 5.4 5.4 -
警察署 9 100.0 88.9 88.9 55.6 11.1 11.1 -
保健所 14 92.9 92.9 100.0 71.4 7.1 14.3 -
児童館・児童遊園 15 60.0 46.7 33.3 60.0 20.0 46.7 -
図書館 7 14.3 14.3 14.3 57.1 28.6 71.4 -
公民館 32 12.5 6.3 6.3 31.3 12.5 87.5 -
コミュニティセンター 14 7.1 7.1 7.1 35.7 21.4 92.9 -
他自治体 9 55.6 55.6 55.6 44.4 11.1 33.3 22.2
その他の行政の連携先 11 36.4 27.3 18.2 45.5 - 36.4 9.1
社会福祉協議会 118 64.4 60.2 55.9 79.7 33.1 28.0 3.4
社会福祉施設・事業所 30 63.3 46.7 46.7 60.0 26.7 50.0 -
児童養護施設 18 100.0 77.8 72.2 61.1 11.1 22.2 -
就労支援機関 23 78.3 65.2 73.9 73.9 21.7 13.0 -
自立相談支援機関 171 81.9 78.9 76.6 85.4 16.4 17.0 1.2
その他の福祉関係等の連携先 8 87.5 62.5 37.5 87.5 12.5 12.5 -
ケースワーカー 210 90.0 83.8 79.0 90.0 3.8 4.8 0.5
社会福祉士 53 98.1 94.3 90.6 88.7 13.2 9.4 -
精神保健福祉士 32 90.6 90.6 87.5 78.1 12.5 6.3 -
民生委員・児童委員 56 60.7 53.6 55.4 78.6 21.4 3.6 -
公認心理師・臨床心理士 19 84.2 84.2 78.9 73.7 10.5 5.3 5.3
スクールカウンセラー 44 86.4 77.3 68.2 77.3 4.5 2.3 -
スクールソーシャルワーカー 112 88.4 75.9 68.8 82.1 3.6 0.9 0.9
キャリアコンサルタント 4 100.0 75.0 75.0 100.0 25.0 25.0 -
医師 10 100.0 90.0 80.0 50.0 10.0 10.0 -
看護師 5 100.0 100.0 100.0 60.0 20.0 20.0 -
保健師 30 90.0 86.7 90.0 63.3 10.0 10.0 -
栄養士 3 100.0 100.0 100.0 66.7 33.3 33.3 -
自治体独自に配置している専門職 7 85.7 85.7 85.7 71.4 14.3 28.6 -
その他の専門職等の連携先 4 100.0 75.0 50.0 100.0 - - -

専門職等
の連携先

福祉関係
等の連携
先

行政の連
携先

社会福祉
六法外の
民間の連
携先

教育関係
の連携先
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（２）② 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における取組内容（詳細は「参考資料」参照） 

✓ 主に子ども、養育者（親等）を対象とした「相談・助言」「情報共有」の取組を行う連携先が多くなっています。 

✓ 連携している自治体数は少ないですが、そのなかで「社会福祉六法外の民間の連携先」では「レクリエーション」や「食材の提供」「食事の提供」「職場体験」等、様々な取組が行われていることが確認でき

ます。 

✓ 「子ども食堂」や「フードバンク」において、「子どもの情報共有」「養育者（親等）の情報共有」「世帯員・世帯全体の情報共有」の取組を行っている自治体があり、団体本来の役割外の取組ですが、「子

どもの学習・生活支援事業」にもたらしている影響が確認できます。 

✓ 「日本語の教育（日本語を母語としない子ども・養育者（親等）等を対象）」において、「その他行政の連携先」の割合が高くなっているのは、「国際交流部署」や「多文化共生部署」を挙げている自治体が

多く見られたことが理由として推察されます。 

 

調査数 主に子ど
もに対す
る相談・助
言

レクリエー
ション

食材の提
供

食事の提
供

調理実習 子ども食
堂の利用

職場見学 職業体験 学校等の
教育機関
見学

地域活動
への参加
（祭りや清
掃活動
等）

その他の
主に子ど
もに対す
る取組

説明会・
講座等の
開催

主に養育
者（親等）
に対する
相談・助
言

奨学金紹
介等の情
報提供

制度利用
の支援
（利用勧
奨、提出
資料の作
成支援、
同行支援
等）

食材の配
送

その他の
主に養育
者（親等）
に対する
取組

子どもの
情報共有

養育者
（親等）の
情報共有

世帯員・
世帯全体
の情報共
有

子どもの
学習・生
活支援事
業以外の
事業の周
知

日本語の
教育（日
本語を母
語としない
子ども・養
育者（親
等）等を対
象）

支援対象
者の母語
での支援

その他の
主に支援
対象者の
支援の充
実のため
の取組

保育所・幼稚園 18 77.8 11.1 - 5.6 - 16.7 - - 5.6 5.6 - 5.6 83.3 5.6 33.3 11.1 - 88.9 88.9 66.7 27.8 - - -
小学校 153 83.7 7.8 2.6 2.6 2.0 6.5 1.3 0.7 3.3 2.6 3.3 3.9 66.7 17.0 21.6 3.3 2.0 88.2 68.6 58.2 22.2 7.8 0.7 0.7
中学校 222 86.9 6.3 2.7 2.3 2.7 4.5 3.2 3.6 7.7 2.7 2.7 6.3 71.6 30.2 21.6 1.8 0.9 87.8 68.0 55.9 23.0 7.7 1.4 0.5
高校 84 84.5 13.1 6.0 4.8 3.6 8.3 4.8 6.0 17.9 4.8 1.2 10.7 69.0 47.6 35.7 4.8 - 89.3 73.8 70.2 28.6 6.0 1.2 -
大学・短大・専門学校等の高等教育機関 37 67.6 32.4 2.7 2.7 2.7 8.1 2.7 5.4 18.9 10.8 18.9 10.8 29.7 24.3 16.2 5.4 - 29.7 18.9 13.5 18.9 5.4 2.7 5.4
学習塾 14 64.3 7.1 - - - - - - - - 28.6 7.1 35.7 7.1 14.3 - - 57.1 28.6 21.4 7.1 - - 7.1
その他の教育関係の連携先 14 78.6 21.4 - - 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 14.3 - 71.4 28.6 14.3 - - 85.7 71.4 50.0 14.3 7.1 7.1 -
町内会・自治会等の地縁団体 25 56.0 24.0 12.0 20.0 12.0 24.0 8.0 8.0 12.0 32.0 4.0 12.0 32.0 8.0 12.0 8.0 - 44.0 24.0 24.0 24.0 4.0 - -
ボランティア団体 42 42.9 57.1 23.8 38.1 23.8 14.3 4.8 4.8 7.1 21.4 7.1 2.4 23.8 9.5 9.5 7.1 - 40.5 26.2 23.8 23.8 14.3 2.4 -
NPO法人・認定NPO法人 50 76.0 44.0 14.0 30.0 14.0 18.0 6.0 6.0 10.0 8.0 4.0 12.0 68.0 12.0 12.0 10.0 - 68.0 56.0 50.0 24.0 8.0 - -
民間企業 28 32.1 35.7 21.4 21.4 14.3 7.1 42.9 46.4 3.6 3.6 10.7 14.3 25.0 7.1 7.1 7.1 - 28.6 17.9 17.9 14.3 - - -
子ども食堂 77 29.9 13.0 27.3 54.5 11.7 66.2 3.9 2.6 2.6 5.2 - 2.6 24.7 5.2 6.5 9.1 1.3 35.1 20.8 16.9 16.9 1.3 - -
フードバンク 57 17.5 8.8 82.5 21.1 7.0 7.0 1.8 1.8 1.8 1.8 5.3 3.5 17.5 5.3 8.8 29.8 3.5 15.8 12.3 10.5 12.3 - - 1.8
シルバー人材センター 1 100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
医師会 1 100.0 - - - - - - - - - - - 100.0 - - - - - - - 100.0 - - -
医療機関 23 78.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 8.7 82.6 4.3 8.7 4.3 4.3 87.0 56.5 39.1 17.4 - - -
その他の社会福祉六法外の民間の連携先 8 - 25.0 37.5 25.0 12.5 - - - - - 12.5 - - - - - - - - - - - - 25.0
母子保健部署 116 86.2 6.0 2.6 2.6 2.6 4.3 1.7 1.7 1.7 1.7 - 5.2 78.4 18.1 28.4 0.9 - 88.8 79.3 71.6 26.7 3.4 1.7 -
児童福祉部署 217 82.9 3.7 1.8 1.4 2.3 3.2 1.4 1.4 2.8 0.9 0.5 4.6 75.1 18.0 26.3 1.8 - 88.0 73.3 65.9 26.3 1.8 0.9 0.5
教育委員会 237 80.6 3.0 0.8 0.8 1.7 2.5 1.3 1.3 3.4 1.3 1.3 4.2 65.8 20.3 19.8 0.8 - 84.0 63.3 56.5 23.2 3.8 2.1 0.8
生活保護所管部署 272 81.6 2.2 2.2 1.1 2.6 1.8 1.5 1.5 2.2 0.7 0.4 4.0 77.9 32.4 33.5 0.7 - 84.9 75.0 69.1 27.2 1.5 1.1 1.1
障害福祉所管部署 59 93.2 6.8 3.4 3.4 3.4 3.4 5.1 5.1 5.1 6.8 - 5.1 83.1 16.9 42.4 1.7 - 88.1 81.4 71.2 42.4 3.4 1.7 -
商工労働所管部署 4 75.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 - 25.0 75.0 25.0 25.0 25.0 - 75.0 75.0 75.0 50.0 - - -
児童相談所 62 90.3 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 - 1.6 77.4 8.1 17.7 1.6 - 79.0 74.2 72.6 25.8 3.2 - -
警察署 20 95.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 - 5.0 65.0 10.0 10.0 5.0 - 50.0 40.0 35.0 30.0 5.0 - -
保健所 23 91.3 4.3 4.3 4.3 4.3 8.7 4.3 4.3 4.3 4.3 - 4.3 69.6 13.0 30.4 4.3 - 73.9 56.5 56.5 43.5 8.7 - 4.3
児童館・児童遊園 19 73.7 47.4 10.5 15.8 10.5 10.5 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 10.5 52.6 10.5 31.6 5.3 - 78.9 47.4 36.8 26.3 - - -
図書館 4 25.0 50.0 25.0 25.0 50.0 50.0 25.0 25.0 25.0 25.0 50.0 25.0 50.0 25.0 50.0 25.0 - 25.0 25.0 25.0 50.0 - - -
公民館 27 33.3 18.5 3.7 3.7 3.7 7.4 3.7 3.7 3.7 11.1 29.6 7.4 25.9 3.7 11.1 3.7 - 18.5 11.1 11.1 22.2 3.7 - 18.5
コミュニティセンター 9 22.2 22.2 11.1 11.1 22.2 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 33.3 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 - 11.1 11.1 11.1 22.2 - - 11.1
他自治体 11 72.7 27.3 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 9.1 18.2 63.6 18.2 27.3 9.1 - 45.5 45.5 36.4 36.4 - - 9.1
その他の行政の連携先 8 50.0 12.5 - - - - - - - - 12.5 - 37.5 - 12.5 - - 25.0 37.5 25.0 - 37.5 - 12.5
社会福祉協議会 121 66.9 19.8 26.4 15.7 14.0 14.9 3.3 5.0 3.3 6.6 5.8 5.8 70.2 33.1 33.9 6.6 - 70.2 62.8 57.9 33.9 2.5 1.7 2.5
社会福祉施設・事業所 32 68.8 28.1 15.6 21.9 15.6 12.5 12.5 12.5 6.3 9.4 9.4 3.1 62.5 15.6 28.1 6.3 - 68.8 53.1 50.0 31.3 3.1 - 6.3
児童養護施設 20 100.0 15.0 10.0 15.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - 5.0 75.0 30.0 35.0 10.0 - 80.0 65.0 55.0 40.0 5.0 - -
就労支援機関 33 75.8 15.2 9.1 6.1 6.1 6.1 15.2 15.2 6.1 6.1 - 12.1 81.8 18.2 36.4 3.0 3.0 63.6 63.6 66.7 36.4 3.0 - -
自立相談支援機関 172 80.8 12.2 16.9 7.0 5.8 9.3 5.8 5.2 3.5 2.9 1.2 4.7 87.8 39.0 40.7 9.3 1.2 83.7 78.5 75.0 41.3 1.2 2.3 1.2
その他の福祉関係等の連携先 6 66.7 33.3 16.7 33.3 16.7 16.7 - 16.7 - - - 16.7 83.3 16.7 33.3 - - 100.0 100.0 100.0 16.7 - - -
ケースワーカー 216 89.8 5.1 1.9 0.9 2.8 2.3 1.9 1.9 4.2 1.4 - 3.7 87.0 43.1 39.8 1.4 - 89.8 81.5 78.2 31.9 0.9 2.3 0.5
社会福祉士 61 95.1 11.5 8.2 6.6 6.6 13.1 4.9 6.6 9.8 6.6 - 8.2 85.2 34.4 36.1 6.6 - 91.8 86.9 83.6 36.1 1.6 4.9 -
精神保健福祉士 34 94.1 11.8 5.9 5.9 5.9 8.8 5.9 5.9 5.9 8.8 - 11.8 82.4 23.5 32.4 2.9 - 94.1 91.2 88.2 47.1 2.9 5.9 -
民生委員・児童委員 57 80.7 14.0 8.8 8.8 10.5 10.5 3.5 3.5 3.5 10.5 1.8 8.8 68.4 12.3 10.5 5.3 - 78.9 66.7 64.9 33.3 3.5 1.8 -
公認心理師・臨床心理士 24 95.8 16.7 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 - 8.3 91.7 20.8 29.2 4.2 - 87.5 79.2 75.0 33.3 4.2 - 4.2
スクールカウンセラー 61 96.7 6.6 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 4.9 3.3 - 3.3 85.2 24.6 19.7 1.6 - 93.4 82.0 70.5 27.9 1.6 - -
スクールソーシャルワーカー 136 93.4 2.9 2.2 2.2 2.9 2.9 2.2 2.2 9.6 2.2 1.5 3.7 83.8 27.9 24.3 0.7 0.7 87.5 76.5 67.6 26.5 0.7 0.7 0.7
キャリアコンサルタント 9 77.8 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 33.3 33.3 11.1 11.1 11.1 33.3 100.0 11.1 33.3 11.1 - 77.8 66.7 77.8 33.3 11.1 - -
医師 18 94.4 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 83.3 11.1 16.7 5.6 5.6 83.3 66.7 61.1 22.2 - - -
看護師 9 77.8 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 88.9 22.2 22.2 11.1 11.1 88.9 77.8 66.7 44.4 - - -
保健師 41 85.4 4.9 2.4 2.4 4.9 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 4.9 87.8 9.8 17.1 2.4 2.4 90.2 82.9 85.4 26.8 - - -
栄養士 6 66.7 50.0 16.7 16.7 50.0 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 33.3 50.0 33.3 33.3 16.7 - 50.0 33.3 33.3 33.3 - - -
自治体独自に配置している専門職 12 75.0 16.7 16.7 16.7 16.7 8.3 16.7 16.7 33.3 8.3 8.3 16.7 58.3 33.3 25.0 16.7 - 75.0 75.0 75.0 16.7 - - -
その他の専門職等の連携先 6 66.7 - - - - - - - - - - 16.7 66.7 16.7 - - - 83.3 66.7 50.0 33.3 16.7 - -

教育関係
の連携先

社会福祉
六法外の
民間の連
携先

行政の連
携先

福祉関係
等の連携
先

専門職等
の連携先

主に子どもに対する取組 主に養育者（親等）に対する取組 主に支援対象者の支援の充実のための取組 
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（２）③ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援終了後の段階」における連携先の取組内容

（詳細は「参考資料」参照） 

✓ 「子どもの情報共有」「養育者（親等）の情報共有」「世帯員・世帯全体の情報

共有」の取組を行う連携先が多くなっています。 

✓ 連携している自治体数は少ないですが、そのなかで「子ども食堂」や「フードバ

ンク」においても「子どもの情報共有」「養育者（親等）の情報共有」「世帯

員・世帯全体の情報共有」の取組を行っている自治体があります。団体本来の役

割外の取組ですが、「子どもの学習・生活支援事業」にもたらしている影響が確

認できます。 

✓ 連携している自治体数は少ないですが、そのなかで「町内会・自治会等の地縁団

体」や「ボランティア団体」、「NPO法人・認定NPO法人」と連携して、「継続

的な見守り・支援の実施」を行っている自治体があります。 

 

  

調査数 子どもの
情報共有

養育者
（親等）の
情報共有

世帯員・
世帯全体
の情報共
有

子どもの
学習・生
活支援事
業以外の
事業の周
知

継続的な
見守り・支
援の実施

関係部
署・関係
機関への
連絡

その他

保育所・幼稚園 8 100.0 75.0 62.5 62.5 62.5 - -
小学校 42 90.5 71.4 59.5 33.3 52.4 4.8 2.4
中学校 77 90.9 62.3 50.6 28.6 44.2 5.2 1.3
高校 45 91.1 64.4 51.1 40.0 40.0 2.2 2.2
大学・短大・専門学校等の高等教育機関 9 88.9 55.6 55.6 22.2 33.3 - 11.1
学習塾 1 100.0 - - - - - -
その他の教育関係の連携先 5 80.0 40.0 40.0 20.0 40.0 - -
町内会・自治会等の地縁団体 9 77.8 44.4 44.4 55.6 66.7 - 11.1
ボランティア団体 13 76.9 61.5 61.5 61.5 69.2 - -
NPO法人・認定NPO法人 23 87.0 69.6 60.9 39.1 69.6 4.3 -
民間企業 7 71.4 57.1 42.9 28.6 57.1 - -
子ども食堂 24 75.0 54.2 41.7 45.8 54.2 8.3 -
フードバンク 13 46.2 30.8 30.8 30.8 30.8 7.7 23.1
シルバー人材センター - - - - - - - -
医師会 1 - - - - 100.0 - -
医療機関 9 77.8 77.8 55.6 22.2 55.6 - -
その他の社会福祉六法外の民間の連携先 - - - - - - - -
母子保健部署 57 89.5 80.7 75.4 42.1 59.6 8.8 -
児童福祉部署 104 90.4 77.9 71.2 44.2 61.5 9.6 -
教育委員会 82 86.6 68.3 62.2 32.9 47.6 6.1 2.4
生活保護所管部署 155 90.3 77.4 77.4 43.2 61.3 8.4 0.6
障害福祉所管部署 28 89.3 85.7 78.6 57.1 75.0 10.7 -
商工労働所管部署 2 100.0 100.0 100.0 50.0 50.0 - -
児童相談所 26 88.5 80.8 76.9 42.3 76.9 3.8 -
警察署 9 100.0 66.7 66.7 55.6 55.6 - -
保健所 13 84.6 84.6 92.3 61.5 69.2 - -
児童館・児童遊園 7 71.4 42.9 28.6 42.9 57.1 14.3 -
図書館 2 50.0 50.0 50.0 100.0 100.0 - -
公民館 6 50.0 33.3 33.3 50.0 50.0 - -
コミュニティセンター 2 50.0 50.0 50.0 100.0 100.0 - -
他自治体 4 75.0 75.0 75.0 100.0 75.0 - -
その他の行政の連携先 3 100.0 66.7 66.7 - - - -
社会福祉協議会 64 84.4 73.4 67.2 50.0 48.4 10.9 3.1
社会福祉施設・事業所 15 93.3 73.3 73.3 46.7 60.0 6.7 -
児童養護施設 11 100.0 81.8 72.7 54.5 54.5 9.1 -
就労支援機関 22 95.5 81.8 72.7 54.5 63.6 4.5 -
自立相談支援機関 109 87.2 79.8 78.0 54.1 60.6 12.8 1.8
その他の福祉関係等の連携先 5 80.0 80.0 80.0 - 40.0 - -
ケースワーカー 138 92.8 82.6 81.2 51.4 69.6 10.9 -
社会福祉士 41 87.8 85.4 82.9 58.5 73.2 19.5 -
精神保健福祉士 24 91.7 87.5 87.5 62.5 75.0 8.3 -
民生委員・児童委員 27 74.1 63.0 55.6 51.9 74.1 14.8 -
公認心理師・臨床心理士 16 87.5 75.0 75.0 50.0 75.0 - 6.3
スクールカウンセラー 30 90.0 70.0 66.7 46.7 60.0 6.7 -
スクールソーシャルワーカー 55 92.7 76.4 70.9 49.1 63.6 7.3 -
キャリアコンサルタント 4 100.0 100.0 100.0 100.0 75.0 - -
医師 8 87.5 75.0 62.5 62.5 75.0 - -
看護師 5 100.0 100.0 100.0 80.0 100.0 - -
保健師 21 85.7 85.7 85.7 52.4 81.0 4.8 -
栄養士 4 75.0 75.0 75.0 50.0 100.0 - -
自治体独自に配置している専門職 7 85.7 85.7 85.7 71.4 85.7 14.3 -
その他の専門職等の連携先 4 100.0 100.0 50.0 50.0 75.0 - -

教育関係
の連携先

社会福祉
六法外の
民間の連
携先

行政の連
携先

福祉関係
等の連携
先

専門職等
の連携先
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（３）① 連携先との連携による「子どもの学習・生活支援事業」の支援効果の変化_「教育関係の

連携先」 

✓ 効果が高まっている割合（「高まっている」と「やや高まっている」の合計値）をみ

ると、「学習塾」が88.9％で最も高く、次いで「中学校」が83.0％、そして「小学

校」が79.4％と続いています。 

✓ 「大学・短大・専門学校等の高等教育機関」は、連携している自治体数は少ないです

が、そのなかで「高まっている」の割合が41.4％で最も高くなっています。 

 

 

 

  

学習塾
(n=18)

中学校
(n=283)

小学校
(n=204)

高校
(n=105)

大学・短大・専門学校等の
高等教育機関

(n=70)

保育所・幼稚園
(n=23)

その他の
教育関係の連携先

(n=15)

問７．連携先との連携による「子どもの学習・生活支援事業」の支援効果の変化

38.9 

36.7 

31.4 

25.7 

41.4 

17.4 

20.0 

50.0 

46.3 

48.0 

52.4 

35.7 

47.8 

46.7 

11.1 

13.8 

16.2 

19.0 

17.1 

30.4 

26.7 

0.0 

3.2 

4.4 

2.9 

5.7 

4.3 

6.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高まっている やや高まっている あまり高まっていない 高まっていない
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（３）② 連携先との連携による「子どもの学習・生活支援事業」の支援効果の変化_「社会福祉六

法外の民間の連携先」 

✓ 効果が高まっている割合（「高まっている」と「やや高まっている」の合計値）をみ

ると、「ボランティア団体」が92.3％で最も高く、次いで「民間企業」が90.3％、

そして「子ども食堂」が86.1％、「フードバンク」が85.3％、「NPO法人・認定

NPO法人」が82.2％と続いています。 

✓ いずれの連携先も、「教育関係の連携先」や「行政の連携先」よりも連携している自

治体数は少ないですが、そのなかで連携している自治体は着実に支援効果の高まりを

実感していることが推察されます。 

 

 

  

ボランティア団体
(n=52)

民間企業
(n=31)

子ども食堂
(n=86)

フードバンク
(n=61)

NPO 法人・認定NPO 法人
(n=56)

町内会・自治会等
の地縁団体

(n=41)

医療機関
(n=29)

シルバー人材センター
(n=3)

医師会
(n=2)

その他の社会福祉
六法外の民間の連携先

(n=9)

問７．連携先との連携による「子どもの学習・生活支援事業」の支援効果の変化

50.0 

48.4 

34.9 

36.1 

39.3 

22.0 

41.4 

33.3 

50.0 

33.3 

42.3 

41.9 

51.2 

49.2 

42.9 

58.5 

34.5 

33.3 

0.0 

55.6 

7.7 

6.5 

14.0 

13.1 

17.9 

19.5 

20.7 

0.0 

0.0 

11.1 

0.0 

3.2 

0.0 

1.6 

0.0 

0.0 

3.4 

33.3 

50.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高まっている やや高まっている あまり高まっていない 高まっていない
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（３）③ 連携先との連携による「子どもの学習・生活支援事業」の支援効果の変化_「行政の連携先」 

✓ 効果が高まっている割合（「高まっている」と「やや高まっている」の合計値）をみ

ると、「生活保護所管部署」が86.5％で最も高く、次いで「児童福祉部署」が

83.6％、そして「障害福祉所管部署」が83.4％、「児童館・児童遊園」が83.3％、

「教育委員会」が81.3％と続いています。 

 

 

  

生活保護所管部署

(n=318)

児童福祉部署

(n=269)

障害福祉所管部署
(n=72)

児童館・児童遊園
(n=24)

教育委員会

(n=332)

他自治体
(n=15)

公民館
(n=54)

母子保健部署

(n=150)

児童相談所
(n=72)

コミュニティセンター
(n=28)

保健所

(n=26)

警察署
(n=27)

図書館
(n=9)

商工労働所管部署

(n=8)

その他の
行政の連携先

(n=14)

問７．連携先との連携による「子どもの学習・生活支援事業」の支援効果の変化

45.0 

37.5 

30.6 

37.5 

34.6 

33.3 

38.9 

37.3 

29.2 

42.9 

30.8 

14.8 

33.3 

37.5 

50.0 

41.5 

46.1 

52.8 

45.8 

46.7 

46.7 

40.7 

41.3 

43.1 

28.6 

38.5 

48.1 

22.2 

12.5 

50.0 

10.7 

14.1 

9.7 

12.5 

14.5 

13.3 

16.7 

17.3 

23.6 

25.0 

23.1 

25.9 

44.4 

25.0 

0.0 

2.8 

2.2 

6.9 

4.2 

4.2 

6.7 

3.7 

4.0 

4.2 

3.6 

7.7 

11.1 

0.0 

25.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高まっている やや高まっている あまり高まっていない 高まっていない
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（３）④ 連携先との連携による「子どもの学習・生活支援事業」の支援効果の変化_「福祉関係等

の連携先」 

✓ 効果が高まっている割合（「高まっている」と「やや高まっている」の合計値）をみ

ると、「就労支援機関」が90.4％で最も高く、次いで「社会福祉施設・事業所」が

87.8％、そして「社会福祉協議会」が85.0％と続いています。 

✓ 「社会福祉六法外の民間の連携先」同様、連携している自治体数は少ないですが、そ

のなかで連携している自治体は着実に支援効果の高まりを実感していることが推察さ

れます。 

 

 

  

就労支援機関
(n=42)

社会福祉施設・事業所
(n=41)

社会福祉協議会
(n=153)

自立相談支援機関
(n=200)

児童養護施設
(n=22)

その他の
福祉関係等の連携先

(n=10)

問７．連携先との連携による「子どもの学習・生活支援事業」の支援効果の変化

33.3 

46.3 

43.8 

45.0 

31.8 

50.0 

57.1 

41.5 

41.2 

38.5 

50.0 

20.0 

9.5 

12.2 

13.1 

12.5 

13.6 

10.0 

0.0 

0.0 

2.0 

4.0 

4.5 

20.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高まっている やや高まっている あまり高まっていない 高まっていない
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（３）⑤ 連携先との連携による「子どもの学習・生活支援事業」の支援効果の変化_「専門職等の

連絡先」 

✓ 効果が高まっている割合（「高まっている」と「やや高まっている」の合計値）をみ

ると、「キャリアコンサルタント」が100.0％で最も高く、次いで「公認心理師・臨

床心理士」が96.6％、そして「社会福祉士」が93.8％、「保健師」が91.1％、「看

護師」が90.0％と続いています。 

 

  

キャリア

コンサルタント
(n=11)

公認心理師・臨床心理士

(n=30)

社会福祉士
(n=65)

保健師
(n=45)

看護師

(n=10)

スクール
ソーシャルワーカー

(n=158)

ケースワーカー
(n=240)

栄養士

(n=8)

精神保健福祉士
(n=38)

スクールカウンセラー
(n=67)

民生委員・児童委員

(n=77)

自治体独自に
配置している専門職

(n=16)

医師
(n=20)

その他の

専門職等の連携先
(n=7)

問７．連携先との連携による「子どもの学習・生活支援事業」の支援効果の変化

54.5 

33.3 

60.0 

44.4 

30.0 

44.9 

49.6 

37.5 

44.7 

34.3 

26.0 

50.0 

40.0 

28.6 

45.5 

63.3 

33.8 

46.7 

60.0 

44.3 

39.2 

50.0 

42.1 

50.7 

57.1 

31.3 

40.0 

71.4 

0.0 

0.0 

6.2 

8.9 

10.0 

8.9 

8.8 

12.5 

13.2 

11.9 

13.0 

12.5 

20.0 

0.0 

0.0 

3.3 

0.0 

0.0 

0.0 

1.9 

2.5 

0.0 

0.0 

3.0 

3.9 

6.3 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高まっている やや高まっている あまり高まっていない 高まっていない
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（４） 「子どもの学習・生活支援事業」で、現在の連携先との連携にあたっての課題（自由記述） 

✓ 「連携方法が確立していない」が42件で最も多く、次いで「情報共有の機会がない、

難しい」が23件、そして「連携先への事業の周知・理解が難しい」が19件と続いて

います。 

問 10．「子どもの学習・生活支援事業」で、現在の連携先との連携にあたっての課題（n=258） 

 項目 件数 具体的な内容 

1 

連携方法が確立していない 42 ・教育機関との情報のやり取りや事業内容の理解等、教育機関との連携の必

要性はあるものの、具体的な連携方法が確立できずにいる。 

・関係機関を訪れ、制度の利用勧奨を繰り返すだけでは、その後の連携にはほ

とんど繋がらない。 

・連携の仕方(具体的には情報共有の場の設定や時期）についてもう少し整

理工夫し、連携先が負担にならずメリットとなる関係を作っていければと思う。 

・他機関が複数関わる場合に、どの支援者がどこまで行うのか、必要な支援を

役割分担する際に、そのすみ分けが難しい。 

・連携先の職員が多忙で、本事業との連携に時間を割く余裕がないことが多

い。 

2 

情報共有の機会がない、難

しい 
23 ・スクールソーシャルワーカーを介した方法でしか学校側と情報のやりとりができ

ず、直接、学校の担任教諭や養護教諭等へ連絡が取れない。課題として教

育委員会事務方と共有しているものの、個別のケースになると情報の共有が

難しいことが多い。 

・教育委員会 教育部 学校教育課との連携にあたり情報の共有化が難し

い。 

・高校生の参加が増える中で高校との情報共有を今後も広げていく必要があ

る。 

3 

連携先への事業の周知・理

解が難しい 
19 ・周知が進まない理由として、本教室（事業）は学校時間外の放課後に行う

事業であるとともに（学校の教育時間の範疇を超える）、個人情報（プライ

バシー）保護の観点から福祉関係部署と教育関係部署とで温度差（考え

方の違い）があるためと考えられる。 

・本事業の実施の趣旨が連携先にどの程度伝わっているのか不明な部分があ

り、正しく理解を得るためにどのような周知をしていくのかが課題となっている。 

・事業の認知度が低いため、連携がとりにくい。事業周知を徹底し、趣旨に賛

同していただける団体を増やしていければと思っているが、周知方法が課題と

なっている。 

4 

個人情報の取り扱いが難し

い 
18 ・支援対象である生活困窮世帯、生活保護世帯等の個人情報を共有するこ

とが個人情報の保護の観点から難しい。 

・教育委員会側に連携を依頼しているが、「個人情報」等の理由で連携が難し

い状況にある。 

・個人情報の適切な取り扱いと連携する相手方の適切な（選定の）見極め。 

5 

生活困窮世帯への周知、

募集活動が難しい 
17 ・問題がある児童生徒について平等に支援を行うという意識が強くあるため、生

活困窮世帯向けだけの事業展開を行うことが困難である。事業実施の周知

においては生活困窮世帯向けの事業であることがわからないよう配慮すること

が求められている。 

・生活保護世帯と異なり、生活困窮世帯はどの支援機関からのサポートも受け

ていないことが多い。そのため、生活困窮世帯の子どもたちに支援が必要とな

ったとき、どの連携先と情報共有を図り連携していけばいいのかわからなくなっ

てしまう。 

・現在の申込者と利用者は、ひとり親家庭の子どもがほとんどとなっており、生活

困窮世帯の子どもへの周知が課題となっている。 

6 

人材不足、確保、増員

（ボランティア含む）、質の

確保が難しい 

15 ・教室で勉強を教える支援員を市の広報やハローワークで募集し雇用している

が、勤務時間が夜間ということもあり、技術や経験を持った人材がなかなか見

つからず、支援員の確保が課題となっている。 

・支援について「役割分担」は大切と考えるが、実際に支援を組み立てて実施

する担当職員が不足している。 

・ボランティア人材の確保。市内に大学がなく、移動に時間がかかる等の理由か

ら、他市の同事業へ学生が流れてしまい、子どもと講師の１対１の対応が難

しい。 
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 項目 件数 具体的な内容 

7 

学校側の事業への認知度

が低い、ばらつきがある 
12 ・中学校とより連携が取れれば良いが、子どもの学習支援事業の周知が難し

く、在籍する中学校の生徒が学習支援事業を利用していることを中学校の

担任の先生が知らないことが多い。 

・各学校での当事業の認知度・理解度にばらつきがある。 

・中学校について、学校により連携に積極的なところとそうでないところがある。 

8 

利用者、参加者の減少、

増えない 
11 ・学習支援事業の参加者増のため、市立中学校全校及び社会福祉協議会、

教育委員会、子育て部門に事業の周知等を行い、参加勧奨を行っている

が、参加者があまり増えない状況にある。 

・準要保護・要保護の児童・生徒を対象としているため、広報が限られ年々利

用者が減少傾向にある。 

・行政、福祉関係、専門職等を通して事業周知をしているが、利用者の確保

になかなかつながらないことが課題となっている。 

9 

対象者へのアプローチが難し

い 
11 ・会議の中で出る意見として、対象となりそうで、支援が必要と思われる児童を

発見しても、なかなか学習支援に参加するまで持っていくことが大変だというこ

とがある。 

・対象世帯が限定されていることで、周知のためのチラシの配布ができない場合

がある。 

・委託している事業実施者が直接アプローチをすることはプライバシーの関係上

難しく、関係機関が連携しながらそれぞれ把握している世帯に周知を行ってい

る状況である。連携がうまくできていればいいが、どうしてもアプローチの一貫性

のところに課題がある。 

10 

支援方針が共有されていな

い、方針があいまい 
8 ・支援内容について、学習面と居場所づくり・生活支援面との両立が、支援員

の中でも統一が難しく、バランスよく実施することについて基準があいまいであ

る。 

・教育現場の考えと支援事業者の認識や判断が乖離している場面がある。 

・対象者の子供にとっては、単に学力の向上のみならず居場所づくりの意味でも

効果があると考える。その点では、福祉部局と学校を含めた教育委員会や他

の部局との認識の差がある。 

・居場所としての学習支援と教育現場としての学校の立場から、不登校の児

童・生徒に対する支援方針が合いにくい。（学校に行かないといけない、行か

なくてもいいといった多様な考え方がある） 

11 

高校生以降にも支援を必

要としても繋げない 
6 ・中学生を対象とした事業であるため、多くの生徒は卒業後には進学をしてい

る。しかし、高校生を対象とした事業や連携先がないため、ともすれば進路保

障を行うという主目的にもかかわらず、退学後にしかその情報をキャッチできな

いことがある。 

・小学４年生から高校卒業（２０歳まで）の対応となっており、この年代以外

は対象外となっている。また、高校を卒業してからの情報や利用しない市民の

情報がない状態である。 

・高校生世代のうち、特に高校中退者、中卒者へのアウトリーチが困難であり、

これらの者と関係のある機関がないことが課題である。 

12 

コロナ禍の問題 6 ・コロナ禍において、これまでの活動場所でソーシャルディスタンスを保つことが困

難で、グループ分けして対応しているが、十分な時間を実施するために金銭

面だけでなく人手も不足している。 

・市域が広く、学習支援事業の事業実施場所確保が難しいエリアがある。特に

令和 2年度はコロナ禍で会場となる公共施設の部屋の定員が大幅に減って

しまい、調整が困難であった。 

13 

活動場所の確保が難しい 5 ・申請者が増加した場合、現在の実施場所で賄いきれなくなるという課題もあ

り、継続的な支援を行うためにも事業の新たな実施場所の提供についても、

連携して行う必要がある。 

・物理的に場所が点在しているので、細やかな連携や情報共有が少し難しく感

じる部分がある。 

14 

担当者、ケースワーカーによ

る支援の偏り、差が生じて

いる 

5 ・連携先において、担当が分かれていると、担当者の熱量により支援に偏りが発

生する。 

・子どもたちの今後のため、いかに重要かを充分に認識していない生活保護ケー

スワーカーが何人か見受けられ、日々の業務に忙殺される中で子どもの学習

支援の周知が疎かになり利用者増加の阻害要因となっている。 
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 項目 件数 具体的な内容 

15 

多様、複雑化する問題への

対応や連携が難しい 
5 ・市内地区毎に抱える課題も一様ではない（例：ある地区では、外国ルーツ

の住民が多く、利用もそうした子が多いため、日本語の理解から始める必要

がある等）ことや、学校(小・中）との連携（支援が必要な児童・生徒の紹

介）を深めていくこと等が、今後の課題である。 

・近年、利用者及びその家族が抱える課題・問題が複雑化・多様化してきてお

り、児童相談所や母子保健担当課、教育委員会等との連携・情報共有体

制が重要になってきている。 

16 

新たな支援の必要性 4 ・不登校支援の側面から考えると、訪問型の学習支援が必要と考えているが、

それに対するマンパワー等の資源がなく、居場所を提供できても掘り起こしの

部分で困難さを感じている。つなぐ作業はかなりの労力と信頼関係がないと困

難であるため、訪問型の学習支援等専門機関が必要だと思う。 

・学習・生活支援は、生活困窮者支援の一つであることから、学習・生活支援

事業のアセスメントや、実施過程において、対象家庭の課題を抽出し、学

習・生活支援以外の必要な支援につなげる仕組みが必要。 

17 

活動場所への送迎、防犯

の対応が難しい 
2 ・現在の教室は夜間帯での実施となっているため、防犯、送迎、実施場所の確

保といった問題が浮き彫りとなり実施できていない状況である。 

・実施施設が遠い場合に実施時間が夜間であり危険であるなどの理由で来ら

れない場合に、送迎等の移動手段の確保や訪問による学習支援等の対応

をとることも難しい面がある。 

18 

事業のための経費負担が

大きい、予算増額が難しい 
2 ・生活保護所管部局、母子保健部署、教育委員会と連携しており、事業周

知時に募集案内の送付の協力を依頼しているが、対象世帯が多い場合事

務量が多くなり負担がかかってしまう。 

・団体が実施している学習支援事業に参加する学習支援員に報償費を出して

いるが、学習支援員の増員や教室の増室に伴い、報償費が増額しているた

め財政的に予算を増額することが厳しい。 

19 

その他 20 ・生活保護を担当する福祉事務所現業員の人材育成の仕組みがない中で被

保護世帯を含む子どもへの支援を仕組化し外部委託したため、生活保護担

当職員の子どもへの関心が低下し、被保護世帯の子どもの高校進学率の向

上にはつながっていない。 

・具体的な委託や実施を教育委員会が担っており、どのような課題や問題点が

あるか実状の把握がしにくい。 

・事業参加は申請方式であり、真に本事業の参加が望ましい子どもに参加いた

だいているか否かの判断がつかない。 

・母子保健部署が実施しているひとり親家庭等生活向上事業（学習支援事

業）と対象者が重複しており、補助金に係る事務等を含め効率的に事業を

実施することが難しい。 

20 なし 27   
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（５） 「子どもの学習・生活支援事業」において、今後連携が必要と考えている関係部署・機関 

✓ 支援の準備段階は、「中学校」が16.8%と最も高く、次いで「高校」が13.7%、そ

して「小学校」が10.5%と続いています。 

✓ 支援の実施段階は、「中学校」が23.8%と最も高く、次いで「大学・短大・専門学校

等の高等教育機関」が13.8%、そして「高校」が10.0%と続いています。 

✓ 支援終了後の段階は、「高校」が36.4%と最も高く、次いで「その他の教育関係の連

携先」が12.1%、そして「中学校」が9.1%と続いています。 

✓ 一方で、本設問の回答自治体数が少ないことから、「子どもの学習・生活支援事業」

における連携による効果、有用性に対する理解が進んでおらず、連携の必要性が認識

されていないことが推察されます。 
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問１１．今後連携が必要と考えている関係部署・機関 (n=95)
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（６）① 新型コロナウイルス感染症等の影響で、「子どもの学習・生活支援事業」で実施できてい

ない取組等 

✓ 「レクリエーション、イベント、地域行事」が48件で最も多く、次いで「学習支援」

が38件、そして「飲食を伴う活動、食事の支援」が29件と続いています。 

 

 項目 件数 具体的な内容 

1 

レクリエーション、イベント、

地域行事 
48 ・学習以外の季節的なイベント、体験学習等 

・交流合宿や大学見学等の特別企画 

・学習の動機付け支援について、密を回避した小規模なイベントや登山等野

外活動は数回実施できたが、社会見学や大学祭の見学等の野外活動がで

きていない。 

・地域行事、ボランティア団体、福祉施設との連携 

2 

学習支援 38 ・学習支援の回数が少なくなった。 

・当初予定していた規模、内容での学習。生徒に近い距離での学習指導。 

・中学生全学年に対して週に２回、教室での授業を実施していたが、今年度

は定員数や実施回数を減らして行っている。 

・集合形式での学習支援を実施できていない学年がある。（代替として、郵

送、通信等により学習支援を実施） 

3 

飲食を伴う活動、食事の

支援 
29 ・子ども食堂を通じての生活支援 

・調理実習、昼食の提供 

・学習支援後の「会食」の活動。 

・調理を伴う会食やレクリエーション等の機会 

4 

調理実習、料理教室 22 ・調理実習 

・料理教室 

・生活支援の一環で調理体験等があるが、感染拡大防止のため見送ってい

る。 

5 

家庭訪問、個別面談 13 ・定期的な世帯への家庭訪問 

・大阪府新型コロナ警戒信号が黄色のため、ケースワーカーの家庭訪問が原則

中止となっている状況。 

・家庭訪問による相談支援 

6 

課外授業、体験学習等 13 ・「企業見学・職業体験」 

・学習以外の季節的なイベント、体験学習等 

・社会見学や大学祭の見学等の野外活動 

・キャリア支援について、当初は職場体験等を考えていたが、職場体験が難し

い状況である。 

7 

事業全般 5 ・今年度は、事業自体を実施していない。 

・地域によっては今年度の事業自体の実施が困難な状況。 

・4 月、5 月の緊急事態宣言下では、実施できていなかったが、現在では、感

染予防対策をした上で、通常通り実施できている。 

8 
周知活動 4 ・事業周知の為の学校訪問や関係機関への訪問 

・子ども向けイベントと保護者向けの説明会 

9 
募集、利用促進のための

活動 
3 ・学生の利用勧奨等 

・人数をこれまでのように増やすことができない 

10 
学校訪問 2 ・小・中学校訪問 

・学校訪問 

11 
その他 14 ・社会福祉施設での事業実施。 

・高齢者施設を活用した学習支援の場づくり。 

・大学生のボランティア参加。 

12 なし 17   
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（６）② 新型コロナウイルス感染症等の影響で、「子どもの学習・生活支援事業」で実施できてい

ない理由 

✓ 「感染拡大防止、リスクを避けるため」が100件と最も多く、次いで「施設の利用制

限、学校等施設立ち入り制限」が26件、そして「家庭訪問等訪問型支援の自粛、また

は拒否のため」が13件と続いています。 

 

 項目 件数 具体的な内容 

1 感染拡大防止、リスクを

避けるため 
100 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、例年より人との接触機会を減ら

すよう努めているため。 

・開催場所が介護施設の一室を借りている教室があり入居者への感染を考え

ると中止せざるを得ない。 

・感染対策の徹底や心理的な警戒感から、人寄せ的なイベントは実施が難し

い。 

・感染リスクを考え、現在は感染対策が十分にできるものに限って実施してい

る。 

・コロナウイルスの感染防止の対策が十分に取れなかったため。 

・使用している区有施設は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により、

飲食禁止となっているため。 

・食材を直接手で扱い、ウイルス感染の影響をより濃く受けると考えているため。 

・コロナウイルス感染症拡大防止のため、調理や会食ができない。 

・野外とはいえ、大人数が密集・密接してしまうため。 

・新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、３密を防ぐことのできない事

業については開催を見送った。 

・密を避けるために、今年度は実施を見送っている。 

・感染拡大防止のため、教室開催時間の短縮や、参加人員の制限・参加者

の分散等を行っており、一人当たりの参加機会を減少せざるを得ない。 

2 施設の利用制限、学校

等施設立ち入り制限 
26 ・施設内への立ち入りの調整が困難であるため。 

・小学生の学習支援事業において、高齢者施設や大学キャンパスを会場として

いる教室については、外部からの立ち入りが禁止となっているため。 

・三密にならないような会場の確保が困難なため。 

3 家庭訪問等訪問型支援

の自粛、または拒否のため 
13 ・本来なら学習チャレンジ受講者の家庭への月１度の家庭訪問をお願いして

いるが、自宅に高齢者がいる等の理由により、家庭への訪問を拒否されるこ

とがある。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、感染予防のために、自宅を訪問して

の学習支援は中止。 

・新型コロナウイルス感染症の予防対策として、家庭への訪問や利用者の掘り

起こしを控えている為。 

4 講師やボランティアの人員

の確保ができないため 
11 ・休校に伴い大学も同じく課外授業等の自粛を強いられており、物理的に講師

の確保ができなかった。 

・コロナ禍の影響で塾生や講師を集めることが出来ない。 

・６会場での実施になるので、消毒等の対策を行う人員が不足するため。 

5 事業中止・延期、開催自

粛、休校等の影響 
9 ・地区交流事業の開催自粛によって参加できない。 

・新型コロナウイルス感染症の影響で、講習はなし。また、イベントも感染防止

のため中止している。 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催を中止・延期してきたため。 

6 その他 11 ・委託事業者及び保護者から感染に関する不安の声があるため、縮小して実

施している。 

・開催中止をしていたが、ソーシャルディスタンス確保の上で、感染防止対策を

行い、10 月からマンツーマンの土曜教室を試行再開。今後の社会の情勢を

鑑み、複数対応制の平日開催等の開催準備をしていく。 

・相手企業や職業体験先の受け入れ状況によるため。 

7 なし 1   
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（７）① ＜事業実施自治体＞「子どもの学習・生活支援事業」についてのご意見（自由記述） 

 

102 自治体から回答がありました。なお、回答は原文のとおり記載することを基本としてい

ますが、明らかな誤字脱字の修正と、回答自治体が特定されないように文意を変えない程度の

調整をしています。  

 

【紹介を望む事例について】 

・他自治体で、子どもの学習・生活支援事業と「子ども食堂」を連携して行っている自治体

があれば知りたい。 

・本市では、当事業に力を入れており、現在中学生 60 名と高校生 58 名の登録があるが、新

型コロナウイルス感染対策として、他の部屋を利用して生徒を分散させたり、参加できる

日を指定し、1 日に来れる人数を限定したりと密にならないよう工夫して実施している。今

後も柔軟な対応が求められる状況の中、他自治体の動向や現状を知る機会は少ないため、

今回の調査結果が共有されたら、他自治体の支援状況を参考にし、今後の事業運営に活か

していきたいと思う。 

・事業運営に際し、学習支援員の確保等課題があるため、他の自治体での事業運営について

参考にさせていただきたいと思う。 

他、計６件 

 

【事業の周知・理解について】 

・本市における事業の実施について、利用者の発見や事業の周知について課題を感じている。

対象となりそうな児童を発見しても、家庭に問題を抱え保護者が子どもの教育について関

心がないということが多く、保護者が積極的に通わせようとしなかったり、児童本人も必

要性を感じなかったりして、何とか 1 度参加させても継続的に参加せず、なかなか学習の

習慣が身につかないことがある。また、そういった児童が多いと、登録している児童は多

くても実際参加するのは数名ということになり、参加者が少なすぎると事業を継続するこ

とが難しくなる。かといって積極的に広報活動をしても、既に学習の習慣がついていて支

援が必要でなかったり、民間の学習塾にも通えるくらいの経済力がある家庭の児童が参加

を希望されたりして、そういった場合に参加を断るのか判断が難しいといったことが課題

である。 

・生活保護世帯の児童を対象にした訪問型の支援をしたいが、田舎の自治体であるため世間

の目等が気になり、家庭の理解と協力が得ることが困難である。そのため、長期休業中に

自治会公民館等を利用して、子どもの居場所づくりを兼ねた学習会を実施している。そこ

に対象とすべき世帯の児童ができるだけ参加するように、小学校や児童福祉担当者が児童

や保護者に参加を促している。 

・本事業は社会的意義の大きい事業であるとは考えている。しかし、生活困窮家庭の子ども

のみが集まる場所、という認識が拭えずに抵抗感が利用を控えさせている状況が見られる。

しかし、対象を広げて多くの子どもが集まる場所にすると、その中でまたドロップしてし

まう子どもがでてしまう。事業趣旨からすると生活困窮家庭の児童が対象の中心となるが、

抵抗感や偏見等に配慮したバランスの中で広報を行い、時間に限りがある中で現在の学年
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相当に比べて著しく学力が低い児童にも個別で対応する必要がある等、なかなか利用児童

を増やすのが難しく、利用人数にのみ着目して費用対効果を問うのではなく、総合的に効

果を測定する必要があると考える。 

他、計11件 

 

【関係機関等の連携について】 

・本事業の利用促進についての市町村教育委員会及び小・中学校長向けへの通知や、事業意

義や効果、取組事例について、小・中学校の教職員や市民向けに周知・ＰＲできる冊子や

リーフレットの配布、もしくはメディアを通した幅広い報道・ＰＲがあれば、本事業への

認知・理解が高まるのではと考える。もちろん一番身近な地元の実施主体が同様の取組を

行うことが第一と考えるが、子どもの貧困対策の主要な取組である「子どもの学習・生活

支援」がもっと社会的に知られて、多くの教育機関や市民の協力を得やすい気運づくりも

大切だと考える。 

・教育委員会や学校との関係構築や連携を円滑に進めていくために、学習支援員は、小・中

学校の教員として勤務した経歴がある教員免許保有者が望ましい。 

・外国籍の子どもたちの参加も多く、言葉の壁があることから、勉強や進学に自信が持てず

問題行動を起こす子ども等もいる。高校生になっても、学校を休んだり授業中抜け出すと

いったことをしており、中退防止の関わりが必要。日本語習得が不十分で、授業について

いけない児童も多い、日本語習得への支援が必要であり、学習支援では支援できない状況。

学習支援では、解決できない課題が多くあるが、解決に向けて支援する機関がなく、検討

する場がない。本市で支援のネットワークや仕組みづくりが必要だと感じている。 

・教育委員会や子ども・ひとり親関係部局においても、独自の学習支援施策を実施しており、

参加者からすると、それぞれの施策による学習支援の違いがわかりにくい。国は連携実施

を進めているが、事業受託者や開催場所が異なっているため、連携が困難な事例や、参加

対象者が両事業で重複する等、縦割りの弊害が現れている。 

・県は町村域を所管しており、事業実施にあたっては会場となる地元町村との連携が不可欠

と考えているものの、町村では「県の事業のため町村は関係ない」という認識がされてお

り、積極的な協力が得られにくい傾向にある。県として、関係機関への継続的な周知が必

要であると考えている。 

他、計16件 

 

【委託先や人材の確保、育成について】 

・学習支援教室を運営するための大学生ボランティアや教員 OB の確保が今後課題である。ま

た、現在実施中の中学３年生からの支援をもう少し早い段階から実施できるよう体制強化

を行う予定である。 

・実施主体の創意工夫によって様々な効果が期待できる地域のプラットフォームとなる事業

だと考えている。福祉や教育の観点からは、子ども観や貧困観等インクルーシブな視点を

持つ担い手となる人材をどのように育成していくかが課題でもあると考えている。 

・訪問する職員にも専門的な技術を学べる講習会のようなものがあると良いと思う。 

・現在、中学生と高校生を対象としている。高校生への支援について、難しい勉強や専門的
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な勉強を教えられない状況であり、子どもたちの「勉強をがんばりたい」という思いに応

えることが十分にできず、もどかしさを感じる。大学生ボランティアや社会人スタッフと

一緒になって学習支援を運営しているが、子どもの参加人数に対して、充分なボランティ

アの確保ができていない。難しい勉強を教えることができるスタッフ確保は現実難しい。 

・本事業は当初、「学習塾」「居場所づくり」を主としていたが、その後「生活支援」が重要

視される等、支援対象が子どもから世帯全体にシフトしてきている。既に事業委託により

事業を開始している場合、委託契約もシフトが必要とされるが、受託先事業所はそのよう

な変化を想定しておらず受け入れ体制、人員とも対応困難で委託困難な状況にある。 

他、計18件 

 

【支援対象者への事業の周知】 

・子どもたちへの「貧困の連鎖」を断ち切るという、ターゲットを絞った施策は効率的かも

しれないが、生活困窮世帯として特別扱いされることを嫌がる保護者等がいるため、支援

を広げていくことが難しいと感じている。 

・負の連鎖を断ち切るためにも、学習・生活支援事業の充実は重要であると考える。子ども

の学習に関心が低い保護者が多い印象がある。より多くの参加のために、これらの保護者

に対して、どのように働きかけが効果的でかつどのように行っていくかが課題となる。 

・生活保護世帯の児童を対象にした訪問型の支援をしたいが、田舎の自治体であるため世間

の目等が気になり、家庭の理解と協力を得ることが困難である。そのため、長期休業中に

自治会公民館等を利用して、子どもの居場所づくりを兼ねた学習会を実施している。そこ

に対象とすべき世帯の児童ができるだけ参加するように、小学校や児童福祉担当者が児童

や保護者に参加を促している。将来的には「子ども食堂」等の取組とも連動させて、子ど

もの居場所、子どもの学習・生活支援事業として充実させていきたい。地域の環境が中山

間地であるために通所の際の交通手段や安全確保等困難な課題があるために、長期休業中

の昼間に実施しているが、この地域に適した手法により当事業の充実を目指したいと考え

ている。 

他、計12件 

 

【評価指標について】 

・事業を通じ、学力の向上に加え、様々な人との繋がりを構築することにより将来的に困窮

状態に陥らないようにすることを目的にしていることから、長期的な視点が必要である。

そのため直ちに効果を得られるものではないため、長期的な事業評価とその理解が必要で

ある。 

・事業趣旨からすると生活困窮家庭の児童が対象の中心となるが、抵抗感や偏見等に配慮し

たバランスの中で広報を行い、時間に限りがある中で現在の学年相当に比べて著しく学力

が低い児童にも個別で対応する必要があるなど、なかなか利用児童を増やすのが難しく、

利用人数にのみ着目して費用対効果を問うのではなく、総合的に効果を測定する必要があ

ると考える。 

他、計５件 
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【支援対象者の枠組みについて】 

・本取組は義務教育とそれ以外の学校（大学、専門学校等）に進学しても、２０歳までの児

童生徒を段差無しに継続して支援できる点で優れている。学習支援に於いても、２０歳の

出口を見通して小学校低学年から学習方法を含め学力の充実と向上を図る取組ができる。 

・学力、学業への意識の差が激しく、環境の設定が難しい。学力第一の家庭と、居場所が必

要な子どもがいる場合に両者択一の支援の難しさを感じている。（現状は学習支援色が強い） 

他、計６件 

 

【子どもの学習・生活支援事業の内容について】 

・「子どもの学習支援事業」から「子どもの学習・生活支援事業」へ名称が変わり、いっそう、

訪問型の支援が適した事業になった。本市は、本事業の開始当初から訪問型の支援に取り

組んでおり、家庭訪問による学習支援は学校にできない部分を補うことができる事業との

認識がある。 

訪問によって家庭内の様子を把握できる一方、保護者に対し、日常生活や住環境の課題を

指摘して改善を助言するには、対象児童生徒や保護者との信頼関係を構築しておかないと

いけない。 

・子どもの学習・生活支援事業はできるだけ多くの地域の方々に関わってもらうことで、生

活困窮という課題について、地域で取り組むきっかけになる。 

子どもへの支援を通じて、親世帯の孤立や支援の必要性も浮かびあがってきており、地域

ぐるみで取り組むための課題共有が進みつつある。 

本市では、直営の子ども健全支援員の配置と生活困窮者自立支援を通じた地域づくりを目

的とした学習支援事業（学習・生活支援の場を地域に広げていく事業）により、生活保護

世帯や「断らない相談支援」である自立相談支援事業や任意事業の家計改善支援事業から

つながった世帯への子どもに関する相談支援を子ども健全育成支援員が行い、適宜、関係

機関や地域の居場所等に繋いでいくことで相談世帯の社会的孤立を解消する等の取組を続

けている。 

・日常生活が安定していない中での支援という大変さと保護者も含めて支援できる利点を感

じている。本市に高校生への学習支援をする場所がないため必要性を感じる。 

小中学不登校から高校も全くいかずひきこもりのような生活をする子どもが多いが、精神

科にかかるほどの身体・精神の症状ではない（近隣児童精神科からは断られる程度）ため

外部との関わりが希薄である。学習支援もだが中高校生以上～若年層が気負わずに集まれ

る場所が必要であると感じている。 

・本市では、児童・生徒の数は年々減少しているが、不登校の子供は逆に増加している。 

８０５０、９０６０問題に代表される引きこもりの問題では、中高年になった引きこもり

の者への対応が課題となっている。 

これらの問題への対応として、問題を抱えている児童・生徒への支援を強化することによ

り、結果的に将来の引きこもりの数を減らすことにつながると思われる。学習支援がその

一端を担えれば、非常に意味のある事業であると思われる。 

・今後も必要な事業である。事業を継続していくことで、対象児童及び対象生活保護世帯と

の信頼関係が醸成され、児童が通学している学校、子育て支援課のような家庭児童相談セ



39 

ンターとも関係性を構築できる。複数の人間、機関が関わることにより、問題の早期発見、

対応に繋がるため、事業を行う意義は大変大きいと感じている。 

・生活習慣がなかなか身についていない児童生徒が、定期的に曜日・時間帯を決めて通塾す

ることで、生活習慣が改善している子が多くいることが成果としてあげられる。不登校で

学校になかなか登校しにくい児童生徒でも、本事業には通塾することができている子もい

ることから、そういった子どもたちへの学習場所・居場所として効果を得ていることも大

きな成果の一つである。 

他、計14件 

 

【子どもの学習・生活支援事業の今後の取組について】 

・準備段階では、家庭相談員やスクールソーシャルワーカーから対象家庭へ個別に事業利用

の案内をしているが、「知らない人が自宅へ来ることに抵抗を感じる」「子どもが乗り気で

はない」「訪問時間帯が幼少のきょうだいの生活リズムに合わない」等を理由に断られる。

支援が必要と思われる家庭に不必要な警戒心を抱かせず、子どもの学習環境を整えるには

どうしたらよいか、月 1 回の定例報告会議（受託者・教育委員会（教育相談室指導主事・

スクールソーシャルワーカー）・子ども支援課・福祉課生活保護担当）で模索中である。 

・子どもも保護者も不安やいろいろな悩みを抱えている。１つ１つのことに寄り添い、自ら

決定し自分の人生を歩んでいけるよう支援していきたいと思っている。情勢は日々変わる

が、子ども達を中心に対応していきたいと考えている。 

・各ケースにおいて効果を発揮するばかりでなく、対象者をとりまく自立相談支援機関、専

門職、地域住民が様々な社会課題に創造的に取り組むきっかけとなるべく運用することが

事業の意義と感じる。当市では未達成であるが、将来的な目標として引き続き機関内で共

有したい。 

・将来的には「子ども食堂」等の取組とも連動させて、子どもの居場所、子どもの学習・生

活支援事業として充実させていきたい。地域の環境が中山間地であるために通所の際の交

通手段や安全確保等困難な課題があるために、長期休業中の昼間に実施しているが、この

地域に適した手法により当事業の充実を目指したいと考えている。 

・身近な相談支援ができる子どもの学習・生活支援事業の相談支援員が家計相談に関するフ

ォローをする必要があるので、家計相談のポイント、留意点、高校進学の場合、大学進学

の場合等例が書いてある手引書や奨学金の返済シミュレーションのフォームがあると利用

者への説明にわかりやすいのでほしい。金銭管理ができない方もいるので、ＦＰによる支

援または、支援員がＦＰによるコンサルテーションが受けられたらと思う。 

小学生不登校向けの学習の遅れがある子に対して学び直しの場があるといい。 

他、計13件 

 

【新型コロナウイルス感染症による課題】 

・教室の会場も新型コロナウイルス感染症の影響で利用できる場所が限られてしまっている

ため、利用できる場所が増えるとよいと思う。 

・コロナ禍で、子どもの学習支援・生活支援のニーズがさらに高まっている。特に、家での

居場所がない子どもに対して、安心できる居場所としての役割がさらに高まっているよう
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に感じる。 

・新型コロナウイルスの感染拡大状況が予測できない中で、これまでの対面支援の難しさが

ある。会場の閉鎖及び利用人数制限等の影響は今後も考えなくてはならないことから、郵

送等による添削支援やオンライン学習、学習アプリの使用等多様な支援体制を構築する必

要がある。 

・今回の新型コロナウイルス感染症の影響で学習支援事業を直営で行うのは限界に来ている

と感じており、委託を含めて考えていく必要があると感じている。 

・コロナウイルス感染症等の影響で、特に学習支援の個別指導が難しくなってきている。家

庭訪問による学習支援であればスティグマにもつながりにくく、またウイルス感染拡大防

止、家庭状況の確認にも寄与することからその発展に期待している。 

・子どもの学習・生活支援事業については、昨年度試行事業を実施し、本年度本格的な施行

の予定であった。しかし、コロナの影響で、集合型による学習支援は実施できず、代わり

に、タブレットを使用した学習支援へ本年度はシフトした。来年度については、コロナの

状況を見ながら、事業の実施のあり方を検討し、事業を進めていきたい。 

・コロナの影響のためリモート化が進んでいくことが想定される。そのなかでどのような活

用が子ども達の学習習慣の定着や進路選択の相談に効果的か模索していく必要がある。ま

た、リモート化していくなかで、「居場所」となっていた機能の低下も避けられないとも感

じている。どのように補足していくかもリモート後の課題となると思う。 

・新型コロナウイルスのため教室を運営できない時期もあった。オンラインも導入している

が、生活困窮の家庭にはパソコンやタブレット等の通信機器や通信環境がない家庭もあり、

参加できない家庭もあった。 

・新型コロナウイルス感染拡大予防に気を付けながら、集合形式で授業を行っているが、委

託先からオンライン形式の授業を行うことができないかとの要望があった。 

生活困窮者世帯を対象とし、すべての受講者がオンライン授業を受ける環境にあるかどう

か、委託も 3 団体にお願いしており年度の途中で足並みを揃えて行うことが困難であった

こと等からオンラインでの授業は見送った。生活困窮世帯の学習支援は、学習だけではな

い要素も多く含まれていること等を踏まえると、どういった形式で行うのが良いのかが課

題である。 

他、計９件 

 

 

【国への要望】 

・関係機関との連携をスムーズに行えるようにする為、国・都道府県から各機関への事業周

知や、協力依頼を行って欲しい。 

・本事業は、生活困窮世帯の子どもの学力及び意欲の向上、社会性の育成等のための支援を

行うことにより貧困の連鎖の防止を目指す、非常に重要な事業であると考えている。学

習・生活支援にまだつながっていない児童生徒や、支援につながったものの継続した関わ

りを維持することが難しい世帯等への支援も含め、今後、本事業の必要性、重要性はより

一層高まると考えられることから、生活困窮世帯の子ども及び保護者への充実した支援を

継続的に実施していくために、国庫補助の事業費上限の撤廃や補助率の引き上げ等の財政
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支援の強化が行われることを希望する。 

・進路選択支援や高校中退の防止が学習・生活支援事業に加わったなかで、中学・高校との

連携が重要性を増していると思う。なかなか学校に外部の人間が入っていくことに心理的

にもハードルを感じ、予算的にも人員的にもそこまで手が回らないのが実情。学習会の実

施する時間外でもこのような連携業務を確実に実施するためには「学習支援員」のほかに、

例えば「地域連携支援員」や「子供生活支援員」といった職種と役割を国として定め、実

施時には必置するというような取り決めがあれば、予算や人員の問題も解決するのではな

いか。 

他、計17件 
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（７）② ＜事業未実施自治体＞「子どもの学習・生活支援事業」についてのご意見（自由記述） 

 

47 自治体から回答がありました。なお、回答は原文のとおり記載することを基本としていま

すが、明らかな誤字脱字の修正と、回答自治体が特定されないように文意を変えない程度の調

整をしています。  

 

 

【事業実施にあたっての課題について】 

・地方の福祉事務所においては広い地域に少数の対象者が点在する中、低所得者世帯を合わ

せて子供の居場所や学習支援の場を設定しても交通手段が問題となり、親としてそうした

場に通わせることが、いじめ等の対象となることを心配することも聞かれる。 

・当該事業を実施することは、教育を受ける機会や社会参加の機会の確保を通じ、子どもだ

けではなく親も一緒に社会性の向上や協調性を身に付けることが出来るため、生活習慣や

育成環境の改善により貧困の連鎖を防止するうえで効果的であると考えている。しかし、

事業を実施するうえで、ニーズの把握をはじめ、集合型で実施する場合の交通手段や指導

者の確保等様々な課題があるため、未だ実施に至っていない。 

・主管部署については、生活困窮者自立支援法に基づく任意事業主管部署なのか、子育て支

援主管部署なのか、市役所庁内で決まっていない。 

他、計11件 

 

【財政について】 

・将来的に実施したいと考えているが（時期未定）、現在よりも国庫補助率が高くなれば、財

政担当を説得しやすい。 

・単に生活困窮世帯の子どもを対象に学習や生活を支援する場を設けるだけでは、事業の効

率（多くの子どもの積極的な参加）、効果（個別の支援体制の充実、地域全体で支援が必要

な子どもを支える機運や体制の醸成）は高まりにくい。子どもの生活の拠点である学校や

児童クラブ等関係団体と連携し、教育と福祉が一体となって取り組むことが大切と考える。

そのためには、すべての子どもから、支援の必要性が高い層にアプローチできるような段

階的な仕組みづくりが必要であり、（単純に参加児童数で按分するのではなく）その仕組み

づくりに係る経費も補助対象としてほしい。 

他、計８件 

 

【支援対象者の枠組みについて】 

・貧困の有無で区別する制度ではなく、学習や居場所、保護者の支援を含めて教育、子育て

の支援事業を支える事業の枠組みの中で実施していくべきと考え、教育部署子育て支援、

障害担当等と連携、検討していく予定。 

・当市の教育部局でも類似する事業（対象者を困窮世帯だけに限定しない学習支援）を実施

しており、事業活用を促すため、生活困窮世帯である可能性の高い児童扶養手当受給世帯

に利用勧奨を実施したものの、対象世帯からの参加は得られず、現実的にはニーズの掘り

起こしが必要な状況にある。 
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他、計３件 

 

【子どもの学習・生活支援事業の取組について】 

・学習支援や居場所づくり等、相談や学び直しの機会の提供は重要であり、継続することで

効果が期待できると思われる。そのため関係機関や関係部局との情報共有や連携が必要と

思われる。事業を効果的に推進するためには、それぞれの役割を明確にして有効で効果的

な支援体制が不可欠だと思う。 

・子どもの学習支援・生活支援事業の中でも、生活支援、居場所支援について必要性を感じ

ている。また、スクールソーシャルワーカーの配置や、子ども若者支援センターの設置等

により子どもへの支援は実施しているものの、子どもへの支援にとどまり、親への支援に

欠けている（支援場所、学校のみでしか支援が出来ず、実際の家庭環境が把握できず、親

への支援に課題がある）。子どもへの支援のみでは、一時的な支援に過ぎないことから、家

庭環境改善に向けた取組（親への支援）の重要性も感じている。 

他、計５件 

 

【他の事業を実施】 

・本市では、生活困窮者自立支援法に基づく「子どもの学習・生活支援事業」に類似する取

組として、地域学校協働本部推進事業費補助金を活用し、十分な教育環境に恵まれていな

い中学生を対象に、主体的な学習習慣の定着及び学力の向上を図るための学習支援事業を

実施している。 

・本市は本県が定めた「本県子どもの貧困緊急対策事業」のうちの１つである、「子どもの居

場所運営事業（以下「子ども」と記載）を実施している。これは本事業と多くの共通点が

あり、利用者が重複していた状況がある。また「子ども」では軽食の提供ができることも

あり、本事業より利用者が多いのが現状であった。本事業で追加された親への養育支援に

ついても、対応出来る委託先の確保に苦慮しており、今年度から本事業は行っていない状

況。 

・平成２７年から社会福祉協議会に委託して実施しているが、対象者にひとり親世帯が多い

ことから現在は生活困窮事業ではなくひとり親施策として実施。教員 OB や学生ボランティ

アの協力も得て、当初月１回の実施から毎週実施となったが、現在はコロナの影響で実施

を控えている状況である。実施内容は主に学習支援、子ども食堂や社協のイベントと共催

で行うこともある。 

・本市では、市内に学習支援団体があり、困窮世帯や保護世帯の児童に限定せず、地域の児

童を対象に活動している。また、市ではそのような子どもの居場所づくり事業を行う団体

に対し、補助金交付を行っている。 

・学習支援については、生活困窮者自立支援法に基づく事業ではないものの、生活困窮世帯

に限らず全希望者を対象とした事業を「教育委員会事業」として実施している。（対象は小

学 4 年から中学３年。）しかし、「生活支援」については事業の対象となっておらず課題と

なっている。 

他、計８件  
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【その他】 

・現時点において事業実施に至っておらず、また、見込みがないままである。しかし、本町

シルバー人材センターでの登録者のうち、元教員もいることから小学校生徒向け等学習支

援事業の実施に向けて年度内に協議予定。具体的な実施時期は未定であるが、シルバー人

材センターの運営費補助単価限度額の格付け C（会員 100 人以上、就業延人日数 417 人日

以上）条件である就業延人日数維持の問題もあり、早急に実施方針を決定することとして

いる。 

・子どもの学習・生活支援事業を行うにあたって、対象者を一定数確保したうえで、行政と

教育関係、社会福祉六法関係団体以外等との連携を行うことが欠かせないと考える。現状

は、事業を行う規模の対象者はいないため、実施の検討をしていない段階である。 

・本町の人口規模、資源力から、新たに当該事業の実施主体を立ち上げることは効果的では

ないと考えられ、それよりも既に子どもたちの居場所づくりや相談窓口、学習支援等を行

っている既存の事業実施主体との連携、充実を図ることの検討が優先と思われる。ただ当

該事業の早期実施の重要性は認識しており、先ずは早急に既存事業の実施主体、組織及び

参加児童、生徒の様子、評価等の実態把握及び当該任意事業の重要性について共通認識を

図るための関係者による連絡会等の開催について、現在検討中である。 

他、計14件 
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第３章 ヒアリング調査 

 

第１節 調査概要 

（１）調査目的 

アンケート調査結果を中心に既存資料等の情報を集約し、自治体への普及を念頭に

設定した選定基準に基づき、ヒアリング候補を選定しています。 

選定した自治体担当者に対し、子どもの学習・生活支援事業における関係機関等と

の連携の実施状況や成果・課題、今後の展望について、「効果的な連携事例」として

報告書に取りまとめることを目的として、ヒアリング調査を実施しました。 

  

（２）調査対象の選定 

 アンケート調査及び既存資料等の情報を基に、以下の点を考慮し、ヒアリング調査

対象を選出しました。 

○地域資源を上手く連携先として活用している事例 

○他の自治体での普及可能性が高い事例 

○連携により効果が出ている事例 

○連携先と連携を実施して事業を実施している事例 

・教育関係の連携先と連携 

・民間の連携先と連携 

・専門職等との連携を実施（ケースワーカー・スクールソーシャルワーカー以外

とも連携を実施） 

・支援終了後の段階で教育関係、民間の連携先と連携を実施 

○時代を捉えた先進的な事例 

・日本語を母語としない子ども・養育者（親等）への支援 

・with コロナ・after コロナを見据えた取組 

・効果指標を設定 

・自治体独自の専門職を配置 

 

なお、選定にあたっては、人口規模や地域バランス、運営形態（直営・委託）、事

業形態（集合型・訪問型）も考慮しました。 
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（３）調査項目 

項目 内容 

事業概要 ・事業名 

・開始時期 

・対象年齢 

・世帯要件 

・事業形態（集合型・訪問型） 

・事業内容 

・実施場所 

・実施頻度 

・実施体制（直営・委託、委託の場合は選定方法） 

・担い手（支援員）の人員配置 

・事業費 

・担当課 

具体的な事業内容 ・事業の背景 

：事業実施以前の状態（地域課題）と実施に至った検討経

緯について 

・事業内容 

：生活者（対象者）の実態把握方法 

子どもの学習・生活支援事業の取組内容・特徴 

・担い手（支援員）の確保・養成方法について 

・支援対象者への利用の呼びかけの進め方、工夫点について 

・コロナ禍での工夫、今後の withコロナの取組について 

連携について ・連携先と連携のポイントについて 

：支援の段階ごとにおける、連携先・連携理由・連携内

容・連携の工夫 

・連携の効果について 

・民間連携先の選定方法や管理体制について 

その他 ・事業を実施する上での課題と対処方法 

今後の展望について 

・これから取り組む自治体への一言 

 

（４）調査方法 

 訪問面接を基本とし、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、オンラ

インや電話での聞き取りも併用して実施しました。 
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（５）調査対象 

No. 自治体名 ヒアリング日時 調査方法 

1 福島県いわき市 2021 年 1月 25 日（月）10：00～ オンライン 

2 千葉県松戸市 2021 年 1月 5 日（火）13：00～ 訪問 

3 千葉県八千代市 2021 年 1月 26 日（火）13：30～ 電話 

4 東京都足立区 2021 年 1月 27 日（水）13：30～ 訪問 

5 山梨県中央市 2021 年 1月 22 日（金）10：00～ オンライン 

6 石川県金沢市 2021 年 1月 21 日（木）13：30～ 訪問 

7 兵庫県加古川市 2021 年 1月 26 日（火）14：00～ オンライン 

8 佐賀県佐賀市 2021 年 1月 27 日（水）15：30～ オンライン 

9 沖縄県名護市 2021 年 1月 8 日（金）14：00～ 訪問 

10 栃木県 2021 年 1月 13 日（水）10：00～ オンライン 

11 埼玉県 2021 年 1月 15 日（金）13：30～ オンライン 

12 神奈川県 2021 年 1月 21 日（木）13：00～ オンライン 
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第２節 事例集 

ヒアリング調査結果をまとめた事例集を次ページ以降に掲載します。 
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No.１ 福島県いわき市 

訪問型・関係機関による丁寧な支援と、学校との密な連携

で子どもの安心を支援 
 
 

０．連携概要 

 

連携先 連携内容 

中学校・高校 情報共有 

フードバンク 食材の提供 

関係部署 情報共有、個別支援 

家庭相談員 情報共有、個別支援 

地区保健福祉センター、 

生活・就労支援センター 
情報共有、対象世帯への事業の利用案内、初回訪問同行、経過情

報確認 

児童相談所、警察署、自立相

談支援機関、児童養護施設 
情報共有、個別支援 

スクールカウンセラー、 

スクールソーシャルワーカー 
情報共有、相談・助言 

 

連携による効果 

 

□地区保健福祉センター、生活・就労支援センター 

 対象世帯への事業の利用案内、申請支援、情報共有、初回訪問時の同行等により、養育者（親

等）も含めた本事業の支援を円滑にしている 

 

□中学校 

 個別の説明に出向くことで、事業に対する学校側の理解が深まると共に、家庭内での様子や課題

を共有し支援方針を立てることで、支援の幅が広がり、本人や養育者（親等）と学校との関係性

づくりにも寄与している 

 

□フードバンク 

食事面の課題がある家庭では、食材の提供による

支援を実施。また、簡易な調理を一緒に行うこと

で、食習慣の改善を促す 

 

□関係各部署、各機関 

関係機関との連携により支援対象となる子ども・

世帯の発掘、支援中に把握された課題に対し重層

的な世帯支援を検討することができる 
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１．事業概要 

 

人口 

面積 

保護率 

位置 

33.6 万人（令和 3（2021）年 2 月 1 日現在） 

1232.26 ㎢ 

12.64‰（令和３（2021）年１月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開始時期 平成 29（2017）年度（学習支援、生活支援） 

対象者 生活保護受給世帯、生活・就労支援センターによる支援を受けている生活困

窮者世帯 

対象年齢 中学生、その養育者（親等） 

運営形態 委託 

実施形態 訪問型（一部来所型） 

事業内容 訪問型による学習支援と生活支援 

生活者（対象者）の

実態把握方法 

家庭訪問による個別の学習支援、相談支援、助言、ＳＮＳ等を活用した生活

習慣の獲得にむけた支援、進学や就労、養育に関する相談、個別面談、 

その他支援機関との情報共有 

実施場所 対象者宅（家庭）、一部公民館他 

事業予算 24,292 千円（令和 2（2020）年度） 

所管部署 保健福祉部保健福祉課 

 

 

２．事業の背景 

 

平成 27 年度の生活困窮者自立支援法施行を受け、事業内容の検討を開始し、平成 29 年度より学

習支援事業を実施している。生活保護受給世帯、生活困窮者世帯が対象であるが、ケースワーカー

は生活保護受給世帯全体の自立支援を主に行っており、子どもをとりまく環境（生活リズム、摂食

状況、学力レベル、進学の意思等）を詳細に把握し、個別に支援を行うことが難しい状況にある。 

そうした背景に加え、市域が広域なことにより集合型での事業提供の場合、会場まで自力で通所

できる者に参加者が限定されることや家庭における子どもを取り巻く環境（親子関係、生活習慣等）

を適切に把握し養育者（親等）の養育相談や関係機関と連携した支援体制を構築するため、学習支

援員による訪問型支援を基本とした事業設計を行った。 

最終学歴により、就職先が限定される傾向にあることや生涯賃金に差が生じること等から、高校

進学を事業の一つの指標・目標とし、義務教育から次のステップにつなぐことを目指して、中学生

の受験対策に取り組んでいる。 
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３．取組の内容・特徴 

 

●訪問型による学習支援 

 週１回程度、対象世帯を訪問し、2 時間程度の

学習支援を実施している。高校等への進学を目

指す学習支援に加え、学校からの配布物の確認、

定期テスト等の学校行事の日程を共有し、家庭

内での学習習慣の獲得を目指す。 

また、学校生活での不安や悩み、将来の夢や

希望等を聞き取りながら、登校や進学の動機づ

けを行い、家庭と学校の関係構築の支援も行う。 

支援対象の子ども・世帯の状況により家庭で

の学習が難しい場合には、法人事務所や学校、

公民館等を使用して来所型の学習支援を実施し

ている。 

 支援員は教員 OB のほか、臨床心理士、精神保

健福祉士、キャリアコンサルタント、支援学校

支援員等で 25 人前後の登録がある。原則は訪問

型での支援で、対象世帯の状況や初回訪問時の

アセスメントから担当者を選定し、子どもごと

に担当制とし、1 人の支援員が複数名担当してい

る。 

 

●生活支援 

 訪問時には、学習支援だけではなく、市内の他法人が実施するフードバンク事業を活用した一時

的な食材の提供や簡易な調理に一緒に取り組むほか、スマートフォンやゲーム、ＳＮＳの利用状況

を聞きながら生活習慣づくりや、環境改善に向けた助言も行っている。同じ学習支援員が定期的に

世帯訪問するという関わりを継続することで本人や養育者（親等）との信頼関係を構築し、時間を

かけて行動変容を促している。 

また、障がいや自傷行為等、精神的な課題が疑われる場合には、医療機関や支援機関のつながり

を確認し、必要に応じて連携を図っている。 

 

●養育者（親等）に対する支援 

 養育者（親等）からの養育や教育の悩み等への相談支援、奨学金等の就学資金に関する相談支援、

情報提供等を行っている。外国籍の養育者（親等）に対し、学校からの配布物の読み取り支援等も

行っている。 

 

●電話・メール・LINEによる連絡で、信頼関係を構築 

養育者（親等）の同意を得て、メールや LINE（学習支援用）で子どもと定期的に連絡をとること

で、親でもなく先生でもない、気軽に相談できる身近で信頼できる大人としての関係性を構築し、

相談・助言等の支援を実施している。 

養育者（親等）とも連絡を取り合う関係性が構築されており、支援日の出欠報告以外にも相談や

連絡に随時対応している。コロナ以前よりこれらのツールにより相談支援を行っていたことにより、

コロナ禍においても LINE による定期連絡は家庭内での生活状況の確認や相談支援に効果を発揮して

いる。 

 

●対象者に寄り添った支援と地域での連携を要件に加え、委託先を選定 

公募型プロポーザルで事業者を募集し委託して実施しているが、その選定の際には、子どもや養
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育者（親等）の置かれた状況や各々の状態像を的確に把握し学校をはじめ多様な機関と連携しなが

ら丁寧に寄り添った支援を提供することと、地域や社会との関わりが必要と考えていることから、

地域の関係機関と連携し、効果的な支援を行うことを要件としている。 

※コロナ禍においては、訪問事業は一次中止となったが、プリントの郵送による添削指導や、LINE

やZoomでの解説、電話での説明等を組み合わせて実施した。 

 

実施頻度 週１回程度 

利用実数（令和２（2020）年

度） 

対象者 58 人 

提供回数 延べ 1,500 回（提供見込） 

 

４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制 

 

実施機関 保健福祉課、NPO 法人 

連携先 連携内容 

中学校、高校 情報共有、事業実施場所の確保 

フードバンク 食材の提供 

母子保健部署、児童福祉部

署、生活保健所管部署 

情報共有、相談・助言、個別支援、 

家庭相談員 情報共有、個別支援 

教育委員会 情報共有 

地区保健福祉センター、ケー

スワーカー、生活・就労支援

センター 

情報共有、対象世帯への事業の利用案内、初回訪問同行、経過情

報確認、相談・助言、個別支援 

児童相談所、警察署、児童養

護施設 

情報共有、個別支援 

スクールカウンセラー、 

スクールソーシャルワーカー 

情報共有、相談・助言 

実施体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健福祉課 

中学校、高校 
利用者 

（生活保護受給世帯、 

生活困窮者世帯の中学生） 

情報 

共有 

NPO 法人 

・事業の実施 

委託 

フードバンク 

情報 

共有 

申込 

地区保健福祉センター、
生活・就労支援センター 

事業紹介 情報共有 

事前協議 

食材

提供 

母子保健部署、児童
福祉部署、生活保健

所管部署 

情報共有 

教育委員会 

スクールカウンセラ
ー、スクールソーシ

ャルワーカー 

自立相談支援機関 

児童養護施設 

ケースワーカー 

警察署 

児童相談所 

情報

共有 
情報共有、 

個別支援 

家庭相談員 
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５．支援の段階における連携のポイント 

 

●支援の準備段階 

連携先 地区保健福祉センター、 

生活・就労支援センター 

中学校 

連携理由 事業紹介・事前協議・情報共有 情報共有 

連携内容 対象世帯への案内、情報共有、訪問日程

決定 

支援対象者の成績、登校等の状況を、事

前に情報共有 

連携の工夫 初回訪問時は支援員と相談支援員または

ケースワーカーが同行し、学習支援計画

書を作成する 

年度当初の地区小中学校校長連絡会で学

校長に対し事業の説明をした後、個別に

学校訪問を行う 

 

●支援の実施段階 

連携先 中学校 関係各部署（母子保健部

署、児童福祉部署、生活

保護所管部署、教育委員

会）、自立相談支援機関 

家庭相談員 

連携理由 情報共有、必要に応じた

子ども・世帯の支援 

情報共有 情報共有、必要に応じた

子ども・世帯の支援 

連携内容 家庭状況を学校側が理解

できるよう、また家庭に

子の学習状況を伝えるよ

う、必要な支援。不登校

の子どもの登校支援・保

健室登校等 

対象世帯において解決が

難しい課題がある場合、

関係機関で情報を共有し

ながら支援策を検討し、

支援を実施 

家庭相談員が関わりを持

つ中で得た情報と、学習

支援での課題から、新た

な課題の洗い出しが可

能。支援対象者の発掘に

もつながっている 

連携の工夫 スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワー

カーとの連携も実施して

いる 

子ども・世帯の状況に応

じて、随時、個別に連携

している 

密に連携することで、事

業の効果の向上に寄与し

ている 

 

連携先 地区保健福祉センター、

生活・就労支援センター 

ケースワーカー、家庭相

談員、相談支援員 

フードバンク 

連携理由 情報共有 情報共有 食材の提供 

連携内容 委託先が実施内容を報告

共有。関連して支援が必

要な点があれば、適時共

有・協議 

子ども・世帯に重層的に

関わり、情報共有をしな

がら連携。支援が滞った

際に、担当ケースワーカ

ー等と状況を共有 

支援を必要とする世帯

に、支援員による持参、

委託先からの配送で食材

を提供 

連携の工夫 子ども・世帯の状況に応

じて、随時、個別に連携

している 

子ども・世帯の状況に応

じて、随時、個別に連携

している 

委託先のネットワークに

より実現している。自立

支援を目的としているこ

とから、緊急的な支援で

あることを対象者に理解

してもらうよう説明して

いる 
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●支援終了後の段階 

連携先 中学校、高校 関係各部署（母子保健部

署、児童福祉部署、生活

保護所管部署、教育委員

会） 

地区保健福祉センター、

生活・就労支援センター

等 

連携理由 情報共有 情報共有 

連携内容 世帯に課題がある場合や必

要な時に学校等から連絡が

あり、法人が受託する他事

業（居場所づくり事業）等

を活用し継続的な見守り、

相談支援等を行っている 

再建等が必要になったとき等の協議や情報共有 

連携の工夫 卒業や中退等により支援が終了した後でも、安心できる場所があるということを示

している 

 

 

６．連携の効果 

 

 学校への事前訪問と事業説明等により、学習支援を進める中で有効な成績等の客観的データや登

校状況や学校内での様子を共有でき、事業開始後には学習支援による定期的な訪問から家庭内での

状況や課題の共有を進め、当該事業の意義を学校が認識することで、子どもに対する支援の幅も広

がりが出てくる。 

 家庭相談員は、養育に課題を抱える世帯等を訪問して支援することから、潜在的なニーズを把握

しており、学習支援との連携の有効性が高いと感じている。学習面、生活面等世帯全体の課題を洗

い出し、支援方針の共有から、自立支援に向けた密な連携により効果を上げている。 

 ケースワーカー・地区保健福祉センターとの連携では、支援員の定期的な訪問により家庭内の課

題や世帯の具体的な困りごとを把握できることで、個別支援を組み立てられるようになった例もあ

る。 

 子どもが不登校やいじめに直面している、反抗期や気質的な特徴により親子のコミュニケーショ

ンが上手く図れない、身近に相談できる相手が見つけられない等により孤立感を抱える場合等にお

いても、支援員の存在が「安心して話せる人」となることは非常に効果が大きい。 

連携においては、機関とのつながりはもとより、子どものことを考える人がネットワークになっ

ていると感じている。子どもの味方、応援団でいるという姿勢で、できることに取り組む連携体制

が、子どもの安心を支援する体制となっている。 

 これまでの支援の実績から事業が周知されてきており、また関係機関の丁寧なかかわり方により、

事業の有用性も認知されてきている。利用者の進学や、新しい大人と関わりを持つことで将来に向

けて希望や自分なりの考えを持てるようになるなどの効果も見られている。 

 

 

７．今後の課題・展望 

 

  事業に参加する子どもの多くが小学校の比較的早い段階で学習のつまずきや不登校の傾向が見ら

れ、さらに、家庭において学習の習慣が形成されていないこと、進学準備が十分とは言い難い状況

にあり、支援開始から中学卒業までの短期間で、学習の取り戻しや生活習慣の改善を図ることが困

難なため、希望する進路を選べないことがある。 

  学習支援を利用することにより、子どもの学力が早期に飛躍的に向上し希望する高校へ進学出来

るものと過剰な期待を抱く養育者（親等）の認識が、子どもへのプレッシャーやストレスにつなが
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ることも確認されている。 

また、日常生活において何らかの課題を抱える養育者（親等）との関係構築に苦慮する場合があ

り、さらに養育者（親等）の考えが子どもにも影響を与えることで、結果的に子どもや養育者（親

等）の生きづらさや孤立感、孤独感につながっているのではないかと捉えている。今後は、そのよ

うな家庭に対して、どのよう関わり方が適切であるのか、何ができるのかを検討していきたい。 

家庭内での養育環境が子どもに様々な影響を与えており、学習や生活習慣の取り戻しにはある程

度の時間を要することから、より早い時期からの関わりが必要であると感じている。さらに、高校

進学後の不登校や長期欠席等、なんらかの関わりが必要な状態になっても、情報の共有が進みにく

いことから、関係機関と連携を図り、より多くの人や機関が子どもに寄り添い、関わっていくこと

が望まれる。 

一方で、対象の拡大においては、財源の確保や実施体制の問題もあり、今後の検討課題となって

いる。 
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No.２ 千葉県松戸市 

子育て支援部署との共同事業化と教育委員会との連携 
 
 

０．連携概要 

 

連携先 連携内容 

委託先事業者 事業の周知・情報共有 

自立相談支援機関 事業の周知・情報共有 

教育委員会・教育研

究所 

委託先事業者との情報共有、学校との情報共有、スクールソーシャルワー

カー等の専門職活用 

庁内関係課 事業の周知、予算按分、子どもの緊急時対応 

 

 

連携による効果 

 

□委託先事業者 

異なる事業者が同時に複数箇所で事業を実施できて

いる。情報・ノウハウの横展開が進む 

 

□自立相談支援機関 

事業の周知、情報共有、申込受付 

 

□教育委員会・教育研究所 

学校現場との連携が進む。特にスクールソーシャル

ワーカーを通じたケア、連携が機能している 

 

□庁内関係課 

対象世帯に接点がある課が事業周知を担うことで活

用率向上を目指す。また共通事業化することで、効

果的な予算活用を具体化している 
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１．事業概要 

 

人口 

面積 

保護率 

位置 

498,376 人（令和 3（2021）年 1 月末日現在） 

61.38 ㎢ 

20.23‰（令和 3（2021）年 1 月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開始時期 平成 26（2014）年度（学習支援、生活支援） 

対象者 生活保護受給世帯、児童扶養手当受給世帯、就学援助制度利用世帯 

対象年齢 小学５・６年生、中学生、高校生 

運営形態 委託 

実施形態 集合型 

事業内容 学習支援、居場所、心理カウンセリング 

生活者（対象者）の

実態把握方法 

申込書に生徒の状況についての記載欄があり、三者面談時（子ども・養育者

（親等）・委託先事業者）に持参、共有してもらう 

実施場所 松戸、新松戸、常盤平、六実、小金原、東部の６か所で実施 

（高校生は松戸のみ） 

事業予算 86,496 千円（令和２（2020）年度） 

所管部署 福祉長寿部生活支援一課、子ども部子育て支援課 

 

 

２．事業の背景 

 

平成26（2014）年度に、生活保護受給世帯の中学生を対象に、学習支援事業を１か所（新松戸会

場）開設。そして毎年、優先度が高い地区を選んで会場を増設してきた。地区は、生活保護受給世

帯、児童扶養手当受給世帯、就学援助制度利用世帯が多いところが基準である。 

学習支援からはじまったが、会場に通う子どもの生活環境を心配する声が支援員からあがり、会

場により独自の取り組みが行われていた。月１回開催する連絡会議の中で会場間の取り組みの共有

を行う中、生活習慣・環境改善に関する取り組みが全体に広がった。推移は以下のとおりである。 

・平成 26（2014）年度：新松戸会場を開設（生活保護受給世帯の中学生を対象に学習支援事業開

始） 

・平成 27（2015）年度：松戸会場増設（生活困窮者自立支援法に基づく事業として児童扶養手当

受給世帯と就学援助制度利用世帯を追加） 

・平成 28（2016）年度：常盤平会場増設（子育て支援課との共同事業／小学５・６年生クラスを

追加） 

・平成 29（2017）年度：六実会場増設（松戸会場に高校生クラスを追加） 

・平成 30（2018）年度：小金原会場増設（各会場の定員数見直し） 

・令和元（2019）年度 ：東部会場増設（各会場の定員数の見直し） 
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３．取組の内容・特徴 

 

●集合型での学習支援 

  学校の勉強の復習、宿題の習慣づけ、学び直し、受験のための進学支援等を行う。小学生は定員 5

人に対して支援員１人、中学生は 7.5 人に対して 1 人が目安。会場によっては手厚く配置するとこ

ろもある。 

 

実施頻度 小学生：週２回（１時間 30 分／回、定員 15 人） 

中学生・高校生：週２回（2 時間 30 分／回、定員 23 人） 

※高校生は松戸会場１か所のみ 

利用実数 

（6 会場総数） 

（令和元（2019）年度） 

利用実人数（学習）：316 人 延べ人数（学習）：13,637 人 

延べ人数（居場所）：2,785 人 

延べ人数（相談）：143 人 

※新型コロナウイルス感染症の影響で 3 月は中止 

その他 ・各事業所の概要は以下の通り（※会場による異なる） 

・事業の実施体制は、「監督責任者」「コーディネーター」「学習支援

員」「居場所支援員」「心理カウンセラー」を配置 

・中学３年生に対しては、高校入試の模擬試験を年 2 回開催 

 （委託料の中に受験費用を入れて予算化している） 

・三者面談を毎年１回 30 分程度実施。利用ルール等の説明、学習状

況や生活状況等の聞き取り等 

・初回利用から 2 週間は体験利用。相互のマッチング確認期間 

 

会場 松戸 新松戸 常盤平 六実 小金原 東部 

委託先 株式会社１ NPO１ NPO２ NPO３ NPO３ 株式会社２ 

会場形態 民間賃貸借 民間賃貸借 民間賃貸借、

空き家活用 

民間賃貸借、 

空き家活用 

民間賃貸借・

時間貸し 

町会建物 

傾向・特徴 塾に近い雰囲

気 

事業者独自の

居場所事業を

実施 

部屋ごとに 5

人程度に分か

れる 

子ども食堂運

営者が参画 

子ども食堂運

営者が参画 

寺子屋風の雰

囲気 

 

 

●居場所の提供 

 子どもが安心して通える場所を提供し、日常生活習慣や社会性を育むた

めの相談支援等を行う。居場所専用の時間帯は原則として学習支援と同様

の対象者とする。 

 

 

 

実施頻度 概ね週５回、各回３時間程度（事業所ごとに設定／原則定員なし） 

 

●心理カウンセリング 

 事業の利用者およびその養育者（親等）の抱える何らかの不安やストレスに対して、必要に応じ

て心理カウンセラーによる相談を行う。利用者の申出のほか、学習支援員等が利用者の様子から相

談が必要だと判断した場合に相談を促す。子どもだけでなく養育者（親等）も利用可能である。 
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４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制 

 

実施機関 福祉長寿部生活支援一課、子ども部子育て支援課、株式会社２件、NPO 法

人３件（会場ごとに異なる） 

連携先 連携内容 

自立相談支援機関 情報共有、相談対応、申込対応関連 

小学校、中学校 情報共有、事業の周知、相談・助言 

教育研究所・教育委

員会 

情報共有、事業の周知、相談・助言 

スクールカウンセラ

ー、スクールソーシ

ャルワーカー 

情報共有、事業の周知、相談・助言 

子ども食堂 情報共有、食事の提供、相談・助言 

（２会場は、子ども食堂実施者が運営にも参画し連携） 

ボランティア団体 レクリエーション機会の提供 

母子保健部署、児童

福祉部署、生活保護

所管部署 

情報共有、事業の周知、相談・助言 

児童相談所、児童養

護施設 

情報共有、相談・助言 

ケースワーカー 情報共有、事業の周知 

公認心理師・臨床心

理士 

相談・助言 

実施体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活支援一課、 
子育て支援課 

教育委員会・ 
教育研究所 利用者 

（生活保護受給世帯、 

児童扶養手当受給世帯） 

小学校、中学校 

連携 

ＮＰＯ法人、 
株式会社 

スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワー

カー 
委託 

子ども食堂 

事業周知 

利用者 
（就学援助制度利用世帯） 

事業 

周知 

自立相談支援機関 

申込 

申込 

一部連携 

母子保健部署、児
童福祉部署、生活

保護所管部署 

連携 

情報共有 

児童相談所 
ボランティア団体 

機会提供 

 

ケースワーカー 

児童養護施設 

公認心理師・臨床心
理士 

情報 

共有 

連携 

相談・助言 

事業

周知 

※委託先と市の２課を中心に月１回連絡会議を開催 

申込 

・事業の実施 



60 

５．支援の段階における連携のポイント 

 

●支援の準備段階 

連携先 生活支援一課、子育て支援課、教育委員会 自立相談支援機関 

連携理由 支援対象者への個別通知 

予算按分（教育委員会を除く） 

申込時の対応 

連携内容 ・支援対象者への個別通知 

生活保護受給世帯＝生活支援一課 

児童扶養手当受給世帯＝子育て支援課 

就学援助制度利用世帯＝教育委員会の就学援助決

定通知に同封 

・予算按分 

共同事業として二課で計上した予算をあわせて活

用 

自立相談支援機関→市の担当

者→学習支援事業者（生活保

護受給世帯は担当ケースワー

カー経由） 

連携の工夫 情報取り扱い面について：申込段階で利用する児童生徒の状況を書いてもらう欄

を設けている。その申込書を、利用者が三者面談時に持参して委託先事業者に提

供してもらい、委託先事業者も子どもや世帯実態を把握して取り組めるようにな

っている（個人情報の取り扱いについては申込時に同意書で確認し、本書類は直

接提供の形で対応している） 

 

●支援の実施段階 

連携先 教育研究所 自立相談支援機関 

連携理由 スクールソーシャルワーカーとの連携

調整 

事業の周知、情報共有 

連携内容 ・委託先を含め、子どもの学習支援事業連絡会議を毎月開催 

・議題例：「事業実施上のトラブル」「不登校や発達障害を抱える子の支援方法」

「各会場の取り組みの共有」等 

 

●支援終了後の段階 

連携先 自立相談支援機関 

連携理由 情報共有 

連携内容 ・委託先で継続的に居場所支援を行っている場合もある。 

・委託先への情報共有の役割を担っている。 

連携の工夫 ― 
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６．連携の効果 

 

・市内部で福祉部門（福祉長寿部生活支援一課）と子育て部門（子ども部子育て支援課）の共同事

業とした点で、予算を按分して活用できている。また事業の広報を双方の部署から行うことがで

きるため、対象世帯への周知面でも有効性がある。委託先に対しても生活・子育て支援を所管す

る部署と連携できる点で、安心感を与えている。 

  行政の連絡窓口は、児童相談所につながる子ども家庭相談課と連携をし、緊急時の対応ができる

ようにしている。庁内のネットワーク会議と、外部団体との連携会議で都度周知している。 

・毎月開催する子どもの学習支援事業連絡会議は、各委託先の課題を共有、問題を抱える子どもの

情報について対応策を検討する場として機能している。教育委員会が参加し、各学校のスクール

ソーシャルワーカーとの個別連携もしやすくなっている。他方、学校を欠席しつつ学習支援事業

の教室に来る子の情報は、学校の教員が学習支援事業教室に来て面談するといったことも実現さ

れている。 

・各委託先も、スクールソーシャルワーカーと現場で連携が取れ、学校へも適時情報共有されてい

る。地域の NPO 法人もあるため、地域連携の強みが出されている。民生委員・児童委員等の連携

も地域ごとに自然と起こっている。委託先の NPO 法人には子ども食堂運営者が加わっていること

もあるため、別活動でありながら連携しやすく、食堂に来ている子どもが学習支援教室に参加す

る例もある。ただし学習支援事業の実施場所等の情報がオープンにならないよう、情報管理には

留意している。 

・ボランティア団体の協力として、松戸市内でプログラミング教室を開講している NPO 法人に夏休

みに教室開催をしてもらったり、ゴミ拾いボランティアに子ども達と参加する活動をした例があ

る。いずれも、地元のネットワークのつながりにより実現した。 

 

 

７．今後の課題・展望 

 

今の事業をより充実したものにしていくため、ボランティア団体とのさらなる連携等が検討され

ている。また、対象世帯で学習支援に参加していない子どもへのアプローチとして、ケースワーカ

ーから勧めるなどの改善が進められている。新型コロナウイルス感染症の中での支援のあり方も模

索されているが、家にいられない子どもの対応等の懸念が残っている。 
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No.３ 千葉県八千代市 

子どもの「生活力」「社会性」の向上を目指した支援を展

開 
 
 

０．連携概要 

 

連携先 連携内容 

生活支援課 事業に対する職員派遣 

各関連部署 情報共有、相談・助言 

子ども食堂 共催でイベントを企画 

歯科衛生士、保健師、 

栄養士 
調理体験、歯磨き指導等の生活支援 

多文化交流センター 外国籍であったり、日本語が話せない子どもへ事業の紹介 

 

連携による効果 

 

□生活支援課 

 本事業に生活支援課の就学支援員を派遣。主に生活保護受給世帯を支援 

 

□各関連部署 

 子どもの関係部署で本事業の参加希望があった際は繋いでもらっている 

 

□子ども食堂 

 デイキャンプを共催で実施。本事業に参加している子どもが子ども食堂の利用に至る。 

 

□歯科衛生士、保健師、栄養士 

 調理体験、栄養士による栄養バランスの大切さに関する講義の開催、歯科衛生士・保健師(もぐ

ぴかゼミ)による歯磨き指導により、生活力と社会性の向上に向けた支援が実施されている 

 

□多文化交流センター 

 日本語を母国語とせず、日本語を話すことが難しい

子どもに対し、別の事業の紹介が可能となっている 
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１．事業概要 

 

人口 

面積 

保護率 

位置 

20.0 万人（令和 2（2020）年 3 月末現在） 

51.39 ㎢ 

11.01‰（令和３（2021）1 月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開始時期 平成 21（2009）年度（生活保護担当課にて自立支援プログラムとして） 

平成 27（2015）年度（学習支援）、平成 31（2019）年度（生活支援） 

対象者 生活保護受給世帯、生活困窮者世帯 

対象年齢 小学校 4 年生～高校 3 年生 

運営形態 直営 

実施形態 集合型 

事業内容 ・小学生（4～6 年生）の基礎学力の向上 

・中学 3 年生の高校進学 

・高校生の留年・中退防止 

・居場所づくり 

生活者（対象者）の

実態把握方法 

学習支援後の養育者（親等）との帰宅確認の電話や子どもをとおして世帯の

状況を把握 

実施場所 市内公共施設 

事業予算 350 万円（令和２（2020）年度） 

所管部署 健康福祉部健康福祉課福祉総合相談室 

 

 

２．事業の背景 

 

平成19（2007）年に大学から調査依頼を受けて児童扶養手当の受給世帯の状況を調査し、生活保

護受給世帯や母子世帯が他世帯に比べて養育・学習・就労面等で課題が多いことや、孤立したりし

ている状況が把握された。その結果を受けて、平成 21（2009）年度から学習支援と子どもの居場所

づくり「若者ゼミナール」を開始。生活支援課が実施主体となり、生活保護受給世帯の中高生に限

定した支援を実施していた。平成27（2015）年より、生活困窮者自立支援法に基づく学習支援事業

「どれみふぁ」を福祉総合相談室により開始し、生活保護受給世帯対象の「若者ゼミナール」と生

活困窮者対象の「どれみふぁ」の 2 本立てで事業を実施していた。 

 別事業として実施されてきた中で、「ボランティアをそれぞれ募集する」「同じ教材を使用してい

る」こと等から、平成 30（2018）年 4 月に実施主体を福祉総合相談室とした。  
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３．取組の内容・特徴 

 

●運営体制 

 学習支援員 2 名（福祉総合相談室）、家庭・就学支援相談員 1 名（生活支援課）計 3 名で運営して

いる。臨床心理士資格保有者、生活困窮者の相談経験がある者、教員 OB と専門性あるメンバーで構

成されている。 

 

●ボランティアの確保 

大学生を中心とするボランティアが参加しており、令和２（2020）年度（12 月現在）は 42 人の登

録があった。ボランティアの確保に向けて、社会福祉協議会のボランティアセンターに事業の周知、

近隣の大学で事業の説明等を行っている。教職課程のある大学では、教員を目指す学生が多く、ボ

ランティアの参加につながっている。 

 また、ボランティアミーティングを開催し、運営やイベントの企画に関する意見交換等を行って

いる。 

 

●集合型の学習支援・生活支援に加え、訪問による養育者（親等）への支援を実施 

  集合型で学習支援を実施しているが、家庭状況や子どもの様子の確認を行うため、必要に応じて

訪問支援を実施している。また、進路や進学費用の相談等、養育者（親等）への支援も実施してい

る。 

 

●帰宅確認の電話を通じた養育者（親等）との関係づくり 

学習支援後、帰宅確認の電話を養育者（親等）からもらう仕組みを導入しており、子どもの学習

支援での状況の共有や、養育者（親等）の心配事への対応を行っている。安全面を考慮し、学習支

援から子どもが帰宅する際には養育者（親等）が必ず家にいるよう依頼するとともに、帰宅確認の

電話を必須とし、養育者（親等）との定期的な連絡をとることによる関係性づくりにつながってい

る。 

 

●生活支援 

 調理実習（デイキャンプ）、栄養士による栄養のバランスの大切さに関する講義（もぐぴかゼミ）、

歯科衛生士・保健師による歯磨き指導等を行っており、生活力と社会性の向上を重視したイベント

を行っている。歯科検診の結果が思わしくない子どもや、食生活の偏りがある子ども等を見てきた

ことから、学習面だけではなく、生活面での支援が必要であるとの考えから、こうした取組の実施

に至った。実施にあたっては予算面が課題となったが、食材の提供を社会福祉協議会へ依頼したり、

地域の農家等からの提供を受けたりするなどの工夫により取り組んできている。 

 

●外国籍の子ども、日本語を話せな

い子どもに対する支援 

 外国籍であったり、日本語を話

せない子どもに対し、多文化交流

センターを紹介し、支援事業の案

内を受けている。 
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※コロナ禍の 4 月緊急事態宣言下では集合型での事業開催を中止し、通信教育（郵送によるプリン

ト配布・添削）を行った。学校再開とともに集合型での学習を再開したが、参加は中学 3 年生に

限定した。他は通信教育を継続し、メッセージカードでの状況把握、養育者（親等）との電話連

絡等でフォローしている。 

 

実施頻度 毎週火・木 17:00～20:00 実施 

利用実数（2020 年

度） 

学習支援：実人数 30 人（小学校 4～6 年生：５名、中学生 11 名、高校生

14 名） 

 

 

４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制 

 

実施機関 福祉総合相談室 

連携先 連携内容 

生活支援課 事業に対する職員派遣 

母子保健部署、児童福祉部署、 

生活保護所管部署、障害福祉所管部署 

情報共有、相談・助言 

社会福祉協議会 事業の周知、事業の担い手（ボランティア）の確保 

子ども食堂 子ども食堂の利用、デイキャンプの共催 

多文化交流センター 外国籍の子どもへの学習支援事業の紹介 

大学 事業の担い手（ボランティア）の確保、事業の周知 

ボランティア団体 事業の周知、事業の担い手（ボランティア）の確保 

保健師、栄養士 調理実習、歯磨き指導等、相談・助言、レクリエー

ション 

実施体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

福祉総合相談室 

生活支援課 

利用者 

情報共有、 

相談・ 

助言 

・事業の実施 

母子保健部署 
（保健師、栄養士）、 

児童福祉部署、 
生活保護所管部署、
障害福祉所管部署 

社会福祉協議会 

申込・ 

参加 

連携 

多文化交流センター 

子ども食堂 

外国籍の子ども

への事業の紹介 

事業の 

周知 

大学 

ボランティア団体 

ボランティアの 

確保、事業の周知 
 

 

連携 
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５．支援の段階における連携のポイント 

 

●支援の準備段階 

連携先 各部署（母子保健部署、児童福祉部

署、生活保護所管部署、障害福祉所管

部署、教育委員会） 

大学 社会福祉協議会 

連携理由 情報共有 ボランティアの確保 

連携内容 支援対象となり得る子ども・世帯と関

わる部署に、学習支援事業の説明を行

い、職員から対象者に声掛け 

事業の周知、ボランティア募集の告知 

連携の工夫 各部署の新規採用職員や新たに配属さ

れた職員に向けた説明資料を作成し、

事業周知の工夫を行っている 

大学のガイダンス

へ参加するなど、

周知機会を設けて

いる 

ボランティアセン

ターへボランティ

ア募集のチラシの

配布等をしている 

 

●支援の実施段階 

連携先 子ども食堂 多文化交流センター 

連携理由 子ども食堂の利用、イベントの共催 情報共有、事業の紹介 

連携内容 支援対象者の子ども食堂の利用。イベ

ントの共催 

外国籍の子どもへ相談先の紹介 

連携の工夫 支援対象者に子ども食堂を案内してい

る 

日本に来たばかりや、日本語での勉強

の理解が難しい子どもに対し、別事業

を紹介している 

 

連携先 各部署（母子保健部署、児童福祉部署、生活保護所管部署、障害福祉所管部署、

教育委員会） 

連携理由 情報共有、相談・助言 

連携内容 各部署に所属するケースワーカー、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、

保健師・栄養士等は、必要に応じて助言、支援。保健師は調理実習や歯磨き実習

に参加して助言をしてもらい、生活支援の取り組みを連携して実施。 

連携の工夫 情報共有、支援の検討を行っている。支援対象者の情報に個人情報も含まれるた

め、同意書を受理した上で関係機関と情報共有している 

 

●支援終了後の段階 

連携先 各部署（母子保健部署、児童福祉部署、生活保護所管部署、障害福祉所管部署）、

社会福祉協議会 

連携理由 状況確認、相談対応 

連携内容 進学費用や奨学金制度に関する相談対応や、対応後の継続した状況確認等を実施 

連携の工夫 世帯との関わりが継続する場合や子どもから連絡がある場合に、必要に応じて各

部署と連携している 
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６．連携の効果 

 

学習支援を通じて得た情報（子どもの様子、養育状況等）を各関係機関で共有し必要な個別支援

につなげるなど、子どもを通じた世帯の支援が可能となる点で、非常に意味のある事業となってい

る。 

 

 

７．今後の課題・展望 

 

  子どもに対する生活支援において、社会的な体験を積むための企業見学や職業体験を実施し、支

援内容を充実させていきたいと考えている。また、これまでと同様に、支援を必要とする対象者に

対し、関係機関の協力を得ながら支援を継続していく。 

  事業の運営においては、職員の異動等に対して引継ぎをしていくことが重要となる。そうした事

態を想定して、担当者が変わった場合でも同レベルの支援が実施されるよう、平成 31（2019）年 4

月に実施要領を作成しているが、実際に実施要領を活用して継承していくことが今後の課題である

と考えている。 
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No.４ 東京都足立区 

キーパーソンをきっかけとした庁内連携・地域での連携

が、支援効果の高まりに寄与 
 
 

０．連携概要 

 

連携先 連携内容 

中学校、高校、教育委員会 
情報共有、必要な支援連携、事業周知のきっか

け 

子ども食堂、フードバンク 情報共有、食事・食材の提供、継続的な見守り 

町内会・自治会・地縁団体、地域企業等 体験活動の支援、食材の提供 

児童相談所、児童福祉部署 対象生徒の相互支援、事業利用案内 

民生委員・児童委員、関連専門職等 情報共有、必要時の支援 

  

連携による効果 

 

□中学校、高校、教育委員会 

 学校では把握できない放課後の様子や家庭の情報の共有や、学校では対応困難な福祉的な支援

を手伝うなど、学校側のメリットを示すことで、学校側に信頼を得ていく 

 

□子ども食堂・フードバンク 

子ども食堂等が学習に課題を抱える子どもを教室につなぐ、また、教室が食事に課題を抱える

子どもに食堂の利用を促すなど、支援のつなぎ先として連携が進む 

食堂の運営者が地域の他活動（PTA や町会・子ども会役員）をしていることも多く、運営者が

起点となり地域イベントとの連携・協力を得やすくなった 

高校生になって子ども食堂のスタッフとして参加する例もあり、学習支援事業に代わり子ども

食堂が継続的な見守りの機会にもなっている 

 

□町内会・自治会・地縁団体、地域企業等 

 様々な体験機会の提供に加え、事業に対する地域の理解が進むとともに、地域に子どもたちの

様子が理解され、見守りネットワークとなっていく 

 

□児童相談所、児童福祉部署 

要保護世帯の子どもの教室受入れ、児相・子ど

も家庭支援センターとの情報共有を通じ、緊急

時・必要時の連携が円滑になる 

 

□民生委員・児童委員、関連専門職等 

世帯の様子が重層的に把握され、必要な支援が

円滑に行われる 
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１．事業概要  

 

人口 

面積 

保護率 

位置 

65.7 万人（令和 3（2021）年 1 月 1 日現在） 

53.25 ㎢ 

35.5‰（令和 2（2020）年 12 月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開始時期 平成 27（2015）年度（学習支援、生活支援） 

対象者 生活保護受給世帯、就学援助制度利用世帯、児童扶養手当受給世帯、ひとり

親世帯、生活困窮者自立相談支援を利用し区長が特に認めた世帯 

対象年齢 中学生、中学時に事業を利用していた高校生等（未進学者、中退者を含む） 

運営形態 直営＋委託 

実施形態 集合型+訪問型 

事業内容 個別の学習支援、居場所事業 

生活者（対象者）の

実態把握方法 

学習支援時のやり取り、養育者（親等）支援・コミュニケーション時等 

実施場所 中学生向け：区内４拠点（北部・東部・中部・西部） 

高校生向け：3 分室（北部・東部・西部） 

※高齢者施設のため、令和２（2020）年度は４拠点で高校生を支援 

事業予算 168,514 千円（令和 2（2020）年度当初予算） 

所管部署 足立区福祉部くらしとしごとの相談センター 

 

 

２．事業の背景 

 

足立区では、「治安・学力・健康・貧困の連鎖」を４つのボトルネック的課題と位置付け、特に貧

困については、親・子・孫と世代が変わってもその状態から脱することができない「貧困の連鎖」

がより根深い問題であると認識し解決に努めている。 

平成 26（2014）年 1 月の「子どもの貧困対策の推進に関する法律」施行に伴い、足立区でも同年

8 月に対策本部を設置した。そして平成 27 年（2015）年の「生活困窮者自立支援法」施行により、

同法の学習支援事業として「居場所を兼ねた学習支援」を開始した。 

事業開始当初から、学習支援だけでなく自由に出入り可能な居場所を併設する施設として提供し

ている。平成27（2015）年に 1 か所（北部）でスタートし、最初は経済的基準を設けず、家庭で学
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習できない子どもを対象とした。 

平成 28（2016）年に東部と中部に 2 か所追加し、平成 29（2017）年に西部に 1 か所追加し、

現在 4 か所実施されている。施設が増えるとともに一定の利用者基準を設けようと、実施要綱を設

けて利用対象者世帯を限定することとなった。 

また、中学生を卒業した利用者が高校進学後も利用を希望するケースが増えたことや、家庭生活

や学習環境に課題を抱えている子どもが高校を中退してしまうケースも見られたことから、高校入

学後も継続した支援が求められるようになった。そのため、4 拠点とは別に、主に高校生が通う場所

として平成 28（2016）年に北部に１か所、平成 29（2017）年に東部に 1 か所、平成 30（2018）

年に西部に 1 か所、計 3 か所の分室（ブランチ）を開設した。 

貧困の連鎖を断つための取り組みとして、「未来へつなぐあだちプロジェクト（足立区子どもの貧

困対策実施計画）を策定し、子どもの未来を応援する活動団体の交流会（子どもの未来プラットフ

ォーム）等の関係者ネットワークも広がっている。 

 

 

３．取組の内容・特徴 

 

●学習支援 

  個別指導による学習支援を実施しており、できるだけマンツーマンでの指導をするため、週１～2

回、利用者によって来所日を決めて対応スタッフを手配している。利用者の学習・生活・コミュニ

ケーション面について日々記録し、教室実施前後でスタッフ間での情報共有を行っている。 

 

●居場所の提供 

 利用者から相談を受けてアドバイスする相談対応や、居場所内や居場所以外の場でスポーツやレ

クリエーションを行っている。原則として中学生・高校生が対象だが、小学生の弟妹がいる場合、

申請があれば一緒に受け入れた事例もある。 

 

●体験活動・リテラシー教育 

 企業見学・職業体験や農業体験、学校見学、地域の祭り、ボランティア活動等を行っている。地

域の町会・自治会、社会奉仕団体、NPO、ボランティア、地元の飲食店やクリエイター等との連

携・協力により行っている。 

 

●個別支援 

 登録しても参加がない場合は、居場所サポート相談員（区の会計年度任用職員）を派遣して、施

設の利用を促している。必要に応じて、担当職員やケースワーカー、委託先支援員が同行すること

もある。家庭訪問では子どものみならず、養育者（親等）との対面相談等を実施し、学習や家庭の

悩みを聞くとともに、必要があれば他の支援機関につなげる。 

 

●養育者（親等）支援・世帯支援 

 保護者相談会・連絡会・交流会や、養育者（親等）向けの説明会・講座等を開催している。来往

時の対面相談に加え、電話やメールによる個別相談等を随時実施。奨学金等の情報提供・制度紹介、

各種制度利用支援（利用勧奨、申請書類作成支援、手続きの同行等）から養育者（親等）・家族の就

労支援まで、他の支援機関と連携しながら行う。 
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 北部  東部  中部 西部  

ブランチ ブランチ ブランチ 

設立 H27.8 H28.10 H28.6 H29.10 H28.8 H29.4 H30.7 

定員 60 名 30 名 60 名 30 名 90 名 60 名 30 名 

登録人数 

(2 月末現在) 

46 名 32 名 44 名 22 名 85 名 54 名 31 名 

実施日 週 6 日 木曜のみ 週 6 日 火曜のみ 週 6 日 週 6 日 火曜のみ 

時間 火水木金 

15-21 時 

土・祝 

13-21 時 

日・長期

休暇 10-

20 時 

16-20 時 火水木金 

16-20 時 

土・祝 

13-20 時 

日・長期

休暇 11-

20 時 

16-19 時

30 分 

火水木金 

15-21 時 

土・祝 

13-21 時 

日・長期

休暇 

10-20 時 

火水木金 

15-20 時 

土・祝 

13-20 時 

日・長期

休暇 10-

20 時 

16-19 時

30 分 

委託先 認定 NPO 法人カタリバ NPO 法人キッズドア 認定 NPO

法人カタ

リバ 

NPO 法人キッズドア 

 

※コロナ禍では、学習支援教室は一時休止したが、食事面での懸念が残る世帯が多かったため、弁

当の配布や食事場所の提供、子ども食堂や地域飲食店と連携した宅配等を行った。 

 学習支援はオンラインで実施し、10 時から 18 時まで、生活支援の意味も込めて朝の会を行った

り、学習時間、遊び時間等の流れをスタッフが支援する形をとった。コロナ以前より LINE での情報

発信や相談対応を行っていたが、状況に応じて Zoom を活用した。保護者会も Zoom で開催し、奨

学金や助成についての案内等を行った。 

 コロナ禍で経済力が落ちる世帯があることを想定し、委託先の事業者が助成金の情報をまとめた

冊子を作成して区内の高校に配布するとともに、委託先の事業者同士で共有するなど、活用した。 

 

 

４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制 

 

実施機関 福祉部くらしとしごとの相談センター、NPO 法人 

連携先 連携内容 

中学校、高校 情報共有、必要な支援連携、事業の周知のきっかけ 

教育委員会 情報共有、事業の周知 

母子保健部署、児童
福祉部署、生活保護
所管部署 

情報共有、事業の周知、相談・共有 

商工労働所管部署 職場見学、職場体験 

子ども食堂 食事活用、事業の周知、情報共有 

フードバンク 食材の提供 

町内会・自治会・地

縁団体、地域企業等 

体験学習機会の提供、食材の提供、地域活動参画 

ボランティア団体、

NPO 法人 

体験学習機会の提供、食事・食材の提供、職場体験、地域活動参画、情報

共有 

児童養護施設、 

自立支援ホーム 

対象生徒の相互支援、事業の利用案内 

社会福祉協議会 情報共有、事業の周知 
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自立相談支援機関 情報共有、事業の周知、相談・助言、制度等の情報提供 

民間企業 食材提供、体験機会提供、職場見学、職業体験 

児童相談所 情報共有、事業の周知、相談・助言 

保健所 情報共有、相談・助言 

図書館 体験機会提供、図書の貸し出し 

警察署 情報共有、相談・助言 

民生委員・児童委員 情報共有、事業の周知、必要時の支援、重層的なかかわり実現 

スクールカウンセラ

ー、スクールソーシ

ャルワーカー 

情報共有、事業の周知、相談・助言、 

ケースワーカー 情報共有、事業の周知、相談・助言、制度利用支援 

社会福祉士 情報共有、事業の周知、食事・食材、体験機会等の提供 

精神保健福祉士 情報共有、事業の周知、必要時の支援、重層的なかかわり実現 

保健師、栄養士 情報共有、相談・助言 

実施体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

福祉部くらしとしご
との相談センター 

中学校、高校 

利用者 

情報 

共有 

委託先 

・事業の実施 

委託 

周知 

事業周知 

母子保健部署、児童
福祉部署、生活保護

所管部署 

情報共有 

教育委員会 

スクールカウンセラ
ー、スクールソーシ

ャルワーカー 

子ども食堂 

民生委員・児童委員、
ケースワーカー、 

社会福祉士、 
精神保健福祉士、 
保健師、栄養士 

児童養護施設、 
自立援助ホーム 

社会福祉協議会 

食材提供 

事業利用案内 

食材・食事

の提供 

相談・助言 

情報共有 

町内会・自治会、地
縁団体、地域企業 

自立相談支援機関 

申込 

民間企業 

図書館 

警察署 

保健所 

商工連携所管部署 

相談・助言 

情報共有 

機会

提供 

 

事業の

周知 

情報

共有 

ボランティア団体、
NPO 法人 

フードバンク 

児童相談所 
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５．支援の段階における連携のポイント 

 

●支援の準備段階 

連携先 中学校 教育委員会 子ども食堂 

連携理由 情報共有 情報共有 相互利用 

連携内容 支援対象の中で注意が必

要な子どもについて、学

習面以外の家庭の状況等

も情報を共有 

必要な情報共有 教室内のイベントとして

子ども食堂に出向く、ま

たそれを機に子ども食堂

利用の小学生が教室の存

在を知って中学で通うな

ど、相互の利用が進んで

いる 

連携の工夫 他区から校長が赴任した際等には区担当職員が事業説

明に出向く等、事前理解につとめている。区担当職員

が学校と委託先の中間に入りコーディネートするなど

して、スムーズな連携が図られている 

区の会議体で支援団体同

士がつながったり、地区

のキーパーソンがつなげ

たりなどにより、連携が

スムーズに進んだ 

 

連携先 民生委員・児童委員、 

各町会 

不動産協会東京本部、 

宅建協会 

児童養護施設、 

自立援助ホーム 

連携理由 情報共有 物件・場所の情報提供 参加相談 

連携内容 民生委員が関係する世帯

に事業を案内 

事業実施場所を探す際の

情報提供。不動産屋によ

る店子世帯の困窮情報が

自立相談支援機関に情報

提供されることがある 

施設に入所している子ど

もの学習・生活支援事業

の利用希望や、居場所と

しての活用の相談 

連携の工夫 事業開始時に、町会の会

合や民生委員の集まりに

担当職員が参加し、事業

説明を行い、理解を得た 

区担当課と以前よりやり

取りをしていた関係か

ら、事業実施場の選定が

スムーズに進んだ 

― 

 

連携先 社会福祉協議会 福祉事務所 大学（ボランティアセン

ター、関連ゼミ等） 

連携理由 事業の周知 情報共有 ボランティア告知 

連携内容 関係する世帯に本事業を

案内 

ケースワーカーを通じた

世帯情報共有等 

ボランティア参加の呼び

かけ 

連携の工夫 ― ― ― 
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●支援の実施段階 

連携先 中学校 スクールカウンセラー、 

スクールソーシャルワーカー 

高校 

連携理由 情報共有 情報共有 情報共有 

連携内容 委託先からの報告書をも

とに担当職員から学校に

定期的に報告共有 

支援が必要なケースに関

わる情報共有 

支援が必要なケースに関

わる情報共有。 

困窮する生徒の情報が自

立相談支援機関につなが

ることもある 

連携の工夫 委託先は毎月支援報告書を所管部署に提出し、所管部

署がそれを確認して学校との情報共有・支援必要性を

判断し、適宜学校に委託先とともに出向く（学習・生

活・進路面等）。事業開始当初よりこの仕組みを採用し

ている 

職員と教員、スクールソ

ーシャルワーカーとの信

頼関係を積み上げていく 

 

連携先 子ども食堂、 

フードバンク等 

町内会・自治会・ 

地縁団体 

ライオンズクラブ、 

ロータリークラブ 

連携理由 情報共有、食材の提供 情報共有・イベント参

加・協力 

食料支援、体験活動支援 

連携内容 教室実施時の食堂活用、

必要時の食材活用等。近

隣農園や農協から食材提

供の支援を受けることも

ある 

地域イベントへの子ども

のボランティア参加、

町・住民の協力を得た体

験活動の実施等 

食事提供のボランティア

としての参加や、施設の

改装支援、イベント提供

等 

連携の工夫 フードバンクから食材提

供を受ける仕組みは、事

業開始当初からの設計で

ある 

教室見学に来てもらって

理解を深めた例もある 

委託先への支援実績か

ら、本事業への支援にも

つながった 

 

連携先 児童相談所、 

児童福祉部署 

歯科衛生士（区職員） 

栄養士（区職員） 

観光交流協会、他部署の

子ども関連事業 

連携理由 情報共有、必要時の個別

支援 

歯科指導、栄養指導 体験プログラムで本来か

かる費用免除・枠提供、

情報共有等 

連携内容 児童相談所から家庭に子

を戻すときに、教室参加

を組み合わせる場合や、

教室参加の状況から児童

相談所に相談する相互の

連携 

生活支援の一環で、歯磨

き指導、栄養指導等 

海外友好都市訪問の枠の

確保や、環境学習のため

の日帰り旅行の必要費を

補助するなどの連携を実

施 

連携の工夫 子どもの支援をつなぐ先

として、学習・生活支援

事業を活用している 

歯科衛生士と栄養士との

連携事業を仕様書に含め

ている 

未来へつなぐあだちプロ

ジェクトで設けられた子

どもの貧困関連事業への

予算が、こうした企画参

加連携につながっている 
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●支援終了後の段階 

連携先 中学校、高校 子ども食堂 関係各部署 

連携理由 情報共有 参加先としてのつながり 情報共有 

連携内容 弟妹のつながりも含めた

状況把握、情報共有 

利用者がスタッフとして

手伝う例があり、継続的

な見守りにもなっている 

ケースワーカー等、世帯

支援が続く場合に、必要

な情報共有を実施 

連携の工夫 高校在学中に後追い調査

を実施し、連絡をとり状

況確認を行っている 

― ― 

 

 

６．連携の効果 

 

足立区では、区長をはじめとして「子どもたちのため」という機運があり、横串を通した支援を

実施していることから、庁内での連携も含め地域での連携が進み、支援の効果が高まっている。 

事業開始当初は、教育委員会や学校からの理解を得ることから開始し、５年程経過した現在では、

教育委員会と行政、委託先においては、スムーズな連携が図られている。校長や副校長、養護教諭、

スクールソーシャルワーカー等のキーパーソンとなると人の動きが重要である。また、学校が知ら

ない情報を提供することが学校側にもメリットとなり、相互の情報共有がよい支援につながってい

る。人と人との信頼関係の構築が、連携を深めるポイントとなっている。 

機関・団体同士の連携については、区の協働担当が行う子どもの未来を応援する活動団体の交流

会（子どもの未来プラットフォーム）が、関係者をつなぐ場となっていることも影響している。地

域団体の活動内容や手法を共有できる仕組みとなっている。 

また、本事業が定着してきたことで、地域住民とのつながりも深まっている。たとえばコロナ禍

で食料パントリーという地域コンソーシアムが立ち上がったが、民生委員・児童委員等がこの活動

を手伝いにくるなかで、本事業に関する情報が寄せられるなど、連携からの情報収集効果が高まっ

ている。 

足立区では２つの事業者に委託して事業を実施しているが、コロナ禍の取組で連携が進み、より

よい成果が出ていることから、今後の連携も模索されている。 

 

 

７．今後の課題・展望 

 

  中学校入学前から情報把握が可能となれば支援がスムーズになるとの点から、今後、中学入学段

階で小学校からの引継ぎを受けられる状況が作られると、支援効果の高まりにつながると考えてい

る。小学校時点での学力状態を養育者（親等）も把握できていない例もあり、そうした課題認識が

高まっている。 

  他方、中学卒業後、高校は都立・私立と区の管轄外になってくるため、情報共有が難しい点が課

題として残っている。支援の出口の部分であり、若者のサポートも重要である。 
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No.５ 山梨県中央市 

小中学校・教育委員会・NPO 法人との連携により、生

活・地域に密着した支援を展開 
 
 

０．連携概要 

 

連携先 連携内容 

教育委員会 事業の周知、情報共有 

小学校、中学校 事業の周知、情報共有 

地域団体、関係機関 体験学習やイベントの実施協力等 

 

連携による効果 

 

□教育委員会 

 実施主体と小中学校の教員との橋渡しをすることで対象世帯へ事業の周知がされている。 

 

□小学校、中学校 

 対象世帯への事業の案内がスムーズに実施されている。支援対象の子ども・世帯の情報共有を行

うとともに、支援対象者となり得る子どもの把握から支援の利用につながっている。 
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１．事業概要 

 

人口 

面積 

保護率 

位置 

3.1 万人（令和 3（2021）年 3 月 1 日現在） 

31.69 ㎢ 

5.97‰（令和３（2021）１月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開始時期 平成 30（2018）年度（学習支援、生活支援） 

対象者 就学援助制度利用世帯、生活困窮者世帯等 

対象年齢 小学生・中学生 

運営形態 委託 

実施形態 集合型 

事業内容 小学生・中学生対象：学習支援及び居場所づくり、 

養育者（親等）向けの相談支援、情報提供 

生活者（対象者）の

実態把握方法 

養育者（親等）とのメール・電話（学習支援時のやり取りからの派生） 

実施場所 市所有施設内 

事業予算 2,997 千円（令和２（2020）年度） 

所管部署 福祉課 

 

 

２．事業の背景 

 

市内のボランティア団体や教員 OB 等が、生活困窮者世帯の子どもに対し、塾の代わりに勉強を教

える取組を行っていた中で、中央市としても生活困窮者世帯の把握や関わり方を福祉課、教育委員

会で検討していた背景があった。現委託先のフードバンク山梨と食料支援を行っていたことや、フ

ードバンク山梨が独自事業で学習支援教室を平成 29 年から行っていた経緯から、平成 30 年から中

央市の委託により中央市生活困窮者世帯の子どもの学習支援事業を開始した。食料支援の実施にお

いては、フードバンク山梨と市長、教育委員会が連携協定を結び、相互に理解し協力していくこと

が示されている。 

中央市は、人口割合に占める外国籍の住民が多い地域特性から、市内数か所の学校に日本語学習

支援の教員が配置されている。教員からの相談をきっかけとして、外国籍の子どもに対する支援も

行われている。 
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３．取組の内容・特徴 

 

●学習支援・居場所づくりと生活支援 

 教室型で学習支援を行っており、学習習慣の習得を基本的な目的としている。 

 また、参加する時間を守る等の日常生活に関する支援も実施している。 

 食事・おやつを共にする等により、礼儀やマナー、生活習慣の習得、コミュニケーションの取り

方等を学んでいく場の提供を目的としている。 

 

●委託先のフードバンクの特色を生かした支援 

 委託先のフードバンク山梨と中央市がこれまで食料支援を行ってきており、実績を積み上げてき

た背景から、学習支援に加え、地域のコミュニティとして継続的にある居場所を形成することがで

き、生活、地域に密着した支援が展開されている。 

 

●ボランティアの確保 

 支援は、委託先の学習支援員と教員 OB や大学生による講師ボランティアが担っている。ボランテ

ィアの募集を地域広報紙に掲載してり、県内のボランティアボードや大学等にチラシを配布してい

る。ボランティア登録時に事前確認、守秘義務ならびに誓約書等のやり取りをするとともに、研修

会を開催している。教室終了時に毎回参加ボランティア内でのミーティングを行い、必要な情報を

共有している。コロナの影響を受けて今年度は開催できていないが、年に数回意見交換会を開催し、

子どもの現状や運営に関して意見交換を行っている。 

 

●外国籍の子どもに対する支援 

外国籍の住民が多いという土壌がある。特別な支援を行っているわけではないが、日本の社会生

活のルールを学ぶ機会となっている。 

 

●出欠連絡メールを通じた養育者（親等）支援 

子どもの出欠連絡をメールで行う仕組みとしており、教室での子どもの様子の報告等もメールを

通じて行っている。出欠連絡のメールやりとりの中で養育者（親等）から相談があったり、子ども

に関する提案・アドバイス等も行ったりしている。週 1 回の学習支援に加え、家庭での状況の把握

や世帯への支援につながっている。 

 

 ※一時期学習支援教室を中止していたが、半日に短縮し、予防を徹底して再開している。食事提供

は中止している。教室を中止していた期間は、メールで養育者（親等）と連絡をとり子どもの様

子を確認していた。 

 

実施頻度 毎週土曜日（年間計 40 回） 

利用実数（令和２（2020）年

度） 

14 人 

  



79 

４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制 

 

実施機関 福祉課、認定 NPO 法人フードバンク山梨 

連携先 連携内容 

教育委員会 事業の周知、情報共有 

小学校、中学校 事業の周知、情報共有 

実施体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．支援の段階における連携のポイント 

 

●支援の準備段階 

連携先 小学校、中学校 教育委員会 

連携理由 事業の周知、情報共有 

連携内容 支援対象世帯についての情報を共有。学校から直接支援対象となる子どもに案内

を渡す。学校教員の判断にて支援が必要な世帯の子どもに事業の案内する場合も

ある 

連携の工夫 学校の日本語担当の教員が、事業の周知を促すケースもある 

 

●支援の実施段階 

連携先 地域団体、関係機関 

連携理由 実施協力 

連携内容 体験学習やイベント等の実施支援 

連携の工夫 委託先のネットワークや、行政を通した依頼で柔軟に連携を図っている 

 

●支援終了後の段階 

連携先 フードバンク 

連携理由 継続的な見守り・支援 

連携内容 支援が終了した子どもの継続的な見守り・支援を行っている 

連携の工夫 支援が終了した子どもがフードバンクの調理ボランティア等で参加してくること

で、つながりが続くことがある 

 

 

 

 

 

  

福祉課 

利用者 

委託 
認定 NPO 法人 

フードバンク山梨 

・事業の実施 

情報共有 

申込 事業の周知 

学校 

教育委員会 

情報共有 

情報共有 
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６．連携の効果 

 

学校の理解が進んできており、対象世帯への事業案内が行われるとともに、学校から外国籍の子

どもの学習支援教室への参加の相談がくることもある。 

委託先がフードバンクであることから、生活困窮者世帯に対する学習・生活支援に付随して食料

支援が連動した支援が展開され、地域での支援のつながり、広がりにつながっている。 

 

 

７．今後の課題・展望 

 

  現在教室を開催している曜日の午前中は中学生の部活動と重複することが多く、学習支援の機会

が失われている現状があることから、実施曜日や頻度等の再検討が必要となってきている。また、

現在は学年を問わず同時期に教室を開催しているが、高校受験を控えた中学生と小学生では学習意

欲が違ってくるため、学習に集中できる環境の整備も課題となっている。 

展望として拡充する予定はないが、課題に対しての改善に取り組んでいく見込みである。 
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No.６ 石川県金沢市 

専門性の高いアドバイザーとの連携による支援 
 
 

０．連携概要 

 

連携先 連携内容 

関係各課（子育て支

援課・生活支援課） 
事業周知協力、情報共有 

大学（金沢大学・金

沢星稜大学） 

大学生のボランティア参加（事業周知協力）、大学教員のアドバイザー参

加 

教育委員会、専門職

（公認心理師・臨床

心理士） 

アドバイザー参加 

中学校・高校 必要に応じた情報共有 

 

 

連携による効果 

 

□関係各課（子育て支援課・生活支援課） 

 対象世帯・子どもの実態にあわせ、教室型・派遣型

を相互に紹介し、適切な支援が進む 

 

□大学 

 教室運営の核となる大学生ボランティアの質・量を

継続するうえで、大学との連携が必須となってい

る。加えて、大学教員がアドバイザーとして参加

し、ボランティアのメンタルヘルスケアを行ってい

る 

 

□教育委員会、専門職（公認心理師・臨床心理士） 

学習支援と居場所提供という両面の教室を運営する

なかで、運営側及びボランティアへの助言を行い、

教育委員会の指導主事（教員）や専門職（公認心理

師・臨床心理士）によるアドバイザーが機能してい

る 

 

□中学校・高校 

特に高校は中退・留年が起こり得るが、必要時の情

報共有で、抑制・防止の可能性もある 
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１．事業概要 

 

人口 

面積 

保護率 

位置 

451,018 人（令和３（2021）年 1 月 1 日現在） 

468.79 ㎢ 

8.75‰（令和３（2021）年１月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開始時期 平成 24（2012）年度（学習支援）、令和元（2019）年度（生活支援） 

対象者 生活保護受給世帯、生活困窮者世帯（児童扶養手当受給世帯等）で金沢自立

生活サポートセンターが認める者 

対象年齢 中学生・高校生 

運営形態 委託 

実施形態 集合型中心、一部訪問型 

事業内容 中高生の進学に向けた学習支援・居場所づくり 

生活者（対象者）の

実態把握方法 

教室前後や電話連絡時の会話（本人・養育者（親等））、ケースワーカーや民

生委員・児童委員等との連携 

実施場所 金沢市松ヶ枝福祉館 

事業予算 482 万円（令和２（2020）年度） 

所管部署 福祉局生活支援課 

 

２．事業の背景 

 

平成20（2008）年のリーマンショックの影響により生活困窮者の自立支援事業が進む中、生活困

窮者世帯の子どもに対する学習支援事業の必要性の認識が高まり、平成 23（2011）年 11 月に予算

要求を目的とした事業計画が作られた。平成 24（2012）年 4 月から市直営事業として試行し、試行

期間は、市職員が学習支援ボランティアスタッフとして土曜日に実施された。並行して平成 24

（2012）年に関係者による「子どもの学業支援事業関係機関連絡調整会議」が開催され、7 月から

金沢市社会福祉協議会への委託事業として本格的に開始した。また、6 月には学生ボランティアに向

けた講習会が行われ、体制が整えられた。 

教室型の学習支援は生活支援課の事業であるが、金沢市では他にひとり親世帯を対象とした派遣

型の学習支援を子育て支援課の事業として別途実施してきた。２つの事業は令和元（2019）年度に

「金沢市子どもの学習総合支援事業」として統合されたが、委託先は別々であり、大学生ボランテ

ィア向けの講習等を合同で実施する形式となっている。 

また、教室型の対象者は開始当初から中学生中心であったが、高校進学後も新規登録にて参加で

きるよう令和元（2019）年度から拡大した。中学生は高校進学を主な狙いとし、高校生は中退防止

としての意味合いが強い。 
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３．取組の内容・特徴 

 

●学習支援教室の開催（学習支援と居場所提供） 

 月２回土曜日は予約制で 1 人 2 時間程度、大学生ボランティアが

マンツーマン体制で学習を支援する。毎週金曜はボランティアが 3

人体制で学習を支援し、自己学習をサポートする。 

 教室は、学習支援の場であるとともに、子どもの居場所にもなっ

ている。大学生ボランティアが子どもにとって身近に感じられる点

が、居場所として利用したいという動機にもなっている。長期休み

期間中に交流イベントを開催している。イベント時には弟妹（小学

生）の参加も可とし、弟妹が中学生に進学した際に教室に参加したいと思うようなきっかけ作りの

工夫をしている。 

 なお、子どもにはバスの回数券を渡し、負担なく、通室ができるようにしている。 

 

※コロナ禍で一時中止していたが、居場所としての重要性から、徹底的な感染対策の元、再開させ

ている。 

 

●ボランティア・アドバイザー体制 

 ボランティアは大学生が参加し、ボランティア講習会の受講を必須としている。内容としては、

生活困窮や制度に関する講義、留意事項、ボランティアに求めること等であり、アドバイザー等が

講師を務める。また、3 か月に 1 回程度開催される企画・運営ミーティングで、アドバイザーからの

アドバイスを受ける場を設けている。アドバイザーは、大学教員、教育委員会の指導主事（教員）

や専門職（公認心理師・臨床心理士）といった専門性の高いメンバーで構成されている。 

 ボランティアは現在、金沢大学と金沢星稜大学から受け入れており、登録の際には、各大学所属

の教員アドバイザーを通すこととなっている。なお、ボランティアは、継続参加や取り組みに対す

る責任感を持たせる意味合い等もあり、有償としている。 

 

 

●派遣型による学習支援（※子育て支援課による別事業） 

 ひとり親世帯等を対象に、大学生ボランティアが家に訪問して勉強を教える事業である。学習支

援教室との併用はできない。 

 

 

 

 

  

実施頻度 開催曜日：原則月２回土曜日 9～17 時（1 人 2 時間程度・予約制） 

     毎週金曜日 16～19 時 

利用実数（令和２

（2020）年度） 

登録数：中学生 13 人、高校生 26 人 
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４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制 

 

実施機関 福祉局生活支援課、金沢市社会福祉協議会 

連携先 連携内容 

子育て支援課、生活

支援課 

事業の周知、情報共有 

大学（金沢大学・金

沢星稜大学） 

教員のアドバイザー参加（相談・助言）、大学生のボランティア参加、事

業の周知 

教育委員会、専門職

（公認心理師・臨床

心理士） 

指導主事（教員）、専門職（公認心理師・臨床心理士）のアドバイザー参

加 

中学校、高校 必要に応じた情報共有、相談・助言 

実施体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生活支援課 利用者 
（生活保護受給世帯、 

生活困窮者世帯） 

連携 

金沢市 
社会福祉協議会 

・学習支援教室 

委託 

事業の周知 

申込 

申込・参加 

教室予約 

大学 

子育て支援課 

金沢市 
母子寡婦福祉連合会 

委託 

・派遣型支援 

案内 

事業の周知／申込 

教育委員会 

教員のアドバイザー参加 

学生のボランティア参加 

中学校、高校 情報共有 

指導主事（教員）、専門職（公認心理

師・臨床心理士）のアドバイザー参加 
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５．支援の段階における連携のポイント 

 

●支援の準備段階 

連携先 関係各部署（児童福祉部

署、生活保護所管部署） 

教育委員会 自立支援センター相談支

援機関のネットワークの

関係機関 

連携理由 情報共有 相談・助言 事業の周知 

連携内容 チラシ配布の協力、各事

業周知による相互案内や

情報共有等の連携 

 

アドバイザーとしての助

言 

自立生活サポートセンタ

ーとしての金沢市生活困

窮者自立支援連絡協議会

会議の場で参加メンバー

（児童委員、民生委員・

児童委員、司法書士会、

弁護士会等）に事業周

知、パンフレット配布等 

連携の工夫 生活保護受給世帯には各

ケースワーカーによる訪

問や電話での事業説明や

利用勧奨を行っている 

― 生活困窮の相談時に対象

養育者（親等）へ事業の

周知をする 

 

●支援の実施段階 

連携先 関係各部署（児童福祉部

署、生活保護所管部署、

児童相談所） 

中学校、高校 大学 

連携理由 情報共有 情報共有 アドバイザー参加、担い

手（支援員）の確保 

連携内容 委託先の企画運営ミーテ

ィングに参加し、情報共

有、緊急事態の対応の検

討（児童相談所で一時保

護となった対象者の情報

提供等） 

対象者に関する必要な連

携が生じた際の情報共有

（不登校・留年・退学と

いった場合） 

・教員がアドバイザーと

して参加、ボランティア

を育成・支援 

・市内２つの大学から学

生がボランティアとして

参加 

連携の工夫 生活保護の各ケースワー

カーと対象者及び対象養

育者（親等）に関する情

報共有を行っている 

・定時制高校は特に理解

が深く、支援がある 

・対象者への支援会議等

への参加要請があれば必

要に応じて参加する 

大学生ボランティアの不

安や悩みを解消すること

ができている 
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連携先 教育委員会 フードバンク 

連携理由 相談・助言 食材（お菓子）提供 

連携内容 アドバイザーとしての助

言 

委託先である社会福祉協

議会がフードバンクに加

入しており、お菓子を教

室で提供 

※コロナ禍により現在は

中止 

連携の工夫 学生ボランティアの不安

や悩みを解消することが

できている 

在庫補充等、定期的な供

給体制を確保している 

 

●支援終了後の段階 

連携先 関係各部署（児童福祉部

署、生活保護所管部署、

児童相談所） 

教育委員会 高校 

連携理由 情報共有 相談・助言 情報共有 

連携内容 チラシ配布の協力、関係

機関への情報提供及び情

報共有による連携等 

必要な場合があれば、ア

ドバイザーとしての助言 

支援対象外となった定時

制高校や高等専門学校の

生徒に対し、必要時に情

報共有等を実施 

連携の工夫 支援終了した対象養育者

（親等）への相談や奨学

金の情報提供に応じる 

― ― 

 

 

６．連携の効果 

 

生活支援課と子育て支援課では相互に学習支援事業の案内資料を置き、対象者の希望や個別の状

況に応じて案内する体制になっている（教室型への通室が難しい不登校の子どもには派遣型を勧め

るなど）。 

高校生は留年や中退が課題の一つであるが、そのような生徒がいるときに、学習支援を活用して

いることを認識している高校側が情報共有のために委託先へ相談するケースも増えている。委託先

が相談できる先としての認知が高まっている。 

大学生ボランティアの活用体制が整っているが、学生の成長上にもメリットがあると捉えられて

いる。将来教員や行政職を目指す学生にとって、対象者との交流は社会経験の一環として学ぶこと

ができ、よい経験の場となっている。 
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７．今後の課題・展望 

 

教室運営面では、学習目的、居場所目的という複合的な場である分、勉強に集中できないという

意見もある（特に金曜教室）。発達障害の子等の言動や行動が、周囲から理解されにくいこともある

ため、アドバイザーに助言を求めながら職員が配慮して運営する状況にある。参加者等に負担がか

かりすぎないような運営の工夫が今後も求められる。 

教育委員会との連携をより深めたいところだが、現時点では難しい情況である。事業周知につい

て学校の協力を得るのも難しく、現在の丁寧な方針を続けるには現状の方法が現実的だと考えられ

る。なお、子ども食堂等、子どもへの支援をしている他の団体との連携により、ネットワークの拡

大を図り、生活困窮者世帯への学習支援の周知の充実を検討する。 
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No.７ 兵庫県加古川市 

直営で細やかな支援と関係機関との連携を実現 
 
 

０．連携概要 

 

連携先 連携内容 

学校、教育委員会 
事業の周知、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとの連

携 

フードバンク 食材の提供 

関連各課 事業の周知、情報共有 

関係機関、専門職、

地縁団体、公民館 
事業の周知、事業実施場所の提供、必要時の相談対応連携等 

社会福祉協議会 必要な支援先紹介等 

 

 

 

 

   

連携による効果 

 

□学校、教育委員会 

 子どもの問題があったときに、担当課所属の専門職

等も含めて迅速な対応 

 

□フードバンク 

 対象世帯の困難時に必要な食の支援を実施 

 

□関係各課 

 事業の周知や、各窓口に来た相談を連携して各世帯

に有効な支援を実施 

 

□関係機関、専門職等、地縁団体、公民館 

 学習会のフレキシブルな設定、対象世帯の課題に 

 応じた支援を可能に 

 

□社会福祉協議会   

 学資の問題や不登校・障害といった事情があって 

 も学習環境ができるだけ整うような支援を可能に 
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１．事業概要 

 

人口 

面積 

保護率 

位置 

260,934 人（令和 3（2021）年１月 1 日現在） 

138.48 ㎢ 

8.00‰（令和３（2021）年１月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

開始時期 平成 29（2017）年度 

対象者 生活保護受給世帯、生活困窮者世帯、その他市長が必要と認めた世帯 

対象年齢 小学１年生～高校生 

運営形態 直営 

実施形態 集合型+訪問型 

事業内容 学習支援、居場所づくり・生活習慣づくり支援、相談対応 

生活者（対象者）の

実態把握方法 

居場所、窓口での相談対応、面談時 

実施場所 公民館他 

事業予算 310 万円（令和２（2020）年度） 

所管部署 福祉部生活福祉課 

 

２．事業の背景 

 

貧困の連鎖防止を目的として立ち上げられた事業。生活環境を整えていくことの必要性から、現

在のスタイルを手探りでつくってきた。直営で行っている分、子どもや世帯の情報を直接把握でき

る特徴がある。 
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３．取組の内容・特徴 

 

●学習支援 

 拠点型・集合型の学習会は、原則市内４か所を拠点とし、１回あたり1

～2 人参加の形で行っている。担当職員１名が基本的には対応し、夏休

み・冬休みは回数を増やして対応する。 

  

※コロナ禍で学習会は中止したが、プリントをつくって郵送したり、状

況を電話確認したりしてフォローした。 

 

●居場所での相談・助言、家庭訪問での相談・助言 

  情報があれば、訪問してフォローアップして状況確認をする。担当職員にケースワーカーが同行

する。 

 

●養育者（親等）への相談・助言 

 市役所の生活福祉課の窓口での対応他、必要時に実施している。 

 

実施頻度 月３～4 回、夏休み・冬休み 

利用実数（令和元年

度） 

学習会：109 回実施・延べ人数 116 人 

電話支援：618 回、訪問 128 回、来所相談 375 回 

 

●フードバンクと合意書を締結 

 地域のNPO法人であるフードバンクと「食品の譲渡に関する合意書」を締結し、1～２か月に１回、

食材の提供を受けている。提供された食材は、学習支援や相談対応の際、必要性に応じて市から世

帯へ提供している。 

 ※合意書では、主に以下の事項について定めている。 

○フードバンクから市へ提供する食品の品質確保（食品衛生法その他関連法に適合し、消費期

限・賞味期限内の食品を提供すること等）に関すること 

○提供された食品について、市での情報記録、市からフードバンクへの利用結果の定期的な報

告に関すること 

○フードバンクから提供された食品の責任の所在や事故発生時における対応に関すること 
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４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制 

 

実施機関 福祉部生活福祉課 

連携先 連携内容 

小学校、中学校、高

校 

情報共有、事業の周知、相談・助言 

教育委員会 情報共有、事業の周知、相談・助言 

スクールワーカー、

スクールソーシャル

ワーカー 

情報共有、事業の周知、相談・助言 

フードバンク 食材の提供 

母子保健部署、児童

福祉部署、障害福祉

所管部署、商工労働

所管部署 

情報共有、事業の周知、相談・助言、継続支援 

 

地縁団体、公民館 事業の周知、事業実施場所の提供 

社会福祉協議会 情報共有、事業の周知、必要な情報・支援先紹介、食材提供、継続支援 

就労支援機関 情報共有、事業の周知 

警察署、保健所 情報共有 

ケースワーカー、社

会福祉士 

情報共有、事業の周知、相談・助言、食材提供、継続支援 

民生委員・児童委員 情報共有、事業の周知、相談・助言、地域活動への参加支援、継続支援 

実施体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

母子保健部署、児童福祉
部署、障害福祉所管部
署、商工労働所管部署 

情報共有 

福祉部生活福祉課 教育委員会 

利用者 
生活保護受給世帯等 

・事業の実施 小学校、中学校、高校 

フードバンク 

事業の周知 

申込・参加 

事業の周知 

児童委員・民生委員 

ケースワーカー、 
社会福祉士 

地縁団体、公民館 

場所

提供 

社会福祉協議会 

情報共有 食材提供 

スクールカウンセラ
ー、スクールソーシ

ャルワーカー 

連携 
事業の周知 

警察署 

保健所 

※自立相談支援機関、 

生活保護を所管 

就労支援機関 
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５．支援の段階における連携のポイント 

 

●支援の準備段階 

連携先 公民館、各施設 児童委員・民生委員 町内会・地縁団体 

連携理由 事業の周知、事業実施場

所の提供 

事業の周知 事業の周知 

連携内容 チラシ配布協力、自習支

援 

チラシ配布協力、世帯情

報の共有 

チラシ配布協力 

連携の工夫 ― 生活保護関連の連携から

発展して進んだ 

― 

 

連携先 教育委員会 学校（小学校、中学校、

高校） 

関連各課（母子保健部

署、児童福祉部署、障害

福祉部署、商工労働所管

部署） 

連携理由 事業の周知、情報共有 情報共有 事業の周知、情報共有 

連携内容 チラシ配布連携等 必要時にスクールカウン

セラー、スクールソーシ

ャルワーカーに連携 

チラシ配布協力、課によ

っては、生活保護世帯関

連の情報共有 

連携の工夫 ― 支援会議は年１回行われ

ている 

― 

 

●支援の実施段階 

連携先 学校（小学校、中学校、

高校） 

フードバンク 社会福祉協議会 

連携理由 情報共有 食材の提供 情報共有、紹介相談 

連携内容 必要時にスクールカウン

セラー、スクールソーシ

ャルワーカーにつなぐ 

必要時に世帯に食材を提

供 

進学時の貸付や不登校対

応団体、障害の作業所等

の紹介・つなぎの連携 

連携の工夫 ― 福祉事務所を通じて食材

提供の合意書を結んでお

り、フードバンクから 1

～２か月に一回、市に食

材が提供される 

― 

 

連携先 教育相談センター（教育

委員会管轄） 

関連各課（母子保健部

署、児童福祉部署、障害

福祉部署、商工労働所管

部署） 

就労支援機関 

連携理由 情報共有 情報共有 情報共有、事業の周知 

連携内容 いじめや不登校の問題を

共有して対応 

相談対応等で必要時に連

携 

相談対応等で必要時に連

携 

連携の工夫 ― ― ― 
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●支援終了後の段階 

連携先 社会福祉協議会 関連各課（母子保健部

署、児童福祉部署、障害

福祉部署、商工労働所管

部署） 

専門職（ケースワーカ

ー、スクールカウンセラ

ー、スクールソーシャル

ワーカー） 

連携理由 情報共有 情報共有 

連携内容 高校中退したときの就職

支援や、養育者（親等）

の育児支援等、必要な際

に対応 

必要な際の相談・助言等 

連携の工夫 関係者で日をあわせて世

帯訪問するような取り組

みも必要時に行う 

― 

 

 

 

６．連携の効果 

 

直営であるため、関係課や教育委員会、学校との情報共有もしやすい。また、支援員が各専門職

と協働して動くことも多く、個別ケースの課題に応じた対応が可能となっている。 

なお、生活支援課に保健師や警察 OB を専門職としておいている。精神障害が疑われる場合に保

健師が支援員に同行したり、トラブルが生じた際に警察との連携をスムーズにしたりという効果が

ある。 

 

 

７．今後の課題・展望 

 

  高校との連携はまだ多くなく、通信制高校との連携が多少あるのが現状である。 
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No.８ 佐賀県佐賀市 

重層的なネットワークで SOS の声をキャッチ 
 
 

０．連携概要 

 

連携先 連携内容 

生活自立支援センタ

ー 
事業の周知、情報共有、支援連携 

小学校、中学校、高

校、教育委員会 
事業の周知、情報共有、支援連携 

関係機関、ネットワ

ーク 
情報共有、支援連携 

就労支援機関 情報共有、支援連携 

子ども食堂、フード

バンク 
食材・食事の提供 

 

 

連携による効果 

 

□生活自立支援センター 

 チラシ作成・配布等で連携し、必要世帯への事業周

知を進めている 

 

□小学校、中学校、高校、教育委員会 

 学習困難な子ども等の相談が学校や教育委員会から

寄せられる。また、アウトリーチにより不登校克服

を進める中での連携等もある 

 

□関係機関・ネットワーク 

 重層的な支援ネットワークがあり、必要な子・世帯

の情報が細かく把握できたり、支援時に複数体制で

赴いたり、必要に応じた専門支援先へのつなぎ等が

進みやすい 

 

□就労支援機関 

 就職促進に向けて、早めの情報・支援連携ができて

いる 

 

□子ども食堂、フードバンク 

 世帯支援、生活支援も含めて活用されている 

 

 

  



95 

１．事業概要 

 

人口 

面積 

保護率 

位置 

231,595 人（令和３（2021）年 1 月 31 日現在） 

431.84 ㎢ 

12.69‰（令和３（2021）年１月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開始時期 平成 25（2013）年度（学習支援）、令和元（2019）年度（生活支援） 

対象者 生活保護受給世帯、生活困窮者世帯 

対象年齢 小学１年生～高校生世代までの年齢 

運営形態 委託 

実施形態 集合型+訪問型 

事業内容 学習会・居場所づくり・生活支援機会 

必要に応じて訪問型で学習支援・生活支援・世帯環境支援まで実施 

生活者（対象者）の

実態把握方法 

面談、家庭訪問、関係先・機関からの情報等 

実施場所 委託先事務所、市青少年センター、家庭 

事業予算 9,914 千円（令和２（2020）年度） 

所管部署 保健福祉部生活福祉課 

 

２．事業の背景 

 

学習支援事業は、現委託先に実績があったことに注目したことによりはじまった。委託先が地域

若者サポートステーション事業の受託していた経緯もあり、生活困窮者の推計を出したり、就労支

援・就労訓練事業と連携したトータルサポートの形をつくり始めていたことが背景にある。委託先

がもともと活動の中で多くのネットワークを構築していたことが、今の情報共有の基盤となってい

る（「青少年サポートネットワーク in SAGA」他）。 

なお佐賀市では別途、不登校対策として「不登校児童生徒支援業務」として ICT を活用した学習

支援事業と学校内相談室での学習支援員の配置事業を行っている。また、佐賀県としては全小中高

校 300 校を網羅する「訪問支援による学校復帰（社会的自立）サポート事業」という不登校対策、

学習支援事業が展開されている。それらとの棲み分けをしたうえで、本事業は行われている。棲み

分けについては教育委員会との協議で整理されている。 
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３．取組の内容・特徴 

 

●学習会・居場所づくり・生活支援 

 「さが・こども未来応援プロジェクト」の構成機関として「入学応援

給付金」を活用し、経済困窮家庭の児童生徒へ入学にあたって必要な資

金を支援している。 

 佐賀市の学習・生活支援事業の運営体制としては、原則スタッフ10 人

が関わり、さらに有償ボランティアも関わる。研修を受けた登録者が約

250 人おり、マッチングして配置する。スタッフには、教員免許や臨床

心理士等、有資格者であることを求めている。もともと委託先が設立時

から地元の大学とつながっているとともに、学生・社会人が継続的に参

加しており、ボランティアの層が厚い。 

  

 

●訪問支援 

 他の窓口ではうまくいかなかったようなケースを、専門性をもつスタッフを中心に訪問支援する。

家庭環境に課題がある場合は、本人支援・家族支援の両方を並行して行う。不登校の子には別制度

の ICT 活用学習を組み合わせ、支援することもある。 

 訪問支援については常勤スタッフ 3 人からはじめ、有償ボランティアも含む 22 人体制として運用

している。 

 

●総合相談窓口 

 生活自立支援センター（市）、子ども・若者支援室（市）、若者サポートステーション（県）、子ど

も・若者総合相談センター（県）、に関わる相談窓口も委託先が受託していることで、本人や家庭の

状況に応じたコーディネートも行っている。 

 

実施頻度 週 2～3 回、1 回あたり 2 時間 

利 用 実 数 （ 令 和 ２

（2020）年度） 

学習会：開催 112 回、参加人数はのべ 564 人 

訪問支援：393 回 

 

●委託先NPO法人が有する外部ネットワークの活用 

 従来の枠組みを超えた支援を可能とするために目的別に重層的な支援ネットワークを委託先が構

成しており、それらのネットワークと広く連携しながら支援を行っている。 

・法制度に基づく行政主導のネットワーク（佐賀県子ども・若者支援地域協議会、佐賀県ひきこも

り対策連絡協議会、佐賀県生活困窮者自立支援連絡会議、佐賀県就職氷河期世代活躍支援プラッ

トフォーム） 

・直接的支援のためのネットワーク（子供と命を考える会、居住支援ネットワーク、若者の味方隊、

少年の立ち直り支援ネットワーク強化に向けた意見交換会、子ども支援の輪、子どもの居場所ネ

ットワーク） 

・研究・情報交換等のネットワーク（思春期ネットワーク佐賀、さが・こども未来応援プロジェク

ト、佐賀県教育研究ネットワーク、スクーリング・サポートネットワーク、日本アウトリーチ協

会） 

・社会的取り組み推進のための全国規模のネットワーク（生活困窮者自立支援全国ネットワーク、

コミュニティ・メンタルヘルス・アウトリーチ協会、全国子どもの貧困・教育支援団体協議会、

若者協同実践全国フォーラム、全国若者支援ネットワーク機構） 

・その他関連機関（若年無業就労支援者ネットワーク） 
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４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制 

 

実施機関 保健福祉部生活福祉課、NPO 法人 

連携先 連携内容 

生活自立支援センター 事業の周知、情報共有、支援連携 

小学校、中学校、高校、教育委員会 事業の周知、情報共有、支援連携 

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー 事業の周知、情報共有 

保育所・幼稚園 事業の周知、情報共有、相談・助言 

外部ネットワーク 情報共有、支援連携、多機関協働の合同

ケース会議 

子ども・若者総合相談センター 情報共有、支援連携 

青少年サポートネットワーク in SAGA 各団体・機関との連携支援 

市民社会組織、CSO 情報共有、支援連携 

佐賀少年鑑別所、少年サポートセンター 情報共有 

保健・福祉・医療分野の県関係部署（県中央児童相談

所、県精神保健福祉センター、県福祉課、県障害福祉

課、県こども家庭課、県発達障害支援センター課） 

情報共有、支援連携 

国立病院機構肥前精神医療センター、臨床心理相談セ

ンター（西九州大学） 

情報共有、支援連携 

子ども食堂、フードバンク 食材・食事の提供（週１～２回程度） 

民間企業、児童相談所、警察署、保健所、児童館・児

童遊園、公民館、図書館、コミュニティセンター 

情報共有、事業の周知、実施協力 

ケースワーカー、社会福祉士、精神保健福祉士、民生

委員・児童委員、公認心理師・臨床心理士、キャリア

コンサルタント、医師、看護師、保健師、栄養士、自

治体配置専門職 

情報共有、支援連携 
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実施体制図 
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５．支援の段階における連携のポイント 

 

●支援の準備段階 

連携先 小学校、中学校、高校 教育委員会 関係機関・ネットワーク

（社会福祉協議会、県協

議会等） 

連携理由 情報共有、事業の周知、支援連携 情報共有、事業の周知 

連携内容 トラブルや困難を抱えた子の相談が届くことが多

い。中でも、教職員、スクールカウンセラー、スク

ールソーシャルワーカーがつなぐケースが多い 

各ネットワークのなかで

得た困窮世帯・子に関す

る情報にアプローチ 

連携の工夫 もともと教育委員会との庁内連携が良好に構築され

ていた 

 

委託先が全国的なネット

ワークにも関係・参画が

あり、関係者の全体把握

をしながら個別連携を進

めてきた 

 

連携先 庁内関係課 生活自立支援センター 保育所・幼稚園 

連携理由 情報共有、事業の周知 情報共有、事業の周知 情報共有 

連携内容 連携会議での事業の周知

等 

養育者（親等）向けのチ

ラシ作成、配布 

要保護児童対策地域協議

会を通じて、対応が必要

な情報を入手 

連携の工夫 生活困窮者・多重債務者

対策会議が設けられてお

り、約 20 課が参画してい

る 

― ― 

 

連携先 大学 

連携理由 運営支援、担い手（支援

員）の確保 

連携内容 教育・医療・福祉・労働

といった分野の学生がボ

ランティアで参加 

連携の工夫 委託先の理事に、地元の

大学教員が参画している 

 

●支援の実施段階 

連携先 小学校、中学校、高校 教育委員会 NPO 法人、地縁団体、

関係機関・ネットワーク 

連携理由 情報共有、支援連携 情報共有、支援連携 

連携内容 不登校の子を段階的に通学できるようにするなど、

関係者が重層的に関わりながら支援 

子どもの居場所づくり事

業を行っている NPO 法

人等と連携 

連携の工夫 委託先が学校訪問し、支

援要請が入った時の情報

共有の基盤をつくってい

る 

― ― 
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連携先 庁内関係課 子ども食堂 フードバンク 

連携理由 情報共有、事業の周知 食事活用の連携 食材提供 

連携内容 連携会議での事業の周知

等 

必要時の活用推進 必要時の食材提供 

連携の工夫 生活困窮者・多重債務者

対策会議が設けられてお

り、約 20 課が参画してい

る 

委託先の NPO 法人が開始した基金が資金となって

おり、フードバンクに理事・顧問を 1 名ずつ輩出。 

NPO 法人から定期的にフードバンクに食糧を取り

に行き、食料支援が必要な際にすぐに渡せるよう協

力関係を構築している。 

 

連携先 医療機関 就労支援機関 大学 

連携理由 情報共有、支援連携 情報共有、支援連携 担い手（支援員）の確保 

連携内容 精神疾患の症状がある人

等に、必要な連携を行

う。アウトリーチ時の同

行依頼をすることもある 

若者サポートステーショ

ン事業やハローワークと

連携して就労支援に接続 

毎年、学生がボランティ

アに参画 

連携の工夫 医療のソーシャルワーカ

ーからつながる例もある 

委託先が就労支援関連の

受託もしているため、情

報共有が進みやすい 

― 

 

連携先 民間企業 

連携理由 職場体験、就労支援 

連携内容 職場体験機会を提供 

連携の工夫 ― 

 

●支援終了後の段階 

連携先 就労支援機関 各関係課、関係機関・ネットワーク 

連携理由 情報共有、支援連携 情報共有、関連事業の周知、見守り 

連携内容 若者サポートステーション事業やハロ

ーワークと連携して就労支援に接続 

それまでの重層的な支援の延長で、継

続的な見守りを実施 

連携の工夫 委託先が就労支援関連の受託もしてい

るため、情報共有が進みやすい 

― 

 

 

６．連携の効果 

 

個人情報の取り扱いについては、厚生労働省、県、市との協議を経て、同意書の取り方を 16 事業

一括同意方式とした。それにより、事業連携の際の情報共有が進みやすくなっている。 

様々な連携を重層的に行うことと、アウトリーチによる支援を行っていることで、生活困窮者世

帯を細かく拾い、働きかけられるようにしている。特に中学校との連携では、不登校の生徒への支

援を行うことで学校への復帰を促したり、医療機関等へのつなぎ、家庭問題解決支援等が行われて

いる。 

なお、最初に相談を受けた段階では専門職 2 名で対応する。支援の軸ともなる独自の多軸評価ア

セスメント指標の Five Different Positions が共有されており、見立て、支援の効果確認の際に使え

る共通視点が構築されている。 
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７．今後の課題・展望 

 

  多くの事例が他事業との棲み分けについて、その都度整理する必要があるため、最初の手間がか

かることになる。また、複数部局で対応する場合は帳票類の不統一が手間を増やしている点もある。

帳票類に関しては、委託先が電子カルテシェア No.1 の株式会社と協働し、独自の相談記録システム

化を進めている。生活環境の評価と学習進度の管理を適正に行うためにも、システムの活用が期待

されている。 
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No.９ 沖縄県名護市 

大学と連携した学習支援教室を起点に事業を拡大 
 
 

０．連携概要 

 

連携先 連携内容 

公立大学 事業実施場所の提供（事業の委託）、担い手（支援員）の確保 

教育委員会 情報共有 

子ども食堂 居場所支援の一部、情報共有 

フードドライブ 食品の提供 

学校 対象世帯への連絡（スクールソーシャルワーカー） 

 

 

連携による効果 

 

□公立大学（委託先） 

実施場所を学内に設置し、通うためのバスも支援予

算を使って大学が運行している。また、学生ボラン

ティアを組織化し、教室運営を実現している 

□教育委員会 

各学区に配置されたスクールソーシャルワーカー

が、学校と生活支援課をつなぐ 

□子ども食堂 

居場所の一環として実施され、スクールソーシャル

ワーカーが子どもを連れてきたり、参加している子

どもの情報を支援員に伝えるなど、情報共有の場と

もなっている 

□フードドライブ 

 市内郵便局８局に設置したフードボックスに寄付さ

れた食材を回収、学習支援教室等で提供している 

□学校 

小中学校は対象世帯への呼びかけを学校経由で封緘

封筒渡しにして連絡効果を高めている。高校には生

活支援課窓口の存在を周知し、困窮による中退等の

未然防止の働きかけを行っている。学校内の会議

に、生活保護のケースワーカーや学習支援員が参加

することもある 

 

  



103 

  

１．事業概要 

 

人口 

面積 

保護率 

位置 

63,727 人（令和３（2021）年 1 月 31 日現在） 

210.90 ㎢ 

24.15‰（令和３（2021）年 1 月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開始時期 平成 25（2013）年度（学習支援、生活支援） 

ただし平成 23（2011）年度より実質的に学習支援教室は開始している 

対象者 生活保護受給世帯、準要保護世帯（就学援助制度利用世帯等） 

対象年齢 小学１年生～中学 3 年生 高校生は個別支援対象 

運営形態 委託 

実施形態 集合型 

事業内容 学習支援教室、生活支援 

生活者（対象者）の

実態把握方法 

支援員による相談・情報共有、スクールソーシャルワーカーや生活保護ケー

スワーカーとの連携、生活困窮者の相談窓口 

実施場所 大学内、公民館、福祉施設内等 

事業予算 約 700 万円（令和２（2020）年度） 

所管部署 福祉部生活支援課 

 

 

２．事業の背景 

 

平成23（2011）年度に、要保護世帯の子どもに対し、学習支援員を配置する学習支援教室をはじ

めた。公立大学と連携し、学生ボランティアを派遣してもらい、公民館等を活用する形ではじまっ

た。平成 25（2013）年からは、公立大学内に事業実施場所を設け、市内各地の子どもをバス送迎

（委託費の中から拠出）している。 

公立大学との連携は、大学教員で「学習支援教室ぴゅあ」顧問が困窮者世帯の負の連鎖に課題意

識を持ち、市との協力体制で立ち上げたことに由来する。 

・平成 23（2011）年：学習支援教室ぴゅあ開講（生活保護受給世帯・要保護世帯対象） 

・平成 25（2013）年：公立大学内での学習支援教室開講（中学生をバス送迎） 

          （小学生は公民館・福祉施設内継続） 

・平成 27（2015）年：バス運行費用を生活困窮者自立支援事業の補助金活用 

・平成 28（2016）年：ぴゅあ第二教室を増設（子どもの貧困対策 PT 所管）、夏休みは 2 か所追加 

・平成 29（2017）年：ぴゅあ第一・二教室の所管を生活支援課に統合、夏休みは 5 か所追加 
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３．取組の内容・特徴 

 

●中学生向け学習支援教室の開催・生活支援対応 

 中学生向けに「学習支援教室ぴゅあ」を公立大学内で実施。バスを運

行し、生徒が通えるようにしている。教室は公立大学に委託して開催し、

学習支援員が養育者（親等）や学校との調整等を行っている。また、委

託先である公立大学のボランティアが支援を行っている。 

 生活支援は、学習支援の対象になっている子に、関わりの中で生じた

事項に対して適宜対応。（例：病院への付き添い、学校、ケースワーカー

及び養育者（親等）への情報提供等） 

 

実施頻度 学習支援教室：月・木・金に開催し、１人につき週２回通う 

他に夏休みには別途開設 

生活支援は、関わる過程で気づいたことに対して不定期実施 

利 用 実 数 （ 令 和 元

年） 

学習支援教室：総開催数82 回、延べ参加人数890人、登録者数68人（生

保 8 人、準要 45 人、その他 15 人） 

支援側体制 ボランティア登録数 34 人、延べ参加人数 729 人 

学習支援員 1 人 

備考 高校入試合格者数：受験者 35 人中 35 人合格（二次募集合格者含む） 

中学生以上の学習支援総数は令和元年で、中学生 172 人、高校生 91 人、

その他（高校未入学者等）29 人。 

 

●小学生向け居場所づくり・学習支援 

 小学生向けに食事の提供、共同調理、生活指導、学習支援、職場体験等のキャリア形成支援を実

施。「ぴゅあ第二教室『きじむな～』」ならびに「子ども食堂」等を活用して実施。 

 

居場所開催回数 ぴゅあ第二教室：70 回、子ども食堂 11 回 

利 用 実 数 （ 令 和 元

年） 

ぴゅあ第二教室：延べ 798 人、子ども食堂延べ 202 人 

支援側体制 ボランティア人数 ぴゅあ第二教室：延べ 548 人、子ども食堂延べ 47 人 

子どもの貧困対策支援員（こどもサポーター）：6 人 

備考 相談後支援につないだ関係機関は、居場所、学校・教育委員会、市町村役

場等がある。 

 

●フードドライブの活用 

 令和２（2020）年12月18日に、名護市と名護市社会福祉協議会、日本郵便株式会社沖縄支社の

３者で「名護市における子供の貧困対策に関する協定書」を締結し、フードドライブの取組を開始

している。フードドライブとは、家庭から好意による寄付等により食べ物を持ち寄り、それらをま

とめてフードバンク団体や地域の福祉施設・団体等に寄贈する活動を言う。 

 市内郵便局８局に設置したフードボックスに個人が寄付を行い、そこに集まった食品を名護市生

活支援課や子ども施策の担当者が回収（基本的に週３回）し、名護市社会福祉協議会にて、一時保

管しリストを作成する。そのリストを名護市内の各子どもの居場所や子ども食堂、放課後児童クラ

ブ等に情報提供を行い、食品を受け取り子どもへ届く流れになっている。 

令和３年（2021）年２月末時点で、缶詰やパスタ、お米、レトルト食品、調味料等、約630の

品々が寄贈されており、学習支援教室や子ども食堂等で提供している。 
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４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制 

 

実施機関 福祉部生活支援課、公立大学 

連携先 連携内容 

小学校、中学校、高

校 

小中学校：情報共有、対象者への案内窓口（封緘封筒を学校経由で渡す） 

高校：情報共有・相談呼びかけ 

保育所・幼稚園 情報共有、相談・助言 

教育委員会 情報共有 

スクールカウンセラ

ー、スクールソーシ

ャルワーカー 

情報共有（学校・教室・養育者（親等）・子ども食堂等をつなぐ） 

母子保健部署、児童

福祉部署、生活保護

所管部署、障害福祉

所管部署 

情報共有、相談・助言 

社会福祉協議会、 

自立相談支援機関 

情報共有、相談・助言、食材提供 

児童養護施設、就労

支援機関、医療機

関、児童相談所、警

察署、保健所、民間

企業、他自治体 

情報共有、相談・助言 

子ども食堂 情報共有 

フードドライブ 食品の提供 

ケースワーカー、民

生委員・児童委員、

公認心理師・臨床心

理士 

情報共有、相談・助言 

  



106 

実施体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．支援の段階における連携のポイント 

 

●支援の準備段階 

連携先 庁内関係課 公民館、介護事業所、役所支所等 

連携理由 生活支援課に窓口を一元化 事業実施場所の提供 

連携内容 生活保護世帯と準要保護世帯への案内を

一括で対応 

連携の工夫 案内の発出時期を理解した上で、スクー

ルソーシャルワーカーが養育者（親等）

に適宜フォローしている 

公民館・図書館・コンビニ等にチラシ配

布協力も依頼している 

場所活用は直接相談も行っている 

 

  

情報

共有 

利用者 
生活保護受給世帯、 

準要保護世帯 

公立大学 

教育委員会 

委託 

生活困窮者自立

相 談 支 援 事 業

（学習支援員の

連携） 

子ども食堂 

子供の貧困緊

急対策事業 

（貧困対策支

援員（こども

サポーター）

の連携） 

申込 

参加 

福祉事務所 連携 

社会福祉協議会 

ボランティア 

自立相談支援 
機関 

スクールカウ
ンセラー、ス
クールソーシ
ャルワーカー 

ケースワーカ
ー、民生委
員・児童委

員、公認心理
師・臨床心理

士 

小学校、中学
校、高校 

保育所・ 
幼稚園 

情報

共有 

情報

共有 

情報

共有 

事業

周知 

事業

周知 

連携 

医療機関 

母子保健部署、
児童福祉部署、
生活保護所管部
署、障害福祉所
管部署 

児童相談所 

警察署 

保健所 

情報

共有 

他自治体 

情報共有 

食材提供 

児童養護施設 

就労支援機関 情報

共有 

・事業の実施 

・ボランティアの募

集、バス貸出 

生活支援課 

・事業の実施 

フードドライブ 
食品提供 
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●支援の実施段階 

連携先 小学校、中学校、高校 子ども食堂 

連携理由 情報のアンテナ・窓口への連絡等 居場所づくり 

連携内容 情報共有 情報共有 

連携の工夫 ・スクールソーシャルワーカーが子ども食堂活用を促したり、情報共有を積極的に

行っている 

・こどもサポーターも、情報面で子ども食堂と連携している 

 

●支援終了後の段階 

連携先 高校 学習支援教室 

連携理由 困窮による中退防止 高校未入学者の支援 

 連携内容 高校に相談窓口を周知 

連携の工夫 ・アンケートでの情報把握をしている 

・同意を取り、アルバイト先との調整

等を直接支援する場合もある 

 

 

 

６．連携の効果 

 

市としては、平成 29 年（2017）度より生活支援課「くらしと仕事の応援センター さぽんち

ゅ」に窓口を一本化した点で、情報共有がスムーズになった。 

  教育委員会と市担当課との連携は、初期のころから係長同士で協議しながら進めたため、現在で

も現場での情報共有もスムーズにできている。また公立大学でぴゅあ顧問の先生と、市担当課が強

い思いをもって連携したことも、現在の形態での継続を可能にした。 

 

 

７．今後の課題・展望 

 

学習支援員が 1 名と限られたリソースのため、貧困対策支援員とのさらなる連携も期待される。 

また、学習支援教室は、学生ボランティアが夏休み時期に帰省等で不在になるなどの課題がある

ため、地域住民との連携強化も望まれている。 
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No.10 栃木県 

町役場に自立相談支援員を配置し、町と密に連携 
 
 

０．連携概要 

 

連携先 連携内容 

自立相談支援員 
県健康福祉センター所属の自立相談支援員が町役場に常駐し、相談対応、

学習支援事業の申込窓口 

町役場 対象世帯への周知、相談対応、各種調整 

町教育委員会 対象世帯への周知、スクールソーシャルワーカー等による情報共有 

子ども食堂、フード

バンク、NPO 法人 
居場所づくりと同じ敷地内での食事提供 

 

 

連携による効果 

 

□自立相談支援員 

 町役場に常駐することで、地域に根差した活動がし

やすくなり、各世帯の実態把握、申込支援等も進め

やすい 

 

□町役場（町ごとに対応異なる場合あり） 

 事業実施場所の調整や、県から届くチラシ等の対象

世帯への配布、子ども食堂等との情報共有等で事業

に協力。県から町役場に、事業実施フローも事前に

示されている 

 

□町教育委員会（町ごとに対応異なる場合あり） 

 県から必要な情報提供依頼が事前になされ、学校を

通じた準要保護世帯への案内チラシの配布や、研修

会等を通じて小中学校の担任やスクールソーシャル

ワーカー等を通じた情報提供等が行われている 

 

□子ども食堂、フードバンク、NPO 法人 

 町役場の補助を受けて子ども食堂等を実施している

事業者が、居場所と同じ場所で食事提供を実施して

いる例がある 
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１．事業概要 

 

人口 

面積 

保護率 

位置 

1,929,999 人（令和３（2021）年１月 1 日現在） 

6,408.09 ㎢ 

10.41‰（令和２（2020）年 12 月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開始時期 平成 26（2014）年度（学習支援）、平成 28（2016）年度（生活支援） 

対象者 県内 11 町における生活保護受給世帯、準要保護世帯、その他県健康福祉セ

ンターが必要と認める世帯 

対象年齢 小学４年生～高校 3 年生ならびに高校生世代 

運営形態 委託 

実施形態 集合型、家庭訪問や保護者面談を通じた支援 

事業内容 学習支援（自習形式を基本とし、教室形式も可）、居場所づくり（生活・進

路・進学の相談・助言支援） 

生活者（対象者）の

実態把握方法 

県の自立相談支援員が 11 の町役場に配置されており、町の生活困窮者の相

談の窓口になっていることから、町役場で実態を把握している 

実施場所 各町の公民館等の公的施設や社会福祉施設等 

事業予算 2,700 万円（令和２（2020）年度） 

所管部署 保健福祉部保健福祉課 

 

２．事業の背景 

 

平成26（2014）年に学習支援のモデル事業を３～４町で開始し、その後拡大となった。また、生

活支援については、平成30（2018）年の法改正以前から国の補助事業のメニュー化に合わせて実施

していた。現在は、生活困窮者自立支援事業（学習支援等）という呼称で、事業者をプロポーザル

公募する形で委託実施されている。 

なお、県から町役場内に配置されている自立相談支援員は、身分は県の健康福祉センターの職員

である。センターの所管エリアが広域となっていることから、より住民に寄り添った対応を行うた

めに各町役場の協力を得て役場内に配置する形がとられた。 
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３．取組の内容・特徴 

 

●学習支援 

 小学４年生から高校生世代までを対象としている。高校中退や中卒で高校に進学しなかった高校

生世代も対象となる。基本的に教室における集合型で実施しているが、教室が使えない場合や教室

まで通うことができない場合の代替策として、通信添削も行うこととしている。 

なお、教室における学習は自習学習を基本とし、宿題や予習復習等のサポートが中心である。 

 通信添削は、課題を与えて返信用封筒で返してもらう、郵送でのやりとりである。 

 また１つの町につき１つの教室について、モデル的に送迎することを可能としている。広範囲な

学区で通うことが難しい場合等が該当し、支援員が家庭訪問を実施する機会に同乗することとして

いる。 

 １つの教室が 10 人前後の登録者で構成され、支援員は 1 つの教室に、平均 3 人を配置している。

支援員は、元教員や塾講師、学生等で、有給の場合とボランティアの場合とがある。これら支援員

を対象として、困窮者世帯の子どもの学習支援に携わる者としての資質向上を図る観点から、受託

業者が自主的に研修会を開催している例がある。 

 なお、コロナ禍におけるオンライン学習機会提供については、Wi-Fi 機器の貸し出し等について現

在整備を検討している。 

 

●居場所づくり 

 居場所づくりについては、学習支援の教室に居場所機能を併せ持たせる形態で運営してきたが、

各地域の状況により、学習目的の教室と居場所目的の教室を分けて運営することができるように見

直し、教室を運営する各委託事業者が教室に通う子どもの状況等に応じていずれ形態を選択するこ

ともできることとしている。 

 また、子ども食堂やフードバンクとの連携により、食事等の提供が行われている地域もある。 

 

●生活支援・対面相談 

 学習支援教室に通う子どもの全家庭に、各教室の責任者や支援員が年２回以上訪問しており、そ

の機会に養育者（親等）から相談に応じ助言を行っている。生活の困りごと相談等については、内

容により、各町の自立相談支援員につなげる流れとなっている。 

 学習支援事業申込書には、養育者（親等）が生活支援相談の希望の有無を記載できる欄もある。

同申込書は、各町の自立相談支援員が受け付けをし、必要に応じて養育者（親等）に確認するなど

して、自立相談支援のニーズを把握し、必要な支援に結びつけている。 

 

実施頻度（令和２

（2020）年度） 

・学習支援：15 か所 20 教室で開催されている。各教室週１回～２回。1 回

当たり 2 時間程度で開催。（教室数は、学年や目的で分かれる） 

・居場所づくり：年間 38 回程度とし、１回２時間程度。また、長期休みは集

中的に開催することも可能。 

利用実数（令和２

（2020）年度） 

・全体で 126 人 
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４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制 

 

実施機関 保健福祉部保健福祉課、株式会社、一般社団法人、NPO 法人（３つの健康

福祉センターごとに異なる委託事業者） 

連携先 連携内容 

自立相談支援員（自

立相談支援機関） 

実態把握、申込窓口、内容調整 

町役場 事業の周知、相談対応、実施場所の調整 

町教育委員会 情報共有、事業の周知、スクールソーシャルワーカーの連携、小中学校と

の情報共有 

小学校、中学校 情報共有、事業の周知 

公民館、社会福祉協議

会、コミュニティセン

ター 

事業実施場所の提供 

子ども食堂、フード

バンク、NPO 法人 

居場所づくり実施時（週１回程度）の食事の提供 

※町役場の補助を受けている事業者と連携 

生活保護所管部署 事業の周知 

スクールカウンセラ

ー、スクールソーシ

ャルワーカー 

情報共有 

民生委員・児童委員 継続的な見守り 

実施体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事業者は原則３年ごとのプロポーザル。事業者が変わった際に、新旧の事業者で連携し、現場支

援員がそのまま移行した例もある。 

  

健康福祉センター 

保健福祉部 
保健福祉課 

各町役場 
自立相談支援窓口 

連携 

自立相談支援員

配置 

株式会社、一般社
団法人、NPO 法人 

・事業の実施 

委託 

町教育委員会 

小学校、中学校 

申込 

利用者 

実態把握 

事業周知 

情報 

共有 

情報共有 

情報共有 

依頼 

子ども食堂、フード
バンク、NPO 法人 

公民館、社会福祉協
議会、ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 連携 

食事提供 

場所 

生活保護所管部署 連携 

事業

周知 

事業 

周知 

スクールカウンセラー、 

スクールソーシャルワー

カー 

 

民生委員・児童委員 

見守り 
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５．支援の段階における連携のポイント 

 

●支援の準備段階 

連携先 自立相談支援員 

（町役場配置の県職員） 

町福祉課 町教育委員会、小学校、

中学校 

連携理由 ・生活困窮者の実態確認

やニーズ把握 

・事業の申込受付先 

自立相談支援員の配置先で

あり、事業に協力してもら

うため 

準要保護世帯の学習課題

の情報について共有 

連携内容 ・３つの県健康福祉セン

ターから 11 の町役場に分

散配置 

・申込時点できめ細かい

対応ができるよう、この

体制となった 

・対象世帯への呼びかけ

を、福祉課中心に実施して

いる（チラシの手渡しや郵

送等） 

・自立相談支援員と一緒に

町役場の担当者が関わって

いる 

・呼びかけ段階で協力し

ている町教育委員会もあ

る 

・スクールソーシャルワ

ーカーとの連携で個別の

課題対応 

連携の工夫 県から町役場に、実施フローを示しながら連携方法の話が共有され、町教育委員会

に対しても必要な情報提供依頼が事前になされていることで、連携が進んでいる 

 

●支援の実施段階 

連携先 自立相談支援員 

（町役場配置の県職員） 

公民館、社会福祉法人 子ども食堂、フードバン

ク、NPO 法人 

連携理由 町役場に常駐しているの

で細かい相談対応を可能

とするため 

事業実施場所の確保 

 

居場所づくり実施時の食

事の提供や居場所の連携 

連携内容 実態把握や生活支援に関

連した就労支援事業への

橋渡し等を実施 

連携の工夫 ― 町役場経由で連携の協力依

頼を行っている 

連携先は町役場の補助を

受けている事業者として

いる。また、教室と同じ

敷地内で実施して相互に

行きやすくしている 

 

●支援終了後の段階 

連携先 自立相談支援員 

（町役場配置の県職員） 

町役場 

（生活保護所管部署） 

民生委員・児童委員 

連携理由 生活相談等に継続的に対

応 

生活相談等に継続的に対

応 

ひきこもり等で事業に関

わることが難しくなった

際、地域で見守りを実施 

連携内容 見守り強化 

連携の工夫 ― ― 学習支援でのつながりが

途切れる段階での連携を

想定している 
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６．連携の効果 

 

対象世帯への働きかけは、生活保護受給世帯については各福祉事務所から、また、準要保護世帯

については、町役場の社会福祉課や町教育委員会を通じて、案内チラシを配布して貰っている。ま

た、自立相談支援員が各町役場に常駐するため、役場内における情報共有はスムーズに行うことが

できる。また、県から町教育委員会に連携の依頼をするとともに、町福祉課から町教育委員会にも

役場内での連携をしているため、現場での情報共有も得られやすくなっている。 

誰が参加してどのような内容の支援をしているか毎月全体で情報共有し、事業者を含めた関係機

関による定例会を設けて課題を共有するというフローを、県から町等にあらかじめ提示している。

そこでは、対象者が何らかのトラブルを抱えている情報を支援員が入手した時には、自立相談支援

員を通じて町の教育委員会に情報提供し、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーに

もつながる流れとなっている。 

 

 

７．今後の課題・展望 

 

  スクールカウンセラー等の学校側と深く連携できているところとできていないところの差が生じ

ている。 

  また、学校との情報共有等に関しては、本事業に対する理解が浸透していないこともあり、部活

動優先という指示により子どもが事業に来られなくなるケースもある。このようなケースを含め、

学校側との情報共有を促進すること等により、学校現場における本事業への理解を広げていくため

の取り組みは、今後とも引き続き必要である。 

  展望としては、２つの町で、社会福祉法人を会場とすることで食糧提供等の連携が活性化してい

る事例が出てきているので、これが他の町にも横展開できればよいと考えている。活性化とはたと

えば、コロナ禍においても場所の確保が柔軟であったり、食事提供の活動と連携があったりという

点である。社会福祉法人を対象としたアンケート調査を行い、社会福祉法人の実態把握等を進めて

いる。 
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No.11 埼玉県 

子どもを中心とした世帯全体の支援を、様々な人・機関に

よる支援の輪により実現 
 

０．連携概要 

 

連携先 連携内容 

小学校、中学校、高校、教育委員会 事業の周知、情報共有 

大学 事業の担い手（ボランティア）の確保 

地縁団体、民間企業 体験学習の場所・機会提供等 

NPO 法人 日本語を母語としない子ども・世帯への支援 

子ども食堂・フードバンク 
食事・食材の提供、事業の担い手（ボランティア）の確
保 

医師会・医療機関 健口支援、情報共有 

関係部署 情報共有、子ども・世帯の状況に応じた個別支援 

児童館、公民館、図書館 体験学習支援、事業の担い手（ボランティア）の確保 

社会福祉協議会、社会福祉施設・事業
所、児童養護施設、就労支援機関、自
立相談支援機関 

情報共有、事業の周知 

ケースワーカー 世帯の課題共有、共同支援 

キャリアコンサルタント 就労体験 

スクールカウンセラー、 
スクールソーシャルワーカー 

情報共有 

各種専門職（社会福祉士、民生委員・
児童委員、精神保健福祉士、公認心理
師・臨床心理士） 

子ども・世帯の状況に応じた個別支援 

 

連携による効果 

 

□学校、教育委員会 

事業に対する理解が進み、教育委員会を通じて就学援助制度利用世帯に対し事業のパンフレット

を配布し周知するなど連携体制が構築できている。支援対象の子ども・世帯の情報共有も可能と

なっている 

□子ども食堂、フードバンク 

食事・食材の提供に加え、子ども食堂のスタッフがボランティアとして定期的に事業に参加して

子どもの相談を受けたり、事業の利用者を子ども食堂に連れていくなど、相互の連携が図られて

いる 

□ケースワーカー 

定期訪問への同行による事業周知や事業利用へのつなぎ、情報共有による現状把握が可能となっ

ている 

□日本語支援団体 

日本語を母語としない子ども・世帯への支援や、養育者（親等）への居場所提供等の支援が展開

できている 

□その他連携機関 

個別の状況に応じ、必要な機関や専門職が適時に支援できる体制が構築されている 
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１．事業概要 

 

人口 

面積 

保護率 

位置 

7,342,682 人（令和 2（2020）年 12 月 1 日現在） 

3,797.75 ㎢ 

13.2‰（令和 2（2020）年 12 月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開始時期 平成 22（2010）年度（学習支援、生活支援） 

対象者 生活保護受給世帯、就学援助制度利用世帯等 

対象年齢 中学・高校生／小学３～６年生 

運営形態 委託（一般社団法人彩の国子ども・若者支援ネットワーク） 

実施形態 集合型＋訪問型 

事業内容 中学生：学習支援（平成 22（2010）年～） 

高校生：学習支援（平成 25（2013）年～） 

小学 3～6 年生：学習支援、生活支援、体験活動、食育（平成 30（2018）

年～） 

生活者（対象者）の

実態把握方法 

家庭訪問時、関係機関との連携による情報共有等 

実施場所 中学生：町村部 11 教室、高校生：町村部 14 教室、小学生：モデル事業 7

市町 6 教室、町村部 3 教室（令和 2（2020）年度） 

事業予算 中高生：67,481 千円、小学生：105,993 千円（令和 2（2020）年度） 

所管部署 福祉部社会福祉課 

 

２．事業の背景 

 

平成 22（2010）年に、生活保護受給世帯の中学 3 年生の高校進学支援から開始し、平成 25

（2013）年には、中退防止を主な目的とした高校生の学習支援を開始した。埼玉県独自の事業とし

て実施していたが、平成27（2015）年から生活困窮者自立支援法の枠組みを活用して実施している。

平成 30（2018）年から、小学生支援も実施している。 

事業開始当初は、行政内部においても他部局から事業の理解を得られず、情報共有も難しく、連

携が進まない状況にあったが、校長会へ参加し事業の周知を図ったり、教育委員会への協力依頼等

を根気強く行ったりして理解を求めたことで、現在は連携が進んできている。  
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３．取組の内容・特徴 

 

●小学生を対象にした学習・生活支援事業 

「ジュニア・アスポート事業」 

 学習支援・生活支援を実施しており、学習支援

は予習復習と苦手科目の克服、生活支援は整理整

頓・身だしなみ等の基本的な生活習慣の改善、キ

ャンプ・工作等の体験活動、食育等を行っている。 

 また、保健医療部で実施している健口支援（け

んこうしえん）事業（歯科医師や歯科衛生士が出

向いて歯科保健指導を個別に実施）を、学習支援

教室でも実施している。 

 

●中高生を対象にした学習支援事業「アスポート事業」 

 週 1～2 回の学習支援として、予習復習や受験勉強支援をマンツーマンで行っている。高校の未就

学者、中退者も対象としている。 

生徒数にあわせて学習支援のスタッフ（学習支援員）やボランティアを配置し、生徒がマンツー

マンで学習支援を受けられる体制を確立している。各教室に責任者として核となる学習支援員を置

き、生徒やボランティアの管理・指導を行うとともに、生徒にとって居心地の良い学習教室となる

よう努めている。 

 

●家庭訪問型支援 

 教室における学習支援とともに事業の大きな柱となっているのが家庭訪問型支援である。各世帯

を定期的に訪問し、世帯全体に関わる課題発見・解決に努めている。また、学習教室に通う児童・

生徒のみでなく、教室に来られない児童・生徒に対し家庭訪問による学習支援も行っている。 

 家庭訪問により養育者（親等）の状態や生活上の困りごとを把握し、学校や行政等と連携して、

必要なサポートを行う。具体的には、高校見学への同行や通院支援、奨学金等の制度利用支援、日

本語を母語としない子ども・世帯への日本語支援等がある。 

 

●ボランティア活動に向けた整備 

 子どもの貧困や貧困の連鎖の解消に関する講義を大学で行うことで、現状を周知し、協力の意志

がある学生にボランティア登録してもらう形で連携している。大学での講義は、理解ある教授の協

力をきっかけに開始されたが、ボランティア参加を単位として認める大学が出てくるなど連携が進

み、学生の安定的な参加につながっている。 

 環境の整備としては、ボランティアと児童・生徒の間でのトラブルが起こらないように、ルール

を設けてミーティング等で定期的に確認するとともに、守秘義務の徹底をお願いしている。また、

年に数回ボランティアを対象とした研修を行い、学習支援事業の目的や意義、児童・生徒への対応

の仕方等を学ぶ場を設けている。 

 

●教育委員会を通じた事業の案内 

 支援対象となる就学援助制度利用世帯に対し、事業のパンフレットを就学援助の決定通知書に同

封し、教育委員会を通じて送付する仕組みとしており、支援の準備段階での大きな連携となってい

る。 

実施頻度 中高生：週１～２回の支援、小学生：週 3 回の支援 

利用実数 

（令和元（2019）年度） 

中学生 114 教室 1,862 名（63 市町村） 

高校生 59 教室 554 名（56 市町村） 

ジュニア・アスポート事業：8 教室 118 名（5 市 7 町） 
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４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制 

 

実施機関 福祉部社会福祉課、一般社団法人彩の国子ども・若者支援ネット

ワーク 

連携先 連携内容 

教育委員会 情報共有、事業の周知 

小学校、中学校、高校 情報共有、相談・助言、地域活動への参加、制度活用支援 

大学 事業の周知、担い手確保、実施場所の提供 

地縁団体、ボランティア団

体、NPO 法人 

事業の周知、担い手確保、相談・助言、食事・食材の提供、調理

実習、職場見学、職業体験、地域活動への参加、見守り等 

日本語支援団体 日本語を母語としない世帯・子どもへの支援 

民間企業 事業の周知、体験機会、食事・食材の提供、職場見学、職業体験 

子ども食堂、フードバンク 事業の周知、食事・食材の提供、ボランティア参加 

医師会・医療機関 情報共有、事業の周知、相談・助言 

行政機関関係部署（母子保

健、児童福祉、生活保護、障

害福祉等） 

情報共有、事業の周知 

児童相談所、警察署、保健所 情報共有、子ども・世帯の状況に応じた個別支援 

公民館、児童館、図書館等 実施場所の提供 

他自治体 情報共有 

社会福祉協議会、社会福祉施

設・事業所 

実施場所の提供 

児童養護施設 情報共有 

就労支援機関、自立相談支援

機関 

情報共有、子ども・世帯の状況に応じた個別支援 

ケースワーカー 情報共有、相談・助言 

社会福祉士、精神保健福祉

士、民生委員・児童委員、 

公認心理師・臨床心理士、 

キャリアコンサルタント 

情報共有、事業の周知、相談・助言、レクリエーション、食事・

食材の提供、調理実習、職場見学、職業体験、地域活動への参加 

スクールカウンセラー、 

スクールソーシャルワーカー 

情報共有、事業の周知 
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実施体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

福祉部社会福祉課 教育委員会 利用者 
情報 

共有 

 

一般社団法人彩の
国子ども・若者支
援ネットワーク 

・事業の実施 
公民館・児童館等 

委託 

子ども食堂、 
フードバンク 

参加呼びかけ 

申込・参加 

実施 

場所の 

提供等 

日本語支援団体 

スクールカウンセラー、 

スクールソーシャル 

ワーカー 

小学校、中学校、 
高校 

社会福祉協議会 

情報

共有 行政機関関係部署
（母子保健、児童福
祉、生活保護、障害

福祉等） 

事業周知 

情報共有 

食事・食

材の提供 

情報共有、

個別支援 

日本語を母語と
しない子ども・

世帯の支援 地縁団体、ボランテ
ィア団体、NPO 法人 

医師会・医療機関 

社会福祉士、精神
保健福祉士、民生
委員・児童委員、
公認心理師・臨床
心理士、キャリア
コンサルタント 

機会提供 

情報共有、 

相談・助言 情報共有、 

相談・助言 

大学等 

民間企業 

担い手

確保 

警察署 

保健所 

コミュニティセンター 

児童養護施設 

就労支援機関 

ケースワーカー 
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５．支援の段階における連携のポイント 

 

●支援の準備段階 

連携先 小学校、中学校、 
教育委員会 

高校 大学 

連携理由 事業の周知、情報共有 事業の周知 きめ細やかな支援に向け

たボランティアの確保 

連携内容 校長会等における各学校

への事業周知。教育局主

催のスクールソーシャル

ワーカー研修での事業説

明 

県立高校への通知による

事業周知。教員の会議や

研修会における事業説明 

大学で講義を行い、ボラ

ンティアを募集 

連携の工夫 教育委員会に働きかけ、

事業のパンフレットを就

学援助の決定通知書に同

封する仕組みを構築して

いる 

高校のボランティア部・

サークルへの働きかけも

行っている 

事業に理解のある大学教

授との連携により、講義

の開催につながった。ボ

ランティア活動が単位認

定される大学もある 

 

●支援の実施段階 

連携先 支援団体、ボランティア

団体 

子ども食堂、フードバン

ク 

医療機関 

連携理由 さまざまな形で地域の子

どもに関心をもってもら

う機会の増加 

食事・食材の提供、ボラ

ンティア参加 

個別支援 

連携内容 地域での見守り、食材の

提供、体験活動の実施・

実施場所の提供、ボラン

ティア参加等 

小学生教室での食事の提

供。子ども食堂からのボ

ランティアの参加、相互

の参加者行き来等。フー

ドバンクからの食材の提

供 

子ども・世帯と関わる医

療機関の情報や健康状態

等を、ケースワーカー、

訪問看護師等と共有 

連携の工夫 委託事業仕様書に、地域

団体への働きかけを要件

として定めている 

食材の提供を受ける機関

と食品の授受に関する協

定を結び運用している 

子ども・世帯の状況に応

じて個別に連携している 

 

連携先 NPO 法人 歯科医師会、歯科医師、

歯科衛生士 

行政機関関係部署（母子

保健、児童福祉、生活保

護、障害福祉等） 

連携理由 日本語支援 健口支援事業の実施 子ども・世帯の課題に応

じた必要な連携の実施 

連携内容 日本語を母語としない子

ども・世帯の支援、居場

所の提供 

同上 同上 

連携の工夫 ― 保健医療部が行う健口支

援事業を学習支援教室の

利用者に対しても実施し

ている 

子どもを中心とした支援

に、必要な部署が関わっ

ていく形が多い 
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連携先 児童館、公民館、図書館 保健所・保健センター 福祉関係団体 

連携理由 実施場所の提供 個別の世帯ごとのつなが

り、食事提供時の指導 

実施場所の提供、養育者

（親等）支援時の連携等 

連携内容 小学生の体験活動として

児童館のプログラムへ参

加したり、図書館で定期

的に本を借りる等 

保健師が関わっている世

帯の情報共有 

社会福祉施設の空き部屋

を学習教室の場所として

利用する等 

連携の工夫 各施設でのボランティア

参加の声かけ等、社会人

ボランティアの興味・関

心を促す働きかけも実施

している 

―  

 

連携先 ケースワーカー 社会福祉士、精神保健福

祉士、公認心理師・臨床

心理士 

スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワー

カー 

連携理由 世帯情報の共有、課題解

決支援 

子ども・世帯の状況に応

じた支援 

各学校の困難児童・生徒

の情報共有 

連携内容 情報共有して世帯内の困

りごとを解決したり、ケ

ースワーカーが多忙な場

合に学習支援員から入る

情報で状況把握できる等

の連携 

同上 スクールソーシャルワー

カーの研修での事業説明

や、対象となる子どもの

紹介依頼 

連携の工夫 学習支援員が家庭訪問し

た際に作成する支援状況

報告書を通じて情報共有

する仕組みを確立してい

る 

学習支援員が家庭訪問の

中で養育者（親等）の困

りごとを把握し、専門職

へつなげている 

― 

 

連携先 民生委員 医療機関 

連携理由 食事・食材の提供、ボランティア参加、

事業の周知 

個別支援 

連携内容 学習教室でのボランティアや食材の提供

を民生委員の会議で呼びかけ 

子ども・世帯と関わる医療機関の情報や

健康状態等を、ケースワーカー、訪問看

護師等と共有 

連携の工夫 ― 子ども・世帯の状況に応じて個別に連携

している 

 

●支援終了後の段階 

連携先 就労支援機関 子ども食堂、NPO、ボランティア団体等 

連携理由 ― ― 

連携内容 養育者（親等）から許可を得て、学習支

援員が付き添って訪問したり、リファー

する等の連携 

高校を中退した子ども等が孤立すること

のないよう、様々な関係者が見守りを実

施 

連携の工夫 支援終了後に人・機関との関わりがなくなってしまうことのないよう、就労支援機

関等必ずどこかの機関につながっている状態を確認し、支援を終結させている 
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６．連携の効果 

 

  事業開始当初は、関係機関の理解が得られず情報共有も難しい状態にあったが、子どもの支援だ

けでなく、世帯の支援も丁寧に行い、関係機関と連携した結果、信頼関係が構築されてきた。学校

をはじめとする関係機関を巻き込んで世帯を支援することが、連携のポイントとなっている。世帯

全体の支援という意識で取り組むことが、効果的な支援につながっている。 

子どもを支援するにはどの機関とつながればいいかという視点から関係者が動いてきたことによ

り、子どもを介して様々な関係機関がスムーズに関わることができている。個人的なつながりをき

っかけに組織的な連携に発展するなど、様々な関係者・関係機関がつながって子ども・世帯の支援

が可能となっている。 

子どもに関わる様々な人・機関が連携して支援をしていくことが理想的であり、関わる人・機関

が多くなり支援の輪が広がることで、子どもや世帯が閉じこもることなく社会でいきいきと活躍で

きると考えている。 

 

 

７．今後の課題・展望 

 

  事業の拡大に伴い、生活保護受給世帯以外の生活困窮者世帯の子どもが多く参加するようになっ

ているが、生活困窮者世帯は常時関わる支援機関がない場合も多く、世帯の状況を全体的に把握す

ることが困難である。そうした世帯が社会から孤立することのないよう支援機関と情報共有し、地

域全体で手厚い支援を実施できるようにしていくことが課題である。 

  学習支援事業は、単に勉強を教えるということにとどまらず、子どもを中心とした世帯丸ごとの

支援であり、様々な人・機関を巻き込んだ重要な事業となってきている。最終的には、誰一人取り

残されることのないよう、地域で子どもたちを見守る体制が作られていくことが望ましい。 
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No.12 神奈川県 

子ども支援員を中心とした、関係機関との連携による重層

的な関わりが支援効果を向上 
 
 

０．連携概要 

 

連携先 連携内容 

学校、教育委員会 情報共有、課題に応じた支援連携 

関係各部署（母子保健部

署、児童福祉部署、障害

福祉部署、生活保護所管

部署等） 

情報共有、課題に応じた支援連携 

自立相談支援機関 情報共有、申込受付 

社会福祉協議会、 

地域協力機関 
情報共有、食材提供、体験学習機会・素材提供等 

ケースワーカー、 

民生委員・児童委員 
情報共有、重層的支援の実施 

 

連携による効果 

 

□学校、教育委員会 

学校教員との連携で学習効果の増進や対象者の把握、本語を母語としない世帯とのコミュニケー

ション支援につながっている 

 

□ケースワーカー・民生委員・児童委員 

 対象世帯を身近に見守り、適時・適切な支援を進める 

 

□自立相談支援機関 

対象世帯への切れ目のない重層的な支援、町村との細かな連携促進 

 

□社会福祉協議会、地域協力機関 

 地域資源を生かした連携・活動機会の拡大に寄

与 

 

□その他の関係各部署 

 対象児童・生徒や対象世帯の状況に応じた支援

が拡がる 
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１．事業概要 

 

人口 

面積 

保護率 

位置 

922 万人（県全域）、29 万人（郡部保健福祉事務所） 

2,416 ㎢（県全域）、606 ㎢（郡部保健福祉事務所） 

16.65‰（県全域）、12.60％（郡部保健福祉事務所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開始時期 平成 22（2010）年度（学習支援、生活支援） 

対象者 生活保護受給世帯、生活困窮者世帯 

対象年齢 0 歳～20 歳 

運営形態 直営＋委託 

実施形態 集合型+訪問型 

事業内容 個別指導型学習支援、居場所事業 

生活者（対象者）の

実態把握方法 

子ども支援員及び委託先による家庭訪問 

実施場所 公共施設の一部 

事業予算 35,121 千円（令和２（2020）年度当初） 

所管部署 生活援護課 

 

２．事業の背景 

 

本事業は、生活保護受給世帯の増加や世代の格差が子ども世代に引き継がれる「子どもの貧困」

が大きな社会問題となったことを受け、子ども一人ひとりの主体性や意欲形成を大事にし、きめ細

かな支援を行うことで、子どもが夢や希望を持ち、将来の担い手となるよう、子ども自身の「生き

る力」が育まれることを目指し、平成 22（2010）年度からスタートした。 

平成 22（2010）年度から平成 25（2013）年度まで、生活保護受給世帯の子どもと子育てを支援

する「子どもの健全育成プログラム作成推進事業」として実施し、平成 26 年（2014）年度も国庫

補助により継続し、平成27（2015）年度から、生活困窮者自立支援法の任意事業として実施してい

る。 

事業は、子ども支援員によるアウトリーチ支援、子どもの学習支援や居場所づくり、子どもの健

全育成プログラム策定の３本柱で実施している。 

アウトリーチ支援は、平成 22（2010）年度から町村の生活保護を所管する郡部保健福祉事務所

（センター、支所）6 か所に、生活保護制度と子育てについての専門知識を持つ子ども支援員を配置

している。子ども支援員が家庭や関係機関等に出向き、子どもや養育者（親等）の個別相談にのる

など、寄り添い型で実施している。 

子どもの健全育成プログラムについては、福祉事務所のケースワーカーが子どもへの支援を行う

上で活用するための手順や留意点、関連情報を集めた手引き書「子どもの健全育成プログラム」を

平成 22（2010）年度より策定し、毎年情報を更新して改訂版を発行している。  
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３．取組の内容・特徴 

 

●学習支援の実施 

 学習支援は直営型又は委託型により、集合型と訪問型で実施している。大学生や教員 OB によるボ

ランティアの協力を得て実施しており、福祉事務所や委託先のネットワークを通じてボランティア

の参加を呼びかけている。また、個人情報の基本的な取扱いや、子どもとのコミュニケーション等

の配慮に関するルールを周知するために、一部の福祉事務所ではガイドラインを作成し、子どもと

ボランティアの双方が不安を感じないような工夫をしている。 

 

●生活支援の実施 

 各郡部保健福祉事務所に１～２名配置されている子ども支援員は、対象の世帯の自立支援につい

て、子どもの健全育成の視点から携わる役割があり、直接的・継続的に家庭訪問や来所相談等を行

い、その知見を活かした寄り添い型の支援を実施している。ケースワーカーの業務を質的に補完す

る形となり、支援の効果を高めている。 

 

●地域資源を活用した居場所づくりの実施 

  学校・家庭以外の居場所づくりとして、クリスマス会、

遠足、富士登山、福祉フェスティバルへの参加等、

様々な経験を積む機会を提供するとともに、生活習慣

の改善支援、養育者（親等）への養育支援を通じた世

帯全体への支援を展開している。各種イベントは、郡

部保健福祉事務所や委託先が有する資源等を活用し、

各地域で独自に開催されている。 

 

●日本語を母語としない子ども・世帯への支援 

 日本語を母語としない人が多く住む地域では、母国との文化、習慣の違いによる様々な生活のし

づらさを抱えている現状がある。こうした、外国につながる世帯には、子どもだけではなく、養育

者（親等）を含む世帯全体への支援が必要であり、世帯が日常的に困っていることを丁寧に聞き取

り、寄り添った支援を実施している。子どもへの支援としては、第２言語である日本語学習に対応

できる委託先の選定や、視聴覚教材等を活用することで、楽しみながら学べる仕組みを作っている。

また、必要に応じて、学校や地域との連携を積極的に行うことで、個々の生活全般に渡る丁寧な支

援を実施することができている。 

 

※第１回目の緊急事態宣言時期は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、家庭訪問等、面前

での支援が制限され、更に、会場である公民館が閉館となったため、集合型の学習支援は中止を余

儀なくされた。しかしながら、緊急性の高いケースについては、ケースワーカーと連携し、状況に

応じて訪問支援等を継続している。 

 なお、学習支援については、集合を必要としない効果的な支援方法を模索し、子どもの学習進度に

合わせた参考書の配布や、子どもの課題に応じたプリントの作成を行った。また、ZOOM によるオ

ンラインでの支援を導入することにより、電話での状況把握に止まらず、顔の見える会話を通じ、

細かな子どもの状況が把握でき、学習支援に一定の効果を挙げることができた。オンラインでの支

援は、高校受験対策が必要な子どもを中心に実施し、自粛期間中の学習面の遅れを防ぐことができ

た。 

 

利用実数 

（令和元（2019）年度） 

学習支援 訪問型：実人数３人、延べ４人、訪問回数４回 

     集合型：実人数 88 人、延べ 1,538 人、開催回数 155 回 

生活支援 訪問型：実人数－人、延べ－人、訪問回数 702 回 

     集合型：実人数 62 人、延べ 146 人、開催回数 17 回 
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４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制 

 

実施機関 郡部保健福祉事務所、社会福祉法人、NPO 法人 

連携先 連携内容 

保育所・幼稚園 情報共有、相談・助言 

小学校、中学校、高校 情報共有、相談・助言 

ボ ランテ ィア団 体、

NPO 法人 

情報共有、相談・助言、レクリエーション、調理実習 

母子保健部署、児童福

祉部署、生活保護所管

部署、障害福祉所管部

署 

情報共有、個別の状況に応じた支援の実施 

教育委員会 情報共有、相談・助言 

児童相談所、保健所 情報共有、相談・助言 

社会福祉協議会、地域

協力機関等 

情報共有、相談・助言、食材提供、体験学習機会提供等 

自立相談支援機関 情報共有、相談・助言、申込受付 

子ども支援員 情報共有、相談・助言 

ケースワーカー 情報共有、相談・助言、事業の周知、継続的な支援の実施 

ス クール カウン セラ

ー、スクールソーシャ

ルワーカー 

情報共有、相談・助言 

民生委員・児童委員 情報共有、相談・助言 

就労支援員 情報共有、相談・助言 

実施体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

生活援護課 

小学校、中学校、 
高校 

利用者 
（生活保護受給世帯、 

生活困窮者世帯） 

情報 

共有 

社会福祉法人、
NPO 法人 

・事業の実施 

委託 

周知 

申込 情報

共有 

母子保健部署、児童福祉
部署、生活保護所管部
署、障害福祉所管部署 

情報共有 

教育委員会 

スクールソーシャル
ワーカー、スクール

カウンセラー 

自立相談支援機関 

社会福祉協議会、地
域協力機関等 

NPO 法人 

情報 

共有 
情報

共有 

情報共有、 

機会提供等 

保育所・幼稚園 

情報共有 

相談・助言 

 

ボランティア団体 

事業周知、相談・助言 

児童相談所・保健所 

ケースワーカー 

民生委員、児童委員 

子ども支援員 

就労支援員 
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５．支援の段階における連携のポイント 

 

●支援の準備段階 

連携先 生活保護所管部署 ケースワーカー 

（保健福祉事務所） 

自立相談支援機関 

連携理由 情報共有、個別の状況に応じた支援の実施及び事業の周知。 

子ども支援員が保健福祉事務所に配置されており、日々、情報の連携が必要 

連携内容 支援が必要な子ども・世

帯の情報を共有し、支援

の実施や事業の周知を行

う 

子どもの情報を世帯全体

の支援につなげ、子ども

支援員と連携した重層的

な支援を行う 

情報共有、支援対象者の発

見 

連携の工夫 子どもだけでなく、世帯

全体の状況に応じて、

個々のケースに合わせた

包括的な支援を実施して

いる 

ケースワーカーの本来業

務から子どもに係る部分

を切り分けるのではな

く、重層的に関わること

により、ケースワーカー

の業務を質的に補強する

形となり、支援効果を高

めている 

家庭訪問の際に子ども支

援員が同行し、自立相談

支援機関の事業説明等を

行い、需要のある世帯に

必要な情報を提供してい

る。 

逆に、生活保護の必要な

世帯についての情報を得

ることもあり、重層的に

支援を実施している 

 

●支援の実施段階 

連携先 子ども支援員 

連携理由 子ども・世帯の情報を関係機関と共有し、支援を実施 

連携内容 ケースワーカーが指導的な介入を余儀なくされた場合であっても、子ども支援員が寄

り添った姿勢で支援することで、子どもの育ちや生活を守ることに繋がっている。ま

た、ケースの状況に応じて、関係機関との調整役やつなぎ役を担うことにより、連携

支援をより円滑に進めることができている 

連携の工夫 業務連絡会を年５回開催し、困難事例の報告や支援方法の共有を行っている 

 

連携先 母子保健部署、児童福祉部

署、障害福祉部署、生活保

護所管部署等 

小学校、中学校、高校、 

教育委員会 

保育所・幼稚園 

連携理由 情報共有、個別の状況に応じた支援の実施及び事業の周知 

連携内容 子ども支援員が定期的に訪問及び電話連絡等を行い、支援が必要な子どもの情報を得

ている。また、支援対象の子どもの状況に応じて、必要な関係機関・部署が連携して

支援を実施している 

連携の工夫 子どもの健全育成プログラ

ム策定・改訂にかかる推進

会議・推進部会が年１回ず

つ開催している 

生活援護課が学校に対し事

業の周知を図り、子ども支

援員が学校と情報共有しや

すくなっている。校長会で

の協力依頼、スクールソー

シャルワーカーの研修会等

に参加し、顔の見える関係

づくりの強化を図っている 

子ども支援員が保育所・幼

稚園等を訪問し、支援対象

者の状況把握や支援対象と

なりうる子どもの情報を得

ている 
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連携先 民生委員・児童委員 社会福祉協議会、 

地域協力機関 

就労支援員 

連携理由 情報共有、個別の状況に応じた支援の実施及び事業の周知 

連携内容 地域課題の把握・共有、緊

急時の連携 

おやつ等の食材提供や、体

験学習機会・素材の提供等 

就労につながる支援ができ

るよう、継続的支援を実施 

連携の工夫 地域の状況を良く把握して

いる民生委員・児童委員と

連携することにより、子ど

もの普段の様子や変化を知

ることができ、リスクの回

避や支援の質的な向上を図

っている 

食材の提供により子どもの

気持ちを和らげたり、調理

体験によりよい学びの場を

提供している 

子どもへの支援と養育者

（親等）への就労支援を、

各専門職が役割分担するこ

とで、それぞれの強みを活

かした包括的な支援を実施

している 

 

●支援終了後の段階 

連携先 生活保護所管部署、社会福祉協議会、自立相談支援機関、ケースワーカー 

連携理由 継続支援の関係先として必要な機関 

連携内容 就労準備につながるような支援等を実施 

連携の工夫 ― ― ― 

 

 

６．連携の効果 

 

子ども支援員の業務は、個別支援が中心であるが、子どもが健全に育成される環境を整備するた

めに、地域の社会資源の把握や関係機関との連携が不可欠である。 

子ども支援員が配置されてから、子どもに関わる関係機関等と「顔の見える関係づくり」の強化

を図り、情報共有を中心とした連携を図ってきた。本事業の支援をきっかけとして、子どもの学習

の課題に限らず、世帯全体の課題が顕在化し、必要な時に必要な関係機関が関われるような包括的

な支援が可能となっている。また、関係機関との情報交換やカンファレンス等を通じ、それぞれの

機能や役割について、共通理解を深めていくため、地域における支援体制を構築する役割も果たし

ている。 

こうした地道な活動や関係機関との連携の積み重ねにより、多様化・複雑化する課題に対して、

分野の壁を超えた切れ目のない支援を展開することができている。 

 

 

７．今後の課題・展望 

 

  特に大きな課題と認識しているのは、義務教育を修了後、高校を中退した子ども、卒業したもの

の就労等に繋がらなかった子ども、引きこもりの子ども等、「社会的に孤立した子ども」への支援で

ある。所属のない子どもの支援は、社会資源が乏しく、関係機関間で連携した包括的な支援の展開

が難しい。課題に合わせた継続的な自立支援をしていくためには、連携先や資源の発掘が大きな課

題となっている。 

また、支援対象となりうる子どもの早期発見と迅速な対応も課題の一つと言える。子どもや世帯

の課題が表面化するまでには、多少のタイムラグがあり、大きな問題となってから関わることも少

なくないことから、問題が表面化する前に察知する仕組みが必要である。そのためには、地域にお

いて未就学の段階から保育所、幼稚園等と情報を共有し、敏感に察知する多くの目が必要である。 

集合型の学習支援では、地域により課題が異なるため、地域の状況に合わせ、支援する必要があ

る。特に、生活保護受給世帯の学習支援場面においては、学習教室までの移動手段が、通常、公共
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交通機関以外無いため、参加の移動手段や、帰宅時間が夜間帯となる場合に、安全面確保等の課題

がある。 

また、所管域の学習教室への参加については、生活圏内に知人が多く、生活保護受給世帯である

ことがわかってしまうことを理由に、参加に繋がらないケースも少なくない。他自治体の協力や共

同実施等により、子どもの選択肢が増えていくことが理想的である。 
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第４章 子どもの学習・生活支援事業の支援効果  
を高める効果的な連携に向けて 

 

改正生活困窮者自立支援法の附帯決議において、教育関係者等との緊密な連携、食事や

教材の提供等、支援の効果を高めるための方策の検討等について指摘されているところ、

教育機関やフードバンク等支援団体、その他民間企業や専門家等との連携について、連携

先の分類別や支援の段階別に現状と課題、連携に向けて自治体が取っている手法、効果を

委員会での議論も含め、整理します。 

 

第１節 分類別の連携先との連携について 

 

（１）教育関係の連携先 

①アンケート調査・ヒアリング調査結果からみる現状と課題 

○教育関係の連携先は、他の関係部署・機関と比較すると、多くの自治体が連携を

行っています。 

○連携先の多くは「小学校」「中学校」が多く、支援対象者が通所（通園）・通学す

る「保育所・幼稚園」や「高校」と連携している自治体は少なくなっています。 

○また、支援終了後の段階において教育関係の連携先と連携している自治体も、支

援の準備段階・支援の実施段階において連携している自治体数と比較すると大き

く減少します。 

○2019（令和元）年度社会福祉推進事業「子どもの学習・生活支援事業における

生活習慣・環境改善に関する支援の先進事例に関する調査研究事業」（弊社実

施）（以下、「昨年度調査研究事業」）においても、２割を超える自治体が「教育

機関との連携体制を構築するのが難しい」を課題として挙げていました。 

○一方で、利用者の確保方法や早期発見・早期支援の工夫として、「学校の教職員

等からの声掛け」「学校や教育委員会から情報提供を受けている」が挙げられて

おり、事業の実施にあたり、関係機関・関係者との連携が必須であり、中でも学

校や教育委員会との連携が重要であることが伺えました。 

○今後連携が必要と考えている関係部署・機関として、教育関係の連携先を挙げる

自治体は多く、教育関係との連携による支援効果の向上を望む自治体が多くある

ことが推察されます。 

 

  



130 

②連携に向けて 

【小学校・中学校：スクールソーシャルワーカーの活躍がポイント】 

○千葉県松戸市においては、事業実施場所の学区にスクールソーシャルワーカーが

配置されたことから、小学校・中学校との連携が始まりました。課題を抱える子

どもへの対応を検討するにあたり、現場同士での連携が必要となり、連携が深ま

りました。また、委託事業者ではなく、公務員同士となる自治体担当者から事業

実施場所周辺の学校の教頭や校長に対して事業の周知を行うことも、必要に応じ

て実施していました。 

○栃木県では、子どもの学習・生活支援事業の場を土日や 18 時、19 時といった中

学校の部活終了後でも参加できるような時間帯に開設することで、学童保育クラ

ブ等の場とのすみ分けを行い、教育関係の連携先と協力関係を築いています。 

〇福島県いわき市では、地区小中学校長連絡会議に行政担当課の職員が出席し、事

業の周知と協力依頼を行った上で、支援対象者が通学する中学校の担任教諭、教

頭、校長を個別に訪問し、支援対象者及び世帯の情報を共有しています。また、

スクールソーシャルワーカーと、支援が必要な子どもの情報を共有し事業の利用

を促したり、学校に対して保健室登校の整備を依頼し、長期欠席や不登校状態の

子どもの改善に努めるなどの連携を展開しています。 

○昨年度調査研究事業で、静岡県静岡市においては、学校との連携にスクールソー

シャルワーカーが活躍しています。スクールソーシャルワーカーが学校の先生に

事業内容を説明するとともに、学校側の意見をスクールソーシャルワーカーに伝

えるなど、コーディネーターの役割を担うことで比較的スムーズに連携が進んだ

との声がありました。 

 

【高校：教員の困りごとの解消が連携拡大に寄与】 

○沖縄県名護市では、教育委員会での研修中の教員に対し、「子どもの学習・生活

支援事業」の事業説明をしたことで連携が開始しました。高校教員も養育者（親

等）が高校授業料の無償化等の手続きをしないこと等に困っており、そのような

養育者（親等）が支援対象であることを説明していました。高校教員の困りごと

の解消の一助になることが教員間に広まったことにより、事業との連携も拡大し

ていきました。 

 

【大学・短大・専門学校等の高等教育機関：事業の担い手（支援員）の確保に寄与】 

○沖縄県名護市や石川県金沢市では、地域の大学と連携・協働することで、事業の

担い手となる大学生ボランティアを確保しています。 

○市内に大学が無い千葉県八千代市では、近郊の大学訪問を行い、大学生ボランテ

ィアの募集の依頼を行っています。 
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― 委員会での意見 ― 

〇居場所型・拠点型の場合、学校との連携は非常に重要である。近隣の学校に居

場所の責任者が挨拶に行き、事業の説明を校長・副校長先生等に行うと、対象

となる子どもの紹介につながることもある。学校とのその後のやり取りがスム

ーズになり、有効な手法である。スクールソーシャルワーカーとの連携も非常

に有効なため、より進んでいくことが望ましい。 

 

③連携の効果 

○千葉県松戸市においては、スクールソーシャルワーカーや学校との連携の深化に

より、「子どもの学習・生活支援事業」の主管課や委託事業者間の連絡会議（毎

月開催）への教育研究所所長（教育委員会）参加に繋がり、子どもの情報共有・

情報交換が可能となりました。また、学校で見られない子どもの様子が「子ども

の学習・生活支援事業」で見られることや、学校には行けないが事業には参加で

きる子どももおり、双方の情報交換だけでなく、学校の先生が学習支援事業の拠

点に来て子どもと面談することもあります。 

○栃木県では、管内町立小中学校の教職員から「子どもの学習・生活支援事業」の

対象となる子どもや養育者（親等）に声がけすることにより、事業利用者数の増

加につながりました。 

○学校と学習支援事業での子どもの状況や、学校で把握できない世帯の状況を、教

育関係の連携先と互いに共有することで、より良い支援につながっています。ま

た、事業の担い手の確保のため、地域や周辺に大学等の高等教育機関がある地域

では、高等教育機関との連携が効果的と考えられます。 

  



132 

（２）-１ 子ども食堂・フードバンク 

①アンケート調査・ヒアリング調査結果からみる現状と課題 

○社会福祉六法外の民間の連携先において、「子ども食堂」「フードバンク」は他の

連携先と比較して、支援のすべての段階において、連携している割合が高くなっ

ています。 

○支援の準備・実施・終了後の全ての段階において、子どもや養育者（親等）、世

帯員・世帯全体の情報共有を行っている自治体が多く、食事や食材の提供という

団体本来の役割に加え、取組を行っていることが伺えます。 

○子ども食堂やフードバンクとの連携により効果が高まっていると回答した割合も

高くなっています。 

○沖縄県名護市では、子ども食堂が居場所の一環として実施されており、スクール

ソーシャルワーカーが子どもを連れてきたり、参加している子どもの情報を事業

の担い手（支援員）に伝えたりするなど、情報連携の場ともなっています。 

 

②連携に向けて 

○埼玉県では、子ども食堂からボランティアの参加があったり、学習支援の利用者

を子ども食堂に連れていくなどの連携が図られています。また、子ども食堂から

寄せられる学習支援に取り組みたいという相談に対し、委託先が答える体制が整

えられています。 

○山梨県中央市では、事業実施以前からフードバンクと市長、教育委員会が連携協

定を結び、食糧支援を実施してきたことを背景に、生活困窮の実態を熟知した上

で、食糧支援を含めた生活支援・学習支援が展開されています。連携協定の締結

においては、学校の先生からの夏休み中にお腹を空かせて学校に来た子どもたち

を何とかしたいという依頼を受けて活動を始めた経緯があり、活動を始めるにあ

たり市長へ相談したことから、連携協定の締結に至っています。連携協定には、

相互に理解し協力していくことが示されています。 

○また、沖縄県名護市においては、名護市社会福祉協議会及び日本郵便株式会社沖

縄支社と連携し、名護市内の郵便局において子どもの居場所づくりを行う団体へ

の食品の支援を行う「フードドライブ」の取組を行っています。フードドライブ

とは、食品を収集する方法の一つで、食品関連企業や農家から集めるのではな

く、一般家庭から集める活動を言います。フードドライブの拠点として郵便局の

窓口を活用し、窓口に設置したフードボックスに地域の住民が家庭で余っている

食品等を寄付し、名護市役所内の子どもに関わる部署の職員が連携して回収し、

名護市内の子どもの居場所へ配布しています。 
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― 委員会での意見 ― 

〇子ども食堂、フードバンクは、専門にしている事業や活動での貢献に加え、子

どもの情報共有、様子の把握、相談等多様なかかわり方をしていることが把握

できた。 

〇子ども食堂やフードバンクとの連携は、食生活の面で非常に効果を発揮してい

る。コロナ禍で食事の提供が難しい中、学習支援に加えパンやお菓子、その他

主食となる食品を提供することが可能である。 

〇勉強したくない子どもや勉強が苦手な子どもも、ご飯が食べられるということ

で学習支援に来ることにつながり、効果として高いと感じる。また、孤食が多

い中、皆で一緒にご飯を食べるという楽しい食体験ができることから、栄養を

取れるということ以外の成果も大きい。コロナ禍においては、弁当の提供が最

低限の栄養確保となるとともに、保護者に大変喜ばれている。弁当の配送・受

け取りの際に安全確認を行うこともできる。 

〇勉強は教えられないがご飯は作ることができる、食品を届けることならできる

という理由から、地域住民がボランティアとして参加しやすいというメリット

もある。そうしたことから、貧困や困窮する子育て家庭の実態等が地域の中で

理解され、温かい支援の輪になると感じている。 

〇食の支援と学習生活支援を一緒に行うことは非常に効果が高いため、よい形で

加速していくことが望まれる。コロナ禍においては、行政との連携や学校の理

解が子どもの貧困に関しては特に重要である。 

〇一方で、フードバンクは食品ロスを削減する役割を担いながら、貧困問題にも

大きく貢献できる団体として世界的には多くの国で活躍しているが、日本では

そこまでの活躍ができていない現状がある。市民からの食料の寄付は多くなっ

てきており、そういう意味では社会の温度は上がってきているが、法律や施策

的な後押しがない中で、企業による寄贈等も進んでいない現状もある。地域の

中でフードバンクの活動がロス削減や生活困窮者貧困問題に寄与できるという

大きな流れができてくればよいが、この点はこれからの大きな課題である。 

 

③連携の効果 

○子ども食堂やフードバンクが抱えている、支援を必要としている人へ食事・食材

が届かないという課題に対し、フードバンクとの連携も含めた子どもの学習・生

活支援事業を積み重ねてきたことにより、委託先へ問い合わせが来るようにな

り、支援のつながりが生まれています。食事・食材を渡すことを通じて人と人と

のつながりをつくり、支援の輪が広がっています。 

〇山梨県中央市では、教育委員会を通じて就学援助世帯に対し事業の参加を呼び掛

けていることから、学習・生活支援と食料支援、就学援助が連動した支援が提供
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されています。また、支援が終了した子どもがフードバンクの調理ボランティア

として参加するなど、支援終了後のつながりの場ともなっています。東京都足立

区においても、支援対象者が高校生になり子ども食堂のスタッフとして手伝う例

もあり、継続的な見守りにもつながっています。 

〇食事・食材の提供等に加え、支援が必要な子ども・世帯の情報を共有し、継続的

な見守り・支援等も行う子ども食堂やフードバンクの多様な関わり方が、地域で

の支援につながり、支援の効果を高めることに寄与しています。 
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（２）-２ 子ども食堂・フードバンク以外の社会福祉六法外の民間の連携先 

①アンケート調査・ヒアリング調査結果からみる現状と課題 

○社会福祉六法外の民間の連携先と連携している自治体の割合は、支援のすべての

段階において、他の連携先と比較して一番低くなっています。 

○一方で、社会福祉六法外の民間の連携先との連携による支援効果の変化を見る

と、約８割の自治体が、効果が「高まっている」「やや高まっている」と回答し

ており、連携している自治体の満足度が高いことが伺えます。 

○社会福祉六法外の民間の連携先と連携することにより、事業の周知やレクリエー

ションの実施、世帯の情報共有等の「子どもの学習・生活支援事業」の取組が拡

充している様子が見られます。 

○しかし、今後連携が必要と考えている関係部署・機関として、社会福祉六法外の

民間の連携先、特に子ども食堂やフードバンク以外を挙げる自治体は少なく、民

間の連携先の有用性の普及啓発が望まれます。 

 

②連携に向けて 

○沖縄県名護市においては、要保護児童対策地域協議会の場に医療機関が出席して

います。子どもの学習・生活支援事業の支援対象と同じケースを会議で扱うこと

から連携が深まり、支援員が病院への同行支援・同行受診が行われています。 

○また、同じく沖縄県名護市や兵庫県加古川市では、自治会・町内会やスーパーマ

ーケット等の民間企業等に事業の周知の依頼をしていました。 

○佐賀県佐賀市においては、連携先となりうる関係機関に対し、支援を希望する子

どもや養育者（親等）が持っている相談ニーズに直結する内容を伝え、段階的に

生活困窮者自立支援制度について理解してもらう工夫を行っていました。 

○埼玉県においては、昨今 SDGs や CSR に関心を持っている民間企業が多く、民

間企業側から社会貢献の形として連携が開始されていました。 

〇東京都足立区では、事業開始時に町会の会合や民生委員の集まりに担当職員が出

席し事業の説明を行うことで、協力を呼び掛け、連携につながっています。ま

た、委託先の NPO 法人のネットワークを通じて、ライオンズクラブ、ロータリ

ークラブより、食事提供のボランティアや体験活動の支援等の協力を得ていま

す。 

○ヒアリング先の多くの自治体は、社会福祉六法外の民間の連携先の選定にあたっ

て、事業の担い手が既に活動に関わっている団体や庁内関連部局から紹介された

団体を基本としており、健全性が確認された団体と連携を行っていました。 
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― 委員会での意見 ― 

〇町内会、町会長等をはじめとした地域住民の理解が得られると、地域のお祭り

に参加できたり、地域の方でも若い人の参加につながり喜ばれたりするなど、

よい連携が生まれることがある。 

〇企業は社会貢献や CSR の取組を行っていることから、キャンプやバーベキュー

等の体験学習に関するサポートを非常に得やすい面があり、そうした連携は非

常に重要である。 

〇大学や専門学校等との連携が進むと、ボランティア等の担い手として学生が活

躍している自治体が多くある。そうした連携が広がることが重要である。 

 

③連携の効果 

○沖縄県名護市においては、支援員が子どもの医療機関へ同行受診を行うことで、

療育手帳取得に向けて養育者（親等）に代わり、子どもの学校や家庭での様子を

医師に連絡したり、定期的な受診の管理をしたりすることが可能になっていま

す。また、支援対象の子どものアルバイト先（ガソリンスタンド等）と連携し、

世帯の状況や支援対象の子どもの特性をアルバイト先と情報共有することで、ト

ラブル時の対応や子どもの金銭管理力を身につけることにつながっていました。 

○千葉県松戸市では、ガス会社と連携し、ガス検針票の裏面に松戸市自立相談支援

センター（子どもの学習・生活支援事業の受付窓口）の案内を掲載しています。 

 

○町内会や民生委員・児童委員、民間企業等に周知の依頼をしている沖縄県名護市

では、あらゆる場所で事業の情報に触れた周囲の人が、インターネットや広報誌

等の市役所の情報が届いていない生活困窮者世帯に情報を伝達し、支援につなが

ることもありました。 
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○その他社会福祉六法外の民間の連携先は、その取組内容によって連携の内容や効

果が大きく異なり、アンケート調査結果からは以下のような取組と効果が見られ

ました。 

連携先 連携内容 連携の効果 

町内会・自治会等の地縁

団体 

自治会内の施設の提供 子どもが自力で通える場

の開設だけでなく、地域

住民としての意識向上や

地域づくりにつながっ

た。 

NPO 法人・認定 NPO

法人 

支援員の研修 行動に特徴のある子ども

の接し方、支援方法に関

する助言を受けられた。 

ボランティア団体 イベント・レクリエーシ

ョンの開催 

参加率や満足度が向上し

た。 

地元の民間企業 職場見学・体験 自尊心・自己有用感の向

上や就労意欲の向上、就

労開始につながった。 

 

○社会福祉六法外の民間の連携先は、「子どもの学習・生活支援事業」の支援効果

を高める上で非常に有用ですが、その団体が子どもや養育者（親等）に悪影響を

及ぼす恐れが無いことを確認した上での連携が望まれます。 
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（３）行政の連携先 

①アンケート調査・ヒアリング調査結果からみる現状と課題 

○行政の連携先と連携している自治体の割合は、支援のすべての段階において、他

の連携先と比較して最も高くなっています。 

○連携先の多くは、「子どもの学習・生活支援事業」と密接に関連する「生活保護

所管部署」、「教育委員会」、「児童福祉部署」となっています。 

○「コミュニティセンター」「公民館」「図書館」等の庁舎外に拠点を持つ行政の連

携先と連携することで、事業実施場所の確保が可能となっている自治体も見られ

ました。 

○一方で、行政の関係部署・機関との情報共有の手法や「子どもの学習・生活支援

事業」の周知や理解等の面で苦慮している自治体が多く見られました。 

 

②連携に向けて 

○支援会議や要保護児童対策地域協議会出席者を通じたネットワークにより、関係

機関・部署間の連携が深まっている自治体が多く見られました。 

 

【教育委員会：現場レベルからの連携開始と、庁舎内での連携開始のパターン有り】 

○支援に携わる支援員とスクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー同士

の連携が基となり、福祉部門と教育委員会の連携の必要性が見出されたことによ

り、「教育委員会」等の行政の連携先と連携が深まっている自治体が見られまし

た。 

○栃木県においては、町の教育委員会と連携するにあたり、県の教育委員会から町

の教育委員会、町の福祉課から町の教育委員会へと双方向からアプローチするこ

とにより、スムーズな連携が図られていました。 

○昨年度調査研究事業で、奈良県においては、県の福祉関係部署が県教育委員会と

連携し、県教育委員会から管内小中学校等の教育機関に事業に関する通知を発出

していました。 

 

【その他行政の連携先：事業へのつなぎや、支援効果を高めることに寄与】 

○兵庫県加古川市や沖縄県名護市では、税務関係部署や水道関係部署にも事業のチ

ラシを配架するだけでなく、関係部署の窓口を利用した生活困窮者が事業につな

がるよう、関係部署職員から事業に誘導するような体制を取っています。 

○千葉県八千代市では、日本語を母語としない子どもを、多文化交流センターを通

じて大学が行う学習支援につなぐ連携を図っています。また、新任のケースワー

カーや担当課の新規採用職員に対し、事業の説明資料を作成して配布し、支援対

象となる子どもへの声掛けを行っています。加えて、支援対象となる世帯が他の
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制度・事業に関連する場合は、相互に情報を共有し、利用できる事業の案内を行

っています。支援終了後の段階においても、関係部署と世帯との関わりが継続し

ている場合に、世帯の状況確認や相談対応を行っています。 

○千葉県松戸市では、事業実施場所を選定する段階において、住宅政策部局と連携

を行い、市内の空き家を活用することを検討していました。 

 

③連携の効果 

○本事業と密接に関係する「母子保健部署」や「児童福祉部署」、「生活保護所管部

署」との連携により、事業の周知だけでなく、子どもや養育者（親等）、世帯全

体の情報がきめ細やかに把握できている自治体が多くありました。 

○教育委員会と連携することで、教育委員会から就学援助制度利用世帯へ事業の周

知を行っている自治体が多く見られました。また、校長会での周知等を通じて各

学校に「子どもの学習・生活支援事業」の内容が浸透することで、支援員と子ど

もの担任の先生との間の情報共有・情報交換が促進されたという自治体もありま

した。 

○石川県金沢市では、アドバイザーとして「子どもの学習・生活支援事業」へ教育

委員会と連携する体制を取っています。事業を利用する子どもから進路相談があ

った場合に速やかに教育委員会につなげることができています。 

○沖縄県名護市や兵庫県加古川市では、「公民館」等の市役所庁舎以外の拠点を持

つ行政の連携先と連携することで、事業実施場所の確保につながっています。 

○行政の連携先は、支援対象となる子どもや養育者（親等）の情報だけでなく、事

業の担い手となりうる NPO 法人の情報、支援効果を高める可能性を秘めている

民間企業等の情報が集まることから、公務員法に規定された個人情報の目的外使

用の規定に反しないよう留意しながら、積極的な連携、情報共有・情報交換が望

まれます。 
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（４）福祉関係の連携先 

①アンケート調査・ヒアリング調査結果からみる現状と課題 

○福祉関係等の連携先においては、支援のすべての段階で「社会福祉協議会」「自

立相談支援機関」と連携している割合が高い一方、「社会福祉施設・事務所」「児

童養護施設」「就労支援機関」「その他の福祉関係等の連携先」は少なくなってい

ます。 

○福祉関係等の連携先との取組内容としては、支援のすべての段階で子ども・養育

者（親等）・世帯員・世帯全体の情報共有を行うとともに、事業の準備段階では

事業の周知、支援の実施段階では子ども・養育者（親等）に対する相談・助言、

支援の終了後の段階では継続的な見守り・支援の実施が多くなっています。 

○支援対象の世帯や子どもの状況に応じて、必要な連携先と情報を共有し、支援が

実施されています。 

 

②連携に向けて 

○栃木県では、自立相談支援員を 11 の町役場に配置し、学習支援の申し込みを受

け付けるとともに、支援の必要があるかどうか各家庭の環境や生活状況等、ニー

ズ把握を行っています。必要に応じて教育委員会からの情報提供を受け、学習支

援の委託先と情報を共有しながら、子どもたちに適した学習環境を整えられるよ

う、申し込み段階から調整を行う役割を担っています。神奈川県でも、同様に、

生活困窮世帯からの事業の申し込みを自立相談支援機関が受け付ける体制となっ

ています。 

〇福島県いわき市では、課題のある家庭の訪問・相談を行う家庭相談員が関わりを

持つ中で得た情報と、学習支援の面から得られる情報を合わせて課題の洗い出し

ができ、密に連携をとることで事業の効果の向上につなげています。また、家庭

相談員が日頃訪問する中で、生活保護には至らないが不登校や生活困窮となって

いる世帯の情報を有しており、そこから支援につながるなど潜在的なニーズの把

握につながっています。 

○千葉県松戸市では、児童養護施設に入所している子どもの利用や、退所後の居場

所の一つとしての利用等のつながりがあります。 

○埼玉県では、学校を卒業した後も、どこかの機関や人が子どもと関わりを持ち、

支援が途切れることがないよう、社会福祉施設、児童養護施設、就労支援機関、

自立相談支援機関等と連携を図っています。 
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― 委員会での意見 ― 

〇母子生活支援施設が地域の拠点としてより活用されるとよい。施設退所後もつ

ながりが保たれていると、生活の状況が分かり生活の安定につながることか

ら、非常に有効である。 

 

③連携の効果 

○福祉関係の連携先においては、支援対象者である子ども・世帯が抱える課題に対

してそれぞれの領域で支援を行いますが、各機関が個別に各対象者・世帯と関わ

るのではなく、連携機関で情報を共有し、相互に連携を図りながら、総合的な支

援を行うことが重要となっています。 

○そうしたさまざまな機関・人が連携し、いつどのタイミングにおいても支援が行

われているという、支援の輪がつながることが、効果として期待されています。 
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（５）専門職等の連携先 

①アンケート調査・ヒアリング調査結果からみる現状と課題 

○専門職等の連携先と連携している自治体の割合は、支援のすべての段階におい

て、他の連携先と比較して「行政の連携先」に次いで高くなっています。 

○連携先の多くは、「子どもの学習・生活支援事業」と密接に関連する「ケースワ

ーカー」「スクールソーシャルワーカー」が多くなっています。 

○専門職等の連携先は、専門職の資格や役割に応じて、多種多様な効果を「子ども

の学習・生活支援事業」にもたらしており、「専門職等の連携先」との連携によ

り効果が高まっていると回答した自治体の割合は、他の連携先より高くなってい

ます。 

 

②連携に向けて 

○専門職等の多くは、行政の連携先に所属する専門職等であるため、行政の連携先

との連携によって、専門職等との連携が深まっています。 

 

【民生委員・児童委員：地域での潜在的な支援対象者への周知や見守りに寄与】 

○兵庫県加古川市においては、民生委員・児童委員と連携し、事業を周知していま

す。 

〇専門職等との連携は、子どもや世帯等の状況に応じて、必要な支援を行う自治体

が多くなっています。 

 

【臨床心理士・公認心理師、精神科医師、歯科衛生士：事業利用者だけでなく、事業

の担い手（支援員）もサポート】 

〇東京都足立区においては、生活支援の一環として歯科衛生士による歯磨き指導を

実施しており、その実施を仕様で定めています。 

○千葉県松戸市においては、「子どもの学習・生活支援事業」の事業の三本柱を

「学習支援」「居場所の提供」「心理カウンセリング」と定め、事業実施場所に

「臨床心理士」や「精神科医」等の専門職を配置することを仕様で定めていま

す。 

 

【自治体独自の専門職等を配置】 

○専門職を事業所管課に配置することも実施されており、沖縄県名護市では「保健

師」「看護師」、兵庫県加古川市では「警察 OB」が配置されています。 

○神奈川県では、子どもの教育や児童福祉に関する専門知識や経験を有する「子ど

も支援員」という自治体独自の支援員が、各郡部保健福祉事務所に配置されてい

ます。 
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― 委員会での意見 ― 

〇継続した支援においては、個人的なつながりがとても重要である。必ずしも組

織的な連携につながることがよいわけではなく、地域性や利用者の状況、事業

の運営方法等によって連携の仕方が異なり、個別の関係でつながっていくから

こそ活用や支援につながっていくと思われる。 

 

③連携の効果 

○松戸市において、「臨床心理士」や「精神科医」等の専門職の配置を定めること

で、子どもや養育者（親等）が抱える不安やストレスへの対応ができるだけでな

く、事業の担い手の子どもへの接し方や関わり方のアドバイスを行うことができ

ています。 

○石川県金沢市では、事業の担い手となっている大学生ボランティアが抱える事業

に関する悩みごとに対して、教育委員会に所属する臨床心理士がカウンセリング

を行っています。 

○佐賀県佐賀市では、利用者が受診中の医師と共にアウトリーチを行うことによ

り、他の機関の支援をことごとく拒否する過程にあってもアウトリーチを継続す

ることができています。 

○専門職を事業所管課に配置することにより、専門職の知見を事業に活かすことが

できています。保健師や看護師を配置している沖縄県名護市では、体調が悪いに

も関わらず病院に行けない子どもや養育者（親等）の状態を確認したり、相談に

乗ったりすることができるとともに、病状把握のためにケースワーカーと同行す

ることが可能になっています。 

○神奈川県に配置されている「子どもの支援員」は、ケースワーカー業務となって

いる世帯の自立支援に子どもの健全育成の視点から携わっており、ケースワーカ

ーの業務を質的に補強する形となり、重層的な支援が実施されています。 

○その他専門職等の連携先は、その取組内容によって連携の内容や効果が大きく異

なり、アンケート調査結果からは以下のような取組と効果が見られました。 

連携先 連携内容 連携の効果 

ケースワーカー 生活保護受給世帯への事

業の周知や世帯の情報共

有 

ケースワーカーから事業を周

知することで参加率が向上し

た。また、常に世帯の状況を

把握しているため、最新の情

報を得ることができる。 

社会福祉士 専門的知見からの助言 他自治体等のケース等も紹介

を受けながら、新たな解決方

法の提案を受けることができ

ている。 
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民生委員・児童委

員 

潜在的な支援対象者の発

見や状況の把握 

事業の周知協力や、普段の見

守り活動や日常生活圏域での

支援協力が得られている。 

スクールカウンセ

ラー・スクールソ

ーシャルワーカー 

支援対象となる子どもの

紹介や事業へのつなぎ、

情報共有 

庁内では発掘できていない対

象者の把握ができ、支援が必

要な生徒の事業への参加へと

繋げられている。また、子ど

もの学校での様子と事業での

様子の情報交換ができてい

る。 

 

○「ケースワーカー」や「スクールソーシャルワーカー」といった既に多くの自治

体が連携している専門職等以外であっても、連携を実施している自治体の多くで

「子どもの学習・生活支援事業」の支援効果の高まりが見られています。支援対

象となる子どもや養育者（親等）のニーズを把握するとともに自治体の課題を検

討し、支援方針にあった知見を有する専門職等との積極的な連携が望まれます。 
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第２節 支援の段階別における連携について 

 

（１）支援の準備段階における連携先 

○本調査研究事業においては、支援の準備段階を「利用者の発見や事業の周知、ボ

ランティアの募集等、支援の実施に向けた準備の段階のこと」と定義していま

す。 

 

【情報共有】 

○子どもや養育者（親等）、世帯員・世帯全体の情報共有については、連携先と回

答されている多くの連携先の取組内容として挙げられています。 

○「子どもの学習・生活支援事業」主管課だけでは把握できない、潜在的に支援を

必要としている子どもや養育者（親等）の情報を収集し、より多くの方に支援を

届けるためには、子どもの学習・生活支援事業の意義や目的、事業内容を積極的

に多くの関係機関・部署に周知することが必要です。 

○周知を行う上では、何らかの課題を抱えた子どもや養育者（親等）に対して生活

習慣や環境改善に関する支援も行うことが理解されることが重要です。例えば、

児童福祉法に規定された放課後児童健全育成事業（学童保育クラブ）は、養育者

（親等）が労働等により日中家庭に居ない子どもに対して遊びや生活の場を与え

る事業であり、生活困窮者自立支援法に基づく「子どもの学習・生活支援事業」

とはその目的が異なります。同じ学校の子どもが利用しているために引け目を感

じて、不登校や生活困窮者の子どもが放課後児童健全育成事業を利用できていな

いという例も多くあることに留意して、事業の必要性を普及啓発することが重要

です。 

 

【事業の担い手（支援員）の確保】 

○事業の担い手（支援員）の確保については、ボランティア募集のために地域や周

辺の大学と連携をする自治体や、町内会・自治会等の地縁団体と連携する自治体

が多く見られました。 

○また、事業の担い手（支援員）の質の確保に向けて、責任感を生じさせるために

有償ボランティアとし、事業概要や子どもの接し方についての研修を実施してい

る自治体も見られました。加えて、担い手（支援員）の定着のため、担い手（支

援員）が抱える不安や悩みを解消するため、それらを共有するミーティングを設

定し、カウンセラーによるカウンセリングを実施している自治体も見られまし

た。 

○事業の担い手（支援員）の確保だけでなく、その定着のためにも関係部署・機関

との連携が望まれます。 
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【事業実施場所の確保】 

○昨年度調査研究事業において、「事業実施場所の確保」について多くの自治体が

課題として挙げていました。本年度のアンケート調査結果では、「コミュニティ

センター」「公民館」「図書館」といった庁舎外に場を持つ行政の連携先や、「社

会福祉施設・事業所」と連携して解決している自治体が見られました。 

○庁内関係部署との連携により、事業実施場所の確保ができていた自治体がある一

方で、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言下で公共施設の利用が制限

され、事業実施場所の確保に苦慮していた自治体もあります。事業実施場所の確

保においても、多様な関係機関との連携が望まれます。 

 

（２）支援の実施段階における連携先 

○本調査研究事業においては、支援の実施段階を「子どもや養育者（親等）に対し

て学習支援・生活支援を実施している段階のこと」と定義しています。 

○子どもや養育者（親等）に対する相談・助言については、連携先と回答されてい

る多くの連携先の取組内容として挙げられています。 

 

【主に子どもに対する取組】 

○相談・助言の他の主に子どもに対する取組をみると、連携先によって多種多様な

取組が行われている様子が見られました。地域の課題や自治体の支援方針に適っ

た連携先と連携することが望まれます。 

○子どもに対する取組の多くは、社会福祉六法外の民間の連携先によって行われて

います。連携先となる地域資源を発掘するために、「市民協働課」といった市民

活動や地域コミュニティ活動の推進担当部署や商工労働部署と連携し、地域資源

の全容を把握することがまず必要となります。 

○佐賀県佐賀市においては、教育委員会が実施する市内の企業・団体に対する学生

インターンシップ受入可否調査において、「生活困窮者の受入は可能か」という

設問を１問加えることで、民間の連携先候補を把握していました。 

○地域資源を把握し、事業にふさわしい社会福祉六法外の民間の連携先との連携を

拡充していくことが望まれます。 

 

【主に養育者（親等）に対する取組】 

○養育者（親等）に対する取組の多くは、行政の連携先や福祉関係等の連携先によ

って行われています。養育者（親等）や世帯が置かれている状況を把握し、支援

が可能な適切な部署につなげる（もしくは所管課で対応する）必要があります。

そのため、関係各課と日頃から密な連携を行い、支援対象者の情報を共有・交換

することが必要となります。 
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【主に支援対象者の支援の充実のための取組】 

○主に支援対象者の支援の充実のための取組として、子どもや養育者（親等）の情

報共有については、連携先として挙げられている多くの連携先の取組内容として

挙げられていました。 

○「子ども食堂」や「フードバンク」において、「子どもの情報共有」「養育者（親

等）の情報共有」「世帯員・世帯全体の情報共有」の取組を行っている自治体が

あり、団体本来の役割外の取組ですが、「子どもの学習・生活支援事業」にもた

らしている影響が確認できます。 

○多様な連携先と連携することは、子どもや養育者（親等）の状況を様々な側面か

ら把握できることで、より良い支援方策の検討につながり、子どもの学習・生活

支援状況の支援効果を高めることになると考えられます。 

 

（３）支援終了後の段階における連携先 

○本調査研究事業においては、支援終了後の段階のことを「高校や大学等への進

学、就職等により、子どもの学習・生活支援事業による支援が終了した子どもや

養育者（親等）世帯への対応の段階のこと」と定義しています。 

○支援終了後の段階において、「連携していない」と回答した自治体は全体の１割

を超え、他の支援の段階と比較して最も高くなっています。 

○一方で、連携を行っている自治体においては、子どもや養育者（親等）の情報共

有について、連携先と回答されている多くの連携先の取組内容として挙げられて

います。 

○「子どもの学習・生活支援事業以外の事業の周知」「継続的な見守り・支援の実

施」は専門職等の連携先を回答する自治体が多くなっています。「継続的な見守

り・支援の実施」については、社会福祉六法外の民間の連携先のうち、「町内

会・自治会等の地縁団体」「ボランティア団体」「NPO 法人・認定 NPO 法人」と

いった地域資源の割合が高く見られます。 

○「子どもの学習・生活支援事業」の支援終了後の段階において地域資源を活用す

ることは、地域全体で支援が必要な子どもや養育者（親等）、世帯を支える機運

を醸成し、必要なタイミングで必要な事業につなげることが可能になると考えら

れます。 

○また、高校や大学等へ進学した子どもが、事業の担い手（支援員）として事業に

携わり続ける自治体も見られます。支援対象の子どもにとって年齢も近い身近な

存在であり、将来のロールモデルとなるため、子どもの自己肯定感や自尊心の獲

得につながっています。 



148 

○「子どもの学習・生活支援事業」の支援対象者の多くが生活保護受給世帯でもあ

ることから、「子どもの学習・生活支援事業」の支援対象から外れたとしても、

生活保護受給世帯としてケースワーカー等が支援を続けるケースが多く想定され

ますが、支援終了後の段階も継続して子どもや養育者（親等）、世帯を見守り、

支援するための連携体制が望まれます。 
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第３節 連携体制を構築するにあたっての留意点等について 

 

（１）連携体制の構築に向けて 

○「子どもの学習・生活支援事業」を自治体が実施するにあたって、支援の効果を高

めるためには関係部署・関係機関と連携し、支援対象者の利益を考え、人・モノ・

カネ・情報のやり取りを行うことが必要です。一方で、アンケート調査では関係部

署・関係機関との連携に課題を感じている自治体が多く見られました。 

○関係機関等との連携体制の構築に向けて、①連携の開始、②連携の継続の２点につ

いて、本事業において収集した事例から見られた取組を記します。 

 

①連携の開始にあたって 

○関係機関等が「子どもの学習・生活支援事業」の事業内容を理解することが、連

携の第一歩となります。 

○千葉県松戸市においては、民生委員・児童委員や地域の町会長が集まる会議体に

おいて、事業の紹介を行い、協力を依頼したことが連携のきっかけでした。 

当初の事業紹介以後も、民生委員の代表者等が集まる会議においても継続して協

力を依頼したことにより、民生委員間に事業が周知され、生活困窮者が民生委員

経由で事業につながった事例もありました。 

○特定非営利活動法人キッズドア（東京都足立区他、多数の自治体から「子どもの

学習・生活支援事業」を受託）においては、事業を担当する職員が町内会に出向

いて事業の紹介をしています。町内会と連絡を取り続けることや、お祭りに利用

者を連れて行くことで、利用者に対する理解や関係性の構築につながり、それま

で支援を受けていなかった子どもが事業につながった事例もありました。 

○栃木県においては、町の教育委員会と連携するために、県の教育委員会からも連

絡することにより連携を行っていました。また、事業の担い手（支援員）とスク

ールソーシャルワーカーといった、現場で支援対象者と密に接する個人同士の連

携が、福祉部局と教育委員会の組織間の連携に発展した自治体や、教育委員会か

ら連携の必要性に迫られたことにより連携が開始した自治体もありました。 

○「子どもの学習・生活支援事業」において、関係機関等と連携するには、既に有

している関係性やノウハウを活かし、行政内外を問わず、地道に事業の周知をす

る「種まき」をすることが必要です。地域性や利用者の状況、事業の運営の方法

に応じて、種をまく先は異なると考えますが、地道な活動により、連携の開始や

支援対象者の発見・相談・支援につながることになります。 

  



150 

②連携の持続にあたって 

○自治体では、人事異動や担当変更により、事業の経緯や状況の理解が継承されな

いことが課題となっています。自治体や連携先の担当者が変更になった場合であ

っても、連携を継続させるための工夫を紹介します。 

○山梨県内でフードバンク事業を中心に、事業を実施している認定特定非営利活動

法人フードバンク山梨においては、「連携協定」を締結したことが、連携の継続

につながっています。（155 ページ掲載） 

食糧支援を行う場合、学校とも連携し、学校で申請書を配布したほうが効率的で

あったことから、市長・教育長・法人の三者間の連携協定を締結し、相互に子ど

もの貧困対策支援に取り組むこととしています。 

〇埼玉県においては、食材の提供を受けるフードバンクや農協、企業等の連携先

と、食材の受け渡し場所や配送方法等の食品の授受に関する協定を結び運用して

います。 

○佐賀県佐賀市においては、民生委員向けの研修や、教育委員会における教員向け

の研修を「子どもの学習・生活支援事業」の委託事業者が実施しています。地域

や学校の現場に携わる人と事業者間で顔の見える関係を作ることで、新任の民生

委員や教員であっても継続的な連携体制を構築できるような工夫がされていま

す。 

○一方で、事業の担い手（支援員）とスクールソーシャルワーカー間といった、個

人的な連携が、組織的な連携につながった自治体もあります。地域性や利用者の

状況によって、必ずしも組織的な連携が良いわけではなく、地域の状況に応じ

て、連携の手法を検討することも必要です。 

○協定の締結や書面の取り交わしを行うことにより、リスクを回避しながら連携を

継続させ、より発展させることが可能となります。 

 

（２）個人情報の取り扱い 

○関係機関等との連携のもと、効果的に支援対象者の課題を解決するためには、必

要十分な個人の情報を有効活用することが重要です。 

○「子どもの学習・生活支援事業」を実施する上で、多くの自治体が個人情報の取

り扱いについて苦慮していることが伺えます。 

○個人情報保護法において個人情報の定義やその取り扱いに関する義務が定められ

ているほか、公的分野においては行政機関個人情報保護法、各自治体においては

個人情報保護条例が定められています。 

○また、社会福祉分野においては、社会福祉士及び介護福祉士法第 46 条や精神保

健福祉士法第 40 条等の資格法や各資格の倫理綱領、民生委員法第 15 条や地方
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公務員法第 34 条、国家公務員法第 100 条等の各種法律によって、守秘義務が規

定されています。 

○加えて、改正生活困窮者自立支援法では「支援会議」が法定され、会議体の構成

員に対して守秘義務をかけることによって、支援関係者間の積極的な情報交換や

連携が可能となる仕組みが新設されました。これまで、支援における他の関係機

関等との情報共有は本人同意が原則であったのに対し、支援会議であれば、本人

同意無しで、会議体の構成員間の情報共有が可能となりました。 

○なお、支援会議の機能や役割が適切に果たせるのであれば、各自治体の判断で

「支援調整会議」はもとより、介護保険法に基づく「地域ケア会議」や障害者総

合支援法に基づく「協議会」、児童福祉法に基づく「要保護児童対策地域協議

会」等の既存の会議体を「支援会議」として活用することは差し支えないとされ

ています。 

○資格や身分によって規定される守秘義務と、会議体によって規定される守秘義務

を理解した上で、支援会議等で共有された情報を活用することにより、構成員が

それぞれの役割を担って対象となる世帯へアウトリーチ等を行うことができ、生

活困窮者等を早期に発見、早期に支援できるようになると考えます。 

○一方で、支援会議で得られた情報は、本人の同意を得ていないことを十分に認識

し、生活困窮者が負担感や抵抗感を感じないようなアプローチや支援手法を慎重

に検討し、一定の時間をかけて信頼関係を構築するプロセスも重要になること

を、留意する必要があります。 

 

○千葉県松戸市においては、「事業利用申込書兼同意書」（156 ページ掲載）とし

て、事業利用時に利用者が提出しています。「事業利用申込書兼同意書」は利用

者が市役所窓口に提出しますが、その場でコピーを利用者に戻し、子どもと養育

者（親等）と委託事業者の三者で実施する面談の際に利用者から委託事業者に手

渡しすることにしています。利用者本人から委託事業者に個人情報を手渡しする

形をとることで、利用者本人の抵抗感を軽減する工夫をしています。 

○また、事業所管課、子育て支援課、「子どもの学習・生活支援事業」委託事業者

計３社、自立相談支援機関、教育委員会で事業の連絡会議を開催しています。開

催にあたっては、会議の場で個人が特定されるようなことは一切せず、支援に関

わる者同士が個別に情報共有することとしていますが、これらは「事業利用申込

書兼同意書」の記載範囲内（「必要となる関係機関（学校等）が情報共有するこ

と」）のこととなります。 

○佐賀県佐賀市においては、生活困窮者が関わる可能性がある事業について、利用

希望者が申込書や同意書を複数回記載する煩雑さを軽減させるため、国、県、

市、関係各課と連携し、「一括同意方式」を実現しています。（157 ページ掲載） 
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○個人情報保護に関する法令を踏まえた取り扱いの規定を設けるとともに、個人情

報を支援に活用するためのルール作りが必要です。行政以外の連携においては、

協定や契約等に個人情報の取り扱いについて規定を盛り込むほか、行政内部にお

いても対応方法を明確にすることが求められます。 

 

（３）日本語を母語としない子ども・養育者（親等）への支援 

○「子どもの学習・生活支援事業」を行う中で、現在、日本語を母語としない子ど

も・養育者（親等）への支援を行っている自治体は、アンケート調査結果からみ

ると少数ですが、外国人労働者の増加に伴い、ますます増えてくることが予測さ

れます。 

○埼玉県においては、日本を母語としない世帯に対し学校の 3 者面談に委託事業者

が同行したり、委託事業者が有するネットワークの NPO（日本語を母語としない

子どもの支援団体）や夜間中学校、国際交流センターと連携し、子どもや養育者

（親等）が情報入手や話をすることのできる場所を提供したりするなどの支援を

行っています。千葉県八千代市においても、日本語が話せない外国籍の子どもを

大学が行う学習支援につなぐ、横のつながりでの支援を行っています。 

〇山梨県中央市では、外国人の人口割合が高い地域であり、対象者に占める外国人

の割合も高くなっていることから、通訳を介して養育者（親等）と連絡をとり情

報共有をするなどの支援を行っていますが、外国人が多いという土壌があること

から特別な支援を行っているという認識ではなく、通常の支援として実施されて

います。 

〇学校に子どもたちがつながっている段階とつながる前の段階で連携の方法・手法

が異なり、ニーズも異なると想定されるため、学校につながる前の段階にいる子

どもに対しては、入国管理や住民登録の段階における関係機関との連携や情報の

やり取りが重要であり、学校につながった後は学校ベースで連携していくことが

重要と考えられます。 

〇養育者（親等）や家族に対する支援として、母語できちんと情報を理解すること

に加え、日本語に慣れていくための支援が連携として必要と考えられます。ま

た、言語の支援や就学の支援に加え、子どもの背景にある世帯や家族に情報や資

源をどう提供していくかという点が重要であることから、生活支援や親子支援で

の連携先が今後重要になってくると考えられます。 

〇日本語を母語としない子ども・養育者（親等）への支援においては、地域の特性

に応じて、対象者のもつルーツや文化等の背景を踏まえ、一人ひとりと信頼関係

を構築するとともに、多様な連携により支援を積み重ねていくことが重要と考え

られます。 
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（４）新型コロナウイルス感染症への対応 

○2020（令和２）年度の「子どもの学習・生活支援事業」は、新型コロナウイル

ス感染症の影響で、レクリエーションや調理実習等のイベントが開催できず、当

初予定していた取組を実施できていない自治体も見られました。そうした中で、

各自治体において実施していた取組を紹介します。 

○千葉県松戸市では、休校期間中は事業が実施できなかったため、勉強を続けると

ともに、精神的な苦痛を緩和するため、「LINE 公式アカウント」を活用（一部会

場限定）して、委託先と子ども・養育者（親等）でつながりを保ちました。 

「LINE 公式アカウント」は管理者から登録者に対して一斉に情報を発信できま

すが、登録者からの発信は管理者のみが閲覧可能です。そのため、登録者から管

理者に対して、事業の実施有無や子どもの状況について、いつでも、他の登録者

には見えない環境で相談が可能となります。 

養育者（親等）は忙しく、なかなか会う機会はありませんが、日常的なこと、緊

急的なことを含めて、「LINE 公式アカウント」で常につながることができていま

す。 

※松戸市では、事業利用者と事業の担い手（支援員）が個人的に連絡先のやり取

りをすることを禁止しています。 

○アンケート調査において、オンラインでの学習支援を実施していると回答があっ

た愛知県大府市では、事業利用世帯がインターネット環境やパソコン、スマート

フォン等の情報端末を保有していたことから、オンラインでの学習支援の機会を

提供しています。委託先の NPO 法人が集合型の会場と並行してオンラインの会

場を設け、Zoom ミーティング上で大学生のサポーターが子どもへ学習の支援を

するとともに、上級生が下級生に勉強を教えるというような従来の会場と遜色の

ない環境づくりを行っています。 

 ※委託先にタブレット端末等を貸与する自治体もありました。 

○コロナ禍において、オンラインの学習支援の環境を整えることができたことか

ら、After コロナの取組として、不登校等で集合型の会場に通うことが出来ない

子どもへのアプローチの方法として、オンラインの学習支援を活用することを検

討しています。 

○栃木県においては、事業実施要領に「遠隔地である等の理由のために公民館等の

参加が困難な児童等は、通信添削による利用を可能」と定めていることにより、

事業実施場所が使用できない期間は通信添削で事業を実施していました。子ども

へ課題を与え、返信用封筒で委託先に送付してもらい、丸付け等を行い子どもへ

返送する形で行っていました。通信環境やインターネット環境が整っていない家

庭であっても対応できることが特徴です。なお、今後は、厚生労働省の補正予算
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を用い、インターネット環境が整っていない世帯に対して Wi-Fi 等の無償貸出を

行い、オンラインで学習機会等の提供ができる体制づくりを進めています。 

○また、緊急事態宣言下では公共施設が閉鎖されたため、「子どもの学習・生活支

援事業」が実施できなくなりました。しかし、社会福祉法人との連携により、社

会福祉施設利用者との接触がない場所を確保できれば事業が継続することができ

ていました。事業実施場所の確保といった面でも、多様な連携先を確保すること

が必要といえます。 
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【連携協定書】（認定特定非営利活動法人フードバンク山梨） 
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【子どもの学習支援事業利用申込書兼同意書】（松戸市）  
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【相談支援サービス申込書兼個人情報の取り扱いに関する同意書】（表）（佐賀市） 
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【相談支援サービス申込書兼個人情報の取り扱いに関する同意書】（裏）（佐賀市） 
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おわりに－子どもの学習・生活支援事業の今後に向けて－ 

 

平成 30（2018）年 10 月に施行された改正生活困窮者自立支援法においては、生活困窮

者の自立に向けた制度・事業の仕組みや内容の整備・促進が図られたほか、生活困窮者自

立支援の目指す「共生」「つながり」の内容が基本理念として示されています。また、改

正法第２条第２項には「生活困窮者に対する自立の支援は、地域における福祉、就労、教

育、住宅、その他の生活困窮者に対する支援に関する業務を行う関係機関（以下単に「関

係機関」という。）及び民間団体との緊密な連携その他必要な支援体制の整備に配慮して

行われなければならない。」と規定され、支援が包括的・早期に行われることを再確認す

るとともに、連携を図った支援体制の整備の必要性が強調されています。 

加えて、改正法施行にあたっての附帯決議において、教育関係者等との緊密な連携、食

事や教材の提供等、支援の効果を高めるための方策の検討等について指摘されています。 

特に、子どもの学習・生活支援事業の支援対象については、単に経済的な困窮だけでな

く、子どもは不登校やひきこもり、発達障害等、世帯全体をみると虐待や保護者の就労、

精神疾患や衛生環境等、複合的な課題を抱えている場合があります。子どもの課題、世帯

全体の課題を踏まえると、生活困窮者自立支援事業担当部署のみで対応することは困難で

あると推察します。地域の実情に応じて、行政内、福祉六法内、福祉六法を超えた関連領

域や地域の関係機関から解決に資する適切な連携先を見つけ、支援の目的や方向性を共有、

役割分担をしながら、支援を継続していくことが望まれます。 

一方で、連携を拡充するとともに、支援対象者となる生活困窮者の個人情報の保護には

十分に配慮しなければいけません。事業に関わる様々な主体が、デリケートな個人情報を

取り扱うことの認識を十分に持つ必要があります。また、社会福祉士や精神保健福祉士、

民生委員等の資格法によって守秘義務が規定されている専門職等や、支援会議や要保護児

童対策地域協議会等の守秘義務が法定されている会議体の構成員以外と連携する場合には、

情報のやり取りに十分気をつける他、個人情報の取り扱いの規定を設けること、自治体間

であっても対応方針を明確にすることが必要です。 

また、連携先の選定にあたっては、その機関等のガバナンスにも着目し、決して生活困

窮者が不利益を被ることの無いようにしなければいけません。 

新型コロナウイルス感染症の収束が不透明な中、生活が急変し、多種多様な背景を抱え

る生活困窮者が急増していると推察します。多くの自治体が本事業の支援対象としている

小学生以降の支援に加え、乳幼児期からの支援も検討の余地があります。課題を抱える子

ども、養育者（親等）、世帯の孤独・孤立を防ぐため、それぞれの家庭環境に応じた支援

が出来るよう、多くの機関が緊密に連携し、支援対象者を早期に発見し、できるだけ早く

支援することが望まれます。 
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２．アンケート調査単純集計結果（第２章未掲載部分） 

 

本編の分量の都合上、第２章から除いたアンケート調査の単純集計結果を掲載します。 

 

＜問６、問８、問９は「子どもの学習・生活支援事業」を実施している自治体が対象＞ 

問６Ⅰ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の準備段階」における取組内容_「教育関係の連

携先」（複数選択） 

✓ 保育所・幼稚園は、「子どもの情報共有」が93.8%と最も高く、次いで「養育者

（親等）の情報共有」が81.3%、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」が

75.0%と続いています。 

✓ 小学校は、「事業の周知」が80.5%と最も高く、次いで「子どもの情報共有」が

68.6%、そして「養育者（親等）の情報共有」が54.1%と続いています。 

✓ 中学校は、「事業の周知」が84.8%と最も高く、次いで「子どもの情報共有」が

65.8%、そして「養育者（親等）の情報共有」が50.6%と続いています。 

✓ 高校は、「子どもの情報共有」が77.8%と最も高く、次いで「事業の周知」が

59.3%、そして「養育者（親等）の情報共有」が57.4%と続いています。 

✓ 大学・短大・専門学校等の高等教育機関は、「事業の担い手（支援員）の確保」

が91.1%と最も高く、次いで「事業の周知」が28.6%、そして「子どもの情報共

有」が14.3%と続いています。 

✓ 学習塾は、「子どもの情報共有」「事業の周知」が4件と最も多く、次いで「養育

者（親等）の情報共有」「世帯員・世帯全体の情報共有」「事業の担い手（支援

員）の確保」が3件、そして「事業実施場所の確保」が1件と続いています。 

✓ その他の教育関係の連携先は、「子どもの情報共有」が76.9%と最も高く、次い

で「事業の周知」が69.2%、そして「養育者（親等）の情報共有」が61.5%と続

いています。 

 

 

  

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

事業の周知

事業の担い手（支援員）の確保

事業実施場所の確保

その他

問６．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の準備段階」における取組内容

93.8 

81.3 

75.0 

50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

保育所・

幼稚園
(n=16)

68.6 

54.1 

44.7 

80.5 

5.0 

11.9 

1.3 

0% 50% 100%

小学校

(n=159)

65.8 

50.6 

38.5 

84.8 

4.3 

7.4 

0.9 

0% 50% 100%

中学校

(n=231)

77.8 

57.4 

55.6 

59.3 

14.8 

5.6 

0.0 

0% 50% 100%

高校

(n=54)

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

事業の周知

事業の担い手（支援員）の確保

事業実施場所の確保

その他

問６．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の準備段階」における取組内容

57.1 

42.9 

42.9 

57.1 

42.9 

14.3 

0.0 

0% 50% 100%

学習塾

(n=7)

76.9 

61.5 

46.2 

69.2 

0.0 

0.0 

7.7 

0% 50% 100%

その他

の教育
関係の

連携先

(n=13)

14.3 

7.1 

7.1 

28.6 

91.1 

10.7 

1.8 

0% 50% 100%

大学・短

大・専門
学校等の

高等教育

機関

(n=56)
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問６Ⅱ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の準備段階」における取組内容_「社会福祉六法

外の民間の連携先」（複数選択） 

✓ 町内会・自治会等の地縁団体は、「事業の周知」が76.7%と最も高く、次いで

「事業の担い手（支援員）の確保」が43.3%、そして「事業実施場所の確保」が

33.3%、と続いています。 

✓ ボランティア団体は、「事業の周知」が80.0%と最も高く、次いで「事業の担い

手（支援員）の確保」が66.7%、そして「子どもの情報共有」が36.7%と続いて

います。 

✓ NPO法人・認定NPO法人は、「事業の周知」が75.7%と最も高く、次いで「子ど

もの情報共有」が67.6%、そして「養育者（親等）の情報共有」が64.9%と続い

ています。 

✓ 民間企業は、「事業の周知」が58.3%と最も高く、次いで「事業実施場所の確保」

が50.0%、そして「子どもの情報共有」「事業の担い手（支援員）の確保」が

41.7%と続いています。 

✓ 子ども食堂は、「事業の周知」が74.4%と最も高く、次いで「子どもの情報共

有」が48.7%、そして「養育者（親等）の情報共有」が41.0%と続いています。 

✓ フードバンクは、「事業の周知」が81.3%と最も高く、次いで「子どもの情報共

有」が43.8%、そして「養育者（親等）の情報共有」が31.3%と続いています。 

✓ シルバー人材センターは、「事業の周知」と「事業実施場所の確保」が１件ずつ

となっています。 

✓ 医師会は、「事業の周知」が１件となっています。 

✓ 医療機関は、「子どもの情報共有」が92.9%と最も高く、次いで「養育者（親

等）の情報共有」が85.7%、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」が50.0%と

続いています。 

✓ その他の社会福祉六法外の民間の連携先は、「子どもの情報共有」「養育者（親

等）の情報共有」「世帯員・世帯全体の情報共有」が１件ずつです。 

  

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

事業の周知

事業の担い手（支援員）の確保

事業実施場所の確保

その他

問６．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の準備段階」における取組内容

30.0 

20.0 

16.7 

76.7 

43.3 

33.3 

0.0 

0% 50% 100%

町内会・

自治会

等の地

縁団体

(n=30)

36.7 

33.3 

30.0 

80.0 

66.7 

13.3 

3.3 

0% 50% 100%

ボラン

ティア団
体(n=30)

67.6 

64.9 

51.4 

75.7 

43.2 

24.3 

0.0 

0% 50% 100%

NPO 法

人・認定
NPO 法

人(n=37)

41.7 

25.0 

33.3 

58.3 

41.7 

50.0 

0.0 

0% 50% 100%

民間企

業(n=12)

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

事業の周知

事業の担い手（支援員）の確保

事業実施場所の確保

その他

問６．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の準備段階」における取組内容

48.7 

41.0 

28.2 

74.4 

23.1 

20.5 

0.0 

0% 50% 100%

子ども

食堂
(n=39)

43.8 

31.3 

25.0 

81.3 

12.5 

6.3 

12.5 

0% 50% 100%

フードバ

ンク
(n=16)

0.0 

0.0 

0.0 

50.0 

0.0 

50.0 

0.0 

0% 50% 100%

シル

バー人
材セン

ター

(n=2)

0.0 

0.0 

0.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

医師会

(n=1)

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

事業の周知

事業の担い手（支援員）の確保

事業実施場所の確保

その他

問６．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の準備段階」における取組内容

92.9 

85.7 

50.0 

21.4 

7.1 

7.1 

0.0 

0% 50% 100%

医療機

関(n=14)

100.0 

100.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

その他の

社会福祉

六法外の

民間の連

携先(n=1)

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

事業の周知

事業の担い手（支援員）の確保

事業実施場所の確保

その他

問６．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の準備段階」における取組内容

48.7 

41.0 

28.2 

74.4 

23.1 

20.5 

0.0 

0% 50% 100%

子ども

食堂
(n=39)

43.8 

31.3 

25.0 

81.3 

12.5 

6.3 

12.5 

0% 50% 100%

フードバ

ンク
(n=16)

0.0 

0.0 

0.0 

50.0 

0.0 

50.0 

0.0 

0% 50% 100%

シル

バー人
材セン

ター

(n=2)

0.0 

0.0 

0.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

医師会

(n=1)

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

事業の周知

事業の担い手（支援員）の確保

事業実施場所の確保

その他

問６．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の準備段階」における取組内容

30.0 

20.0 

16.7 

76.7 

43.3 

33.3 

0.0 

0% 50% 100%

町内会・

自治会

等の地

縁団体

(n=30)

36.7 

33.3 

30.0 

80.0 

66.7 

13.3 

3.3 

0% 50% 100%

ボラン

ティア団
体(n=30)

67.6 

64.9 

51.4 

75.7 

43.2 

24.3 

0.0 

0% 50% 100%

NPO 法

人・認定
NPO 法

人(n=37)

41.7 

25.0 

33.3 

58.3 

41.7 

50.0 

0.0 

0% 50% 100%

民間企

業(n=12)
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問６Ⅲ-１ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の準備段階」における取組内容_「行政の連

携先」（複数選択） 

✓ 母子保健部署は、「事業の周知」が77.2%と最も高く、次いで「子どもの情報共有」

が75.6%、そして「養育者（親等）の情報共有」が74.0%と続いています。 

✓ 児童福祉部署は、「事業の周知」が83.1%と最も高く、次いで「子どもの情報共有」

が76.2%、そして「養育者（親等）の情報共有」が68.8%と続いています。 

✓ 教育委員会は、「事業の周知」が81.1%と最も高く、次いで「子どもの情報共有」が

64.1%、そして「養育者（親等）の情報共有」が50.9%と続いています。 

✓ 生活保護所管部署は、「事業の周知」が89.6%と最も高く、次いで「子どもの情報共

有」が80.0%、そして「養育者（親等）の情報共有」が73.6%と続いています。 

✓ 障害福祉所管部署は、「子どもの情報共有」が85.1%と最も高く、次いで「養育者

（親等）の情報共有」が83.0%、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」が76.6%

と続いています。 

✓ 商工労働所管部署は、「事業の周知」が4件で最も多く、次いで「子どもの情報共

有」「養育者（親等）の情報共有」「世帯員・世帯全体の情報共有」「事業実施場所

の確保」が２件、そして「事業の担い手（支援員）の確保」が１件と続いています。 

✓ 児童相談所は、「子どもの情報共有」「養育者（親等）の情報共有」が86.5%と最も

高く、次いで「世帯員・世帯全体の情報共有」が81.1%、そして「事業の周知」が

51.4%と続いています。 

✓ 警察署は、「子どもの情報共有」が９件で最も多く、次いで「養育者（親等）の情報

共有」「世帯員・世帯全体の情報共有」が８件、そして「事業の周知」が５件と続い

ています。 

  

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

事業の周知

事業の担い手（支援員）の確保

事業実施場所の確保

その他

問６．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の準備段階」における取組内容

85.1 

83.0 

76.6 

66.0 

6.4 

2.1 

0.0 

0% 50% 100%

障害福

祉所管
部署

(n=47)

40.0 

40.0 

40.0 

80.0 

20.0 

40.0 

0.0 

0% 50% 100%

商工労働所

管部署(n=5)

86.5 

86.5 

81.1 

51.4 

5.4 

5.4 

0.0 

0% 50% 100%

児童相談

所(n=37)

100.

0 

88.9 

88.9 

55.6 

11.1 

11.1 

0.0 

0% 100% 200%

警察署

(n=9)

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

事業の周知

事業の担い手（支援員）の確保

事業実施場所の確保

その他

問６．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の準備段階」における取組内容

75.6 

74.0 

61.0 

77.2 

3.3 

3.3 

0.8 

0% 50% 100%

母子保

健部署
(n=123)

76.2 

68.8 

61.0 

83.1 

3.0 

4.3 

0.4 

0% 50% 100%

児童福祉

部署
(n=231)

64.1 

50.9 

42.7 

81.1 

12.5 

12.5 

1.1 

0% 50% 100%

教育委

員会
(n=281)

80.0 

73.6 

67.5 

89.6 

6.4 

11.1 

0.7 

0% 50% 100%

生活保

護所管
部署

(n=280)
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問６Ⅲ-２ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の準備段階」における取組内容_「行政の連

携先」（複数選択） 

✓ 保健所は、「世帯員・世帯全体の情報共有」が100.0%と最も高く、次いで「子ども

の情報共有」「養育者（親等）の情報共有」が92.9%、そして「事業の周知」が

71.4%と続いています。 

✓ 児童館・児童遊園は、「子どもの情報共有」「事業の周知」が60.0%と最も高く、次

いで「養育者（親等）の情報共有」「事業実施場所の確保」が46.7%、そして「世帯

員・世帯全体の情報共有」が33.3%と続いています。 

✓ 図書館は、「事業実施場所の確保」が５件で最も多く、次いで「事業の周知」が４

件、そして「事業の担い手（支援員）の確保」が２件と続いています。 

✓ 公民館は、「事業実施場所の確保」が87.5%と最も高く、次いで「事業の周知」が

31.3%、そして「子どもの情報共有」「事業の担い手（支援員）の確保」が12.5%

と続いています。 

✓ コミュニティセンターは、「事業実施場所の確保」が92.9%と最も高く、次いで「事

業の周知」が35.7%、そして「事業の担い手（支援員）の確保」が21.4%と続いて

います。 

✓ 他自治体は、「子どもの情報共有」「養育者（親等）の情報共有」「世帯員・世帯全

体の情報共有」が５件で最も多く、次いで「事業の周知」が４件、そして「事業実施

場所の確保」が３件と続いています。 

✓ その他の行政の連携先は、「事業の周知」が45.5%と最も高く、次いで「子どもの情

報共有」「事業実施場所の確保」が36.4%、そして「養育者（親等）の情報共有」が

27.3%と続いています。 

 

 

 

  

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

事業の周知

事業の担い手（支援員）の確保

事業実施場所の確保

その他

問６．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の準備段階」における取組内容

92.9 

92.9 

100.

0 

71.4 

7.1 

14.3 

0.0 

0% 50% 100%

保健所

(n=14)

60.0 

46.7 

33.3 

60.0 

20.0 

46.7 

0.0 

0% 50% 100%

児童館・児

童遊園
(n=15)

14.3 

14.3 

14.3 

57.1 

28.6 

71.4 

0.0 

0% 50% 100%

図書館

(n=7)

12.5 

6.3 

6.3 

31.3 

12.5 

87.5 

0.0 

0% 50% 100%

公民館

(n=32)

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

事業の周知

事業の担い手（支援員）の確保

事業実施場所の確保

その他

問６．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の準備段階」における取組内容

7.1 

7.1 

7.1 

35.7 

21.4 

92.9 

0.0 

0% 50% 100%

コミュニ

ティセン
ター

(n=14)

55.6 

55.6 

55.6 

44.4 

11.1 

33.3 

22.2 

0% 50% 100%

他自治

体(n=9)

36.4 

27.3 

18.2 

45.5 

0.0 

36.4 

9.1 

0% 50% 100%

その他

の行政
の連携

先(n=11)
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問６Ⅳ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の準備段階」における取組内容_「福祉関係等の

連携先」（複数選択） 

✓ 社会福祉協議会は、「事業の周知」が79.7%と最も高く、次いで「子どもの情報共

有」が64.4%、そして「養育者（親等）の情報共有」が60.2%と続いています。 

✓ 社会福祉施設・事業所は、「子どもの情報共有」が63.3%と最も高く、次いで「事業

の周知」が60.0%、そして「事業実施場所の確保」が50.0%と続いています。 

✓ 児童養護施設は、「子どもの情報共有」が100.0%と最も高く、次いで「養育者（親

等）の情報共有」が77.8%、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」が72.2%と続

いています。 

✓ 就労支援機関は、「子どもの情報共有」が78.3%と最も高く、次いで「世帯員・世帯

全体の情報共有」「事業の周知」が73.9%、そして「養育者（親等）の情報共有」が

65.2%と続いています。 

✓ 自立相談支援機関は、「事業の周知」が85.4%と最も高く、次いで「子どもの情報共

有」が81.9%、そして「養育者（親等）の情報共有」が78.9%と続いています。 

✓ その他の福祉関係等の連携先は、「子どもの情報共有」「事業の周知」が７件で最も

多く、次いで「養育者（親等）の情報共有」が５件、そして「世帯員・世帯全体の情

報共有」が３件と続いています。 

 

  

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

事業の周知

事業の担い手（支援員）の確保

事業実施場所の確保

その他

問６．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の準備段階」における取組内容

64.4 

60.2 

55.9 

79.7 

33.1 

28.0 

3.4 

0% 50% 100%

社会福祉

協議会

(n=118)

63.3 

46.7 

46.7 

60.0 

26.7 

50.0 

0.0 

0% 50% 100%

社会福祉施

設・事業所
(n=30)

100.0 

77.8 

72.2 

61.1 

11.1 

22.2 

0.0 

0% 50% 100%

児童養護

施設(n=18)

78.3 

65.2 

73.9 

73.9 

21.7 

13.0 

0.0 

0% 50% 100%

就労支

援機関
(n=23)

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

事業の周知

事業の担い手（支援員）の確保

事業実施場所の確保

その他

問６．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の準備段階」における取組内容

81.9 

78.9 

76.6 

85.4 

16.4 

17.0 

1.2 

0% 50% 100%

自立相

談支援
機関

(n=171)

87.5 

62.5 

37.5 

87.5 

12.5 

12.5 

0.0 

0% 50% 100%

その他

の福祉

関係等

の連携

先(n=8)
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問６Ⅴ-１ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の準備段階」における取組内容_「専門職等

の連絡先」（複数選択） 

✓ ケースワーカーは、「子どもの情報共有」「事業の周知」が90.0%と最も高く、次い

で「養育者（親等）の情報共有」が83.8%、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」

が79.0%と続いています。 

✓ 社会福祉士は、「子どもの情報共有」が98.1%と最も高く、次いで「養育者（親等）

の情報共有」が94.3%、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」が90.6%と続いて

います。 

✓ 精神保健福祉士は、「子どもの情報共有」「養育者（親等）の情報共有」が90.6%と

最も高く、次いで「世帯員・世帯全体の情報共有」が87.5%、そして「事業の周知」

が78.1%と続いています。 

✓ 民生委員・児童委員は、「事業の周知」が78.6%と最も高く、次いで「子どもの情報

共有」が60.7%、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」が55.4%と続いていま

す。 

✓ 公認心理師・臨床心理士は、「子どもの情報共有」「養育者（親等）の情報共有」が

84.2%と最も高く、次いで「世帯員・世帯全体の情報共有」が78.9%、そして「事

業の周知」が73.7%と続いています。 

✓ スクールカウンセラーは、「子どもの情報共有」が86.4%と最も高く、次いで「養育

者（親等）の情報共有」「事業の周知」が77.3%と続いています。 

✓ スクールソーシャルワーカーは、「子どもの情報共有」が88.4%と最も高く、次いで

「事業の周知」が82.1%、そして「養育者（親等）の情報共有」が75.9%と続いて

います。 

✓ キャリアコンサルタントは、「子どもの情報共有」「事業の周知」が４件で最も多

く、次いで「養育者（親等）の情報共有」「世帯員・世帯全体の情報共有」が３件と

続いています。 

 

 

  

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

事業の周知

事業の担い手（支援員）の確保

事業実施場所の確保

その他

問６．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の準備段階」における取組内容

84.2 

84.2 

78.9 

73.7 

10.5 

5.3 

5.3 

0% 50% 100%

公認心

理師・臨
床心理

士(n=19)

86.4 

77.3 

68.2 

77.3 

4.5 

2.3 

0.0 

0% 50% 100%

スクール

カウンセ
ラー

(n=44)

88.4 

75.9 

68.8 

82.1 

3.6 

0.9 

0.9 

0% 50% 100%

スクール

ソーシャ
ルワー

カー

(n=112)

100.0 

75.0 

75.0 

100.0 

25.0 

25.0 

0.0 

0% 50% 100%

キャリアコ

ンサルタ
ント(n=4)

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

事業の周知

事業の担い手（支援員）の確保

事業実施場所の確保

その他

問６．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の準備段階」における取組内容

90.0 

83.8 

79.0 

90.0 

3.8 

4.8 

0.5 

0% 50% 100%

ケース

ワー
カー

(n=210)

98.1 

94.3 

90.6 

88.7 

13.2 

9.4 

0.0 

0% 50% 100%

社会福

祉士
(n=53)

90.6 

90.6 

87.5 

78.1 

12.5 

6.3 

0.0 

0% 50% 100%

精神保

健福祉
士(n=32)

60.7 

53.6 

55.4 

78.6 

21.4 

3.6 

0.0 

0% 50% 100%

民生委

員・児童
委員

(n=56)
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問６Ⅴ-２ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の準備段階」における取組内容_「専門職等

の連絡先」（複数選択） 

✓ 医師は、「子どもの情報共有」が10件で最も多く、次いで「養育者（親等）の情報共

有」が９件、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」が８件と続いています。 

✓ 看護師は、「子どもの情報共有」「養育者（親等）の情報共有」「世帯員・世帯全体

の情報共有」が５件で最も多くなっています。 

✓ 保健師は、「子どもの情報共有」「世帯員・世帯全体の情報共有」が90.0%と最も高

く、次いで「養育者（親等）の情報共有」が86.7%、そして「事業の周知」が

63.3%と続いています。 

✓ 栄養士は、「子どもの情報共有」「養育者（親等）の情報共有」「世帯員・世帯全体

の情報共有」が３件で最も多くなっています。 

✓ 自治体独自に配置している専門職は、「子どもの情報共有」「養育者（親等）の情報

共有」「世帯員・世帯全体の情報共有」が６件で最も多く、次いで「事業の周知」が

５件、そして「事業実施場所の確保」が２件と続いています。 

✓ その他の専門職等の連携先は、「子どもの情報共有」「事業の周知」が４件で最も多

く、次いで「養育者（親等）の情報共有」が３件と続いています。 

✓ 自治体独自に配置している専門職は、「子どもの情報共有」「養育者（親等）の情報

共有」「世帯員・世帯全体の情報共有」が６件で最も多く、次いで「事業の周知」が

５件、そして「事業実施場所の確保」が２件と続いています。 

✓ その他の専門職等の連携先は、「子どもの情報共有」「事業の周知」が４件で最も多

く、次いで「養育者（親等）の情報共有」が３件と続いています。 

 

 

 

  

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

事業の周知

事業の担い手（支援員）の確保

事業実施場所の確保

その他

問６．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の準備段階」における取組内容

90.0 

86.7 

90.0 

63.3 

10.0 

10.0 

0.0 

0% 50% 100%

保健師

(n=30)

100.0 

100.0 

100.0 

66.7 

33.3 

33.3 

0.0 

0% 50% 100%

栄養士

(n=3)

100.0 

100.0 

100.0 

60.0 

20.0 

20.0 

0.0 

0% 50% 100%

看護師

(n=5)

100.0 

90.0 

80.0 

50.0 

10.0 

10.0 

0.0 

0% 50% 100%

医師

(n=10)

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

事業の周知

事業の担い手（支援員）の確保

事業実施場所の確保

その他

問６．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の準備段階」における取組内容

85.7 

85.7 

85.7 

71.4 

14.3 

28.6 

0.0 

0% 50% 100%

自治体

独自に
配置して

いる専

門職

(n=7)

100.0 

75.0 

50.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

その他の

専門職等

の連携先

(n=4)
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問６-１Ⅰ-１ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容_

「教育関係の連携先」（複数選択） 

✓ 保育所・幼稚園は、「子どもの情報共有」「養育者（親等）の情報共有」が88.9%と

最も高く、次いで「養育者（親等）への相談・助言」が83.3%、そして「子どもへの

相談・助言」が77.8%と続いています。 

✓ 小学校は、「子どもの情報共有」が88.2%と最も高く、次いで「子どもへの相談・助

言」が83.7%、そして「養育者（親等）の情報共有」が68.6%と続いています。 

✓ 中学校は、「子どもの情報共有」が87.8%と最も高く、次いで「子どもへの相談・助

言」が86.9%、そして「相談・助言」が71.6%と続いています。 

✓ 高校は、「子どもの情報共有」が89.3%と最も高く、次いで「子どもへの相談・助

言」が84.5%、そして「養育者（親等）の情報共有」が73.8%と続いています。 

  

子どもへの相談・助言

レクリエーション

食材の提供

食事の提供

調理実習

子ども食堂の利用

職場見学

職業体験

学校等の教育機関見学

地域活動への参加（祭りや清掃活動等）

上記以外の主に子どもに対する取組

説明会・講座等の開催

養育者（親等）への相談・助言

奨学金紹介等の情報提供

制度利用の支援（利用勧奨、

提出資料の作成支援、同行支援等）

食材の配送

上記以外の主に養育者（親等）に対する取組

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外

の事業の周知

日本語の教育（日本語を母語としない

子ども・養育者（親等）等を対象）

支援対象者の母語での支援

上記以外の主に支援対象者の支援の充実の

ための取組

問６－１．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容

77.8 

11.1 

0.0 

5.6 

0.0 

16.7 

0.0 

0.0 

5.6 

5.6 

0.0 

5.6 

83.3 

5.6 

33.3 

11.1 

0.0 

88.9 

88.9 

66.7 

27.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

保育所・幼

稚園
(n=18)

83.7 

7.8 

2.6 

2.6 

2.0 

6.5 

1.3 

0.7 

3.3 

2.6 

3.3 

3.9 

66.7 

17.0 

21.6 

3.3 

2.0 

88.2 

68.6 

58.2 

22.2 

7.8 

0.7 

0.7 

0% 50% 100%

小学校

(n=153)

86.9 

6.3 

2.7 

2.3 

2.7 

4.5 

3.2 

3.6 

7.7 

2.7 

2.7 

6.3 

71.6 

30.2 

21.6 

1.8 

0.9 

87.8 

68.0 

55.9 

23.0 

7.7 

1.4 

0.5 

0% 50% 100%

中学校

(n=222)

84.5 

13.1 

6.0 

4.8 

3.6 

8.3 

4.8 

6.0 

17.9 

4.8 

1.2 

10.7 

69.0 

47.6 

35.7 

4.8 

0.0 

89.3 

73.8 

70.2 

28.6 

6.0 

1.2 

0.0 

0% 50% 100%

高校

(n=84)
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問６-１Ⅰ-２ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容_

「教育関係の連携先」（複数選択） 

✓ 大学・短大・専門学校等の高等教育機関は、「子どもへの相談・助言」が67.6%と最

も高く、次いで「レクリエーション」が32.4%、そして「養育者（親等）への相談・

助言」「子どもの情報共有」が29.7%と続いています。 

✓ 学習塾は、「子どもへの相談・助言」が64.3%と最も高く、次いで「子どもの情報共

有」が57.1%、そして「養育者（親等）への相談・助言」が35.7%と続いていま

す。 

✓ その他の教育関係の連携先は、「子どもの情報共有」が85.7%と最も高く、次いで

「子どもへの相談・助言」が78.6%、そして「養育者（親等）への相談・助言」「養

育者（親等）の情報共有」が71.4%と続いています。 

  

子どもへの相談・助言

レクリエーション

食材の提供

食事の提供

調理実習

子ども食堂の利用

職場見学

職業体験

学校等の教育機関見学

地域活動への参加（祭りや清掃活動等）

その他の主に子どもに対する取組

説明会・講座等の開催

養育者（親等）への相談・助言

奨学金紹介等の情報提供

制度利用の支援（利用勧奨、

提出資料の作成支援、同行支援等）

食材の配送

その他の主に養育者（親等）に対する取組

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外

の事業の周知

日本語の教育（日本語を母語としない

子ども・養育者（親等）等を対象）

支援対象者の母語での支援

その他の主に支援対象者の支援の充実のた

めの取組

問６－１．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容

67.6 

32.4 

2.7 

2.7 

2.7 

8.1 

2.7 

5.4 

18.9 

10.8 

18.9 

10.8 

29.7 

24.3 

16.2 

5.4 

0.0 

29.7 

18.9 

13.5 

18.9 

5.4 

2.7 

5.4 

0% 50% 100%

大学・短

大・専門学

校等の高

等教育機

関(n=37)

64.3 

7.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

28.6 

7.1 

35.7 

7.1 

14.3 

0.0 

0.0 

57.1 

28.6 

21.4 

7.1 

0.0 

0.0 

7.1 

0% 50% 100%

学習塾

(n=14)

78.6 

21.4 

0.0 

0.0 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

14.3 

0.0 

71.4 

28.6 

14.3 

0.0 

0.0 

85.7 

71.4 

50.0 

14.3 

7.1 

7.1 

0.0 

0% 50% 100%

その他の

教育関係
の連携先

(n=14)
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問６-１Ⅱ-１ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容_

「社会福祉六法外の民間の連携先」（複数選択） 

✓ 町内会・自治会等の地縁団体は、「子どもへの相談・助言」が56.0%と最も高く、次

いで「子どもの情報共有」が44.0%、そして「地域活動への参加（祭りや清掃活動

等）」「養育者（親等）への相談・助言」が32.0%と続いています。 

✓ ボランティア団体は、「レクリエーション」が57.1%と最も高く、次いで「子どもへ

の相談・助言」が42.9%、そして「子どもの情報共有」が40.5%と続いています。 

✓ NPO法人・認定NPO法人は、「子どもへの相談・助言」が76.0%と最も高く、次い

で「養育者（親等）への相談・助言」「子どもの情報共有」が68.0%、そして「養育

者（親等）の情報共有」が56.0%と続いています。 

✓ 民間企業は、「職業体験」が46.4%と最も高く、次いで「職場見学」が42.9%、そ

して「レクリエーション」が35.7%と続いています。 

  

子どもへの相談・助言

レクリエーション

食材の提供

食事の提供

調理実習

子ども食堂の利用

職場見学

職業体験

学校等の教育機関見学

地域活動への参加（祭りや清掃活動等）

その他の主に子どもに対する取組

説明会・講座等の開催

養育者（親等）への相談・助言

奨学金紹介等の情報提供

制度利用の支援（利用勧奨、
提出資料の作成支援、同行支援等）

食材の配送

その他の主に養育者（親等）に対する取組

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外

の事業の周知

日本語の教育（日本語を母語としない

子ども・養育者（親等）等を対象）

支援対象者の母語での支援

その他の主に支援対象者の支援の充実のた
めの取組

問６－１．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容

56.0 

24.0 

12.0 

20.0 

12.0 

24.0 

8.0 

8.0 

12.0 

32.0 

4.0 

12.0 

32.0 

8.0 

12.0 

8.0 

0.0 

44.0 

24.0 

24.0 

24.0 

4.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

町内会・自

治会等の
地縁団体

(n=25)

42.9 

57.1 

23.8 

38.1 

23.8 

14.3 

4.8 

4.8 

7.1 

21.4 

7.1 

2.4 

23.8 

9.5 

9.5 

7.1 

0.0 

40.5 

26.2 

23.8 

23.8 

14.3 

2.4 

0.0 

0% 50% 100%

ボランティ

ア団体
(n=42)

76.0 

44.0 

14.0 

30.0 

14.0 

18.0 

6.0 

6.0 

10.0 

8.0 

4.0 

12.0 

68.0 

12.0 

12.0 

10.0 

0.0 

68.0 

56.0 

50.0 

24.0 

8.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

NPO 法

人・認定
NPO 法人

(n=50)

32.1 

35.7 

21.4 

21.4 

14.3 

7.1 

42.9 

46.4 

3.6 

3.6 

10.7 

14.3 

25.0 

7.1 

7.1 

7.1 

0.0 

28.6 

17.9 

17.9 

14.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

民間企業

(n=28)
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問６-１Ⅱ-２ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容_

「社会福祉六法外の民間の連携先」（複数選択） 

✓ 子ども食堂は、「子ども食堂の利用」が66.2%と最も高く、次いで「食事の提供」が

54.5%、そして「子どもの情報共有」が35.1%と続いています。 

✓ フードバンクは、「食材の提供」が82.5%と最も高く、次いで「食材の配送」が

29.8%、そして「食事の提供」が21.1%と続いています。 

✓ シルバー人材センターは、「子どもへの相談・助言」が１件となっています。 

✓ 医師会は、「子どもへの相談・助言」「養育者（親等）への相談・助言」「子どもの

学習・生活支援事業以外の事業の周知」がそれぞれ１件となっています。 

✓ 医療機関は、「子どもの情報共有」が87.0%と最も高く、次いで「養育者（親等）へ

の相談・助言」が82.6%、そして「子どもへの相談・助言」が78.3%と続いていま

す。 

✓ その他の社会福祉六法外の民間の連携先は、「食材の提供」が３件で最も多く、次い

で「レクリエーション」「食事の提供」「その他の主に支援対象者の支援の充実のた

めの取組」が２件、そして「調理実習」「その他の主に子どもに対する取組」が１件

と続いています。 

  

子どもへの相談・助言

レクリエーション

食材の提供

食事の提供

調理実習

子ども食堂の利用

職場見学

職業体験

学校等の教育機関見学

地域活動への参加（祭りや清掃活動等）

その他の主に子どもに対する取組

説明会・講座等の開催

養育者（親等）への相談・助言

奨学金紹介等の情報提供

制度利用の支援（利用勧奨、
提出資料の作成支援、同行支援等）

食材の配送

その他の主に養育者（親等）に対する取組

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外

の事業の周知

日本語の教育（日本語を母語としない

子ども・養育者（親等）等を対象）

支援対象者の母語での支援

その他の主に支援対象者の支援の充実のた
めの取組

問６－１．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容

29.9 

13.0 

27.3 

54.5 

11.7 

66.2 

3.9 

2.6 

2.6 

5.2 

0.0 

2.6 

24.7 

5.2 

6.5 

9.1 

1.3 

35.1 

20.8 

16.9 

16.9 

1.3 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

子ども食

堂(n=77)

17.5 

8.8 

82.5 

21.1 

7.0 

7.0 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

5.3 

3.5 

17.5 

5.3 

8.8 

29.8 

3.5 

15.8 

12.3 

10.5 

12.3 

0.0 

0.0 

1.8 

0% 50% 100%

フードバン

ク(n=57)

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

シルバー

人材セン
ター(n=1)

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

医師会

(n=1)

子どもへの相談・助言

レクリエーション

食材の提供

食事の提供

調理実習

子ども食堂の利用

職場見学

職業体験

学校等の教育機関見学

地域活動への参加（祭りや清掃活動等）

その他の主に子どもに対する取組

説明会・講座等の開催

養育者（親等）への相談・助言

奨学金紹介等の情報提供

制度利用の支援（利用勧奨、

提出資料の作成支援、同行支援等）

食材の配送

その他の主に養育者（親等）に対する取組

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外

の事業の周知

日本語の教育（日本語を母語としない

子ども・養育者（親等）等を対象）

支援対象者の母語での支援

その他の主に支援対象者の支援の充実のた

めの取組

問６－１．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容

78.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

8.7 

82.6 

4.3 

8.7 

4.3 

4.3 

87.0 

56.5 

39.1 

17.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

医療機関

(n=23)

0.0 

25.0 

37.5 

25.0 

12.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25.0 

0% 50% 100%

その他の

社会福祉

六法外の

民間の連

携先(n=8)
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問６-１Ⅲ-１ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容_

「行政の連携先」（複数選択） 

✓ 母子保健部署は、「子どもの情報共有」が88.8%と最も高く、次いで「子どもへの相

談・助言」が86.2%、そして「養育者（親等）の情報共有」が79.3%と続いていま

す。 

✓ 児童福祉部署は、「子どもの情報共有」が88.0%と最も高く、次いで「子どもへの相

談・助言」が82.9%、そして「養育者（親等）相談・助言」が75.1%と続いていま

す。 

✓ 教育委員会は、「子どもの情報共有」が84.0%と最も高く、次いで「子どもへの相

談・助言」が80.6%、そして「養育者（親等）相談・助言」が65.8%と続いていま

す。 

✓ 生活保護所管部署は、「子どもの情報共有」が84.9%と最も高く、次いで「子どもへ

の相談・助言」が81.6%、そして「養育者（親等）相談・助言」が77.9%と続いて

います。 

  

子どもへの相談・助言

レクリエーション

食材の提供

食事の提供

調理実習

子ども食堂の利用

職場見学

職業体験

学校等の教育機関見学

地域活動への参加（祭りや清掃活動等）

その他の主に子どもに対する取組

説明会・講座等の開催

養育者（親等）への相談・助言

奨学金紹介等の情報提供

制度利用の支援（利用勧奨、

提出資料の作成支援、同行支援等）

食材の配送

その他の主に養育者（親等）に対する取組

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外

の事業の周知

日本語の教育（日本語を母語としない

子ども・養育者（親等）等を対象）

支援対象者の母語での支援

その他の主に支援対象者の支援の充実のた

めの取組

問６－１．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容

86.2 

6.0 

2.6 

2.6 

2.6 

4.3 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

0.0 

5.2 

78.4 

18.1 

28.4 

0.9 

0.0 

88.8 

79.3 

71.6 

26.7 

3.4 

1.7 

0.0 

0% 50% 100%

母子保健

部署

(n=116)

82.9 

3.7 

1.8 

1.4 

2.3 

3.2 

1.4 

1.4 

2.8 

0.9 

0.5 

4.6 

75.1 
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26.3 

1.8 

0.0 

88.0 

73.3 

65.9 

26.3 

1.8 

0.9 

0.5 

0% 50% 100%
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部署
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1.3 

3.4 
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1.3 

4.2 

65.8 

20.3 

19.8 

0.8 

0.0 
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63.3 
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23.2 

3.8 
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0.8 

0% 50% 100%

教育委員

会(n=237)

81.6 
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2.2 

1.1 

2.6 

1.8 

1.5 

1.5 

2.2 

0.7 

0.4 

4.0 

77.9 

32.4 

33.5 

0.7 

0.0 

84.9 

75.0 

69.1 

27.2 

1.5 

1.1 

1.1 

0% 50% 100%

生活保護

所管部署

(n=272)
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問６-１Ⅲ-２ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容_

「行政の連携先」（複数選択） 

✓ 障害福祉所管部署は、「子どもへの相談・助言」が93.2%と最も高く、次いで「子ど

もの情報共有」が88.1%、そして「養育者（親等）への相談・助言」が83.1%と続

いています。 

✓ 商工労働所管部署は、「子どもへの相談・助言」「養育者（親等）への相談・助言」

「子どもの情報共有」「養育者（親等）の情報共有」「世帯員・世帯全体の情報共

有」が３件で最も高くなっています。 

✓ 児童相談所は、「子どもへの相談・助言」が90.3%と最も高く、次いで「子どもの情

報共有」が79.0%、そして「養育者（親等）への相談・助言」が77.4%と続いてい

ます。 

✓ 警察署は、「子どもへの相談・助言」が95.0%と最も高く、次いで「養育者（親等）

への相談・助言」が65.0%、そして「子どもの情報共有」が50.0%と続いていま

す。 

  

子どもへの相談・助言

レクリエーション

食材の提供

食事の提供

調理実習

子ども食堂の利用

職場見学

職業体験

学校等の教育機関見学

地域活動への参加（祭りや清掃活動等）

その他の主に子どもに対する取組

説明会・講座等の開催

養育者（親等）への相談・助言

奨学金紹介等の情報提供

制度利用の支援（利用勧奨、
提出資料の作成支援、同行支援等）

食材の配送

その他の主に養育者（親等）に対する取組

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外

の事業の周知

日本語の教育（日本語を母語としない

子ども・養育者（親等）等を対象）

支援対象者の母語での支援

その他の主に支援対象者の支援の充実のた
めの取組

問６－１．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容
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17.7 

1.6 

0.0 

79.0 

74.2 
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25.8 

3.2 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

児童相談

所(n=62)
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0.0 
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0.0 
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40.0 
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0.0 

0% 50% 100%

警察署
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問６-１Ⅲ-３ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容_

「行政の連携先」（複数選択） 

✓ 保健所は、「子どもへの相談・助言」が91.3%と最も高く、次いで「子どもの情報共

有」が73.9%、そして「養育者（親等）への相談・助言」が69.6%と続いていま

す。 

✓ 児童館・児童遊園は、「子どもの情報共有」が78.9%と最も高く、次いで「子どもへ

の相談・助言」が73.7%、そして「養育者（親等）への相談・助言」が52.6%と続

いています。 

✓ 図書館は、「レクリエーション」「調理実習」「子ども食堂の利用」「その他の主に

子どもに対する取組」「養育者（親等）への相談・助言」「制度利用の支援（利用勧

奨、提出資料の作成支援、同行支援等）」「子どもの学習・生活支援事業以外の事業

の周知」が２件で最も多くなっています。 

✓ 公民館は、「子どもへの相談・助言」が33.3%と最も高く、次いで「その他主に子ど

もに対する取組」が29.6%、そして「養育者（親等）への相談・助言」が25.9%と

続いています。 

子どもへの相談・助言

レクリエーション

食材の提供

食事の提供

調理実習

子ども食堂の利用

職場見学

職業体験

学校等の教育機関見学

地域活動への参加（祭りや清掃活動等）

その他の主に子どもに対する取組

説明会・講座等の開催

養育者（親等）への相談・助言

奨学金紹介等の情報提供

制度利用の支援（利用勧奨、

提出資料の作成支援、同行支援等）

食材の配送

その他の主に養育者（親等）に対する取組

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外

の事業の周知

日本語の教育（日本語を母語としない

子ども・養育者（親等）等を対象）

支援対象者の母語での支援

その他の主に支援対象者の支援の充実のた

めの取組

問６－１．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容

91.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

8.7 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

0.0 

4.3 

69.6 

13.0 

30.4 

4.3 

0.0 

73.9 

56.5 

56.5 

43.5 

8.7 

0.0 

4.3 

0% 50% 100%

保健所

(n=23)

73.7 

47.4 

10.5 

15.8 

10.5 

10.5 

5.3 

5.3 

5.3 

5.3 

5.3 

10.5 

52.6 

10.5 

31.6 

5.3 

0.0 

78.9 

47.4 

36.8 

26.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

児童館・児

童遊園

(n=19)

25.0 

50.0 

25.0 

25.0 

50.0 

50.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

50.0 

25.0 

50.0 

25.0 

50.0 

25.0 

0.0 

25.0 

25.0 

25.0 

50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

図書館

(n=4)

33.3 

18.5 
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3.7 

3.7 

7.4 

3.7 

3.7 

3.7 

11.1 

29.6 

7.4 

25.9 

3.7 

11.1 

3.7 

0.0 

18.5 

11.1 

11.1 

22.2 

3.7 

0.0 

18.5 

0% 50% 100%

公民館

(n=27)
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問６-１Ⅲ-４ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容_

「行政の連携先」（複数選択） 

✓ コミュニティセンターは、「その他の主に子どもに対する取組」が３件で最も多く、

次いで「子どもへの相談・助言」「レクリエーション」「調理実習」「子どもの学

習・生活支援事業以外の事業の周知」が２件と続いています。 

✓ 他自治体は、「子どもへの相談・助言」が72.7%と最も高く、次いで「養育者（親

等）への相談・助言」が63.6%、そして「子どもの情報共有」「養育者（親等）の情

報共有」が45.5%と続いています。 

✓ その他の行政の連携先は、「子どもへの相談・助言」が４件で最も多く、次いで「養

育者（親等）への相談・助言」「養育者（親等）の情報共有」「日本語の教育（日本

語を母語としない子ども・養育者（親等）等を対象）」が３件と続いています。 

  

子どもへの相談・助言

レクリエーション

食材の提供

食事の提供

調理実習

子ども食堂の利用

職場見学

職業体験

学校等の教育機関見学

地域活動への参加（祭りや清掃活動等）

その他の主に子どもに対する取組

説明会・講座等の開催

養育者（親等）への相談・助言

奨学金紹介等の情報提供

制度利用の支援（利用勧奨、

提出資料の作成支援、同行支援等）

食材の配送

その他の主に養育者（親等）に対する取組

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外

の事業の周知

日本語の教育（日本語を母語としない

子ども・養育者（親等）等を対象）

支援対象者の母語での支援

その他の主に支援対象者の支援の充実のた

めの取組

問６－１．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容

22.2 
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18.2 
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他自治体
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0.0 
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0.0 
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0% 50% 100%
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行政の連

携先(n=8)
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問６-１Ⅳ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容_

「福祉関係等の連携先」（複数選択） 

✓ 社会福祉協議会は、「養育者（親等）への相談・助言」「子どもの情報共有」が

70.2%と最も高く、次いで「子どもへの相談・助言」が66.9％と続いています。 

✓ 社会福祉施設・事業所は、「子どもへの相談・助言」「子どもの情報共有」が68.8%

と最も高く、次いで「養育者（親等）への相談・助言」が62.5%と続いています。 

✓ 児童養護施設は、「子どもへの相談・助言」が100.0%と最も高く、次いで「子ども

の情報共有」が80.0%、そして「養育者（親等）への相談・助言」が75.0%と続い

ています。 

✓ 就労支援機関は、「養育者（親等）への相談・助言」が81.8%と最も高く、次いで

「子どもへの相談・助言」が75.8%、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」が

66.7%と続いています。 

✓ 自立相談支援機関は、「養育者（親等）への相談・助言」が87.8%と最も高く、次い

で「子どもの情報共有」が83.7%、そして「子どもへの相談・助言」が80.8%と続

いています。 

✓ その他の福祉関係等の連携先は、「子どもの情報共有」「養育者（親等）の情報共

有」「世帯員・世帯全体の情報共有」が６件で最も多くなっています。 

 

  

子どもへの相談・助言

レクリエーション

食材の提供

食事の提供

調理実習

子ども食堂の利用

職場見学

職業体験

学校等の教育機関見学

地域活動への参加（祭りや清掃活動等）

その他の主に子どもに対する取組

説明会・講座等の開催

養育者（親等）への相談・助言

奨学金紹介等の情報提供

制度利用の支援（利用勧奨、

提出資料の作成支援、同行支援等）

食材の配送

その他の主に養育者（親等）に対する取組

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外

の事業の周知

日本語の教育（日本語を母語としない

子ども・養育者（親等）等を対象）

支援対象者の母語での支援

その他の主に支援対象者の支援の充実のた

めの取組

問６－１．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容
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28.1 

15.6 

21.9 

15.6 

12.5 

12.5 

12.5 

6.3 

9.4 
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62.5 

15.6 

28.1 

6.3 

0.0 

68.8 
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0.0 

6.3 

0% 50% 100%

社会福祉

施設・事業

所(n=32)

100.0 
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10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

0.0 

5.0 

75.0 

30.0 

35.0 

10.0 

0.0 

80.0 

65.0 

55.0 

40.0 

5.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

児童養護

施設

(n=20)

75.8 

15.2 

9.1 

6.1 

6.1 

6.1 

15.2 

15.2 

6.1 

6.1 

0.0 

12.1 

81.8 

18.2 

36.4 

3.0 

3.0 

63.6 

63.6 

66.7 

36.4 

3.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

就労支援

機関

(n=33)

子どもへの相談・助言

レクリエーション

食材の提供

食事の提供

調理実習

子ども食堂の利用

職場見学

職業体験

学校等の教育機関見学

地域活動への参加（祭りや清掃活動等）

その他の主に子どもに対する取組

説明会・講座等の開催

養育者（親等）への相談・助言

奨学金紹介等の情報提供

制度利用の支援（利用勧奨、

提出資料の作成支援、同行支援等）

食材の配送

その他の主に養育者（親等）に対する取組

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外

の事業の周知

日本語の教育（日本語を母語としない

子ども・養育者（親等）等を対象）

支援対象者の母語での支援

その他の主に支援対象者の支援の充実のた

めの取組

問６－１．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容

80.8 

12.2 

16.9 

7.0 

5.8 

9.3 

5.8 

5.2 

3.5 

2.9 

1.2 

4.7 

87.8 

39.0 

40.7 

9.3 

1.2 

83.7 

78.5 

75.0 

41.3 

1.2 

2.3 

1.2 

0% 50% 100%

自立相談

支援機関

(n=172)

66.7 

33.3 

16.7 

33.3 

16.7 

16.7 

0.0 

16.7 

0.0 

0.0 

0.0 

16.7 

83.3 

16.7 

33.3 

0.0 

0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

16.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

その他の

福祉関係

等の連携

先(n=6)
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問６-１Ⅴ-１ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容_

「専門職等の連絡先」（複数選択） 

✓ ケースワーカーは、「子どもへの相談・助言」「子どもの情報共有」が89.8%と最も

高く、次いで「養育者（親等）への相談・助言」が87.0%、そして「養育者（親等）

の情報共有」が81.5%と続いています。 

✓ 社会福祉士は、「子どもへの相談・助言」が95.1%と最も高く、次いで「子どもの情

報共有」が91.8%、そして「養育者（親等）の情報共有」が86.9%と続いていま

す。 

✓ 精神保健福祉士は、「子どもへの相談・助言」「子どもの情報共有」が94.1%と最も

高く、次いで「養育者（親等）の情報共有」が91.2%、そして「世帯員・世帯全体の

情報共有」が88.2%と続いています。 

✓ 民生委員・児童委員は、「子どもへの相談・助言」が80.7%と最も高く、次いで「子

どもの情報共有」が78.9%、そして「養育者（親等）への相談・助言」が68.4%と

続いています。 

  

子どもへの相談・助言

レクリエーション

食材の提供

食事の提供

調理実習

子ども食堂の利用

職場見学

職業体験

学校等の教育機関見学

地域活動への参加（祭りや清掃活動等）

その他の主に子どもに対する取組

説明会・講座等の開催

養育者（親等）への相談・助言

奨学金紹介等の情報提供

制度利用の支援（利用勧奨、

提出資料の作成支援、同行支援等）

食材の配送

その他の主に養育者（親等）に対する取組

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外

の事業の周知

日本語の教育（日本語を母語としない

子ども・養育者（親等）等を対象）

支援対象者の母語での支援

その他の主に支援対象者の支援の充実のた

めの取組

問６－１．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容

89.8 

5.1 

1.9 

0.9 

2.8 

2.3 

1.9 

1.9 

4.2 

1.4 

0.0 

3.7 

87.0 

43.1 

39.8 

1.4 

0.0 

89.8 

81.5 

78.2 

31.9 

0.9 

2.3 

0.5 

0% 50% 100%

ケース

ワーカー

(n=216)

95.1 

11.5 

8.2 

6.6 

6.6 

13.1 

4.9 

6.6 

9.8 

6.6 

0.0 

8.2 

85.2 

34.4 

36.1 

6.6 

0.0 

91.8 

86.9 

83.6 

36.1 

1.6 

4.9 

0.0 

0% 50% 100%

社会福祉

士(n=61)

94.1 

11.8 

5.9 

5.9 

5.9 

8.8 

5.9 

5.9 

5.9 

8.8 

0.0 

11.8 

82.4 

23.5 

32.4 

2.9 

0.0 

94.1 

91.2 

88.2 

47.1 

2.9 

5.9 

0.0 

0% 50% 100%

精神保健

福祉士

(n=34)

80.7 

14.0 

8.8 

8.8 

10.5 

10.5 

3.5 

3.5 

3.5 

10.5 

1.8 

8.8 

68.4 

12.3 

10.5 

5.3 

0.0 

78.9 

66.7 

64.9 

33.3 

3.5 

1.8 

0.0 

0% 50% 100%

民生委員・

児童委員

(n=57)
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問６-１Ⅴ-２ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容_

「専門職等の連携先」（複数選択） 

✓ 公認心理師・臨床心理士は、「子どもへの相談・助言」が95.8%と最も高く、次いで

「養育者（親等）への相談・助言」が91.7%、そして「子どもの情報共有」が

87.5%と続いています。 

✓ スクールカウンセラーは、「子どもへの相談・助言」が96.7%と最も高く、次いで

「子どもの情報共有」が93.4%、そして「養育者（親等）への相談・助言」が

85.2%と続いています。 

✓ スクールソーシャルワーカーは、「子どもへの相談・助言」が93.4%と最も高く、次

いで「子どもの情報共有」が87.5%、そして「養育者（親等）への相談・助言」が

83.8%と続いています。 

✓ キャリアコンサルタントは、「養育者（親等）への相談・助言」が9件で最も多く、

次いで「子どもへの相談・助言」「子どもの情報共有」「世帯員・世帯全体の情報共

有」が7件と続いています。 

  

子どもへの相談・助言

レクリエーション

食材の提供

食事の提供

調理実習

子ども食堂の利用

職場見学

職業体験

学校等の教育機関見学

地域活動への参加（祭りや清掃活動等）

上記以外の主に子どもに対する取組

説明会・講座等の開催

養育者（親等）への相談・助言

奨学金紹介等の情報提供

制度利用の支援（利用勧奨、

提出資料の作成支援、同行支援等）

食材の配送

上記以外の主に養育者（親等）に対する取組

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外

の事業の周知

日本語の教育（日本語を母語としない

子ども・養育者（親等）等を対象）

支援対象者の母語での支援

上記以外の主に支援対象者の支援の充実の

ための取組

問６－１．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容

95.8 

16.7 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

8.3 

0.0 

8.3 

91.7 

20.8 

29.2 

4.2 

0.0 

87.5 

79.2 

75.0 

33.3 

4.2 

0.0 

4.2 

0% 50% 100%

公認心理

師・臨床心

理士

(n=24)

96.7 

6.6 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

4.9 

3.3 

0.0 

3.3 

85.2 

24.6 

19.7 

1.6 

0.0 

93.4 

82.0 

70.5 

27.9 

1.6 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

スクールカ

ウンセラー
(n=61)

93.4 

2.9 

2.2 

2.2 

2.9 

2.9 

2.2 

2.2 

9.6 

2.2 

1.5 

3.7 

83.8 

27.9 

24.3 

0.7 

0.7 

87.5 

76.5 

67.6 

26.5 

0.7 

0.7 

0.7 

0% 50% 100%

スクール

ソーシャル

ワーカー

(n=136)

77.8 

11.1 

11.1 

11.1 

11.1 

11.1 

33.3 

33.3 

11.1 

11.1 

11.1 

33.3 

100.0 

11.1 

33.3 

11.1 

0.0 

77.8 

66.7 

77.8 

33.3 

11.1 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

キャリアコ

ンサルタン
ト(n=9)
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問６-１Ⅴ-３ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容_

「専門職等の連携先」（複数選択） 

✓ 医師は、「子どもへの相談・助言」が94.4%と最も高く、次いで「養育者（親等）へ

の相談・助言」「子どもの情報共有」が83.3%と続いています。 

✓ 看護師は、「養育者（親等）への相談・助言」「子どもの情報共有」が8件で最も多

く、次いで「子どもへの相談・助言」「養育者（親等）の情報共有」が7件と続いて

います。 

✓ 保健師は、「子どもの情報共有」が90.2%と最も高く、次いで「養育者（親等）への

相談・助言」が87.8%、そして「子どもへの相談・助言」が85.4%と続いていま

す。 

✓ 栄養士は、「子どもへの相談・助言」が４件で最も多く、次いで「レクリエーショ

ン」「調理実習」「養育者（親等）への相談・助言」「子どもの情報共有」が３件と

続いています。 

✓ 自治体独自に配置している専門職は、「子どもへの相談・助言」「子どもの情報共

有」「養育者（親等）の情報共有」「世帯員・世帯全体の情報共有」が75.0%と最も

高くなっています。 

✓ その他の専門職等の連携先は、「子どもの情報共有」が83.3%と最も高く、次いで

「子どもへの相談・助言」「養育者（親等）への相談・助言」「養育者（親等）の情

報共有」が66.7%と続いています。 

  

子どもへの相談・助言

レクリエーション

食材の提供

食事の提供

調理実習

子ども食堂の利用

職場見学

職業体験

学校等の教育機関見学

地域活動への参加（祭りや清掃活動等）

その他の主に子どもに対する取組

説明会・講座等の開催

養育者（親等）への相談・助言

奨学金紹介等の情報提供

制度利用の支援（利用勧奨、

提出資料の作成支援、同行支援等）

食材の配送

その他の主に養育者（親等）に対する取組

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外

の事業の周知

日本語の教育（日本語を母語としない

子ども・養育者（親等）等を対象）

支援対象者の母語での支援

その他の主に支援対象者の支援の充実のた

めの取組

問６－１．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容

94.4 

5.6 

5.6 

5.6 

5.6 

5.6 

5.6 

5.6 

5.6 

5.6 

5.6 

5.6 

83.3 

11.1 

16.7 

5.6 

5.6 

83.3 

66.7 

61.1 

22.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

医師

(n=18)

77.8 

11.1 

11.1 

11.1 

11.1 

11.1 

11.1 

11.1 

11.1 

11.1 

11.1 

11.1 

88.9 

22.2 

22.2 

11.1 

11.1 

88.9 

77.8 

66.7 

44.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

看護師

(n=9)

85.4 

4.9 

2.4 

2.4 

4.9 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

4.9 

87.8 

9.8 

17.1 

2.4 

2.4 

90.2 

82.9 

85.4 

26.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

保健師

(n=41)

66.7 

50.0 

16.7 

16.7 

50.0 

16.7 

16.7 

16.7 

16.7 

16.7 

16.7 

33.3 

50.0 

33.3 

33.3 

16.7 

0.0 

50.0 

33.3 

33.3 

33.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

栄養士

(n=6)

子どもへの相談・助言

レクリエーション

食材の提供

食事の提供

調理実習

子ども食堂の利用

職場見学

職業体験

学校等の教育機関見学

地域活動への参加（祭りや清掃活動等）

その他の主に子どもに対する取組

説明会・講座等の開催

養育者（親等）への相談・助言

奨学金紹介等の情報提供

制度利用の支援（利用勧奨、

提出資料の作成支援、同行支援等）

食材の配送

その他の主に養育者（親等）に対する取組

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外

の事業の周知

日本語の教育（日本語を母語としない

子ども・養育者（親等）等を対象）

支援対象者の母語での支援

その他の主に支援対象者の支援の充実のた

めの取組

問６－１．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援の実施段階」における連携先の取組内容

75.0 

16.7 

16.7 

16.7 

16.7 

8.3 

16.7 

16.7 

33.3 

8.3 

8.3 

16.7 

58.3 

33.3 

25.0 

16.7 

0.0 

75.0 

75.0 

75.0 

16.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

自治体独

自に配置
している専

門職

(n=12)

66.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

16.7 

66.7 

16.7 

0.0 

0.0 

0.0 

83.3 

66.7 

50.0 

33.3 

16.7 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

その他の

専門職等

の連携先

(n=6)
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問６-２Ⅰ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援終了後の段階」における連携先の取組内容_

「教育関係の連携先」（複数選択） 

✓ 保育所・幼稚園は、「子どもの情報共有」が８件で最も多く、次いで「養育者（親

等）の情報共有」が６件、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」「子どもの学習・

生活支援事業以外の事業の周知」「継続的な見守り・支援の実施」が５件と続いてい

ます。 

✓ 小学校は、「子どもの情報共有」が90.5%と最も高く、次いで「養育者（親等）の情

報共有」が71.4%、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」が59.5%と続いていま

す。 

✓ 中学校は、「子どもの情報共有」が90.9%と最も高く、次いで「養育者（親等）の情

報共有」が62.3%、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」が50.6%と続いていま

す。 

✓ 高校は、「子どもの情報共有」が91.1%と最も高く、次いで「養育者（親等）の情報

共有」が64.4%、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」が51.1%と続いていま

す。 

✓ 大学・短大・専門学校等の高等教育機関は、「子どもの情報共有」が８件で最も多

く、次いで「養育者（親等）の情報共有」「世帯員・世帯全体の情報共有」が５件と

続いています。 

✓ 学習塾は、「子どもの情報共有」が１件となっています。 

✓ その他の教育関係の連携先は、「子どもの情報共有」が４件で最も多く、次いで「養

育者（親等）の情報共有」「世帯員・世帯全体の情報共有」「継続的な見守り・支援

の実施」が２件と続いています。 

 

 

 

  

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外
の事業の周知

継続的な見守り・支援の実施

関係部署・関係機関への連絡

その他

問６－２．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援終了後の段階」における連携先の取組内容

90.5 

71.4 

59.5 

33.3 

52.4 

4.8 

2.4 

0% 50% 100%

小学校

(n=42)

90.9 

62.3 

50.6 

28.6 

44.2 

5.2 

1.3 

0% 50% 100%

中学校

(n=77)

91.1 

64.4 

51.1 

40.0 

40.0 

2.2 

2.2 

0% 50% 100%

高校

(n=45)

100.0 

75.0 

62.5 

62.5 

62.5 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

保育所・幼

稚園(n=8)

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外
の事業の周知

継続的な見守り・支援の実施

関係部署・関係機関への連絡

その他

問６－２．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援終了後の段階」における連携先の取組内容

80.0 

40.0 

40.0 

20.0 

40.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

その他の教

育関係の連
携先(n=5)

88.9 

55.6 

55.6 

22.2 

33.3 

0.0 

11.1 

0% 50% 100%

大学・短

大・専門
学校等の

高等教育

機関(n=9)

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

学習塾

(n=1)
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問６-２Ⅱ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援終了後の段階」における連携先の取組内容_

「社会福祉六法外の民間の連携先」（複数選択） 

✓ 町内会・自治会等の地縁団体は、「子どもの情報共有」が７件で最も多く、次いで

「継続的な見守り・支援の実施」が６件、そして「子どもの学習・生活支援事業以外

の事業の周知」が５件と続いています。 

✓ ボランティア団体は、「子どもの情報共有」が76.9%と最も高く、次いで「継続的な

見守り・支援の実施」が69.2%、そして「養育者（親等）の情報共有」「世帯員・世

帯全体の情報共有」「子どもの学習・生活支援事業以外の事業の周知」が61.5%と続

いています。 

✓ NPO法人・認定NPO法人は、「子どもの情報共有」が87.0%と最も高く、次いで

「養育者（親等）の情報共有」「継続的な見守り・支援の実施」が69.6%と続いてい

ます。 

✓ 民間企業は、「子どもの情報共有」が５件で最も多く、次いで「養育者（親等）の情

報共有」「継続的な見守り・支援の実施」が４件と続いています。 

✓ 子ども食堂は、「子どもの情報共有」が75.0%と最も高く、次いで「養育者（親等）

の情報共有」「継続的な見守り・支援の実施」が54.2%、そして「子どもの学習・生

活支援事業以外の事業の周知」が45.8%と続いています。 

✓ フードバンクは、「子どもの情報共有」が46.2%と最も高く、次いで「養育者（親

等）の情報共有」「世帯員・世帯全体の情報共有」「子どもの学習・生活支援事業以

外の事業の周知」「継続的な見守り・支援の実施」が30.8%と続いています。 

✓ シルバー人材センターは、ありません。 

✓ 医師会は、「継続的な見守り・支援の実施」が１件となっています。 

✓ 医療機関は、「子どもの情報共有」「養育者（親等）の情報共有」が７件で最も多

く、次いで「世帯員・世帯全体の情報共有」「継続的な見守り・支援の実施」が５件

と続いています。 

✓ その他の社会福祉六法外の民間の連携先は、ありません。 

 

 

  

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外
の事業の周知

継続的な見守り・支援の実施

関係部署・関係機関への連絡

その他

問６－２．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援終了後の段階」における連携先の取組内容

77.8 

44.4 

44.4 

55.6 

66.7 

0.0 

11.1 

0% 50% 100%

町内会・

自治会等
の地縁団

体(n=9)

76.9 

61.5 

61.5 

61.5 

69.2 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

ボラン

ティア団
体(n=13)

87.0 

69.6 

60.9 

39.1 

69.6 

4.3 

0.0 

0% 50% 100%

NPO 法

人・認定
NPO 法人

(n=23)

71.4 

57.1 

42.9 

28.6 

57.1 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

民間企

業(n=7)

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外
の事業の周知

継続的な見守り・支援の実施

関係部署・関係機関への連絡

その他

問６－２．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援終了後の段階」における連携先の取組内容

75.0 

54.2 

41.7 

45.8 

54.2 

8.3 

0.0 

0% 50% 100%

子ども

食堂
(n=24)

46.2 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

7.7 

23.1 

0% 50% 100%

フードバ

ンク
(n=13)

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

シルバー

人材セン
ター(n=-)

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

医師会

(n=1)

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外
の事業の周知

継続的な見守り・支援の実施

関係部署・関係機関への連絡

その他

問６－２．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援終了後の段階」における連携先の取組内容

75.0 

54.2 

41.7 

45.8 

54.2 

8.3 

0.0 

0% 50% 100%

子ども

食堂
(n=24)

46.2 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

7.7 

23.1 

0% 50% 100%

フードバ

ンク
(n=13)

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

シルバー

人材セン
ター(n=-)

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

医師会

(n=1)

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外
の事業の周知

継続的な見守り・支援の実施

関係部署・関係機関への連絡

その他

問６－２．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援終了後の段階」における連携先の取組内容

77.8 

77.8 

55.6 

22.2 

55.6 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

医療機

関(n=9)

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

その他の

社会福祉

六法外の

民間の連

携先(n=-)

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外
の事業の周知

継続的な見守り・支援の実施

関係部署・関係機関への連絡

その他

問６－２．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援終了後の段階」における連携先の取組内容

77.8 

44.4 

44.4 

55.6 

66.7 

0.0 

11.1 

0% 50% 100%

町内会・

自治会等
の地縁団

体(n=9)

76.9 

61.5 

61.5 

61.5 

69.2 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

ボラン

ティア団
体(n=13)

87.0 

69.6 

60.9 

39.1 

69.6 

4.3 

0.0 

0% 50% 100%

NPO 法

人・認定
NPO 法人

(n=23)

71.4 

57.1 

42.9 

28.6 

57.1 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

民間企

業(n=7)
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問６-２Ⅲ-１ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援終了後の段階」における連携先の取組内容

_「行政の連携先」（複数選択） 

✓ 母子保健部署は、「子どもの情報共有」が89.5%と最も高く、次いで「養育者（親

等）の情報共有」が80.7%、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」が75.4%と続

いています。 

✓ 児童福祉部署は、「子どもの情報共有」が90.4%と最も高く、次いで「養育者（親

等）の情報共有」が77.9%、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」が71.2%と続

いています。 

✓ 教育委員会は、「子どもの情報共有」が86.6%と最も高く、次いで「養育者（親等）

の情報共有」が68.3%、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」が62.2%と続いて

います。 

✓ 生活保護所管部署は、「子どもの情報共有」が90.3%と最も高く、次いで「養育者

（親等）の情報共有」「世帯員・世帯全体の情報共有」が77.4%と続いています。 

✓ 障害福祉所管部署は、「子どもの情報共有」が89.3%と最も高く、次いで「養育者

（親等）の情報共有」が85.7%、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」が78.6%

と続いています。 

✓ 商工労働所管部署は、「子どもの情報共有」「養育者（親等）の情報共有」「世帯

員・世帯全体の情報共有」が２件で最も多くなっています。 

✓ 児童相談所は、「子どもの情報共有」が88.5%と最も高く、次いで「養育者（親等）

の情報共有」が80.8%、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」「継続的な見守り・

支援の実施」が76.9%と続いています。 

✓ 警察署は、「子どもの情報共有」が９件で最も多く、次いで「養育者（親等）の情報

共有」「世帯員・世帯全体の情報共有」が６件と続いています。 

 

 

 

  

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外
の事業の周知

継続的な見守り・支援の実施

関係部署・関係機関への連絡

その他

問６－２．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援終了後の段階」における連携先の取組内容

89.5 

80.7 

75.4 

42.1 

59.6 

8.8 

0.0 

0% 50% 100%

母子保

健部署
(n=57)

90.4 

77.9 

71.2 

44.2 

61.5 

9.6 

0.0 

0% 50% 100%

児童福祉

部署
(n=104)

86.6 

68.3 

62.2 

32.9 

47.6 

6.1 

2.4 

0% 50% 100%

教育委

員会
(n=82)

90.3 

77.4 

77.4 

43.2 

61.3 

8.4 

0.6 

0% 50% 100%

生活保

護所管
部署

(n=155)

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外
の事業の周知

継続的な見守り・支援の実施

関係部署・関係機関への連絡

その他

問６－２．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援終了後の段階」における連携先の取組内容

89.3 

85.7 

78.6 

57.1 

75.0 

10.7 

0.0 

0% 50% 100%

障害福

祉所管
部署

(n=28)

100.0 

100.0 

100.0 

50.0 

50.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

商工労働

所管部署
(n=2)

88.5 

80.8 

76.9 

42.3 

76.9 

3.8 

0.0 

0% 50% 100%

児童相談

所(n=26)

100.0 

66.7 

66.7 

55.6 

55.6 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

警察署

(n=9)
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問６-２Ⅲ-２ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援終了後の段階」における連携先の取組内容

_「行政の連携先」（複数選択） 

✓ 保健所は、「世帯員・世帯全体の情報共有」が92.3%と最も高く、次いで「子どもの

情報共有」「養育者（親等）の情報共有」が84.6%と続いています。 

✓ 児童館・児童遊園は、「子どもの情報共有」が５件で最も多く、次いで「継続的な見

守り・支援の実施」が４件、そして「養育者（親等）の情報共有」「子どもの学習・

生活支援事業以外の事業の周知」が３件と続いています。 

✓ 図書館は、「子どもの学習・生活支援事業以外の事業の周知」「継続的な見守り・支

援の実施」が２件となっています。 

✓ 公民館は、「子どもの情報共有」「子どもの学習・生活支援事業以外の事業の周知」

「継続的な見守り・支援の実施」が３件となっています。 

✓ コミュニティセンターは、「子どもの学習・生活支援事業以外の事業の周知」「継続

的な見守り・支援の実施」が２件となっています。 

✓ 他自治体は、「子どもの学習・生活支援事業以外の事業の周知」が４件となっていま

す。 

✓ その他の行政の連携先は、「子どもの情報共有」が３件となっています。 

 

  

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外
の事業の周知

継続的な見守り・支援の実施

関係部署・関係機関への連絡

その他

問６－２．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援終了後の段階」における連携先の取組内容

100.0 

66.7 

66.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

その他の

行政の連
携先(n=3)

50.0 

50.0 

50.0 

100.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

コミュニ

ティセン

ター(n=2)

75.0 

75.0 

75.0 

100.0 

75.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

他自治体

(n=4)

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外

の事業の周知

継続的な見守り・支援の実施

関係部署・関係機関への連絡

その他

問６－２．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援終了後の段階」における連携先の取組内容

84.6 

84.6 

92.3 

61.5 

69.2 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

保健所

(n=13)

71.4 

42.9 

28.6 

42.9 

57.1 

14.3 

0.0 

0% 50% 100%

児童館・児

童遊園
(n=7)

50.0 

50.0 

50.0 

100.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

図書館

(n=2)

50.0 

33.3 

33.3 

50.0 

50.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

公民館

(n=6)
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問６-２Ⅳ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援終了後の段階」における連携先の取組内容_

「福祉関係等の連携先」（複数選択） 

✓ 社会福祉協議会は、「子どもの情報共有」が84.4%と最も高く、次いで「養育者（親

等）の情報共有」が73.4%、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」が67.2%と続

いています。 

✓ 社会福祉施設・事業所は、「子どもの情報共有」が93.3%と最も高く、次いで「養育

者（親等）の情報共有」「世帯員・世帯全体の情報共有」が73.3%、そして「継続的

な見守り・支援の実施」が60.0%と続いています。 

✓ 児童養護施設は、「子どもの情報共有」が100.0%と最も高く、次いで「養育者（親

等）の情報共有」が81.8%、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」が72.7%と続

いています。 

✓ 就労支援機関は、「子どもの情報共有」が95.5%と最も高く、次いで「養育者（親

等）の情報共有」が81.8%、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」が72.7%と続

いています。 

✓ 自立相談支援機関は、「子どもの情報共有」が87.2%と最も高く、次いで「養育者

（親等）の情報共有」が79.8%、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」が78.0%

と続いています。 

✓ その他の福祉関係等の連携先は、「子どもの情報共有」「養育者（親等）の情報共

有」「世帯員・世帯全体の情報共有」が４件となっています。 

 

  

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外
の事業の周知

継続的な見守り・支援の実施

関係部署・関係機関への連絡

その他

問６－２．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援終了後の段階」における連携先の取組内容

84.4 

73.4 

67.2 

50.0 

48.4 

10.9 

3.1 

0% 50% 100%

社会福祉

協議会

(n=64)

93.3 

73.3 

73.3 

46.7 

60.0 

6.7 

0.0 

0% 50% 100%

社会福祉施

設・事業所
(n=15)

100.0 

81.8 

72.7 

54.5 

54.5 

9.1 

0.0 

0% 50% 100%

児童養護

施設(n=11)

95.5 

81.8 

72.7 

54.5 

63.6 

4.5 

0.0 

0% 100% 200%

就労支

援機関

(n=22)

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外
の事業の周知

継続的な見守り・支援の実施

関係部署・関係機関への連絡

その他

問６－２．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援終了後の段階」における連携先の取組内容

87.2 

79.8 

78.0 

54.1 

60.6 

12.8 

1.8 

0% 50% 100%

自立相

談支援
機関

(n=109)

80.0 

80.0 

80.0 

0.0 

40.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

その他の福

祉関係等の
連携先(n=5)
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問６-２Ⅴ-１ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援終了後の段階」における連携先の取組内容

_「専門職等の連絡先」（複数選択） 

✓ ケースワーカーは、「子どもの情報共有」が92.8%と最も高く、次いで「養育者（親

等）の情報共有」が82.6%、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」が81.2%と続

いています。 

✓ 社会福祉士は、「子どもの情報共有」が87.8%と最も高く、次いで「養育者（親等）

の情報共有」が85.4%、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」が82.9%と続いて

います。 

✓ 精神保健福祉士は、「子どもの情報共有」が91.7%と最も高く、次いで「養育者（親

等）の情報共有」「世帯員・世帯全体の情報共有」が87.5%と続いています。 

✓ 民生委員・児童委員は、「子どもの情報共有」「継続的な見守り・支援の実施」が

74.1%と最も高く、次いで「養育者（親等）の情報共有」が63.0%と続いていま

す。 

✓ 公認心理師・臨床心理士は、「子どもの情報共有」が87.5%と最も高く、次いで「養

育者（親等）の情報共有」「世帯員・世帯全体の情報共有」「継続的な見守り・支援

の実施」が75.0%と続いています。 

✓ スクールカウンセラーは、「子どもの情報共有」が90.0%と最も高く、次いで「養育

者（親等）の情報共有」が70.0%、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」が

66.7%と続いています。 

✓ スクールソーシャルワーカーは、「子どもの情報共有」が92.7%と最も高く、次いで

「養育者（親等）の情報共有」が76.4%、そして「世帯員・世帯全体の情報共有」が

70.9%と続いています。 

✓ キャリアコンサルタントは、「子どもの情報共有」「養育者（親等）の情報共有」が

「世帯員・世帯全体の情報共有」「子どもの学習・生活支援事業以外の事業の周知」

が 

✓ ４件となっています。 

 

 

 

  

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外
の事業の周知

継続的な見守り・支援の実施

関係部署・関係機関への連絡

その他

問６－２．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援終了後の段階」における連携先の取組内容

92.8 

82.6 

81.2 

51.4 

69.6 

10.9 

0.0 

0% 50% 100%

ケース

ワーカー
(n=138)

87.8 

85.4 

82.9 

58.5 

73.2 

19.5 

0.0 

0% 50% 100%

社会福

祉士
(n=41)

91.7 

87.5 

87.5 

62.5 

75.0 

8.3 

0.0 

0% 50% 100%

精神保

健福祉
士(n=24)

74.1 

63.0 

55.6 

51.9 

74.1 

14.8 

0.0 

0% 50% 100%

民生委

員・児童

委員

(n=27)

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外
の事業の周知

継続的な見守り・支援の実施

関係部署・関係機関への連絡

その他

問６－２．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援終了後の段階」における連携先の取組内容

87.5 

75.0 

75.0 

50.0 

75.0 

0.0 

6.3 

0% 50% 100%

公認心理

師・臨床心
理士

(n=16)

90.0 

70.0 

66.7 

46.7 

60.0 

6.7 

0.0 

0% 50% 100%

スクール

カウンセ
ラー

(n=30)

92.7 

76.4 

70.9 

49.1 

63.6 

7.3 

0.0 

0% 50% 100%

スクール

ソーシャル
ワーカー

(n=55)

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

75.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

キャリアコ

ンサルタ
ント(n=4)
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問６-２Ⅴ-２ 「子どもの学習・生活支援事業」の「支援終了後の段階」における連携先の取組内容

_「専門職等の連絡先」（複数選択） 

✓ 医師は、「子どもの情報共有」が7件で最も多く、次いで「養育者（親等）の情報共

有」「継続的な見守り・支援の実施」が6件と続いています。 

✓ 看護師は、「子どもの情報共有」「養育者（親等）の情報共有」「世帯員・世帯全体

の情報共有」「継続的な見守り・支援の実施」が５件となっています。 

✓ 保健師は、「子どもの情報共有」「養育者（親等）の情報共有」「世帯員・世帯全体

の情報共有」が85.7%と最も高くなっています。 

✓ 栄養士は、「継続的な見守り・支援の実施」が４件で最も多く、次いで「子どもの情

報共有」「養育者（親等）の情報共有」「世帯員・世帯全体の情報共有」が３件と続

いています。 

✓ 自治体独自に配置している専門職は、「子どもの情報共有」「養育者（親等）の情報

共有」「世帯員・世帯全体の情報共有」「継続的な見守り・支援の実施」が６件とな

っています。 

✓ その他の専門職等の連携先は、「子どもの情報共有」「養育者（親等）の情報共有」

が４件で、次いで「継続的な見守り・支援の実施」が３件で続いています。 

 

 

  

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外
の事業の周知

継続的な見守り・支援の実施

関係部署・関係機関への連絡

その他

問６－２．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援終了後の段階」における連携先の取組内容

85.7 

85.7 

85.7 

52.4 

81.0 

4.8 

0.0 

0% 50% 100%

保健師

(n=21)

75.0 

75.0 

75.0 

50.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

栄養士

(n=4)

100.0 

100.0 

100.0 

80.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

看護師

(n=5)

87.5 

75.0 

62.5 

62.5 

75.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

医師(n=8)

子どもの情報共有

養育者（親等）の情報共有

世帯員・世帯全体の情報共有

子どもの学習・生活支援事業以外
の事業の周知

継続的な見守り・支援の実施

関係部署・関係機関への連絡

その他

問６－２．「子どもの学習・生活支援事業」の「支援終了後の段階」における連携先の取組内容

85.7 

85.7 

85.7 

71.4 

85.7 

14.3 

0.0 

0% 50% 100%

自治体独

自に配置し

ている専門

職(n=7)

100.0 

100.0 

50.0 

50.0 

75.0 

0.0 

0.0 

0% 50% 100%

その他の

専門職等

の連携先

(n=4)
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問８① 「子どもの学習・生活支援事業」における連携の効果測定の状況 

✓ 「測定している」(8.8%)、「測定していない」(91.2%)となっています。 

 

 

問８②-１ 「子どもの学習・生活支援事業」における連携の効果測定のための指標の内容 

 

 項目 件数 具体的な内容 

1 高校進学、中退、未入学、就職率 20 ・申込のあった中学３年生の進路希望にそった進学や就職の達成

状況。 

・テストの得点 

2 学力、学習意欲の向上 5 ・自己肯定感、委託先から毎月提出してもらう支援状況報告書に 

よる学習・生活状況の推移。 

3 参加人数（内訳） 7 ・対象者（当該年度に対象となる者）のうち学習支援教室参加者

の割合 

・参加人数の増減 

4 参加者・関係者へのアンケート、ヒアリ

ング 
9 ・子どもの生活・学習支援事業アンケート（第１回：開始時、第２

回：半年後） 

・参加者及び参加者の養育者へのアンケートによる満足度調査 

・面接時等に事業の内容を知った経路等について聴取している。 

5 情報共有、連携 4 ・地域団体等との連携（協議、ケース会議、情報共有、活動の実

施、食材提供、ボランティア参加等）に関する統計。 

・学習支援ネットワークへの参加委員数 

・4 か月毎に「支援状況（成果）」を支援員の主観で市へ提出して

もらっている。その中の項目の一つに「支援員と関係機関との連携

が構築できた」があり、できたと思った件数を出してもらっている。 

6 その他 3 ・参加者が設定した目標の達成度、事業実施者が設定した目標の

達成度 

・高校進学率等、量的指標には現れない、子どもや親の質的な変化 

 

  

全体(n=419)

問８．「子どもの学習・生活支援事業」における連携の効果測定の状況 (n=419)

8.8 91.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

測定している 測定していない
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問８②-２ 「子どもの学習・生活支援事業」における連携の効果測定のための指標を設定した理由 

 

 項目 件数 具体的な内容 

1 支援の効果をわかりやすくする、評価

するため 

9 ・どの程度の効果が見られたか評価して今後の支援に活かすことが必

要であるため。 

・就学援助の手紙を教育委員会から発送する際に同梱してもらって

いるチラシの周知状況を把握したかったため。 

2 学力、学習意欲の向上のため 2 ・基礎学力の向上を図り高等学校進学や進路選択補幅を広げ、将

来、自立した成果を送れるようにすることを事業目的としているため 

3 進学等の進路選択肢を広げるため 10 ・高校への入学が、生活保護・生活困窮者世帯の連鎖から離脱で

きる要因の一つであると判断している 

4 運営改善のため 3 ・事業者からの支援の実施業況報告や関係部署間で情報を共有す

ることで、事業の内容について見直し、事業の利用対象者となる子

どもたちに対して、より効果的な学習支援を実施するため。 

5 地域連携が不可欠のため 2 ・本事業の支援対象者（世帯）は、多くが複合的な課題を抱えて

おり、本事業のみの支援での課題解決は困難であるため、関係機

関との連携の構築状況を測定している。 

・学習・生活支援事業の実施にあたって、子どもや世帯を支援するた

めには、地域の様々な団体との連携が不可欠であると考えられるた

め。 

6 その他 4 ・支援の効果については数値化しにくいため、調査は満足度のみとし

た。 
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問９① 「子どもの学習・生活支援事業」で、最も効果が出ている連携による取組の連携先_「教育

関係の連携先」 

✓ 「中学校」が52.5%と最も高く、次いで「小学校」が21.0%、そして「大学・短

大・専門学校等の高等教育機関」が11.4%と続いています。 

 

 

   ■目的（自由回答） 

 

 

  

保育所・幼稚園

小学校

中学校

高校

大学・短大・専門学校等の高等教育機関

学習塾

その他の教育関係の連携先

問９．「子どもの学習・生活支援事業」で、最も効果が出ている連携による取組の連携先_
「教育関係の連携先」 (n=219)

0.0 

21.0 

52.5 

3.7 

11.4 

1.4 

10.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

全体(n=219)

調査数 高校進
学、中退、
未入学、
就職率

学力、学
習意欲の
向上

事業への
参加・利用
促進

対象児童
の心と体
のケア

情報共
有、連携

全体 203 8.9 26.1 7.9 1.0 36.0
保育所・幼稚園 - - - - - -
小学校 42 - 19.0 11.9 4.8 45.2
中学校 106 12.3 16.0 8.5 - 41.5
高校 7 14.3 28.6 14.3 - 42.9
大学・短大・専門学校等の高等教育機関 24 8.3 95.8 - - 4.2
学習塾 3 33.3 66.7 - - -
その他の教育関係の連携先 21 4.8 4.8 4.8 - 28.6

教育関係
の連携先

調査数 支援事業
の周知

支援の運
営方法、
支援の充
実

平等な居
場所づくり

いじめ、不
登校対策

貧困、生
活困窮家
庭の支援

その他

全体 203 22.7 10.8 1.5 2.5 3.0 0.5
保育所・幼稚園 - - - - - - -
小学校 42 23.8 11.9 - 2.4 2.4 -
中学校 106 31.1 10.4 0.9 1.9 1.9 0.9
高校 7 - - - - - -
大学・短大・専門学校等の高等教育機関 24 - - - - - -
学習塾 3 - 33.3 - - - -
その他の教育関係の連携先 21 14.3 23.8 9.5 9.5 14.3 -

教育関係
の連携先
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   ■連携理由（自由回答） 

 

 

   ■連携を開始した時期（自由回答） 

 

   ■連携内容（自由回答） 

  

調査数 事業開始
時

事業開始
前

事業実施
後

不明 その他

全体 199 57.3 4.5 34.2 1.0 3.0
保育所・幼稚園 - - - - - -
小学校 41 63.4 - 26.8 2.4 7.3
中学校 105 59.0 5.7 31.4 1.0 2.9
高校 6 - 16.7 83.3 - -
大学・短大・専門学校等の高等教育機関 24 62.5 - 37.5 - -
学習塾 3 66.7 - 33.3 - -
その他の教育関係の連携先 20 45.0 10.0 45.0 - -

教育関係
の連携先

調査数 支援事業
の周知

支援の運
営方法、
支援の充
実

こどもの地
域とのつ
ながり、居
場所づくり

学校生活
の充実

貧困、生
活困窮家
庭の支援

その他

全体 199 13.6 5.5 4.0 2.0 9.5 7.0
保育所・幼稚園 - - - - - - -
小学校 42 14.3 14.3 4.8 2.4 2.4 2.4
中学校 102 15.7 4.9 2.0 2.0 12.7 7.8
高校 8 - - - - - 12.5
大学・短大・専門学校等の高等教育機関 23 4.3 - 13.0 - - 13.0
学習塾 3 - - - - - -
その他の教育関係の連携先 21 19.0 - 4.8 4.8 23.8 4.8

教育関係
の連携先

調査数 高校進
学、中退
予防、就
職

学力、学
習意欲の
向上

事業への
参加・利用
促進

対象児童
の心と体
のケア

情報共
有、連携

全体 199 6.0 15.6 8.0 0.5 45.2
保育所・幼稚園 - - - - - -
小学校 42 - 9.5 9.5 - 54.8
中学校 102 6.9 8.8 8.8 1.0 51.0
高校 8 37.5 25.0 - - 25.0
大学・短大・専門学校等の高等教育機関 23 - 52.2 - - 21.7
学習塾 3 33.3 33.3 33.3 - -
その他の教育関係の連携先 21 4.8 14.3 9.5 - 38.1

教育関係
の連携先

調査数 高校進学 学力、学
習意欲の
向上

事業への
参加・利用
促進

対象児童
の心と体
のケア

情報共
有、連携

支援事業
の周知

全体 202 3.0 18.8 6.9 0.5 54.0 24.8
保育所・幼稚園 - - - - - - -
小学校 41 2.4 7.3 12.2 - 65.9 19.5
中学校 105 3.8 8.6 7.6 1.0 59.0 34.3
高校 8 - 25.0 - - 75.0 -
大学・短大・専門学校等の高等教育機関 25 - 72.0 - - 8.0 8.0
学習塾 3 - 66.7 - - 66.7 33.3
その他の教育関係の連携先 20 5.0 20.0 5.0 - 50.0 15.0

教育関係
の連携先

調査数 支援の運
営方法、
支援の充
実

こどもの地
域とのつ
ながり、居
場所づくり

学校生活
の充実

貧困、生
活困窮家
庭の支援

いじめ、不
登校への
支援

大学との
連携、学
生ボラン
ティア募集

その他

全体 202 4.5 3.5 - 3.5 1.0 3.5 1.0
保育所・幼稚園 - - - - - - - -
小学校 41 7.3 2.4 - 4.9 - - 2.4
中学校 105 4.8 1.9 - 2.9 1.0 - 1.0
高校 8 - - - - - - -
大学・短大・専門学校等の高等教育機関 25 - 12.0 - 4.0 - 28.0 -
学習塾 3 - - - - - - -
その他の教育関係の連携先 20 5.0 5.0 - 5.0 5.0 - -

教育関係
の連携先
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   ■効果（自由回答） 

 

   ■工夫・留意点（自由回答） 

 

 

 

  

調査数 進路につ
いての支
援ができ
た

学力、学
習意欲の
向上

事業への
参加・利用
者が増え
た

子ども・保
護者の前
向きな変
化

情報共
有、連携
の強化

支援事業
の周知が
できた

適切な支
援の運営
ができた

全体 199 9.5 14.1 16.1 4.0 30.7 9.5 24.1
保育所・幼稚園 - - - - - - - -
小学校 41 - 24.4 22.0 4.9 39.0 9.8 31.7
中学校 105 11.4 7.6 20.0 4.8 30.5 12.4 26.7
高校 8 25.0 12.5 - - 50.0 - 25.0
大学・短大・専門学校等の高等教育機関 23 13.0 26.1 - - 4.3 4.3 4.3
学習塾 3 - 66.7 - - - - 33.3
その他の教育関係の連携先 19 10.5 5.3 10.5 5.3 42.1 5.3 15.8

教育関係
の連携先

調査数 学生ボラン
ティアとの
交流の効
果

居場所を
作ることが
できた

貧困、生
活困窮家
庭の支援
利用が増
えた

不登校の
子どもが
前向きに
なった

ボランティ
アの応募・
参加者が
増えた

外部の協
力

なし、特に
効果はな
い

その他

全体 199 5.0 1.0 3.0 7.0 3.0 0.5 1.0 1.0
保育所・幼稚園 - - - - - - - - -
小学校 41 - - - 4.9 - - - 2.4
中学校 105 - 1.0 4.8 7.6 1.0 - 1.9 -
高校 8 - - - 12.5 - - - -
大学・短大・専門学校等の高等教育機関 23 43.5 4.3 - - 21.7 4.3 - 4.3
学習塾 3 - - - - - - - -
その他の教育関係の連携先 19 - - 5.3 15.8 - - - -

教育関係
の連携先

調査数 進路につ
いての支
援

学習支援
教室につ
いて

事業への
参加・利用
促進

貧困、生
活困窮家
庭の支援

情報共
有、連携

全体 154 1.3 5.2 1.9 3.2 50.6
保育所・幼稚園 - - - - - -
小学校 34 - - 5.9 2.9 64.7
中学校 79 1.3 6.3 1.3 3.8 54.4
高校 6 - - - - 33.3
大学・短大・専門学校等の高等教育機関 20 - 15.0 - - 10.0
学習塾 2 - - - - -
その他の教育関係の連携先 13 7.7 - - 7.7 69.2

教育関係
の連携先

調査数 支援事業
の周知

適切な支
援の運営

大学、学
生ボラン
ティアとの
連携

本人・保護
者との信
頼関係

特になし その他

全体 154 11.0 11.7 8.4 11.7 5.8 1.3
保育所・幼稚園 - - - - - - -
小学校 34 5.9 20.6 - 2.9 8.8 2.9
中学校 79 16.5 5.1 - 16.5 7.6 1.3
高校 6 16.7 33.3 - 33.3 - -
大学・短大・専門学校等の高等教育機関 20 5.0 10.0 65.0 - - -
学習塾 2 - 100.0 - - - -
その他の教育関係の連携先 13 - 7.7 - 15.4 - -

教育関係
の連携先
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問９② 「子どもの学習・生活支援事業」で、最も効果が出ている連携による取組の連携先_「社会

福祉六法外の民間の連携先」 

✓ 「子ども食堂」が27.1%と最も高く、次いで「NPO法人・認定NPO法人」が

18.7%、そして「フードバンク」が14.0%となっています。 

 

 

 

   ■目的（自由回答） 

 

町内会・自治会等の地縁団体

ボランティア団体

NPO 法人・認定NPO 法人

民間企業

子ども食堂

フードバンク

シルバー人材センター

医師会

医療機関

その他の社会福祉六法外の民間の連携先

問９．「子どもの学習・生活支援事業」で、最も効果が出ている連携による取組の連携先_
「社会福祉六法外の民間の連携先」 (n=107)

12.1 

12.1 

18.7 

8.4 

27.1 

14.0 

0.0 

0.0 

0.9 

6.5 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

全体(n=107)

調査数 食事・食
材、場の
提供

学習支援
教室

事業への
参加・利用
促進

対象者の
能力向上
への支援

情報共
有、連携

全体 101 36.6 19.8 3.0 5.9 2.0
町内会・自治会等の地縁団体 10 20.0 40.0 - - -
ボランティア団体 13 15.4 30.8 - 7.7 -
NPO 法人・認定NPO 法人 19 10.5 21.1 5.3 5.3 5.3
民間企業 9 11.1 33.3 - 44.4 -
子ども食堂 27 59.3 7.4 7.4 - -
フードバンク 15 86.7 13.3 - - -
シルバー人材センター - - - - - -
医師会 - - - - - -
医療機関 1 - - - - 100.0
その他の社会福祉六法外の民間の連携先 7 14.3 14.3 - - -

社会福祉
六法外の
民間の連
携先
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   ■連携理由（自由回答） 

 

 

   ■連携を開始した時期（自由回答） 

 

 

  

調査数 支援事業
の周知

支援の充
実

安全な居
場所づくり

貧困、生
活困窮家
庭の支援

その他

全体 101 5.0 19.8 7.9 4.0 4.0
町内会・自治会等の地縁団体 10 - 40.0 10.0 - -
ボランティア団体 13 - 23.1 15.4 - 7.7
NPO 法人・認定NPO 法人 19 5.3 15.8 15.8 15.8 -
民間企業 9 - 22.2 - - -
子ども食堂 27 11.1 22.2 7.4 3.7 -
フードバンク 15 - - - - 6.7
シルバー人材センター - - - - - -
医師会 - - - - - -
医療機関 1 - - - - -
その他の社会福祉六法外の民間の連携先 7 14.3 28.6 - - 28.6

社会福祉
六法外の
民間の連
携先

調査数 食事・食
材、場の
提供

学習支援
教室

ボランティ
ア確保

対象者の
能力向上
への支援

情報共
有、連携

全体 93 37.6 19.4 4.3 5.4 2.2
町内会・自治会等の地縁団体 10 10.0 40.0 - - -
ボランティア団体 11 9.1 27.3 27.3 9.1 -
NPO 法人・認定NPO 法人 18 11.1 33.3 - 11.1 -
民間企業 7 - 14.3 - 28.6 -
子ども食堂 25 80.0 4.0 4.0 - -
フードバンク 14 71.4 - - - -
シルバー人材センター - - - - - -
医師会 - - - - - -
医療機関 1 - - - - 100.0
その他の社会福祉六法外の民間の連携先 7 14.3 42.9 - - 14.3

社会福祉
六法外の
民間の連
携先

調査数 事業開始
時

事業開始
前

事業実施
後

不明 その他

全体 94 41.5 5.3 51.1 1.1 1.1
町内会・自治会等の地縁団体 8 37.5 12.5 50.0 - -
ボランティア団体 13 76.9 - 23.1 - -
NPO 法人・認定NPO 法人 19 36.8 15.8 42.1 - 5.3
民間企業 9 44.4 - 55.6 - -
子ども食堂 23 21.7 4.3 69.6 4.3 -
フードバンク 14 50.0 - 50.0 - -
シルバー人材センター - - - - - -
医師会 - - - - - -
医療機関 1 100.0 - - - -
その他の社会福祉六法外の民間の連携先 7 28.6 - 71.4 - -

社会福祉
六法外の
民間の連
携先

調査数 貧困、生
活困窮家
庭の支援

支援の充
実

安全な居
場所づくり

その他

全体 93 9.7 8.6 9.7 10.8
町内会・自治会等の地縁団体 10 10.0 10.0 20.0 10.0
ボランティア団体 11 - - 9.1 18.2
NPO 法人・認定NPO 法人 18 16.7 22.2 11.1 5.6
民間企業 7 - - - 57.1
子ども食堂 25 4.0 8.0 8.0 -
フードバンク 14 14.3 7.1 7.1 14.3
シルバー人材センター - - - - -
医師会 - - - - -
医療機関 1 - - - -
その他の社会福祉六法外の民間の連携先 7 28.6 - 14.3 -

社会福祉
六法外の
民間の連
携先
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   ■連携内容（自由回答） 

 

   ■効果（自由回答） 

 

 

 

 

  

調査数 食育や交
流を通じた
意欲の向
上

学力、学
習意欲の
向上

支援事業
への参加・
利用者が
増えた

子ども・保
護者の前
向きな変
化

情報共
有、連携
の強化

支援事業
の周知が
できた

全体 95 32.6 35.8 6.3 5.3 12.6 2.1
町内会・自治会等の地縁団体 9 11.1 55.6 - - 11.1 -
ボランティア団体 12 16.7 41.7 16.7 16.7 8.3 -
NPO 法人・認定NPO 法人 19 5.3 31.6 15.8 5.3 21.1 -
民間企業 9 11.1 44.4 - 22.2 11.1 -
子ども食堂 25 64.0 32.0 - - 8.0 4.0
フードバンク 13 76.9 15.4 - - 7.7 7.7
シルバー人材センター - - - - - - -
医師会 - - - - - - -
医療機関 1 - - - - 100.0 -
その他の社会福祉六法外の民間の連携先 7 - 57.1 14.3 - 14.3 -

社会福祉
六法外の
民間の連
携先

調査数 食事・食
材、場の
提供

学習支援
教室

ボランティ
ア確保

体験教室
やイベン
ト、レクリ
エーション
等

情報共
有、連携

全体 99 42.4 21.2 2.0 9.1 16.2
町内会・自治会等の地縁団体 10 20.0 30.0 - - 10.0
ボランティア団体 13 23.1 30.8 7.7 23.1 23.1
NPO 法人・認定NPO 法人 19 10.5 26.3 - - 31.6
民間企業 9 22.2 22.2 - 33.3 11.1
子ども食堂 26 69.2 11.5 3.8 7.7 15.4
フードバンク 14 92.9 7.1 - - -
シルバー人材センター - - - - - -
医師会 - - - - - -
医療機関 1 - - - - 100.0
その他の社会福祉六法外の民間の連携先 7 28.6 42.9 - 14.3 -

社会福祉
六法外の
民間の連
携先

調査数 貧困、生
活困窮家
庭の支援

支援の充
実

安全な居
場所づくり

支援の周
知

その他

全体 99 2.0 11.1 6.1 4.0 2.0
町内会・自治会等の地縁団体 10 - 20.0 20.0 10.0 -
ボランティア団体 13 - 7.7 7.7 - -
NPO 法人・認定NPO 法人 19 10.5 21.1 15.8 5.3 -
民間企業 9 - 11.1 - - -
子ども食堂 26 - 7.7 - 7.7 -
フードバンク 14 - 7.1 - - 7.1
シルバー人材センター - - - - - -
医師会 - - - - - -
医療機関 1 - - - - -
その他の社会福祉六法外の民間の連携先 7 - - - - 14.3

社会福祉
六法外の
民間の連
携先

調査数 適切な支
援の運営
ができた

本人・保護
者との信
頼関係

居場所を
作ることが
できた

貧困、生
活困窮家
庭への支
援

不登校の
子どもへ
の支援

ボランティ
アの応募・
参加者が
増えた

なし、特に
効果はな
い

全体 95 5.3 1.1 15.8 5.3 1.1 2.1 1.1
町内会・自治会等の地縁団体 9 - - 33.3 - - 11.1 -
ボランティア団体 12 - - 25.0 8.3 - - -
NPO 法人・認定NPO 法人 19 15.8 - 15.8 15.8 - - 5.3
民間企業 9 11.1 - - - 11.1 - -
子ども食堂 25 - - 20.0 4.0 - 4.0 -
フードバンク 13 - 7.7 7.7 - - - -
シルバー人材センター - - - - - - - -
医師会 - - - - - - - -
医療機関 1 - - - - - - -
その他の社会福祉六法外の民間の連携先 7 14.3 - - - - - -

社会福祉
六法外の
民間の連
携先
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   ■連携の工夫・留意点（自由回答） 

 

 

  

調査数 こども食堂
に、フード
バンク等に
ついて

学習支援
教室につ
いて

コロナ禍に
おける活
動への配
慮、影響

貧困、生
活困窮家
庭の支援

情報共
有、連携

支援事業
の周知

全体 78 26.9 20.5 3.8 5.1 30.8 2.6
町内会・自治会等の地縁団体 7 28.6 42.9 28.6 14.3 14.3 -
ボランティア団体 10 - 40.0 - 10.0 40.0 -
NPO 法人・認定NPO 法人 17 5.9 17.6 - 5.9 35.3 5.9
民間企業 5 20.0 20.0 - - 40.0 -
子ども食堂 21 47.6 14.3 - 4.8 28.6 4.8
フードバンク 12 50.0 16.7 8.3 - 8.3 -
シルバー人材センター - - - - - - -
医師会 - - - - - - -
医療機関 1 - - - - 100.0 -
その他の社会福祉六法外の民間の連携先 5 20.0 - - - 60.0 -

社会福祉
六法外の
民間の連
携先

調査数 適切な支
援の運営

ボランティ
アとの交
流

本人・保護
者との信
頼関係

不登校、
ひきこもり
の子ども
への支援

居場所を
作ることが
できた

特になし その他

全体 78 1.3 2.6 2.6 5.1 5.1 5.1 1.3
町内会・自治会等の地縁団体 7 - - - - - - -
ボランティア団体 10 - 10.0 - 10.0 - 20.0 -
NPO 法人・認定NPO 法人 17 5.9 - 5.9 11.8 5.9 - 5.9
民間企業 5 - - - 20.0 - - -
子ども食堂 21 - 4.8 4.8 - 9.5 - -
フードバンク 12 - - - - - 16.7 -
シルバー人材センター - - - - - - - -
医師会 - - - - - - - -
医療機関 1 - - - - - - -
その他の社会福祉六法外の民間の連携先 5 - - - - 20.0 - -

社会福祉
六法外の
民間の連
携先
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問９③ 「子どもの学習・生活支援事業」で、最も効果が出ている連携による取組の連携先_「行政

の連携先」 

✓ 「生活保護所管部署」が32.9%と最も高く、次いで「児童福祉部署」が29.1%、そ

して「教育委員会」が26.9%と続いています。 

 

 

  

母子保健部署

児童福祉部署

教育委員会

生活保護所管部署

障害福祉所管部署

商工労働所管部署

児童相談所

警察署

保健所

児童館・児童遊園

図書館

公民館

コミュニティセンター

他自治体

その他の行政の連携先

問９．「子どもの学習・生活支援事業」で、最も効果が出ている連携による取組の連携先_
「行政の連携先」 (n=234)

7.7 

29.1 

26.9 

32.9 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

0.9 

0.0 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

全体(n=234)
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   ■目的（自由回答） 

 

 

 

  

調査数 貧困、生
活困窮家
庭の支援

学習支援
教室

事業への
参加・利用
促進

対象者の
能力向上
支援

全体 218 22.5 21.1 12.4 0.5
母子保健部署 17 17.6 11.8 5.9 -
児童福祉部署 62 12.9 22.6 8.1 -
教育委員会 59 6.8 25.4 10.2 -
生活保護所管部署 72 44.4 19.4 18.1 1.4
障害福祉所管部署 1 100.0 - - -
商工労働所管部署 - - - - -
児童相談所 - - - - -
警察署 - - - - -
保健所 1 - - 100.0 -
児童館・児童遊園 2 - 50.0 - -
図書館 - - - - -
公民館 1 - - - -
コミュニティセンター 1 100.0 - - -
他自治体 1 - - - -
その他の行政の連携先 1 - - 100.0 -

行政の連
携先

調査数 情報共
有、連携

支援事業
の周知

適切な支
援、支援
の充実

安全な居
場所づくり

その他

全体 218 35.8 24.3 12.4 1.8 1.4
母子保健部署 17 52.9 17.6 17.6 5.9 -
児童福祉部署 62 38.7 22.6 19.4 1.6 1.6
教育委員会 59 44.1 25.4 8.5 1.7 3.4
生活保護所管部署 72 26.4 27.8 8.3 - -
障害福祉所管部署 1 - - - - -
商工労働所管部署 - - - - - -
児童相談所 - - - - - -
警察署 - - - - - -
保健所 1 - - - - -
児童館・児童遊園 2 - - - 50.0 -
図書館 - - - - - -
公民館 1 - - 100.0 - -
コミュニティセンター 1 - - - - -
他自治体 1 - 100.0 - - -
その他の行政の連携先 1 - - - - -

行政の連
携先
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   ■連携理由（自由回答） 

 

   ■連携を開始した時期（自由回答） 

  

調査数 事業への
参加・利用
促進

学習支援
教室

支援事業
の周知

対象者の
能力向上
への支援

全体 208 6.7 12.0 13.9 -
母子保健部署 16 6.3 12.5 18.8 -
児童福祉部署 61 4.9 9.8 14.8 -
教育委員会 57 7.0 8.8 17.5 -
生活保護所管部署 66 9.1 13.6 9.1 -
障害福祉所管部署 1 - - - -
商工労働所管部署 - - - - -
児童相談所 - - - - -
警察署 - - - - -
保健所 1 - - - -
児童館・児童遊園 2 - 100.0 - -
図書館 - - - - -
公民館 1 - 100.0 - -
コミュニティセンター 1 - - - -
他自治体 1 - - 100.0 -
その他の行政の連携先 1 - - - -

行政の連
携先

調査数 情報共
有、連携

貧困、生
活困窮家
庭の支援

支援の充
実

その他

全体 208 54.3 27.9 11.1 0.5
母子保健部署 16 50.0 12.5 12.5 6.3
児童福祉部署 61 57.4 19.7 23.0 -
教育委員会 57 71.9 10.5 5.3 -
生活保護所管部署 66 40.9 54.5 4.5 -
障害福祉所管部署 1 - 100.0 - -
商工労働所管部署 - - - - -
児童相談所 - - - - -
警察署 - - - - -
保健所 1 100.0 100.0 - -
児童館・児童遊園 2 - - - -
図書館 - - - - -
公民館 1 - - - -
コミュニティセンター 1 100.0 - - -
他自治体 1 - - - -
その他の行政の連携先 1 - - 100.0 -

行政の連
携先

調査数 事業開始
時

事業開始
前

事業実施
後

不明 その他

全体 212 70.3 1.4 24.5 0.5 3.3
母子保健部署 15 80.0 - 13.3 - 6.7
児童福祉部署 59 61.0 - 33.9 1.7 3.4
教育委員会 60 60.0 3.3 35.0 - 1.7
生活保護所管部署 70 85.7 1.4 8.6 - 4.3
障害福祉所管部署 1 100.0 - - - -
商工労働所管部署 - - - - - -
児童相談所 - - - - - -
警察署 - - - - - -
保健所 1 100.0 - - - -
児童館・児童遊園 2 50.0 - 50.0 - -
図書館 - - - - - -
公民館 1 - - 100.0 - -
コミュニティセンター 1 100.0 - - - -
他自治体 1 - - 100.0 - -
その他の行政の連携先 1 100.0 - - - -

行政の連
携先



213 

   ■連携内容（自由回答） 

 

 

 

  

調査数 貧困、生
活困窮家
庭の支援

支援の充
実

安全な居
場所づくり

支援の周
知

事業への
参加・利用
促進

その他

全体 215 5.6 12.1 1.9 34.9 12.6 0.9
母子保健部署 16 6.3 12.5 - 18.8 12.5 -
児童福祉部署 61 3.3 19.7 1.6 34.4 3.3 -
教育委員会 59 3.4 6.8 3.4 37.3 10.2 3.4
生活保護所管部署 71 8.5 8.5 - 39.4 23.9 -
障害福祉所管部署 1 100.0 - - - - -
商工労働所管部署 - - - - - - -
児童相談所 - - - - - - -
警察署 - - - - - - -
保健所 1 - 100.0 - - - -
児童館・児童遊園 2 - - 50.0 - - -
図書館 - - - - - - -
公民館 1 - 100.0 - - - -
コミュニティセンター 1 - - - - - -
他自治体 1 - - - 100.0 - -
その他の行政の連携先 1 - - - - - -

行政の連
携先

調査数 食事・食
材、場の
提供

学習支援 対象者の
能力向上
への支援

体験教室
やイベン
ト、リクリ
エーション
等

情報共
有、連携

全体 215 0.0 15.3 - - 54.4
母子保健部署 16 - 6.3 - - 81.3
児童福祉部署 61 - 16.4 - - 59.0
教育委員会 59 - 27.1 - - 42.4
生活保護所管部署 71 - 5.6 - - 57.7
障害福祉所管部署 1 - - - - -
商工労働所管部署 - - - - - -
児童相談所 - - - - - -
警察署 - - - - - -
保健所 1 - - - - -
児童館・児童遊園 2 - 50.0 - - -
図書館 - - - - - -
公民館 1 - - - - -
コミュニティセンター 1 - 100.0 - - 100.0
他自治体 1 - - - - -
その他の行政の連携先 1 - - - - 100.0

行政の連
携先
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   ■効果（自由回答） 

 

 

 

 

  

調査数 食事・食
材、場の
提供

学習支援 事業への
参加・利用
促進

対象者の
能力の向
上

情報共
有、連携

支援事業
の周知

全体 207 0.5 20.8 13.0 - 27.1 15.0
母子保健部署 15 - 6.7 - - 53.3 13.3
児童福祉部署 61 1.6 18.0 18.0 - 19.7 18.0
教育委員会 58 - 27.6 6.9 - 36.2 20.7
生活保護所管部署 66 - 18.2 15.2 - 22.7 9.1
障害福祉所管部署 1 - - 100.0 - - -
商工労働所管部署 - - - - - - -
児童相談所 - - - - - - -
警察署 - - - - - - -
保健所 1 - - 100.0 - - -
児童館・児童遊園 2 - 100.0 - - - -
図書館 - - - - - - -
公民館 1 - - - - - -
コミュニティセンター 1 - 100.0 - - - -
他自治体 1 - - - - - -
その他の行政の連携先 - - - - - - -

行政の連
携先

調査数 適切な支
援、支援
の充実

居場所づく
り

支援への
申し込み
が増えた

貧困、生
活困窮家
庭への支
援

なし、特に
効果はな
い

その他

全体 207 26.6 2.9 18.4 8.7 1.9 1.0
母子保健部署 15 33.3 - 13.3 13.3 - -
児童福祉部署 61 34.4 1.6 24.6 1.6 - 1.6
教育委員会 58 13.8 1.7 15.5 5.2 5.2 -
生活保護所管部署 66 30.3 4.5 16.7 16.7 1.5 -
障害福祉所管部署 1 - - - - - -
商工労働所管部署 - - - - - - -
児童相談所 - - - - - - -
警察署 - - - - - - -
保健所 1 - - - 100.0 - -
児童館・児童遊園 2 - 50.0 - - - -
図書館 - - - - - - -
公民館 1 100.0 - - - - -
コミュニティセンター 1 - - - - - 100.0
他自治体 1 - - 100.0 - - -
その他の行政の連携先 - - - - - - -

行政の連
携先
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   ■連携の工夫・留意点（自由回答） 

 

 

 

 

  

調査数 本人・保護
者との信
頼関係

学習支援 事業への
参加・利用
促進

貧困、生
活困窮家
庭の支援

情報共
有、連携

全体 142 3.5 1.4 1.4 2.8 62.7
母子保健部署 9 - 11.1 - - 66.7
児童福祉部署 45 4.4 - - 4.4 73.3
教育委員会 37 2.7 - - - 62.2
生活保護所管部署 44 2.3 2.3 4.5 2.3 54.5
障害福祉所管部署 1 100.0 - - - -
商工労働所管部署 - - - - - -
児童相談所 - - - - - -
警察署 - - - - - -
保健所 1 - - - - 100.0
児童館・児童遊園 2 - - - - 50.0
図書館 - - - - - -
公民館 1 - - - 100.0 -
コミュニティセンター 1 - - - - 100.0
他自治体 1 - - - - -
その他の行政の連携先 - - - - - -

行政の連
携先

調査数 支援事業
の周知

適切な支
援、支援
の充実

新型コロナ
対策

特になし その他

全体 142 16.2 7.7 2.1 8.5 2.8
母子保健部署 9 11.1 22.2 - 11.1 -
児童福祉部署 45 6.7 13.3 - 6.7 2.2
教育委員会 37 13.5 2.7 - 13.5 5.4
生活保護所管部署 44 29.5 4.5 4.5 6.8 2.3
障害福祉所管部署 1 - - - - -
商工労働所管部署 - - - - - -
児童相談所 - - - - - -
警察署 - - - - - -
保健所 1 - - - - -
児童館・児童遊園 2 - - 50.0 - -
図書館 - - - - - -
公民館 1 - - - - -
コミュニティセンター 1 - - - - -
他自治体 1 100.0 - - - -
その他の行政の連携先 - - - - - -

行政の連
携先
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問９④ 「子どもの学習・生活支援事業」で、最も効果が出ている連携による取組の連携先_「福祉

関係等の連携先」 

✓ 「社会福祉協議会」が50.0%と最も高く、次いで「自立相談支援機関」が33.3%、

そして「児童養護施設」「就労支援機関」「その他の福祉関係等の連携先」が5.6%

と続いています。 

 

 

 

   ■目的（自由回答） 

 

 

 

 

  

社会福祉協議会

社会福祉施設・事業所

児童養護施設

就労支援機関

自立相談支援機関

その他の福祉関係等の連携先

問９．「子どもの学習・生活支援事業」で、最も効果が出ている連携による取組の連携先_
「福祉関係等の連携先」 (n=18)

50.0 

0.0 

5.6 

5.6 

33.3 

5.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

全体(n=18)

調査数 貧困、生
活困窮家
庭の支援

学習支援
教室

事業への
参加・利用
促進

対象者の
能力向上
支援

全体 17 41.2 35.3 - 11.8
社会福祉協議会 9 33.3 44.4 - 22.2
社会福祉施設・事業所 - - - - -
児童養護施設 1 100.0 100.0 - -
就労支援機関 1 - - - -
自立相談支援機関 5 40.0 20.0 - -
その他の福祉関係等の連携先 1 100.0 - - -

福祉関係
の連携先

調査数 情報共
有、連携

支援事業
の周知

適切な支
援、支援
の充実

安全な居
場所づくり

その他

全体 17 5.9 5.9 17.6 11.8 -
社会福祉協議会 9 - 11.1 11.1 11.1 -
社会福祉施設・事業所 - - - - - -
児童養護施設 1 - - - - -
就労支援機関 1 - - 100.0 - -
自立相談支援機関 5 20.0 - 20.0 20.0 -
その他の福祉関係等の連携先 1 - - - - -

福祉関係
の連携先
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   ■連携理由（自由回答） 

 

 

   ■連携を開始した時期（自由回答） 

 

 

 

  

調査数 事業への
参加・利用
促進

学習支援
教室

支援事業
の周知

対象者の
能力向上
への支援

全体 17 - 29.4 - 5.9
社会福祉協議会 9 - 44.4 - 11.1
社会福祉施設・事業所 - - - - -
児童養護施設 1 - 100.0 - -
就労支援機関 1 - - - -
自立相談支援機関 5 - - - -
その他の福祉関係等の連携先 1 - - - -

福祉関係
の連携先

調査数 情報共
有、連携

貧困、生
活困窮家
庭の支援

支援の充
実

その他

全体 17 11.8 52.9 11.8 -
社会福祉協議会 9 11.1 33.3 11.1 -
社会福祉施設・事業所 - - - - -
児童養護施設 1 - 100.0 - -
就労支援機関 1 - 100.0 - -
自立相談支援機関 5 20.0 60.0 20.0 -
その他の福祉関係等の連携先 1 - 100.0 - -

福祉関係
の連携先

調査数 事業開始
時

事業開始
前

事業実施
後

不明 その他

全体 15 66.7 6.7 26.7 - -
社会福祉協議会 7 71.4 - 28.6 - -
社会福祉施設・事業所 - - - - - -
児童養護施設 1 100.0 - - - -
就労支援機関 1 100.0 - - - -
自立相談支援機関 5 60.0 20.0 20.0 - -
その他の福祉関係等の連携先 1 - - 100.0 - -

福祉関係
の連携先
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   ■連携内容（自由回答） 

 

 

 

 

  ■効果（自由回答） 

 

 

 

  

調査数 食事・食
材、場の
提供

学習支援 対象者の
能力向上
への支援

体験教室
やイベン
ト、レクリ
エーション
等

情報共
有、連携

全体 16 12.5 25.0 6.3 6.3 25.0
社会福祉協議会 8 12.5 25.0 12.5 12.5 -
社会福祉施設・事業所 - - - - - -
児童養護施設 1 - 100.0 - - -
就労支援機関 1 - - - - -
自立相談支援機関 5 - 20.0 - - 80.0
その他の福祉関係等の連携先 1 100.0 - - - -

福祉関係
の連携先

調査数 貧困、生
活困窮家
庭の支援

支援の充
実

安全な居
場所づくり

支援の周
知

事業への
参加・利用
促進

その他

全体 16 43.8 12.5 - 6.3 6.3 -
社会福祉協議会 8 50.0 12.5 - 12.5 - -
社会福祉施設・事業所 - - - - - - -
児童養護施設 1 - - - - - -
就労支援機関 1 100.0 - - - - -
自立相談支援機関 5 20.0 20.0 - - 20.0 -
その他の福祉関係等の連携先 1 100.0 - - - - -

福祉関係
の連携先

調査数 食事・食
材、場の
提供

学習支援 事業への
参加・利用
促進

対象者の
能力の向
上

情報共
有、連携

支援事業
の周知

全体 17 5.9 29.4 5.9 11.8 11.8 -
社会福祉協議会 8 12.5 25.0 - 12.5 12.5 -
社会福祉施設・事業所 - - - - - - -
児童養護施設 1 - 100.0 - - - -
就労支援機関 1 - - - - - -
自立相談支援機関 6 - 16.7 16.7 16.7 - -
その他の福祉関係等の連携先 1 - 100.0 - - 100.0 -

福祉関係
の連携先

調査数 適切な支
援、支援
の充実

居場所づく
り

支援への
申し込み
が増えた

貧困、生
活困窮家
庭への支
援

なし、特に
効果はな
い

その他

全体 17 17.6 5.9 5.9 23.5 5.9 -
社会福祉協議会 8 25.0 - 12.5 25.0 - -
社会福祉施設・事業所 - - - - - - -
児童養護施設 1 - 100.0 - - - -
就労支援機関 1 - - - 100.0 - -
自立相談支援機関 6 16.7 - - 16.7 16.7 -
その他の福祉関係等の連携先 1 - - - - - -

福祉関係
の連携先
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   ■連携の工夫・留意点（自由回答） 

 

 

 

 

  

調査数 本人・保護
者との信
頼関係

学習支援 事業への
参加・利用
促進

貧困、生
活困窮家
庭の支援

情報共
有、連携

全体 14 - 14.3 14.3 7.1 35.7
社会福祉協議会 6 - 16.7 16.7 16.7 -
社会福祉施設・事業所 - - - - - -
児童養護施設 1 - 100.0 - - 100.0
就労支援機関 1 - - - - 100.0
自立相談支援機関 5 - - - - 60.0
その他の福祉関係等の連携先 1 - - 100.0 - -

福祉関係
の連携先

調査数 支援事業
の周知

適切な支
援、支援
の充実

新型コロナ
対策

特になし その他

全体 14 21.4 14.3 7.1 7.1 7.1
社会福祉協議会 6 50.0 - 16.7 - -
社会福祉施設・事業所 - - - - - -
児童養護施設 1 - - - - -
就労支援機関 1 - 100.0 - - -
自立相談支援機関 5 - 20.0 - 20.0 20.0
その他の福祉関係等の連携先 1 - - - - -

福祉関係
の連携先
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問９⑤ 「子どもの学習・生活支援事業」で、最も効果が出ている連携による取組の連携先_「専門

職等の連携先」 

✓ 「ケースワーカー」が50.3%と最も高く、次いで「スクールソーシャルワーカー」が

27.7%、そして「社会福祉士」が6.8%と続いています。 

 

 

  

ケースワーカー

社会福祉士

精神保健福祉士

民生委員・児童委員

公認心理師・臨床心理士

スクールカウンセラー

スクールソーシャルワーカー

キャリアコンサルタント

医師

看護師

保健師

栄養士

自治体独自に配置している専門職

その他の専門職等の連携先

問９．「子どもの学習・生活支援事業」で、最も効果が出ている連携による取組の連携先_
「専門職等の連携先」 (n=177)
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6.8 

0.0 

6.2 

1.1 

3.4 
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0.0 

1.1 

0.0 

0.6 

0.6 
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1.7 
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全体(n=177)
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   ■目的（自由回答） 

 

 

 

 

  

調査数 学習支援 事業への
参加・利用
促進

対象者の
能力向上
支援

情報共
有、連携

全体 166 17.5 18.1 0.6 36.7
ケースワーカー 83 18.1 12.0 1.2 32.5
社会福祉士 11 18.2 9.1 - 36.4
精神保健福祉士 - - - - -
民生委員・児童委員 10 10.0 50.0 - 40.0
公認心理師・臨床心理士 2 50.0 - - -
スクールカウンセラー 6 - 16.7 - 66.7
スクールソーシャルワーカー 46 21.7 23.9 - 43.5
キャリアコンサルタント - - - - -
医師 2 - 50.0 - -
看護師 - - - - -
保健師 1 - - - 100.0
栄養士 1 - - - -
自治体独自に配置している専門職 1 - - - 100.0
その他の専門職等の連携先 3 - 33.3 - -

専門職等
との連携
先

調査数 支援事業
の周知

適切な支
援、支援
の充実

安全な居
場所づくり

貧困、生
活困窮家
庭の支援

その他

全体 166 14.5 14.5 2.4 24.7 2.4
ケースワーカー 83 20.5 9.6 - 41.0 2.4
社会福祉士 11 9.1 9.1 - 27.3 9.1
精神保健福祉士 - - - - - -
民生委員・児童委員 10 20.0 - 10.0 - -
公認心理師・臨床心理士 2 - - - - 50.0
スクールカウンセラー 6 - 33.3 - - -
スクールソーシャルワーカー 46 6.5 23.9 6.5 6.5 -
キャリアコンサルタント - - - - - -
医師 2 - 50.0 - - -
看護師 - - - - - -
保健師 1 - - - - -
栄養士 1 - 100.0 - - -
自治体独自に配置している専門職 1 - - - - -
その他の専門職等の連携先 3 33.3 - - 33.3 -

専門職等
との連携
先
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   ■連携理由（自由回答） 

 

 

   ■連携を開始した時期 

 

  

調査数 学習支援 事業への
参加・利用
促進

居場所づく
り

情報共
有、連携

全体 157 5.7 10.8 0.6 58.6
ケースワーカー 78 6.4 7.7 - 43.6
社会福祉士 11 - 9.1 - 72.7
精神保健福祉士 - - - - -
民生委員・児童委員 9 - 33.3 - 77.8
公認心理師・臨床心理士 2 - - - -
スクールカウンセラー 6 16.7 - - 66.7
スクールソーシャルワーカー 43 7.0 11.6 2.3 72.1
キャリアコンサルタント - - - - -
医師 2 - 50.0 - 100.0
看護師 - - - - -
保健師 1 - 100.0 - 100.0
栄養士 1 - - - 100.0
自治体独自に配置している専門職 1 - - - 100.0
その他の専門職等の連携先 3 - - - 100.0

専門職等
との連携
先

調査数 事業開始
時

事業開始
前

事業実施
後

不明 その他

全体 153 71.2 2.6 22.9 2.0 1.3
ケースワーカー 77 81.8 3.9 13.0 1.3 -
社会福祉士 11 72.7 - 9.1 9.1 9.1
精神保健福祉士 - - - - - -
民生委員・児童委員 8 87.5 - 12.5 - -
公認心理師・臨床心理士 2 100.0 - - - -
スクールカウンセラー 6 66.7 - 33.3 - -
スクールソーシャルワーカー 43 46.5 2.3 46.5 2.3 2.3
キャリアコンサルタント - - - - - -
医師 1 100.0 - - - -
看護師 - - - - - -
保健師 1 - - 100.0 - -
栄養士 - - - - - -
自治体独自に配置している専門職 1 100.0 - - - -
その他の専門職等の連携先 3 100.0 - - - -

専門職等
との連携
先

調査数 支援事業
の周知

適切な支
援、支援
の充実

貧困、生
活困窮家
庭の支援

その他

全体 157 8.3 12.1 29.9 4.5
ケースワーカー 78 12.8 7.7 51.3 5.1
社会福祉士 11 - 9.1 27.3 -
精神保健福祉士 - - - - -
民生委員・児童委員 9 - 11.1 - -
公認心理師・臨床心理士 2 - 50.0 - 50.0
スクールカウンセラー 6 - 16.7 16.7 -
スクールソーシャルワーカー 43 7.0 18.6 4.7 4.6
キャリアコンサルタント - - - - -
医師 2 - - - -
看護師 - - - - -
保健師 1 - - - -
栄養士 1 - - - -
自治体独自に配置している専門職 1 - 100.0 - -
その他の専門職等の連携先 3 - - 33.3 -

専門職等
との連携
先
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   ■連携内容（自由回答） 

 

調査数 学習支援 事業への
参加・利用
促進

対象者の
意欲、能
力の向上

情報共
有、連携

全体 160 15.6 23.8 1.3 66.9
ケースワーカー 80 12.5 31.3 1.3 63.8
社会福祉士 10 10.0 10.0 - 80.0
精神保健福祉士 - - - - -
民生委員・児童委員 9 44.4 - - 22.2
公認心理師・臨床心理士 2 - - 50.0 50.0
スクールカウンセラー 6 - - - 100.0
スクールソーシャルワーカー 45 20.0 24.4 - 73.3
キャリアコンサルタント - - - - -
医師 2 - - - 100.0
看護師 - - - - -
保健師 1 - - - 100.0
栄養士 1 - - - 100.0
自治体独自に配置している専門職 1 - - - 100.0
その他の専門職等の連携先 3 33.3 33.3 - 33.3

専門職等
との連携
先

調査数 支援事業
の周知

適切な支
援、支援
の充実

居場所づく
り

貧困、生
活困窮家
庭への支
援

その他

全体 160 18.1 16.3 1.3 6.9 1.3
ケースワーカー 80 25.0 12.5 1.3 12.5 2.5
社会福祉士 10 20.0 20.0 - - -
精神保健福祉士 - - - - - -
民生委員・児童委員 9 22.2 22.2 11.1 - -
公認心理師・臨床心理士 2 - - - - -
スクールカウンセラー 6 - 16.7 - - -
スクールソーシャルワーカー 45 11.1 17.8 - - -
キャリアコンサルタント - - - - - -
医師 2 - - - - -
看護師 - - - - - -
保健師 1 - - - - -
栄養士 1 - 100.0 - - -
自治体独自に配置している専門職 1 - 100.0 - - -
その他の専門職等の連携先 3 - 33.3 - 33.3 -

専門職等
との連携
先
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   ■効果（自由回答） 

 

 

 

  

調査数 学習支援 事業への
参加・利用
促進

対象者の
能力向
上、保護
者との信
頼関係構
築

情報共
有、連携

支援事業
の周知

全体 151 15.9 19.2 6.0 37.1 4.0
ケースワーカー 76 14.5 15.8 5.3 30.3 6.6
社会福祉士 10 10.0 20.0 - 30.0 -
精神保健福祉士 - - - - - -
民生委員・児童委員 8 25.0 - - 50.0 12.5
公認心理師・臨床心理士 2 50.0 - - - -
スクールカウンセラー 5 20.0 40.0 - 60.0 -
スクールソーシャルワーカー 42 16.7 26.2 9.5 47.6 -
キャリアコンサルタント - - - - - -
医師 2 - 50.0 - 50.0 -
看護師 - - - - - -
保健師 1 - - - 100.0 -
栄養士 1 - - 100.0 - -
自治体独自に配置している専門職 1 100.0 - - - -
その他の専門職等の連携先 3 - 33.3 - 33.3 -

専門職等
との連携
先

調査数 適切な支
援、支援
の充実

居場所づく
り

支援への
申し込み
が増えた

貧困、生
活困窮家
庭への支
援

なし、特に
効果はな
い、わから
ない

その他

全体 151 28.5 2.0 11.3 11.3 1.3 2.6
ケースワーカー 76 22.4 3.9 18.4 14.5 2.6 5.2
社会福祉士 10 50.0 - - 30.0 - -
精神保健福祉士 - - - - - - -
民生委員・児童委員 8 12.5 - 12.5 12.5 - -
公認心理師・臨床心理士 2 50.0 - - - - -
スクールカウンセラー 5 40.0 - - - - -
スクールソーシャルワーカー 42 33.3 - 2.4 4.8 - -
キャリアコンサルタント - - - - - - -
医師 2 - - - - - -
看護師 - - - - - - -
保健師 1 100.0 - - - - -
栄養士 1 - - - - - -
自治体独自に配置している専門職 1 100.0 - - - - -
その他の専門職等の連携先 3 33.3 - 33.3 - - -

専門職等
との連携
先
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  ■連携の工夫・留意点（自由回答） 

 

 

 

 

 

  

調査数 学習支援 事業への
参加・利用
促進

対象者・保
護者との
信頼関係
構築

情報共
有、連携

支援事業
の周知

全体 104 5.8 7.7 6.7 72.1 6.7
ケースワーカー 51 - 9.8 3.9 66.7 9.8
社会福祉士 8 25.0 12.5 - 50.0 12.5
精神保健福祉士 - - - - - -
民生委員・児童委員 5 40.0 - - 100.0 20.0
公認心理師・臨床心理士 2 - - 50.0 50.0 -
スクールカウンセラー 5 20.0 - - 80.0 -
スクールソーシャルワーカー 28 3.6 3.6 10.7 82.1 -
キャリアコンサルタント - - - - - -
医師 1 - - - 100.0 -
看護師 - - - - - -
保健師 1 - - - 100.0 -
栄養士 - - - - - -
自治体独自に配置している専門職 1 - - - 100.0 -
その他の専門職等の連携先 2 - 50.0 50.0 50.0 -

専門職等
との連携
先

調査数 適切な支
援、支援
の充実

新型コロナ
の影響

支援への
申し込み
が増えた

貧困、生
活困窮家
庭への支
援

特になし その他

全体 104 2.9 1.0 1.0 2.9 5.8 1.9
ケースワーカー 51 2.0 2.0 2.0 5.9 5.9 3.9
社会福祉士 8 - - - - 12.5 -
精神保健福祉士 - - - - - - -
民生委員・児童委員 5 - - - - - -
公認心理師・臨床心理士 2 - - - - - -
スクールカウンセラー 5 - - - - - -
スクールソーシャルワーカー 28 3.6 - - - 7.1 -
キャリアコンサルタント - - - - - - -
医師 1 - - - - - -
看護師 - - - - - - -
保健師 1 - - - - - -
栄養士 - - - - - - -
自治体独自に配置している専門職 1 100.0 - - - - -
その他の専門職等の連携先 2 - - - - - -

専門職等
との連携
先
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＜問14、問14-1は「子どもの学習・生活支援事業」を実施していない自治体が対象＞ 

 

問 14 「子どもの学習・生活支援事業」の今後の実施予定 

✓ 「実施する予定である」(5.7%)、「実施する予定である（実施時期は未定）」

(7.1%)、「実施する予定はない」(73.3%)となっています。 

 

その他の内訳 

 項目 件数 具体的な内容 

1 他事業、他部署の事業で

実施している、重複してい

る 

19 ・昨年度まで市独自で類似事業を実施していたが、今後の事業継続について

は未定となっている。（関東地方） 

・平成 31 年 4 月から、他部署において「子どもの学習支援」を実施している。

（中国・四国地方） 

・教育委員会で子どもの学習・生活支援を実施しているため。（近畿地方） 

2 検討中、今後検討したい 8 ・本市における困窮世帯に属する子どもの実態（対象者数・関係機関の支援

状況・ニーズ）等を踏まえ、実施可否を検討中。（中国・四国地方） 

・事業実施については、取組事例等を参考に今後検討する。（北海道・東北

地方） 

3 予定なし、未定 5 ・現時点で実施する予定はない。（北海道・東北地方） 

4 その他 3 ・生活困窮家庭を把握することが困難なため。（中部地方） 

・平成 31 年度まではNPO法人（1 カ所）に業務委託し実施していたが、

子どもの貧困対策事業との関係から終了している。（九州地方） 

  

  

全体(n=210)

問１４．「子どもの学習・生活支援事業」の今後の実施予定 (n=210)

5.7 7.1 73.3 13.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施する予定である 実施する予定である（実施時期は未定） 実施する予定はない その他
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問14-１ ＜問14で「１か２」（実施する予定である）を選択した自治体＞実施を予定している「子

どもの学習・生活支援事業」の取組（複数選択） 

✓ 「学習支援」が96.3%と最も高く、次いで「居場所（事業実施場所）での相談・助

言」が59.3%、そして「随時の対面相談の実施」が55.6%と続いています。 

 

学習支援

居場所（事業実施場所）の開放

居場所（事業実施場所）での相談・助言

家庭訪問での相談・助言

居場所（事業実施場所）でのレクリエーション

居場所（事業実施場所）

以外の場でのレクリエーション

宿泊を伴うレクリエーション

調理実習

企業見学・職業体験

農業体験

大学等学校見学

福祉施設等見学

地域の祭りやボランティア活動への参加

その他の主に子どもに対する取組

相談会・連絡会・交流会の開催

説明会・講座等の開催

随時の対面相談の実施

電話やメールによる個別相談

連絡帳等のやりとり

家庭訪問による対面相談

子どもの送迎時における対面相談

奨学金等の情報提供

制度利用の支援（利用勧奨、
提出資料の作成支援、同行支援等）

その他の主に養育者（親等）に対する取組

問１４－１．＜問１４で「１か２」（実施する予定である）を選択した自治体＞実施を予定して
いる「子どもの学習・生活支援事業」の取組（複数選択） (n=27)

96.3 

51.9 

59.3 

33.3 

33.3 

22.2 

0.0 

14.8 

7.4 

7.4 

3.7 

3.7 

7.4 

7.4 

37.0 

18.5 

55.6 

40.7 

7.4 

37.0 

25.9 

37.0 

22.2 

3.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=27)
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